
会 議 録

第 ー 日

（平成 3年 6月12日）



〇議事日程第1号

平成 3年6月12日（水） 午前10時開会

第1 会議録署名議員の指名について

第2 会期の決定について

第3 報告第 1号ないし報告第 6号 ………………………………… 報告
報告第 1号 平成 2年度四日市市繰越明許費について

報告第2号財団法人四日市市開発公社の経営状況について

報告第 3号 四日市市土地開発公社の経営状況について

報告第4号 財団法人四日市市レジャー施設協会の経営状況

について

報告第 5号 財団法人四日市市文化振興財団の経営状況につ

いて

報告第 6号 財団法人四日市市都市整備公社の経営状況につ

いて

第4 議案第52号ないし議案第68号 ………………………………… 説明
議案第52号 四日市市国民健康保険条例の一部改正について

議案第53号 四日市市消防団員等公務災害補償条例の一部改

正について

議案第54号 四日市市非常勤消防団員に係る退職報償金の支

給に関する条例の一部改正について

議案第55号 工事請負契約の締結について

一高花平保育園改築工事（建築工事）一

議案第56号工事請負契約の締結について

一午起ポンプ場築造工事（下部土木）一

議案第57号 工事請負契約の締結について

一納屋ポンプ場電気設備工事一

議案第58号工事請負契約の締結について
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一羽津ポンプ場除砂設備工事一 小井道夫

議案第59号 工事請負契約の締結について 石川勝彦

ー南部汚水3号幹線管渠布設工事一 市川悦子

議案第60号 工事請負契約の締結について 市川正徳

ー東橋北小学校改築工事（建築工事）一 伊藤正数

議案第61号 工事請負契約の締結について 伊藤雅敏

ー東橋北小学校改築工事（建築電気設備）一 伊藤正巳

議案第62号 工事請負契約の締結について 宇野長好

ー桜小学校増築工事一 大島武雄

議案第63号 工事請負契約の締結について 大谷茂生

ー水沢小学校屋内運動場改築工事（建築工事） 小川政人

（建築機械設備）一 川村幸善

議案第64号工事請負契約の締結について 久保博正

ー港中学校大規模改造工事一 桑原 勇

議案第65号工事請負契約の締結について 小林博次

ー桜中学校武道場新築工事（建築工事） （建築 坂口正次

機械設備）一 佐藤晃久

議案第66号 工事請負契約の締結について 佐野光信

ー多目的広場敷地造成工事一 瀬川憲生

議案第67号動産の取得について 田中 武

議案第68号 町及び字の区域の変更について 田中俊行

谷口廣睦

0本日の会議に付した事件 土井数馬

議事日程のとおり 豊田忠正

中森懺―

0出席議員 (40名） 野崎 洋

青山弘忠 野呂平和
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橋本 茂

橋本増蔵
商工部長 米津正夫

長谷川昭雄
農林水産部長 黒田昭公

日置紀平
環境部長 鵜飼 滋

藤井浩治
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森 真寿朗
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0欠席議員 (1名）

喜多野 等

／教 ギ目 長 丹羽 武

教育次長 宮田 勉

0出席議事説明者

市 長 加藤寛嗣
代表監査委員 樋尾 裕

助 役 片岡

助 役 加藤宣雄
〇出席事務局職員

収 入 役 毛利道男
事務局長 長谷川昭彦
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主 幹 水谷正昭

市民部長 小畑廣次

福祉部長 田中昌治
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午前10時2分開会

0議長（川村幸善君） おはようございます。ただいまから、平成 3年 6

月四日市市議会定例会を開会いたします。

ただいまの出席議員数は、 39名であります。

今定例会の議事説明者は、市長はじめ25名であります。

表彰状の伝達

〇議長（川村幸善君） 会議に先立ちまして、去る 4月10日、松阪市にお

いて開催されました第74回東海市議会議長会定例総会において、 20年以上

の在職議員として小井道夫君、小林博次君、橋本増蔵君が、また10年以上

の在職議員として森真寿朗君がそれぞれ表彰されましたので、ただいまか

ら表彰状の伝達を行います。

お名前を申し上げた諸君は、議場中央にお進み願います。

〔表彰議員議場中央へ進む（小林博次議員不在）〕

0議長（川村幸善君）

表 窃
早ノ 状

四日市市議会議員小井道夫殿

あなたは市議会議員の要職にあること20年、鋭意市政の発展に寄与され

た功績は誠に顕著であります。

よって、本会表彰規程によりこれを特別表彰します。

平成 3年4月10日

東海市議会議長会会長松阪市議会議長杉山梅一

〔表彰状授与〕 （拍手）

0議長（川村幸善君）

表 吟
早ノ 状

四日市市議会議員橋本増蔵殿

以下同文でございます。
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〔表彰状授与〕 （拍手）

〇議長（川村幸善君）

表彰

四日市市議会議員森真寿朗殿

状

あなたは市議会議員の要職にあること10年、鋭意市政の発展に寄与され

た功績は誠に顕著であります。

よって、本会表彰規程によりこれを表彰します。

平成 3年4月10日

東海市議会議長会会長松阪市議会議長杉山梅ー

〔表彰状授与〕 （拍手）

〇議長（川村幸善君） これより本日の会議を開きます。~

本日の議事については、お手元に配付しました議事日程第 1号により取

り進めますので、よろしくお願いいたします。 a ' 

日程第 1 会議録署名議員の指名について

〇議長（川村幸善君） 日程第 1、会議録署名議員の指名を行います。

今定例会の会議録署名議員に、谷口廣睦君及び豊田忠正君を指名いたし

ます。

日程第2 会期の決定について

〇議長（川村幸善君） 日程第 2、会期の決定についてを議題といたしま

す。

おはかりいたします。今定例会の会期は、本日から 6月25日までの14日

間といたしたいと思います。これにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長（川村幸善君） ご異議なしと認めます。よって、今定例会の会期
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は本日から 6月25日までの14日間と決定いたしました。

日程第3 報告第 1号 平成2年度四日市市繰越明許費についてないし

報告第 6号 財団法人四日市市都市整備公社の経営状況について

0議長（川村幸善君） 日程第 3、報告第 1号平成2年度四日市市繰越明

許費についてないし報告第 6号財団法人四日市市都市整備公社の経営状況

についての 6件について報告を求めます。

市長。

〔市長（加藤寛嗣君）登壇〕

0市長（加藤寛嗣君） ただいま上程されました各報告についてご説明申

し上げます。

報告第 1号は、平成 2年度一般会計予算及び土地区画整理事業特別会計

予算の繰越計算書でありまして、さきに予算で定められました宮妻峡環境

整備事業外11件について、合計5億 6,389万 9,530円を繰り越したもので

あります。

報告第 2号から報告第 6号までは、財団法人四日市市開発公社、四日市

市土地開発公社、財団法人四日市市レジャー施設協会、財団法人四日市市

文化振興財団及び財団法人四日市市都市整備公社の経営状況について、地

方自治法及び同法施行令の規定に基づき報告するものであります。

〇議長（川村幸善君） 報告は、お聞き及びのとおりであります。

ご質疑がありましたら、ご発言願います。

橋本茂君。

〔橋本茂君登壇〕

0橋本 茂君 報告第4号財団法人四日市市レジャー施設協会の経営状況

について、私からお尋ねをしたいと思います。

昨年度の報告書を見てみますと、遊覧船「いなば」の運航について、そ

の運航委託料 4,245万 4,156円をはじめといたしまして、運航事業支出が
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4,326万円余かかっております。一方、運航事業収入は 1,200万円余しか

なく、その赤字分は、市の補助金 3,570万円を充てている収支となってい

るわけであります。同じく今年度の予算を見ましても、運航事業費の穴埋

めとして 3,577万円の補助金を充てなきゃならん予算組みになっておりま

す。もちろんこの問題、単年度決済ということをよく承知しているわけで

ございますけれども、このまま推移するとすれば、平成4年度には、この

ところの累計で 1億円を超すという赤字を市費で補てんしていく見通しに

もなり、大変な赤字運営を続けることになると思います。果たしてこのま

までよいのか、疑問視せざるを得ません。この運航事業の問題を今後どう

打開しようとしておられるのか、抜本的な改善方向としてどう取り組むの

か、検討している内容があればお示しをしていただきたいと思います。

0議長（川村幸善君） 商工部長。

〔商工部長（米津正夫君）登壇〕

0商工部長（米津正夫君） ただいまご質問をいただきました遊覧船「い

なば」の運航事業につきまして、ご答弁を申し上げます。

ご承知のとおり、この遊覧船の運航事業につきましては、一昨年の11月

からふるさと創生事業の一環として、また市民に親しまれる港づくりとし

て、広く市民に四日市港の認識を深めていただくために実施をいたしてお

るものでございます。

収支決算といたしましては、ご指摘のとおり支出が 4,300万円に対しま

して、収入が 1,200万円で、 3,100万円の赤字となっておるわけでござい

ますが、利用料金を低額に抑えたということもございまして、当初からあ

る程度の赤字は見込んでスタートしたところでございます。

しかしながら、昨年の利用実績といたしましては、航海数が 322回、利

用者数が1万 4,060人でございまして、航海数では、当初計画の 260回を

大きく上回っており、また貸し切り運航におきましても、 193航海でござ

いまして、当初の計画の1.93倍ということになっておるわけでございます。
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これは、北勢地方の市町村をはじめ、各企業などにPR活動を行った結果

であり、また市民の港とか、海に対する関心、親しみのあらわれであると

理解をいたしておるところでございます。

そこで、今後でございますが、私どもといたしましては、効率的な運営

を行うことはもちろんでございますが、各種団体あるいは企業等を訪問す

るなどPR活動に努めるとともに、船内サービスの向上に努め、利用者の

より一層の増加に努力をしてまいりたいというように考えておりますので、

ご理解をいただきたいと思います。

〇議長（川村幸善君） 橋本茂君。

0橋本 茂君 答弁いただいたんですが、もちろん昨年度の実績に加えて、

うんと利用者を増やして、収入の向上を図っていただくという点でのいろ

んなPRとか、それから親しまれる港づくりの一環として市長も随分力を

入れられて始めた事業でもございますし、その辺は今後を見守っていくと

いうことで、大いに取り組みを強めていただきたいと思いますし、やはり

運航回数をもっと増やすことが可能な状況があるというふうにも聞いてお

ります。その点をぜひ見寵していただきたい。

さらに、遊覧コースの見直しが必要じゃないかと思うんですね。魅力あ

る事業にしていくという点で、例えば、このコースを見ますと、霞の緑地

公園に立ち寄れるようなコースにもなっております。そうすると、あそこ

できちんと停泊をする施設をつくり、そして、あの緑地公園の利用を効果

的にドッキングさせる工夫など、その気になれば私はできると思うんです。

もちろん港管理組合や市の施設整備ということはくぐっていかないかんで

しょうけれども、そういうことをすれば、緑地公園そのものがなかなか名

四国道から入りにくい地形にもなっておりますし、そういう点で「いなば」

の寄港地として、あの 1時間コースの中でもっといろいろ工夫できて魅力

あるコースにもなるんじゃないかと、これは 1例でございますけれども、

この点など提案申し上げたいんですが、この辺早速取り組んでいただきた
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いと思うわけですけれども、具体的なことを申し上げましたが、この点な

どについて、いかがということも申し上げておきたいと思います。

〇議長（川村幸善君） 商工部長。

0商工部長（米津正夫君） まず、この航海回数でございますが、特にナ

イトクルーズが好評でございまして、これまでは週 1回であったわけでご

ざいますが、本年度から月曜日を追加をさせていただいたということでご

ざいます。

またもう一点、霞ヶ浦緑地に「いなば」の発着場の桟橋というようなご

提案もあったわけでございますが、私どもといたしましては、この霞ヶ浦

緑地の活性化と申しますか、市民に親しまれる緑地公園にするために、い

ろいろと関係各課とも協議をいたしておるわけでございますが、その中に

おきましても、 「いなば」の発着場をというような議論をした経緯もござ

います。したがいまして、これらの問題につきましては、もう一点、四日

市港の発祥の地でもございます旧港も含めまして、今後検討してまいりた

いというように考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。

0議長（川村幸善君） 佐野光信君。

〔佐野光信君登壇〕

0佐野光信君 報告第 3号四日市市土地開発公社の経営状況についてお尋

ねをいたします。

平成 2年度決算において、当期純利益が3億 769万 6,865円となってお

ります。前期繰越準備金が9億 1,058万 9,454円で、合計では、平成2年

度累積準備金が12億 1,828万 6,319円となっているわけでございます。こ

れは過去、委託事業、開発公社が行う事業において、用地費で 3%、ある

いは造成費の費用の 6％を準備費として徴収してきた、その実費用との差

が利益として上がってきて、準備金としてため込まれてきているわけでご

ざいます。この平成 3年度の予算を見ましても、 1億 8,939万 2,000円の

当期純利益が見込まれている。こう申しますと、平成3年度末では、約14
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億円にも準備金がなるわけでございます。

ところが、この準備金がそのまま銀行で寝かされている、金利だけ生ん

でいる、こういう運用の仕方でございますが、市の一般会計から各年度貸

付金として、 15億円が繰り出されているわけでございます。そういう点で

は、この準備金を活用するならば、市の一般会計からの貸付金の15億円も

必要ではなくなるわけでございますし、また市の15億円、まさに一般事業

に活用するならば、 30億、 40億円近くの事業もできるかと思うわけでござ

います。そういう点でのこの準備金の活用、それと同時に市の一般会計か

らの繰り入れをもうそろそろやめて事業を行ったらどうか、このことをお

尋ねしたいと思いますし、またこの準備金の活用によって、金利の分を市

が発注する事業においては無料にするとか、また事務費や造成費の費用も

もっと安くできるゞこういうふうにも思うわけでございます。この点につ

いてお尋ねをしたいと思います。

0議長（川村幸善君） 市長公室長。

〔市長公室長（栗本春樹君）登壇〕

〇市長公室長（栗本春樹君） 今、市のいわゆる貸付金と公社の準備金の

関連についてご質問をいただきました。この部分について、私の方からお

答えをさせていただきます。

それで、まずご理解をいただきますために、総論的に市と開発公社との

絡み、貸付金制度の導入のねらい、それから準備金の見方等について、C―そ

の問題点を簡単に整理させていただくことでお答えをさせていただきたい

と思います。

公共事業を実施する基本は、当然のことながら、会計上で申し上げます

ならば、一般会計なり、あるいは事業ごとに置かれております特別会計で

実施するということが大原則であるわけでございます。しかし、それでは

事業の円滑かつ早期の事業推進が図れないということで、いわゆる公拡法、

公有地の拡大の推進に関する法律という法律がありますが、その法律がそ
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ういう解消をするために制定をされておるわけでございまして、これに基

づきまして土地開発公社が設立されて、いろんな制約はありますが、用地

の先行取得や、あるいは造成工事ということを行っているものでございま

す。本市といたしましても、この土地開発公社に事業依頼をして、公共事

業の早期実現を図っておるところでございます。その事業費については、

当然議会の議決を経て、いわゆる債務負担限度額の枠内で効果的かつ弾力

的に運用されて、処置をされておるものでございます。そして、その事業

内容につきましては、公社理事会におきまして、これが審議をされ、決定

をされておるということにつきましては、ご承知おきいただいておろうか

と思います。

したがいまして、公社に依頼いたしました公共事業につきましては、ま

たこれ当然のことではございますが、一般会計なり、あるいは特別会計で

再取得をしなければならない、こういう仕組みになっておるわけでござい

ます。私どもはこれを「買い戻し」と呼んでおるわけですが、当然この中

には金利分も含めての買い戻しとなるわけでございまして、その買い戻し

をするためには、それぞれの会計におきまして予算措置をして執行すると、

こういうことになります。これは毎年度の市の財政事情の見合いから、予

算編成時のときにこれが判断されて、処置される、こういうことでござい

ます。したがいまして、この買い戻しが長期になりますと、いわゆる金利

が金利を生むと、こういうことになるわけでございますので、その金利分

を極力軽減をして、市が再取得するときにその価格が抑制されたような額

での取得ができるように、その手段としてこの平成 3年度より議会にもお

はかりをして、この貸付金制度というものが導入をされてきておるという

ことでございます。その結果、この平成2年度の決算書について申し上げ

ますと、市が買い戻しのときに当然負担しなければならない、いわゆる金

利分といたしましての効果は約 1億 1,700万円の負担軽減と、こういうこ

とになるわけでございます。そこにこの制度のねらいがあるということで、
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まずご理解をちょうだいしたいと思います。

それから、もう一点、準備金につきましては、いわゆる先ほど申し上げ

ました公拡法の第18条に規定されておるわけですが、それの財務規定に基

づきまして処置されるものでございまして、つまりいわゆる土地開発公社

というのは、営利を目的としない団体でございます。万ー毎年度の損益計

算上、損失が生じた場合、これが当然基本的には、公社みずからがこれを

補てんするということが基本になるわけでございます。そのためにも毎年

度の損益計算上、利益が出た場合には、これを準備金として整理しなけれ

ばならないということになっておるわけでございまして、まさにこのこと

は公社の健全な財政基盤を確保するためにとられる処置でございます。―

したがいまして、ご指摘の貸付金の問題と、それから準備金の関連性に

つきましては、その見る視点が異なるものでございますので、その旨ひと

つよろしくご理解をちょうだいをいたしたいというふうに思います。

〇議長（川村幸善君） この際、佐野光信君に申し上げます。

質問内容が質疑の範囲を超えておりますので、質疑の範囲内に発言をと

どめられるよう注意いたします。

佐野光信君。

0佐野光信君 今お答えいただいたわけでございますが、それでは、この

準備金がただ単にため込まれていく、銀行に寝かされて金利を生むだけの

金として使われるのかどうか。これだけ12億円、来年度、平成 3年度には

14億円にもなろうとする金が、まさに死に金として使われているんじゃな

いか。もっともっと事業に使うなり、あるいは市の貸付金をなくして、そ

れに充てるなどするならば、十分活用できると思うわけでございますが、

その点はいかがでしょうか。

0議長（川村幸善君）、 市長公室長。

〇市長公室長（栗本春樹君） 準備金の積立金につきましては、単にこれ

が銀行の方に預金をして、しっ放しということではございませんで、いわ
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ゆる資金的には、この資金が活用されて運転されておるということでござ

いますので、ご理解をちょうだいしたいと思います。

〇議長（川村幸善君） 他にご質疑もありませんので、これをもって報告

を終了いたします。

日程第4 議案第52号 四日市市国民健康保険条例の一部改正について

ないし議案第68号 町及び字の区域の変更について

0議長（川村幸善君） 日程第 4、議案第52号四日市市国民健康保険条例

の一部改正についてないし議案第68号町及び字の区域の変更についての17

件を一括議題といたします。

提案理由の説明を求めます。

市長。

〔市長（加藤寛嗣君）登壇〕

〇市長（加藤寛嗣君） ただいま上程されました各議案についてご説明申

し上げます。

議案第52号国民健康保険条例の一部改正につきましては、国民健康保険

法施行令等の一部改正に伴い、保険料の賦課総額の算定方法並びに所得割

額及び資産割額の算定方法について所要の改正を行うとともに、保険料の

賦課限度額及び保険料の軽減の対象となる世帯の所得の判定に係る基準額

を引き上げようとするものであります。

議案第53号消防団員等公務災害補償条例の一部改正につきましては、非

常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部改正に伴い、消

防団員等に係る補償基礎額を引き上げようとするものであります。

議案第54号非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部

改正につきましては、消防団員等公務災害補償等共済基金法施行令の一部

改正に伴い、消防団員の退職報償金を引き上げようとするものであります。

議案第55号から議案第66号までは、いずれも工事請負契約締結議案であ
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りまして、高花平保育園改築工事、午起ポンプ場築造工事、＇納屋ポンプ場

電気設備工事、羽津ポンプ場除砂設備工事、南部汚水3号幹線管渠布設工

事、東橋北小学校改築工事、桜小学校増築工事、水沢小学校屋内運動場改

築工事、港中学校大規模改造工事、桜中学校武道場新築工事及び多目的広

場敷地造成工事について、それぞれ指名競争入札により請負契約を締結し

ようとするものであります。

議案第67号は、菰野町尾高家族旅行村、朝明川保々地内、鹿化川日永地

内及び三滝川神前地内に設置いたします雨量・水位観測テレメーターシス

テムを随意契約により金額 3,244万 5,000円でもって取得しようとするも

のであります。

議案第68号は、四日市市山城東山農住土地区画整理事業の施行に伴い、

本市山城町及び朝明町地内の町及び字の区域の一部を変更しようとするも

のであります。

以上が各議案の概要であります。

どうかよろしくご審議いただき、議決賜りますようお願い申し上げます。

0議長（川村幸善君） 提案理由の説明は、お聞き及びのとおりでありま

す。

議事日程に従い、本件に関する審議は留保いたします。

0議長（川村幸善君） この際、報告いたします。

専決処分の報告及び監査結果の報告が参っております。既にお手元に送

付いたしておりますので、ご了承願います。

0議長（川村幸善君｝ 以上で本日の日程は全部終了いたしました。

次回は、 6月17日午前10時から会議を開きます。

なお、今定例会は、時節柄蒸し暑い日が多いと思いますので、会議には

上着の着用はご自由にしていただきたいと存じます。
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本日は、これをもって散会いたします。

午前10時31分散会

会 議 録

第 2
 
日

（平成 3年 6月17日）
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〇議事日程第2号

平成 3年6月17日（月） 午前10時開議

第 1 一般質問

0本日の会議に付した事件

議事日程のとおり

〇出席譲員 (40名）

青山弘忠

小井道夫

石川勝彦

市川悦子

市川正徳

伊藤正数

伊藤雅敏

伊藤正巳

宇野長好

大島武雄

大谷茂生

小川政人

川村幸善

喜多野 等

久保博正

桑原 勇

小林博次

坂口正次

佐藤晃久
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佐野光信 助 役 加藤宣雄

瀬川憲生 収 入 役 毛利道男

田中 武 調 整 監 鈴木 美

田中俊行 市長公室長 栗本春樹

谷口廣睦 計画推進部長 馬淵則昭

土井数馬 総務部長 石川徹夫

豊田忠正 財政部長 佐々木龍夫

中森憧― 市民部長 小畑廣次

野崎 洋 福祉部長 田中昌治

橋本 茂 商工部長 米津正夫

橋本増蔵 農林水産部長 黒田昭公

長谷川昭雄 環境部長 鵜飼 滋

日置紀平 都市計画部長 山田 稔

藤井浩治 建設部長 西田喜大

古市元一 下水道部長 岡田幹夫

堀内弘士 消 防 長 島村 隆

益田 力 消防次長 浜谷敏彦

水野和子 病院事務長 中村 督

水野幹郎 水道事業管理者 奥山武助

毛利道哉 水道局次長 藤田高司

森 真寿朗

0欠席議員 (1名）
教 ＝ 目 長 丹羽 武

野呂平和 教育次長 宮田 勉

〇出席譜事説明者
代表監査委員 樋尾 裕

市 長 加藤寛嗣

助 役 片岡
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〇出席事務局職員

事務局長 長谷川昭彦

議事課長 伊藤千秋

議事課長補佐 福島和幸

議事係長 玉田耕士

主 幹 井上紀久夫

主 幹 水谷正昭

午前10時2分開議

0議長（川村幸善君） おはようございます。これより本日の会議を開き

ます。

ただいまの出席議員数は、 39名であります。

本日の議事は、一般質問であります。

日程第 1 一般質問

〇議長（川村幸善君） 日程第 1、これより一般質問を行います。

順次発言を許します。

久保博正君。

［久保博正君登壇〕

〇久保博正君 今期初の定例会で最初の質問者になるわけですが、選挙期

間中要望のあった点を中心に質問いたしますので、何とぞ誠意あるご答弁

をお願いしたいと存じます。

まず初めに、雲仙岳の 200年ぶりの噴火で35名のとうとい人命が奪われ、

今なお避難生活を余儀なくされておられる 9,000人に及ぶ方々に心からお

見舞いを申し上げたいと思います。まだ毎日数回の小さな火砕流が続いて

いますし、大雨による土石流の心配もあるということでございます。学者

の中にはピークを過ぎたという見方もあるようで、本当にそうなればと願
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う一人でございます。

さて、第 1回目の 6月3日の火砕流で死者を出したことを教訓にして、

避難命令を出して警戒区域への立ち入りを禁止したため、続く 6月8日の

火砕硫では死者は出さなくて済みました。そこで、避難勧告と避難命令に

ついてでございますが、今回のような日時、規模、被害範囲が特定できな

い災害に対しまして、災害対策はともかくといたしまして、防災対策が市

町村任せで果たしてよいのであろうかと。市町村長が出せるのは避難勧告

までではないだろうか、そして、避難命令は学者を中心にした県または国

が防災本部を設置しまして、出すべき性格のものであろうと思うのでござ

います。現に島原市の防災本部には、学者、そして県、国が全くタッチさ

れておりませんで、情報を流すだけで、それをもとに市長が判断されて避

難命令を出しておられるようであります。幸い今回は功を奏したからよい

ものの、逆の場合は市長の立場が全くございません。生活の場を奪われる

市民の生活保障を考えますと、国土庁あたりが最適かと思いますが、少な

くとも県が対応すべき性格のものであろう、このように考えますが、これ

に関する市長のご所見をお伺いできればと存じます。

次に、富田山城線の無料化についてお尋ねいたします。

この道路は四日市東インターチェンジができたとき、その進入路として

霞ケ浦の埋め立てに使っていたベルトコンベアを敷設していた跡地を県に

陳情しましてできた道路ということであります。現在は片側 1車線の道路

でありますが、実際は片側 2車線分の用地になっておるようであります。

この沿線には、四日市大学があり、間もなく東芝も操業に入ることになっ

ていますし、流通関係その他の企業も張りついております。さらに四日市

港への進入路ともなっておりますので、大変重要な位置づけになってござ

います。市としましても、何らかの対策を持っておられると思いますが、

今後の見通しをお聞かせいただければと存じます。

次に、西伊倉町市営住宅の建て替えについてお尋ねいたします。
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間もなく着工に入る段階にありますので、考え方を示させていただきた

いと思います。さきの東新町住宅は、市の考え方に押し切られた格好にな

りましたが、あちらは少し離れている点と、周りの環境という面を考慮に

入れて、目をつぶった経緯がありますが、今度の場合はどうも納得できな

い面が多々あります。その一つは、地元で言われております地価でありま

すが、 70億円、そしてそこに74戸をつくるという計画になってございます

ので、 1戸当たり約 1億円になるわけであります。家賃を平均5万円とし

まして年60万円、 25年償還としましても 1,500万円にしかなりません。そ

して二つ目として、北側にはほとんど家がありませんし、湯の山街道が通っ

ておりますけれども、堤防上の道路でありまして、高層化いたしましても

ほとんど問題はございません。三つ目としては、市中心部に最も近い距離

にありまして、市立四日市病院が目と鼻の先という場所にあります。この

ことからも、高齢者が住むに十分な環境にあると思うのであります。

以上の点から、この建て替えは 4階建てで東新町住宅と同様の建物では

その価値を半減させてしまうのではないかと考えますが、いかがでありま

しょうか。 3階以上は希望者が大変少ないようでございます。それは高齢

者、妊婦、障害を持つ人にとっては、階段を上ることは重労働であり、大

変不便であるという声を伺います。この際、思い切って高層化して、エレ

ベータ一つきの市営住宅を建設されてはいかがかと考えますので、お尋ね

いたします。

次は、富田駅と山城駅間を結ぶバス路線についてであります。

富田と山城間には三岐鉄道が走っておりますけれども、朝明川より北側、

いわゆる本市の最北部の山分町、北山町等を三岐バスがカバーしておるわ

けであります。近鉄富田駅を出まして、四日市高校、あさけプラザ、そし

て大矢知地区市民センターの前を通りまして、県道貝弁四日市線に出て朝

明川を渡り、山分町、北山町を経て山城駅を結ぶ路線であります。これを

利用している人は相当あるようですが、 1日に走る本数が極端に少ないこ
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とが悩みのようでございます。ちなみに時間帯を申し上げますと、富田駅

着では午前 7時17分、 8時、 8時30分、そして午後0時24分が最終でござ

います。逆に富田駅発では、午後0時46分、 5時11分、そして 5時45分が

最終でございます。通勤している方にとっては、行きはともかく、帰るバ

スがございません。また、高齢者の方が病院へ行くにもほとんど通えない

という声でございます。これでは公共交通機関として用をなしていないと

思うのでございます。せめて19時台に 1本、 20時台に 1本増発できれば、

どれほど喜ばれるかわかりません。もちろんこうした路線は採算が取れな

い赤字路線であることは論をまちませんので、三岐鉄道のご努力に対して

敬意を払う次第でございます。

そこで、市としまして、市民の足を確保するという上から、何らかの補

助制度を望むところでございます。朝明川以北も人口が少ないとはいえ、

同じ四日市市民であり、行政から忘れられた存在にしてはならないと思う

のですが、いかがでしょうか。

最後に、過去の質問から 3点にわたってお尋ねいたします。

一つは、福祉公社と福祉基金についてであります。これにつきましては、

昭和63年3月に考え方を提案してありますので、細部については割愛させ

ていただきます。福祉公社と申しますと、武蔵野市が有名で、平成 2年3

月の代表質問で私の提案した福祉公社に対する考えをただしたところ、こ

の武蔵野市の福祉公社に関する答弁でございました。本市も高齢化が進み

まして、高齢化率が10％をオーバーしております。現在、そのケアを社会

福祉協議会に頼っているわけでありますが、今後ますます高齢化が進んだ

場合、今のままで果たして対応できるのか疑問でございます。例えば寝た

きり老人の入浴サ-ビスは大変喜ばれておりますが、アマチュアでは無理

のようであります。やはり人材確保、プロの育成、そして民活の導入といっ

たところが待たれるところでございます。社会福祉協議会といいますと、

ボランティアという図式になりますので、プロでなければという部門を切
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り離して福祉公社で対応すべきであると思うのであります。そのために、

福祉基金が必要であろうと思います。言葉をかえて言えば、福祉共済制度

と言った方がよいかもしれません。交通災害共済制度と同じに考えていた

だければご理解いただけるのではないかと思いますが、いかがでしょうか。

次に、二つ目としまして、四郷風致地区の改良についてお尋ねいたしま

す。これについては、昭和62年9月に提案した経緯がございますが、その

完成に大変期待をしております。市内のすぐ近くで自然を満喫できるのは

市民の願うところであり、遊歩道を散策する幼稚園児の姿が目に浮かぶよ

うでございます。私が提案しましたのは、自然のままの階段のある遊歩道

のつもりでございました。いつ間にやら 4mの車道になっておるようであ

ります。数力月前、関東方面だったと思いますが、こうした遊歩道で、車

の窓から捨てたたばこの火で山火事となりまして、造成された団地に燃え

移り、何軒もの民家が焼失しておりました。防災上からも、またゆっくり

散策する人々を守る上からも、一般車両の通行はあってはならないと思う

のですが、いかがでしょうか、お尋ねいたします。

最後に、四日市港について 2点お尋ねいたします。

まずフェリー基地についてでございます。昭和62年9月に提案いたしま

したが、今日ではますますその必要性に迫られているのではないかと思う

のでございます。かつて47年から52年までの 5年間は、フェリーが運航し

ていたわけであります。しかしながら、石油ショックによる荷動きの減少

で中止されたままになっております。経済面ではやや陰りが出たという見

方もありますが、まだまだ流通部門は相当な勢いで、高速道路、一般道路

とも過密状態にございます。労働条件の緩和は時代の流れであり、トラッ

クに荷物を積んだままー眠りして東京、北海道、そして九州に行くことが

できるならば、交通事故に巻き込まれなくて済むというふうに考えられま

す。地理的条件から見ましても、本市は最適であると思うのですが、いか

がでしょうか、お尋ねいたします。
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二つ目、最後になりますが、中部新国際空港へのアクセスとして、こと

し3月議会で石原地先の埋立地から常滑まで産業大橋をと提案をいたしま

した。この11日に田川知事が、新空港への連絡拠点として格好の場所だと、

また物流の機能も持たせたいと表明しております。これにつきましては、

今後論議を呼ぶところでございますが、一つには、県内各市が既に名のり

を上げている点、二つには、物流拠点としては木曽岬干拓地をと考えてい

る愛知、岐阜との問題、以上の点を踏まえて、知事発言について市長のご

所見をお伺いできればと思います。

これで第 1回の質問を終わります。

〇議長（川村幸善君） 市長。

〔市長（加藤寛嗣君）登壇〕

〇市長（加藤寛嗣君） まず第 1点についてお答えを申し上げます。

去る 6月3日、雲仙岳の噴火では、大量の火砕流によりまして大勢の犠

牲者が出られましたことは、まことに痛ましい惨事でございまして、当市

といたしましては、火山活動の一日も早い鎮静化と住民の安全あるいは避

難生活の安定に願いを込めまして、早速お見舞いをお贈り申し上げたとこ

ろであります。

ご質問の避難勧告及び指示あるいは警戒区域の設定の問題でありますが、

今日の災害対策基本法によりますと、おっしゃられたように、勧告指示あ

るいは警戒区域の設定ということにつきましては、市町村長の権限であり、

責任ということになっておるわけであります。そこで私は、今日の法体制

の上では、そう決まっております以上、それに市町村長としてしっかり対

処をすべきであるというふうに考えておりまして、そのためには、まず防

災体制の整備資機材を含めまして、防災体制の整備ということが必要であ

りますし、整備された防災体制によりまして、住民の方々に対する伝達周

知ということが極めて重要であろうかというふうに思います。これらは、

しかしながら、平素からその心構えをやっておりませんと十分機能しない
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ということが心配されますので、まずその訓練が極めて大切なことであろ

うというふうに思います。そういった事前の準備をきちっとやっておき、

市民の方々に災害に対する意識というものを十分持っていただくというこ

とが必要であろうかというふうに思っておるところでありまして、平素の

訓練、準備が必要でありますので、毎年年度初め 5月ごろになりますと、

防災会議、水防会議を行いまして、防災関係者の方々にお集まりをいただ

いて、その年々の防災上の問題点についてご協議をいただいておるところ

でありますし、 8月の終わりから 9月の初めにかけましては、水防を含め

ました総合的な防災訓練を毎年実施をいたしておりまして、大勢の市民の

方々にもご参加をいただいておるところであります。しかしながら、災害

というものはどういう形で来るかというのはなかなか予測はしにくいわけ

でありますので、まず市町村長の責任としては、住民の方々の生命の安全

ということを第一優先順位と考えまして、多少後で非難を受けることがあっ

ても、私は早目早目に避難勧告あるいは指示等の措置を講じてまいりたい

というふうに思っておるところであります。

先ほどのご質問の中では、どうも国あるいは県の責任とした方が、少な

くとも避難命令といいますか、避難の指示については、国や県の責任とい

うことにしないと市町村長としては大変迷うことが多いのではなかろうか

というようなご指摘であろうかというふうに思っておりますが、なかなか

判断は難しい点があろうかというふうに思います。特に、避難の指示とい

うことになりますと、あるいは避難区域の設定、警戒区域の設定というこ

とになりますと、その地域には防災関係者以外は立ち入れないというよう

な問題もございまして、この点に関しまして、日常生活の運営と絡んでい

ろいろと論議が起こるところであろうかというふうに思っておるところで

あります。しかしながら、これは今日の法の建前がそうなっておりますの

で、これをどういうふうに考えたらいいのかというのは関係機関との連絡

調整ということが必要でありますので、今後とも関係機関との連絡は十分
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とりながら、できるだけ住民の方々に被害のないように、取り扱いについ

て吟味してまいりたいと思っておるところであります。要は、事前の防災

体制の整備、あるいは平素からの訓練あるいは予報が出ましたときの決断

というものが必要であろうかというふうに思っておるところでございまし

て、法の改正その他については自治省あるいは県等とも十分今後協議を進

めてまいりたい。

なお、災害救助法というのがございまして、これは災害が生じた場合に、

一定規模の災害があったときには災害救助法の適用がある。これは県の方

での責任ということになるわけでございますが、しかしながら、これも地

方自治体であります私どもと県の方と十分連携をとりながら、その対策を

今日まで講じてまいっておるところでありまして、災害救助にも万いかん

なきを期してまいりたいどいう所存でありますので、今後とも皆様方のお

力添えを賜りますように、高いところからではございますが、お願いを申

し上げまして答弁とさせていただきます。

〇議長（川村幸善君） 建設部長。

〔建設部長（西田喜大君）登壇〕

〇建設部長（西田喜大君） ご質問の第 2点目の富田山城線の無料化につ

いて並びに第 3点目の西伊倉町市営住宅の問題につきましてお答えいたし

ます。

まず、富田山城線の無料化についてでございます。富田山城線につきま

しては、高規格道路でございます東名阪自動車道、東海環状自動車道、第

二名神自動車道並びに北勢バイパス等の重要なアクセス道路でございます。

また、周辺道路の交通渋滞の緩和あるいは富田山城線沿いの開発など、本

市にとりましてなくてはならない道路であるところから、一般道路として

の位置づけが必要かと考えておるところでございます。平成 2年3月議会

におきまして、ご承認を賜り、平成元年・ 2年度にわたりまして、広域基

幹道路整備基金を積み立てております。本路線が一般道路としての位置づ
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けに向け、積極的に取り組んでいるところであります。また、県当局にお

かれましても、前向きに取り組んでいただいているところでございますが、

県下におきましての他の有料道路との整合性の点で苦慮されていると聞き

及んでいるところであります。いずれにいたしましても、早い時期に方向

づけができますよう今後とも取り組んでまいる所存でございますので、ご

理解賜りますようお願いいたします。

次に、第 3点目の西伊倉町市営住宅の建て替えでございます。この市営

住宅の問題でございますが、本市の市営住宅は耐用年数を経過いたしまし

た木造の老朽狭少住宅が3分の 1を占めております。これらの住宅の建て

替えや住戸改善によります居住水準の向上が当面の優先課題と考えておる

ところでございます。また、これとあわせまして、周辺地域と調和する町

並みを形成するような建て替えと整備を進めているところでございます。

ご質問の西伊倉町市営住宅につきましては、三滝川右岸の堤防下という立

地条件あるいは高齢者世帯が大半を占める入居者の現状を踏まえまして、

工期を 2期に分けまして円滑な事業の推進を図ってまいる計画であります。

また、建屋の配置構造に関しましては、周辺の環境から突出することなく、

かつ老朽、狭小といったマイナスイメージを払拭した魅力ある住宅として

中層で3階、 4階建てを考えております。また、 1階部分につきましては、

老人、身障者等社会的弱者を、上層階には若年者等の需要にこたえられる

よう、入居者間の融合と活性化を図られるよう対応してまいる所存でござ

います。今後、計画的な建て替え事業を推進するために、住宅供給のあり

方あるいはスケジュール等を含めまして、本市の市営住宅の再生マスター

プラン策定に取り組んでまいりたいと考えております。なお、ご提言の趣

旨につきましては、この中で検討してまいりたいと考えておりますので、

よろしくご理解をお願いいたします。

〇議長（川村幸善君） 市長公室長。

〔市長公室長（栗本春樹君）登壇〕
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0市長公室長（栗本春樹君） 富田駅、山城駅間のバス路線についてご質

問をいただきましたので、お答えをさせていただきます。それともう 1点、

私の関係分といたしまして、四日市港の関連でフェリーの基地化の部分に

ついて私の方から答弁をさせていただきたいと思っております。

まず、ご質問のバス路線につきましては、先ほども久保議員の方からご

指摘がございましたように、 JR富田駅から近鉄富田駅、それから三岐の

大矢知駅、伊坂、北山を経て三岐山城駅に至るいわゆる北山線と呼ばれる

路線でございます。ご指摘のように、特に帰りの時間帯が早過ぎる．という

こと、あるいはその間の便数が少ないということで、これを利用してみえ

る皆さん方にとりましては大変不便な路線になっておるようでございます。

しかし、またこれもモータリゼーションの進展に伴いまして、いわゆる利

用者が極めて少ないというこ．とも大きな原因であるようでもございます。

そして、ご指摘の路線は平均乗車密度が3人未満の、いわゆる三重県が定

めております三重県地方バス路線維持費補助金交付要綱、こういうものが

ございますが、それに言ういわゆる第3種生活路線というふうに位置づけ

られているような赤字路線ということにもなっております。しかし、これ

まで三岐鉄道といたしましても、公共交通機関としての使命感と企業努力

によりまして、辛うじて運行が継続されておるというふうに承っておると

ころでございます。したがいまして、’問題はその路線を必ず利用する需要

者の確保がどう図られるかということが問題であるわけでありまして、そ

れこそ利用者の皆さん方の声あるいは沿線の皆さん方の声、地域の皆さん

方の声というものが極めて大切ではないかというふうに思います。しかし

ながら、一方では、これからの高齢化社会に向けて、その公共交通機関の

あり方につきましても、十分検討し配慮していただくということも必要で

ございますので、今後市といたしましても、鉄道機関に対しまして、折に

触れ協議をしていきたいというふうに思っております。‘それがまず4番目

の問題でございます。
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それから、四日市港のフェリー基地化につきまして、ご意見をちょうだ

いいたしました。まず物流の有効な手段としてのフェリー基地化について

でございますが、現在、全国にはくまなく高規格の道路網整備計画が張り

巡らされております。これは、 ドア・ツー・ドアというふうな、いわゆる

そういう特性を有するトラック輸送のより一層の迅速化を図るためのもの

であるわけでございますが、結果として経済効率をより高めることにつな

がってまいりますが、ご指摘のとおり、各地で交通渋滞の原因ともなって

おるわけでございます。したがって、ご質問のように、交通渋滞改善のた

めのフェリーの有効利用ということも陸路との所要時間の比較等により、

その適否が判断されるというふうに思っておるわけでございます。

いずれにしても、フェリー基地化は過去におきまして四日市港からも名

門カーフェリーというものが実は運航されておったわけでございますが、

いろいろデータを見ておりますと、昭和47年10月、いわゆる名古屋港、そ

れから四日市港、門司港間の運航がされておったわけです。ところが50年、

これが乗船実績の不振ということもございまして、先ほどオイルショック

等のというふうなことでのご意見等もございましたが、いわゆる乗船実績

の不振と、こういうことで一時中止になりまして、名古屋航路の正式廃止

が52年3月にされたということで、その間に至るいろんな経営という面、

当然のことでございますが、そういう絡みがあるようでございます。しか

し、このフェリーの問題につきましては、時間的な問題あるいは経済性の

優位性の問題等々あるわけでございますが、この問題につきましても、 62

年の 9月議会におきましてご質問いただきました。三重県あるいは四日市

港管理組合では、三重サンベルトゾーンヘのアクセス拠点として四日市港

を、フェリーも含めた旅客ターミナルとする構想、これは三重ハイテクプ

ラネット21構想の中にもその記述があるわけでございますが、そういう問

題等も今後の問題として提案がされております。したがいまして、私ども

といたしましても、今後、関係機関と十分連携をとってまいりたいという
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ふうに思っております。

〇議長（川村幸善君） 福祉部長。

〔福祉部長（田中昌治君）登壇〕

〇福祉部長（田中昌治君） 福祉公社と福祉基金ついてお答え申し上げま

す。

ご指摘のとおり、高齢化が進む中で、ホームヘルプサービス、デイサー

ビス、短期入所事業の 3本柱を中心といたしまして、在宅福祉を充実させ

る必要があります。それには市民の皆様が互いに助け合う自主的なボラン

ティア活動との連携が重要であります。市の社会福祉協議会におきまして

は、最も重要な事業の一つといたまして、ボランティア活動の積極的な展

開を図っておりまして、現在、ボランティア団体が42グループ、約 1,200

名、個人が35名登録され、入浴介助や身辺介護、介護実習など広範囲な分

野で活発な活動が展開されております。また、市には25の地区社会福祉協

議会がございまして、市の社会福祉協議会とは独立いたしまして、ひとり

暮らし老人給食、寝たきり老人訪問、入浴サービスなどそれぞれの地区の

実情に応じた自主的な活動を行っていただいております。このように地域

福祉事業の推進母体といたしまして、地区社会福祉協議会の果たす役割は

極めて大きいものがございます。今後とも一層事業の充実を図ることが重

要であると考えております。

また、厚生省と全国社会福祉協議会から、市町村社会福祉協議会を在宅

福祉サービス等公的福祉サービスの運営主体として位置づけるべく考えが

示されております。このようなことから、ホームヘルプサービス等の在宅

福祉事業及びボランティア活動の育成、事業実施は現状におきましては社

会福祉協議会とは不可分なものと考えられますので、今後は一層その機能

充実を図っていくことが必要であると存じます。

また、在宅福祉に対するニーズの増大に対応するため、事業運営主体と

して社会福祉協議会以外に、施設福祉事業を営む社会福祉法人にもさらに
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内容を拡大していきたいと考えております。

基金につきましては、民間の社会福祉事業の振興を図るため、平成 3年

3月末で約 1億 7,000万円の原資をもとに、その運用益約1,100万円によ

りまして、福祉向上のための事業、老人であるとか障害者、母子あるいは

地域福祉事業に一般的な事業として使わせていただいております。この基

金は市民の皆様方の善意の寄附金によるものでございまして、市役所とか

社会福祉協議会に持参をしていただいております。この寄附金につきまし

ては、私どもとしては一般的なPRはしておりますが、個々の団体や個人

には積極的に寄附をお願いしておりません。昭和63年3月、平成2年度に

ご質問いただきました趣旨のように、病院などの団体あるいは個人に寄附

をお願いしたり、共済制度のようにお年寄りから会費を集めたりして公社

の基金をつくることにつきましては、税外負担ではないかというご批判を

いただくことになるのではないかと考えております。また、こうした金は

個人寄附と申しますか、個人へのサービスにはなじみにくい面があるので

はないかと思います。貴重なご提言だとは思いますが、現実的にはやはり

今の段階では踏み切れないということでございますので、ご理解をいただ

きたいと思います。

〇議長（川村幸善君） 都市計画部長。

〔都市計画部長（山田 稔君）登壇〕

〇都市計画部長（山田 稔君） 四郷の風致地区で事業を進めております

整備についてのご質問にお答えさせていただきます。

四郷の風致地区は、八王子町ほか 4町にまたがる面積 122.Shaの山林

など良好な自然的景観を形成しております土地について、計画的に都市の

環境を保全することを目的としまして、昭和51年 4月、計画決定され、昭

和63年から平成 3年度にかけて、延長 2,550mのふるさとの道整備事業と

して整備をしておるわけでございます。整備の概要につきましては、桜を

植樹したお花見広場の「春の丘」、休養施設を整備し、ピクニックを目的
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とした利用ができる広場と伊勢湾から知多半島まで眺望できる高床式の展

望台のある「夏の広場」、モミジ、カエデを植樹し、秋の散策名所の一つ

として「秋の小径」等、これらを連結する散策路の整備でございます。風

致地区は谷と尾根が絡み合う変化に富んだ地形を呈しておりまして、かな

りの急傾斜地でもありまして、斜面は造成等整備を行うには危険であるの

で、傾斜を避けまして、東西に横切る尾根沿いにメーンルートを設定いた

しております。地元とのたび重なる話し合いの中で、風致地区内の田畑ヘ

の農作業等に車両の乗り入れができる道路整備をとの強い要望を受けまし

て、各広場の利用等を考慮して幅員 4mと設定しております。しかし、こ

のメーンルートをむやみに車両が通行することは、散策路としての性格と

相入れないことから、散策者の安全確保を図るために、地元農作業の車両

はやむを得ないものとしまして、その他の一般通過交通の車両につきまし

ては、交通どめの処置が図られるよう考慮してまいりたいと考えておるわ

けでございます。

また、防火対策につきましては、平成 2年度に「春の丘」に消防本部が

防火水槽を設置いたしましたが、さらに標識板の設置等により、火災防止

に努めてまいる所存でございますので、ご理解を賜りたいと思います。

〇議長（川村幸善君） 市長。

〔市長（加藤寛嗣君）登壇〕

〇市長（加藤寛嗣君） 中部新国際空港への海上アクセスについてご質問

がございます。この点について私からお答えを申し上げます。

中部新国際空港につきましては、既に中部空港調査会という財団法人が

できておりまして、 21世紀初めには開港を目標として構想が策定されたわ

けでございますが、先日この財団によりまして、中部新国際空港の全体像

についてという概案が策定されました。そして現在、国の第6次空港整備

5カ年計画への組み入れを目指して、関係団体が一丸となって取り組んで

おるところであります。その全体像の中で、海上利用が便利な地域からは、
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高速船による海上アクセスを検討するということが記述をされておるわけ

でございます。この点について私どもとしては、やはり今日、北勢地域を

巡りまして大きな国のプロジェクトが幾つか計画をされ、準備を進めてお

られる状況にあるわけであります。伊勢湾岸道路、東海環状自動車道、第

二名神自動車道、北勢バイパス、さらにはリニア中央エクスプレスなど、

いわゆる高速交通網体系の整備が21世紀にはでき上がろうとしておフナナ

であります。このようなことを考えてみますと、本市にとりましては、こ

の四日市港からの海上アクセスが単に三重県内ということだけではなしに、

愛知、岐阜、滋賀、奈良あるいは北陸地方などをにらんで、時間的にもあ

るいは交通の流れの上からでも非常に便利なところであるということが期

待をされるわけでございますので、やはり四日市を中心にして四日市港か

ら海上アクセスができますように、さらに関係機関とも十分連絡をとりな

がら、運動を展開してまいる必要があろうかというふうに思っておりまし

て、本年度より策定をしようとしております四日市地域総合開発整備構想、

この中で明確にしていきたい。あるいは四日市港管理組合、さらに県、そ

の他の団体とも密接な連携をとりながら、絶好の機会を逃さないように、

積極的に海上アクセス拠点としての四日市港の優位性をアピールをしてま

いりたいというふうに思っておるところでありましたが、先日、知事のご

発言がございまして、このご発言は極めて高度な政治的な判断に基づかれ

てのご発言だろうというふうに思っておりますし、私どもはこの知事のご

発言というものを受けて、技術的な細部の詰めが行われておるわけではあ

りませんが、四日市港からの海上アクセスということを国あるいは関係機

関に対して大いにPRをしていくべきだろうと、こういうふうに思ってお

るところでございますので、今後とも議会の皆様方のご支援を賜りますよ

うお願いを申し上げまして、海上アクセスのご答弁にかえさせていただき

ます。

〇議長（川村幸善君） 久保博正君。
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〇久保博正君 ご答弁ありがとうございました。まず、雲仙岳の噴火につ

きまして、これは決してよその市の一過性のものというふうな理解で申し

上げたのではありませんで、四日市の場合、例えばコンビナートがござい

ますし、あるいはまた福井、あるいはこれからできようかという原発の事

故等も考え合わせたときに、やはり大変恐ろしい立場にございます。これ

を何とか市だけで本当に対応でき得ない、そういう問題を抱えているので

はないか、こういうような形で申し上げたわけでございます。先だっても、

海部総理大臣が被災者を見舞っておられましたけれども、その後どうも一

向に大きく様変わりしたということもございませんで、被災者の人たちは

逆に怒っておられるような、そんな雰囲気も見られるようでございます。

また、相当全国的にも見舞金等が行われておりまして、例えば四日市でも

常磐地区というのがございまして、宮崎連合自治会長さんの強い希望によ

りまして、 6月12日に中日新聞を通しまして、 1世帯 100円で60万円をと

いうことで見舞金を既に贈っておられます。これもやはり昭和49年の水害

で多くの方々から見舞いをいただきまして、大変その当時はありがたいと

いう気持ちをそのまま率直にあらわされた結果ではないかと思います。そ

ういうような形で、今市議会としてもそういう動きの方にあるようで、大

変喜ばしいことだと思いますが、いずれにいたましても、現在苦しんでお

られる方々を救うという一面で、できるだけの手だてをやらなければなら

ない問題ではなかろうかなと、こういうふうに思うわけであります。

次に、西伊倉町市営住宅の建て替えにつきまして、三滝川に架設中の伊

倉橋というのがございまして、南へ向かう道路というものを考えた場合、

現在の都市計画道路というのがございます。しかしそれは斜めに、若干東

ヘ頭を振りながら、泊鶉線というものに接続しよう、こういうような考え

でございます。しかし、これを市役所の70m道路が将来延長された場合、

直角に接続した方がよいのではないか、このように考えられます。そのた

めに、この住宅の東端を通すというものを最初から考えた上で今回の建物
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の計画の変更もあわせて考えられた方がいかがかなと、こういうふうに思

うわけであります。今後の建て替えに生かしたいというふうには言われて

おりましたけれども、まず今当面やろうという住宅についても一考をされ

る余地があるのではないか、こういうふうな考え方で申し上げたいと思い

ます。

次に、富田山城線の無料化につきましては、相当一生懸命頑張っておら

れるようで大変喜ばしいことでございます。しかし、県に無料化を迫ると

いうだけで果たしていいのだろうか。先ほども他の有料道路との整合性も

あると、こういうことで、金持ちの四日市が無料化をして、そうでないと

ころがそのまま有料化ということもぐあいが悪いだろうと思います。した

がいまして、市としてどこまで腹をくくるのかなと、現在約57億円とも言

われております償還金残高、これを考えた場合、例えば霞ケ浦地区の埋立

地販売に際しまして、本当にこの道路が必要だなと、無料化が必要だとい

う場合には、例えばそのときに価格にオンをするという考え方が出なかっ

たのかな、こんな考えもいたします。そして、どれだけ市が負担できるの

かというものを話し合いをされて、そして開発公社等で年次的に買収する

という方策も考えられるのではなかろうか、こういうふうに思うわけであ

ります。これについて、若干もう一度ご答弁いただければ大変ありがたい

と思います。

富田山城駅間のバス路線については、ひとつご努力をお願いを申し上げ

たいと思います。

それから、福祉公社と福祉基金についてでございますけれども、先ほど、

税外負担だからだめだと、こういう木で鼻をくくるというような答弁では

ぐあい悪い、こういうふうに思うわけであります。ならば、例えば交通災

害共済制度というのがございますけれども、それも同じように税外負担に

なるのか、こんな考え方が出てくるわけで、交通事故がこれから多発する

だろうから災害共済制度をつくろう、これから高齢化が進んで必要だから
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災害福祉共済制度をつくろうじゃないか、こういうような考え方があって

もしかるべきであります。何ら考えずにご答弁をしていただくのはぐあい

悪いな、こういう感じがいたします。私、去年 1年間、教育民生委員長を

やらせていだたきまして、大変社会福祉協議会とドッキングをさせていだ

たきまして、社会福祉協議会の方々のご努力に対して本当に深く感謝申し

上げるわけであります。そうした活躍を見せていただきまして、それにも

増して、やはり福祉公社、福祉基金、福祉共済制度というものは、これは

絶対必要だと、こういうふうに強く痛感した次第であります。高齢化とと

もに相互扶助の考え方というのはますます重要性を帯びてくるのではなか

ろうかなと、こんな考え方をしますので、これについてのひとつ突っ込ん

だ論議を深めていただければありがたいなと、こういうふうに思います。

それから、四郷風致地区につきましては、そのままで結構でございます。

それから、フェリー基地につきましても、相当これから時代の要請があ

る、こういう考え方でおりますので、お願いしたいと思います。

最後に、四日市港につきましての中部新国際空港へのアクセスとして、

場所もまだ特定されておりませんときから云々の話もどうかなと思うんで

すが、しかし、だんだんだんだんと現実性を帯びてまいります。知事もい

よいよそういう発言になったのだろうと、こういうふうに思うわけであり

ます。知事の発言から考えましても、市長は知事発言よりも前に進んだ形

でこの問題は取り組んでいるんだ、市の問題だ、こういうふうなお考えで、

大変心強いご発言だなと思うわけであります。知事の1997年の四日市市制

100周年、 1999年の四日市港開港 100周年に間に合わせたい、このように

もはっきりと時間も示し、具体性を帯びております。それを考えますと、

ほとんど時間がございません。たしかにカウントダウンに入ったなと、こ

んな感じもするわけでありますけれども、これにつきましては、本当に全

力を挙げてその実現に取り組んでいただきたい、こういうふうにお願いを

いたします。若干の申し上げました質問に対するご答弁をいただければあ
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りがたい、こういうふうに思います。ありがとうございました。

〇議長（川村幸善君） 建設部長。

〇建設部長（西田喜大君） 富田山城線の問題につきまして再質問をいた

だいたわけでございます。富田山城線につきましては、年々通過車両も増

えてまいりまして、ちなみに借受金等の償還につきましても、平成2年度

におきましては昭和63年度末に比べましておよそ 3億円ほど減ってきてお

るわけでございます。このような中で、先ほども申しましたように、県下

におきます他の有料道路等の整合性等、大変難しい問題がございますが、

そういうことで今後時間も必要かと思いますが、いろいろ方法につきまし

て県ともども進めてまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜りたい

と思います。

〇議長（川村幸善君） 久保博正君。

〇久保博正君 先ほどの件ありがとうございました。先ほど申し上げまし

た西伊倉町市営住宅の建て替えについての考え方、これについてご答弁を

ちょうだいできればと思ったんですが、ございませんので、ともかくもう

一度考え直す必要があるだろうと、こういうふうに思います。架設中の伊

倉橋をもし南下する場合にも、ともかく高さが非常に高くなります。恐ら

く今の堤防よりもさらに高くなるんではないかというふうにも言われてお

ります。そうなってきますと、その道路よりも市営住宅の方が低くなるの

ではないか、むしろこれをいっそのこと高くした方がいいんではないかと

思いまして、今申し上げた考え方の中で、若干疑問に思ったものですから、

お尋ねしたわけであります。これについてのご答弁ございましたらお願い

します。

〇譲長（川村幸善君） 建設部長。

〇建設部長（西田喜大君） 高齢者の高層住宅に対します問題につきまし

ては、いろいろあろうかと思います。そういうことで先ほどご提案もあり

ました伊倉橋の泊鶉線等のアクセス等の問題につきましては、現在、配置
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等の設計を進めている中で十分検討してまいりたいと考えます。

〇議長（川村幸善君） 暫時、休憩いたします。

午前10時59分休憩

午前11時11分再開

〇議長（川村幸善君） 休憩前に引き続き会議を開きます。

大島武雄君。

〔大島武雄君登壇〕

0大島武雄君 通告いたしました順にお伺いいたします。その前に、先ほ

どもご質問がありましたように、長崎県の雲仙岳噴火に伴い不幸にして亡

くなられました方々のご冥福をお祈り申しあげます。とともに、負傷され

ました方、また避難されておられます方に対しましては、心よりお見舞い

申し上げる次第でございます。

さて、通告いたしております第1問は、教育文化についてでございます。

ご承知のように、教育や文化の問題は私たちの生活に欠くことのできない

大切な基本の一つではないかと存じます。

近年、児童を取り巻く諸問題の一つは、気になる低体温の増加でござい

ます。この問題は当市に限らず、全国的な傾向のようでございます。朝の

起き抜けは体温が36度に満たない状態を低体温と言われているそうでござ

います。こうした症状の背景には、種々な問題があろうかと存じますが、

その原因と考えられる一つに、自律神経のリズムに乱れがあるのではない

かと推測されております。これは、大人のように夜ふかしや、あるいはま

た、そのような生語が続いているためにストレスが増え、自律神経の機能

も乱れやすいと思われます。したがいまして、現在の生活リズムを改善し、

早寝早起きの生活リズムに改善する必要があろうかと存じます。健康的な

生活リズムに親子ともども見直す時期が来たのではないかと存じます。ま

た、児童には成人病的な子供も増えているとも言われております。低体温
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児童、あるいはまた成人病児童等の問題を解消するために、児童の健康対

策が急務ではないかと存じますが、ご所見につきましてお伺いいたします。

第2点につきましては、文化活動についての諸問題でございます。本市

における文化団体、グループの登録数は、 89年度におきましては 700団体

を超えております。この中には、活発に活動を展開されている団体、ある

いはまた一時的に休んでいる団体やグループ等もございます。こうした多

くの団体やグループが日ごろ練習の成果を発表したいと願っていることと

思います。ご承知のように、文化会館の会場をお借りするためには、前日

から寝泊りしながらも会場の確保をしなければならないこともございます。

このようなことを解消しなければならないと存ずるものでございます。市

民意識として、文化等の活動が活発になってきているニーズにおこたえす

るために、行政としてその支援や努力が要請されるのではないでしょうか。

例えば 300席から 500席程度のホールを市内にバランスよく数力所に建設

が望まれます。練習会場も少なく、会場を確保することは大変なようでご

ざいます。地区市民センター等は既に満杯の状況にございます。これらを

解消する一つの考え方といたしましては、学校等の空き教室の活用はどう

かと存じます。学校開放にかかわる諸規制の改善が必要となりましょう。

これらの諸点につきましてのご所見をお伺いいたします。

第 2問は、福祉の問題で次の 4点につきましてお伺いいたします。

第1点は、ホームヘルパーの充実についてでございます。厚生省は、高

齢者保健福祉10カ年戦略といたしまして、今世紀中にホームヘルパー10万

人の目標達成を発表されておりますが、当市においてはいかがでしょうか。

この大幅増員を厚生省に決意させたのは、公明党の推進によるものであろ

うと考えております。この制度は1962年より行政の施策として、当初は生

活保護世帯あるいは低所得世帯に限られておりましたが、現在では一般世

帯に拡大されて今日に至っているようでございます。内容は、家事援助や

介護生活及び身の上等に関する相談や助言などで、週2回以上の派遣が原
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則となっております。今日では、食文化の発達等により、介護を受けられ

る方々の中には体格のよい方もおり、ホームヘルパーーの方で腰痛に困って

いる方もいるようでございます。そのようなことを心配している一人でご

ざいます。したがいまして、この解消策の一つといたしまして、男性の介

護福祉士と申し上げるのか、男性ホームヘルパーの採用が望ましいと考え

ます。また、夜間におきましても、ホームヘルパーの派遣を望まれる方も

いるとの声でございます。したがいまして、ホームヘルパ-の交代制も含

めまして、人員増等の必要が急務ではないかと存じますが、ご所見をお伺

いいたします。

第2点は、紙おむつの支給についてお伺いいたします。本市では、社会

福祉協議会が窓口となりー、紙おむつの要請に応じて安い値段でご紹介いた

だいており、宅配サービスを実施されております。紙おむつもパンツ式、

おむつ式、あるいはパット式等があるようでございますし、またサイズも

各種多様なようでございます。所沢市では、寝たきり老人紙おむつ事業を、

また池田市では、寝たきり老人紙おむつ支給事業、さらに同市では、障害

者紙おむつ支給事業が実施されており、障害者には 1カ月60枚のおむつの

現物支給がなされているようでございます。一本市では、寝たきり老人、―障

害者の方で紙おむつを希望されます方々に対しまして、紙おむつの無料支

給を実施されてはどうかと考えます。さらには、寝たきり老人ゼロヘの対

策も大切でありましょう。ご所見をお伺いいたします。

第3点につきましては、障害者の自立と生活体験等の問題につきまして

お伺いいたします。本市では、身体障害者と精神薄弱者を含めまして

6,000人余りの方がいらっしゃいます。不幸にして障害のある方々にとり

まして、将来の生・活が自立できるようになりたいと家族ともども日ごろ熱

心に努力をされておられますし、もちろん関係する職員の方々やボランティ

アの方々も大変心からの活動、ご支援、本当に心から敬意を表するもので

ございます。障害者が健常者と同じように自分みずからの力で生活を営み
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たいと切願され、ボランティアの方々のご協力も得まして料理の勉強をさ

れているとのことでございます。料理を学びたい希望の方々も少しずつ増

えているそうでございます。そうした方々の声といたしまして、学びた＜

ても遠くであり、会場までに障害者用トイレがない。あるいは車いすで会

場へ入れなかったり、あるいは会場が2階であったり、家の近くにあれば

まことに好ましいという声があるようでございます。市内の各所に希望が

満たされるような施設や行事ができますよう、行政といたしましても努力

されることが望ましいと考えます。いかがでしょうか。

また、過日、市内の主婦5名の方が調査され、車いすトイレマップを作

成されておられますことが新聞で報じられておりました。このように市民

が積極的にご協力いただいておりますし、行政といたしましてもノーマラ

イゼーションの精神のPRや充実した障害者対策が実施され、障害者が自

立できる諸制度や施設の充実を目指し、健常者と日常生活がともに自由に

営まれますよう、積極的にお取り組み願いたいと存じますが、ご所見をお

願いいたします。

第4点は、高齢者問題と子供の出生率の問題についてお伺いいたします。

高齢者という言葉はともすれば体力の衰えた人というイメージにとられが

ちでございましょう。しかし、平均寿命が80歳を超えるようになってきた

現在では、心身ともに健康な高齢者が多く、大変喜ばれていることでござ

います。人生経験をさらに豊かにするために、その人の能力増大、能カアッ

プをすることによって、社会に豊かで大きな活力源となるものと考えます。

そうした高齢者の能カアップ作戦を計画し、当市の繁栄にご努力を賜りた

いと願う一人でございます。

本市では、平成3年4月1日現在、 60歳以上の方が4万 5,530名、人口

の16.4%、65歳以上の方が3万 877名、 11.1%となっております。こうし

た方々が健康で長寿を保つために、種々の制度や施策などが望まれます。

また、健康を害された方もいらっしゃいますが、 65歳以上の寝たきりの方
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は 514名、ひとり暮らしの方が 1,833名、痴呆症の方が42名、いずれも本

年4月1日現在となっております。私は、寝たきり老人ゼロヘの対策を質

問したことがございますが、健康長寿のまちを宣言し、その取り組みにつ

いてご努力を願うものでございますが、ご所見をお伺いいたします。

また、皆さんもご承知のように、子供の出生率が減少していることは、

将来大きな政治課題の一つとなるでありましょう。心配する一人でござい

ます。最近では、人口問題が取り上げられ、いろいろと論議がなされてお

りますことはご承知のとおりでございます。今日本では、・女性1人の生涯

出産数は1.53人と言われます。 2010年がピークではないかと予想されてお

ります。女性が出産を好まない理由には種々な問題があろぅかと存じます

が、私は行政として、例えば子供が18歳までの教育費等、その他の諸経費

の一部負担、あるいは助成、住宅問題、母親の再就職、労働条件の改善、

保育園、幼稚園等の施設の充実や受入態勢の改善、育児休業の実施強化や

父親にも育児休業の体制を考慮する必要があろうかと存じます。この出生

率の問題につきましては、加藤市長のご意見もお伺いしたいと存じます。

第3問は、環境問題でございます。私たちが生活し、生存するためには、

環境問題は最も大切な政治課題の一つであろうかと思います。私は再三に

わたり環境問題について質問し提案してまいりました。本日は、ごみ減量

問題につきましてお伺いいたします。

今日ほど環境問題が話題となったときは少なかったのではないでしょう

か。今世界でも、もちろん日本におきましても、経済の発展に伴い自然が

破壊され、さらには産業廃棄物などで環境破壊が進んでいる現状ではない

でしょうか。したがいまして、小さなことからでも私たちの身の回りのこ

とからごみの減量とリサイクル等に対し取り組み、自然を大切にする活動

が急務ではないでしょうか。最近はごみ分別収集やリサイクル等にご努力

をいただいておりますが、ごみ全体量を減らすためにその努力が必要であ

りましょう。本市では 1日約 200t余りのごみを24時間で焼却されておら
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c れるようでございます。ーまた埋立処分場の実態はどのようになっているの

r でしょうか。環境庁が1987年に有害化学物質汚染実態追跡調査を発表され

ていましたが、ダイオキシン類が検出されていたと発表されておりまず。

本市ではどのような実態になっているのでしょうか。本市では、去る 6月

10日、こごみ問題会議が発足されたようでございますが、ごみ問題の解消に

大きな期待を持っております。当市のごみの減量対策につきましてどのよ

ーうにお取り組みになられる計画でありまし こ、産業廃棄処分場ようか。まt

におきます対応策に対しまして、周辺の方々の苦情がございます。本市と

いたしまして、周辺住民が安心して生活が営めますよう、この努力が必要

でございますが、ご所見をお伺いいたします。

0議長（川村幸善君） 教育長。

〔教育長（丹羽武君）登壇〕

0教育長（丹羽 武君） ただいま大島議員から質問のありました教育文

化につきまして、最初に、気になる生徒の低体温の増加ということにつき

ましてのご質問、、さらに、それを含めた健康づく りの推進の問題でござい

，ます o•• 一、

ご指摘のように、最近、低体温の子供が増えてきたということが言われ

ております。・しかしながら、そうした実態につきましては、あるいはその

原因につきましては、現在はっきりしたことがわかっておりません。考え

られるところといたしましては、ー運動量が減少してきたこととか、食生活

の変化、あるいは暖房機やクーラーの普及による環境の変化、といったよ

うなことが考えられるのであります。このために代謝能力の低下によって

低体温が起こってくるのではないかということが推測されておるのでござ

います。こうした低体温の子供が問題として取り上げられ出しましたのも、

まだごく最近のことでもあり、これに対する対策とか指導の方法につきま

［ ` して、国あるいは県からも、現在のところ特に指示もございません。本市

としましても、学校とか幼稚園を対象にしてこうした問題についての全市
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：的な調査は現在のところ行っておりませんが、以前から学校における子供

の健康管理という立場から、一部の学校におきまして、平生の体温を知る

～という観点から、平熱調べといった調査を行っております6jそれによりま

すと、ある学校では、 35度台の子供が38%、36度台が59%、37度以上が3

％であったというデータも出されているようでございます。_こうした低体

温の子供が朝からぽんやりしておったり、あくびが出たり！‘-あるいは背筋

がぐにやっとするという子供が増加していると言われる原因の一つになっ

ているのかどうか、こういう原因につきましても、←今後、医学の判断をま

たなければならないと存じます。また、このことが子供たちの成長過程に

しおいてどんな影響を及ぼしてくるのかといったようなことにつきましても、

今後、学校医とか、あるいは医師会等のご指導を受けてまいりたいという

←ふうに存じております。

ー`＇ また、ご指摘いだたきましたすべての子供たちの健康の保持、増進につ

きましては、それぞれの学校の特殊性を生かした中で、そういった実態に

月応じた健康教育の推進につきましては、力を入れているところでありまし

て、各学校の教育目標の設定に当たりましても、最重点の目標の中に組み

入れて実践に努めているところでありまして、それぞれ成果を得ていると

ころでありますが、なお今後とも一層このことにつきましては、努力を積

んでいきたいと思っておりますので、よろしくご理解を願いたいと思いま

す。

2番目の文化活動についての諸問題の第1点でございますが、、市内に多

くある文化団体あるいは文化サークル等の練習場所の確保の問題、それか

：ら発表の場としての 300人から 500人程度の文化施設を拠点的に配置でき

ないかというご質問と、＇もう一つは、文化団体等の練習の場として現在の

．小学校における学校開放をうまく利用できないかということでございます。-

現在、四日市市におきまして、こうした文化団体、全地域に及ぶ文化団体

ーあるいは地域に根差した文化サークル等につきましては、現在活動してお
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るものとして約 500の団体が存在していると思っております。これらの団

体の発表の場でありますが、あるいは練習の場でもある施設としては、文

化会館あるいはあさけプラザ、あるいは各地区市民センターの利用が考え

られております。中でも文化会館におきましては、全施設の平均利用率が

平成 2年度におきましては87.8％という非常に高率であり、また 600人収

容の第 2ホールでは85.8%、 300人収容程度の第 3ホールにおきまして 1

87. 3%と極めて高い利用率になっております。

ご質問のこれらの文化団体の発表の場として、将来 300から 500人程度

を収容できる文化施設を市内に拠点的に配置できないかということでござ

いますが、本年度において実施しております文化施設についての調査研究

というのを進めているのでございますが、その中で現在の文化施設の状況

を長期的な視点に立ってもう一度見直しをするとともに、市民のニーズに

対応できるような、そういう文化施設についての検討も進めていきたいと

存じております。

次に、文化団体の練習の場の確保の問題でございますが、身近な施設と

して地区市民センターや学校開放施設があるわけでございます。既に現在

も多くの住民の方々にご利用をいだたいておるわけで、私どもも喜んでお

るわけでございますが、特に学校開放の面におきましては、文化活動をは

じめとする地域の団体あるいはグループの活動の場として、平成元年度か

ら小学校の特別教室とか、あるいは余裕教室ができた場合、その 1室を開

放室として整備しておりまして、さらに計画的にその推進を現在も図って

おるわけでございます。その利用に当たりましては、それぞれの地域の学

校の施設をご利用していただいておるわけでございますが、地域を超えた

場合、いわゆる小学校区を超えた場合についての利用のご質問でございま

すが、この件につきましても、今後そういった融通性のつく施設について

は検討を進めてまいりたいと存じております。なお、小学校の学校開放に

つきましては、来年度でもって終了をするわけでございますが、さらに平
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成 4年以降におきましても、中学校の学校開放についてもさらに検討を進

めてまいりたいと存じておりますので、何とぞご理解のほどをお願いした

いと思います。

〇議長（川村幸善君） 福祉部長。

〔福祉部長（田中昌治君）登壇〕

〇福祉部長（田中昌治君） 福祉問題についてのうち 1番目のホームヘル

パーの充実についてお答えいたします。

ホームヘルパー派遣事業につきましては、在宅福祉施策の中で最も重要

な施策でありますので、その増員を図っているところでありまして、現在、

市で20名、市の社会福祉協議会で25名を確保しております。今後も需要に

応じて積極的に増員をしてまいりたいと存じます。また、ホームヘルパー

の資質の向上を図るため、研修体制の充実に努めるとともに、ご提案の介

護福祉士の採用についてでございますが、現在のホームヘルパーの中で資

格を取るように奨励をしておりまして、毎年合格者を出しております。現

在4名が資格を取得しております。男子の採用につきましては、民生委員

さんとかいろいろご家庭の皆さん、いろいろのご意見を伺ったところでは、

どうも派遣先で受け入れにくいということでございますので、現在の時点

では難しいと考えております。夜間の派遣につきましては、現在消防本部

にお願いいたしまして、緊急通報システムというのをスタートさせており

ますので、これによって夜間の対応をしておるわけでございますので、将

来の研究課題とさせていただきたいと存じます。

2番目の紙おむつの支給についてでございます。家庭介護におきまして

は、排せつ介助は食事、入浴の介助とともに最も負担の大きいものでござ

いまして、その負担を軽減するために紙おむつの利用が増えてきておりま

す。このため、ご指摘の紙おむつの助成につきましては、現在市の社会福

祉協議会におきまして、市価より 2割 5分ほど安くあっせんをさせていた

だいております。スーパーの目玉商品とか、国保の場合にはこれより安い
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場合があるかと思いますが、大体においてその程度安くなっておるものと

思います。現在、寝たきりの方の約半数が社協の紙おむつのあっせんの登

録をしていただいておりますが、この制度が一層幅広く利用されますよう

に、 PRに努めてまいりたいと考えております。

3番目の障害者の自立と生活体験等についてでございます。障害者が生

きがいを持ち、安定した生活をしていくためには、日常的な生活力を高め

ることが重要でございます。総合会館内の障害者福祉センターにおきまし

ては、障害者の社会参加を促進することによりまして、その能力と社会性

の向上を図ることを目的とした身体障害者デイサービス事業を実施してお

ります。今年度は重度な障害を持ち家に閉じこもりがちな青年を対象とい

たしまして、料理、ワープロなどの体験事業を開設しております。また、

日永地区市民センターにおきましては、精神薄弱者の団体が青年学級とし

て料理などの生活訓練を行っておりますので、事業の充実を図り障害者の

社会参加を促進するため、社会福祉振興基金事業に位置づけて支援をして

いるところでございます。

一方、障害者がこれらの事業に気軽に参加できるためには、公共施設を

はじめといたしまして、障害者の利用に配慮した施設の整備が必要となっ

てまいります。このため市におきましては、福祉環境整備指導要綱を定め

まして、公共施設の障害者用トイレ等をはじめ、公共性の高い民間施設に

おきましても整備していくよう、要請あるいは指導をしているところでご

ざいます。今後とも、障害者等関係者のご意見、ご希望を取り入れながら、

これらの対策の充実に努め、障害者の自立と社会活動への参加を援助して

まいりたいと考えております。

4番目の高齢者対策と子供の出生率の問題についてお答え申し上げます。

ご指摘のように、寝たきりにさせないための予防対策は、養介護老人対策

とともに最も重要でございます。そのためには、健康づくり、生きがいと

社会参加の促進、機能訓練の充実、健康教育の充実等々、幅広い取り組み
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が必要でございます。医療、保健、福祉、教育等関連分野がより緊密な連

携を図ることによりまして、効果的な施策の推進に努めていくことが大切

であります。福祉分野におきましては、デイサー＿ビスにおける日常生活動

作訓練、ホームヘルプサービスによる自立的生活の支援を通して、できる

限り残存能力の維持を図るよう施策の充実に努めてまいりたいと存じます。

また、老人みずからが健康づくり、生きがいと社会参加を図るため、老人

クラプを中心に支援をしてまいりたいと考えております。

また、出生率の問題につきましては、内閣に設置された健やかに子供を

産み育てる環境づくりに関する関係省庁連絡会議が平成3年1月に提出い

たしました報告書「健やかに子供を産み育てる環境づくりについて」は、

この問題の動向を分析いたしまして、対策の基本的方向を示した上で、

「家庭生活と職業生活の調和」、 「家庭生活と生活環境の整備」及び「家

庭生活と子育て支援」に分類いたしまして、＇今後の具体的施策を検討して

いるところでございます。市といたしましては、この内容を踏まえまして、

本市として何をしたらよいか、これから検討してまいりたいと存じます。

〇議長（川村幸善君） 環境部長。

〔環境部長（鵜飼滋君）登壇〕

〇環境部長（鵜飼 滋君） 第3点目の特にごみの減量対策等についてお

尋ねがございましたので、お答えをさせていただきます。

先ほどもお話がございましたように、市内で発生をいたしますごみの量

は年々増加をいたしておるわけでございまして、この 5年間を見てまいり

ますと、約13％増加をいたしておりまして、平成2年度では約13万 9,000

tのごみが排出されているわけでございます。私どもといたしましては、

ごみの増加に対応する方法といたしまして、ごみの減量化と資源の再利用、

こういったことを図る立場から、昭和53年度から再生可能物の分別収集を ― 

始めているわけでございまして、平成2年度におきましては約 9,700tの

収集実績を上げているわけでございます。全国的に見ましても極めて高い
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成果を上げているというふうに私どもとしては認識をいたしておるわけで

ございます。ただ、今日までの対策につきましては、出されたごみをいか

に処理をするかということ、あるいはまた、いかに資源化をするか、そう

いったところに重点が置かれていたわけでございますけれども、今後、私

どもとして考えていかなきゃならないのは、いかにごみをつくらないか、

あるいはまた、いかにごみとしないかと、そういった視点を中心に据えて

対応を考えていかなければならないだろう、そんなふうに思っているわけ

でございます。

そこで、本年度におきましては、ごみの減量化に向けまして、ごみ10%

減量キャンペーンというのを既に 6月6日、 7日の両日にわたりまして展

開をいたしたわけでございます。さらに、リサイクル事業の調査研究、あ

るいは缶等リサイクル事業への補助、さらにまた、先ほどお話がございま

したように、四日市ごみ問題会議の設置等を通しまして、今後積極的に減

量化に向けてその対策を進めてまいりたい、このように思っているわけで

ございます。

次に、特に施設の整備と申しますか、埋立処分場の問題についてお話が

ございました。現在の南部埋立処分場につきましては、埋め立てを開始い

たしまして既に11年が経過をいたしているわけでございまして、埋め立て

の可能容量も大変少なくなってきているわけでございます。私どもは少し

でも処分場の延命を図る立場から、搬入ごみの分別指導を徹底させるとい

うこと、あるいはまた、平成 2年度からは、木質系ごみを破砕をいたしま

して焼却しよう、こういった措置も講じて延命を図ってまいりましたけれ

ども、今年度からは、埋立容量を拡大するための場内整備に着手をいたし

てまいりたい、このように考えているわけでございます。したがって、こ

れによりまして、今後南部埋立処分場は約10数年埋め立てが可能であろう

というふうに考えているわけでございます。

なお、清掃工場から排出されますダイオキシンについてのお尋ねがござ
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いました。四日市の実態はどうなっているかというお尋ねがございました

が、本市の実態は排ガス中心に超微量の検出がされるものの、住民への影

響は見出せないレベルであるわけでございます。私ども今後、ー厚生省が示

しております発生防止のガイドラインに沿いまして、発生防止についての

最善の配慮をいたしました施設整備の検討を今後行ってまいりたい、この

ように考えているわけでございますので、ご理解をいただきたいと思いま

す。

最後に、産業廃棄物についてのお尋ねがございましたが、ご承知のとお

り、産業廃棄物につきましては、法的には市には直接の権限がないわけで

ございますけれども、私どもといたしましては、住民の皆さん方の生活環

境を守るという、こういう立場から、指導監督権限を有する県側とも十分

連携をしながら、産業廃棄物の処分場の適正な管理運営について、それが

スムーズにいくように努力をしてまいりたい、このように思っておるわけ

でございますので、その点についてのご理解を得たいと存じます。

0議長（川村幸善君） 大島武雄君。

0大島武雄君 お答えありがとうございました。先ほどもお答えをいただ

きましたが、市長の方からの子供の出生率の問題でご意見があればぜひお

伺いしたい、このように思いますので、よろしくお願いしたいと思います。

〇議長（川村幸善君） 市長。

0市長（加藤寛嗣君） 子供の出生率の低下の問題でありますが、これは

私は、社会制度全般に関する問題、あるいは国民の意識の問題というもの

が大きく影響をしているであろうというふうに思っております。今日、女

性の社会進出と同時に、未婚の女性が非常に増えてきておるという事実を

見逃してはならないであろう。どうしてそうなっておるのかということを

単純に私は割り切るわけにはいかないのではないだろうかと、いろんな問

題が複雑に絡み合った要素がそういう傾向を出しているというふうに思っ

ております。もちろん、国がやっております、あるいはそれぞれの地方自
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治体がやっております制度そのものとの関連も深いかというふうに思うの

でありますが、制度の問題を超えた、何かもう一つ基本的な問題があるよ

うに思っておりますので、これらの問題につきましては、私から今直ちに

こう考えるというような結論を持っていないということでございまして、

将来を憂いておる。どうしたらいいかということにつきましては、地方自

治体の長としてそれなりにできる対策というものをよく研究をしてまいり

たいというふうに思っておるところでございます。

0議長（川村幸善君） 大島武雄君。

0大島武雄君 ありがとうございました。時間もございませんので、総体

的にお答えいただきましたことで非常に積極的にお取り組みのところもご

ざいますし、いま一つだなというようなところもございますが、どうか先

ほどお尋ねさせていだたきました内容をもう一度ひとつよくご理解いたた

だきまして、お答えいただきました内容プラス、もっと積極的にお取り組

み願いたい、このように要望したおきたいと思う次第でございます。特に

高齢者問題と子供の出生率の問題につきましては、やはり近い将来、いろ

んな大きな障害といいますか、重要な問題が出てくるのではないかと心配

しておりますので、どうか関係部局におきまして、十分ひとつご検討をい

ただくようお願い申し上げまして、終わらせていただきます。ありがとう

ございました。

0議長（川村幸善君） 暫時、休憩いたします。

午前11時50分休憩

午後1時1分再開

0議長（川村幸善君） 休憩前に引き続き会議を開きます。

中森懺二君。

〔中森懺二君登壇〕

0中森慎二君 それでは、通告をさせていただきました内容に従いまして
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一般質問をしたいと思います。まず初めに、私議員としまして初めての記

念すべき質問でございますので、回答につきましては、よろしくお願いい

たします。

四日市の公共下水道の普及率につきましては、市の単独下水道をはじめ、

昭和63年 1月に供用を開始いたました北勢沿岸流域下水道を含めて、平成

元年度末におきまして31.3％であります。全国の平均値であります約40%

程度に対しまして、まだまだ大きな格差があるのが実態であります。この

背景には、当市が低地帯に位置する閃係上、浸水被害対策として雨水排水

整備に大きな力を注ぐ必要があった点については十分理解するところであ

りますが、下水道行政のおくれに伴い発生をしております各種の問題につ

きまして掘り下げてみたいというふうに思います。

まずは、現在行われております下水、し尿に限っておりますが、この処

理方法について考えてみたいと思います。現在汚水処理につきましては、

皆様方よくご存じのとおり、四つの処理がなされております。まず一つは

公共下水道であります。そして二つ目には、団地などで実施をされており

ますコミュニテイプラントと呼ばれている小規模の汚水処理施設でありま

す。そして三つ目は個人浄化槽、そして 4点目としましてくみ取り式とい

うことになります。そして、当市におきまして、これらの施設がどのよう

な普及をされておるのかというところに触れてみたいと思いますが、まず

1点目、公共下水道でありますけれども、公共下水道の普及率と若干数値

が異なりますけれども、これは総戸数に対して公共下水道が入っておる戸

数という見方をしておりますので、公共下水道の普及率とは若干異なって

きますが、私が調べましたところ、 28%、そして 2番目として、小規模汚

水処理施設、これが9%、それから個人浄化槽、これが19%、そして最後

にくみ取り式が44％といったような普及状態になっております。この算出

に当たりましては、昭和62年の 6月議会におきまして、当時の山本勝議貝

が用いられた数値を一部引用させていただいておりますので、若干現状の
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数値とは異なるかもしれませんが、オーダー的にはまず大きな大差はない、

このように考えておる次第であります。

ここで私がお話したい点につきましては、この公共下水道の普及率、平

成元年度31.3％の中には、これらの小規模汚水処理施設及び個人浄化槽の

普及というものは含まれていない数値であります。仮にそれらを含めた水

洗化率というものの見方をしたときに、どういう数値になりますかといい

ますと、先ほどの公共下水道28%、小規模汚水処理施設 9%、それから個

人浄化槽19％を足してみますと56%、大変大きな数字になることがわかり

ます。これをマクロ的な見方をしますと、四日市に住んでみえる方々の10

人のうち 3名の方が公共下水道を利用してみえる。そしてまた、 3人の方

々が小規模汚水処理施設及び個人浄化槽を利用してみえる。そして、残り

の4人の方々がくみ取り式によって処理をしてみえる、こういう状況にな

るわけでございます。この 6割にも上る高い水洗化率というものを考えて

みますと、市民の皆さん方がトイレを水洗化して住みよい生活を求める観

点から、公共下水道は家の付近には来ていないけれども、住居の新築ある

いは増改築というものにあわせてトイレを水洗化したい、こういう大きな

ニーズがここにあらわれているのではないかと、このように考える次第で

あります。しかし、 6割の水洗化率のうち、公共下水道が市民に寄与して

おる部分というのはその半分の 3割でしかない。＇これがこの四日市の実情

であります。

そこでお伺いしたいのは、こういった市民ニーズが非常に大きい公共下

水道というものに対して、このような実情を踏まえて、今後の普及促進に

ついての考え方及び計画についてお答えをいただきたい、このように考え

る次第であります。

次に、これら高い水洗化率を支えている小規模汚水処理施設及び個人浄

化槽についてでありますが、今回質問させていただくに当たりまして、こ

れら全般的には下水に関する事項ですので、邑i然下水道部の所管だという
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ことで私考えまして、下水道部の方へお邪魔をいたしました。しかし、個

人浄化槽はもちろんのこと、公共下水道の浄化センターにほぼ近いような

システムをとっております小規模汚水処理施設でありましても、全く関知

をしていないということでありました。そしてそれは、環境部の方だと言

うことでお話を伺いまして、環境部の方へお尋ねをしましたところ、たし

かにそれら団地の開発許可あるいは個々のお宅の建築確認申請等において、

それらの書類上から台帳によっての管理はなされておるということではあ

りますが、現実的にはただ台帳によって管理をされておるにとどまってお

るのではないか、このように私自身感じた次第であります。現在、水洗化

率の 3割を支えているそれらのものに対して、余りにも頼りないと申しま

すか、寂しい限りであります。環境保全の観点から、今進められておりま

す合併型の個人浄化槽あるいは農村集落排水事業及び新たな宅地開発に伴

う小規模汚水処理施設など、今後下水道行政を進めていく中で大変大きな

かかわりを持ち、かつ重要なこれらの事項に対して、所管を超えた柔軟な

行政対応が今求められているような気がいたします。それらについて 2点

目としてお考えをお伺いしたいというふうに思います。

それから次に、宅地開発に伴いまして、民間等で建設をされました小規

模汚水処理施設は市内に10数力所あるのではないかと思いますが、これは

私が見ただけでございますので、実態としてはもう少しあるかもしれませ

ん。これらの実態としては、約 200戸から 700戸程度の下水処理をしてお

りまして、自治会運営において維持管理がなされておるのが実態でありま

す。当然、維持管理にかかる費用はすべて自治会負担であります。一般の

公共下水道を利用されている方々と比較しますと大変大きな費用負担になっ

ておるのが現状であり・ます。しかし、問題はそれだけにとどまることでは

なく、そういった処理施設の老朽化に伴う装置故障時及び団地内に埋設さ

れております埋設管路等のトラブルが発生したときなど、対応を考えたと

きに、復旧費用及び地域環境への影響を考えてみたときに、非常に大きな
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ものがあるというふうに考えます。それらの対策として、一番よいのは公

共下水道への接続ができれば何も問題はないわけでありますけれども、市

の浄化センターの処理能力の問題あるいは流域下水道幹線の整備時期の問

題などから、現実的にはなかなか困難な状況にあるというふうに思います。

そこで、何が何でも公共下水道でなければだめだという考え方ではなく、

広い意味で下水道行政に寄与しておる観点から、それらの施設の市への管

理移管、またはトラブルの発生時の救済措置など、農村集落排水事業で実

施をされておる内容に近い対応がそれらのものに対してできないものか、

お伺いしたいというふうに思います。

それから最後に、個人浄化槽についてでありますけれども、これらの維

持管理につきましては、当然個々の管理ということになりまして、年2回

の点検あるいは汚泥の処理、水質検査などが必要となっておりますが、そ

れらは各自の費用負担もあり、自主性に任されているのが実態ではないか

というふうに思います。これらは水質汚濁が叫ばれておる現状の中、長い

期間を必要とする公共下水道工事が 100％四日市市で整備をされない限り、

今後とも増加する傾向であります。先ほども申し上げましたとおり、広い

意味での観点から、公共下水道と背中合わせの立場である個人浄化槽政策

にも力を注ぎ、そういった水洗化推進だけではなく、設置後の管理も含め

た施策を市独自ででも進めていく必要が今求められているというふうに思

います。それらについてお考えを伺いたいと思います。

質問、以上でございます。

〇議長（川村幸善君） 下水道部長。

〔下水道部長（岡田幹夫君）登壇〕

〇下水道部長（岡田幹夫君） ただいま中森議員の方からご質問いただき

ました件につきまして、まず、下水道部の方からご答弁させていただきま

す。

公共下水道の普及推進につきましては、まず市街化区域の早期完成を目
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指しまして整備を進めておりますが、ご指摘のとおり、本市の公共下水道

の普及率は平成 2年度末で31.7％と全国平均を下回っている現状でござい

ます。これは特に市の地形的な条件から、生命と財産を守る雨水対策に主

力を注いできたためでございます。しかしながら、昭和45年以降、公共用

水域の水質改善が叫ばれて以来、また昭和63年1月に北勢沿岸流域下水道

北部浄化センターの運転開始以降、県が施行します流域幹線に整合させな

がら、汚水整備につきましても積極的に推進しておりまして、さらに平成

7年度には、南部浄化センターの供用開始も予定されておるところでござ

いますが、まだまだ市域の中には常習浸水区域も多く、この解消に努めな

ければならない状況ではございます。

しかしながら、市民の下水道整備に対する要望は非常に大きく、その普

及の向上を図るため、北部地域にありましては、先ほどの県施行の流域下

水道幹線の進捗にあわせ、富田、富州原地区の幹線、支線並びに面整備を

前年度に引き続き積極的に推進するほか、県営幹線の延びてまいります羽

津地区の一部につきましても整備に着手してまいる予定でございます。

また、中央部の単独公共下水道区域につきましては、橋北、常磐、塩浜、

日永地区での幹線とか支線とか、あるいは面整備の推進に努力してまいる

所存でございます。この中で近年、下水道類似施設が増加しておるところ

でございますが、これらとの整合を図るため、下水道整備区域を明示いた

させていただくとともに、集中浄化槽の設置が計画されております団地等

につきましても、将来、公共下水道に包含されることを考慮いたしまして、

三重県開発指導要綱等を基準に手戻りにならないよう管渠施設等の指導を

してまいる所存でございます。

また、既設の集・中浄化槽につきましては、汚水の処理水質あるいは浄化

槽の構造基準が公共下水道の終末処理場と異なるなどのことから、公共下

水道として管理することは非常に困難でございますが、団地内の下水道施

設のうち雨水管渠につきましては、市の開発指導要綱に基づきまして管理、

ー '59-



引き継ぎを行っているところでございます。浄化槽を含めた汚水処理施設

につきましては、公共下水道への接続までの間、適切な維持管理がなされ

るよう、技術的な援助も含めまして今後とも指導してまいる所存でござい

ますので、よろしくご理解のほどお願い申し上げます。

〇議長（川村幸善君） 環境部長。

〔環境部長（鵜飼滋君）登壇〕

〇環境部長（鵜飼 滋君） 私の方から特に小規模汚水処理施設、言って

みれば団地の集中浄化槽に対する対策、もう一つは、個人浄化槽に対する

適正管理対策、そういったところについてお答えをさせていただきたいと

思います。

まず、団地などの集中合併浄化槽についてでございますけれども、ご指

摘ございましたように、水質の悪化を防ぐという、こういうことから、日

常の適正なメンテナンスの必要があるということは当然のことでございま

す。同時にまた、先ほどご指摘がございましたように、老朽化による大規

模な施設の修繕、そういったことも当然出てまいるわけでございます。大

規模な施設修繕につきましては、施設の規模が大きいだけに、一時的に極

めて多額の費用を必要とするわけでございます。したがって、市といたし

ましては、そうした実情を踏まえまして、昭和58年度から浄化槽整備資金

貸付制度、そういった制度を設けているわけでございまして、ちなみに申

し上げますと、 1戸当たり20万円未満、年利率にいたしまして4.75%、そ

ういった低利の融資を受けていただくように配慮をいたしているところで

ございます。

また、家庭用の小型合併処理浄化槽につきましては、ご承知のとおり、

市といたしましては昭和63年度から、水質保全をするという立場から、補

助制度をスタートをさせていただいているわけでございまして、現在市民

の方々のかなりの世帯におきまして、その設置が進んでいるわけでござい

まして、私どもといたしましては、今後とも水質の保全という立場から、
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合併処理浄化槽の設置について積極的に啓発をしてまいりたい、このよう

に思っているわけでございます。

また、ご指摘がございました個人浄化槽の維持管理の問題についてでご

ざいますけれども、ご承知のとおり、浄化槽につきましては、浄化槽法と

いう法律が実はあるわけでございまして、したがいまして、今お話がござ

いましたような保守点検あるいはまた定期清掃、さらに定期検査、そういっ

たものは法律の中で義務づけられているわけでございます。しかしながら、

そういった法律に義務づけられているわけでございますけれども、現実の

実態といたしましては、適正な管理について、これがなされていないとい

う、そういう実態もご指摘のとおりあるわけでございまして、住民の皆さ

ん方から適正管理がなされていないための悪臭等の苦情もあるわけでござ

います。したがって、私どもといたしましては、現在のところ指導監督権

限を有する県側と連携をしながら、また同時に、下水道部とも連携をしな

がら、その対応について具体的な指導を行っておるところでございます。

そういったことについてひとつご理解を賜りたいと思うわけでございます。

ただ、三重県におきましては、今年度から、浄化槽の適正管理について

いろいろ検討が加えられているわけでございまして、例えば建築確認の申

請のときに、設置者に浄化槽適正管理仮契約書を添付させるという、そう

いった新しいシステムづくりについての検討が加えられているようでござ

います。そういったことによりまして、三重県側といたしましては、今後

より一層適正な浄化槽の維持管理ができるように、具体的に進められてい

るわけでございますので、私どもといたしましては、そうした中で市とい

たしましても積極的に提言をいたしまして、個人浄化槽の適正管理につい

て一層の努力をしてまV・ヽりたい、このように思っておるわけでございます

ので、その点についてのご理解を賜りたいと思います。

0議長（川村幸善君） 中森懺二君。

0中森慎二君 ご答弁どうもありがとうございました。先ほどお話をいた
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だきました公共下水道の普及促進に関してでございますけれども、先ほど

の内容から見ますと、例えば10年後の四日市として下水道の普及率をどう

考えているんだ、あるいは20年後どういうふうにしたいんだというような

数値的な見地の中でのご答弁をひとついただきたいというふうに思います。

それからもう 1点は、集中浄化施設、団地等で行われておりますコミュ

ニテイプラントに関してでございますけれども、先ほど来、公共下水道の

設備とは設備面あるいは水質の管理の中で違っておるから、公共下水道と

して認知していくことはできないというようなご答弁でございました。も

ちろん、公共下水道と同じレベルでそれらのものを考えていくことに対し

ては、いろいろな問題があろうかと思いますけれども、先ほど私が申し上

げましたように、四日市市の中で約 3割に近い、集中浄化設備に関しまし

ては約10％近い方々が現実に毎日利用してみえる。そういった現実を踏ま

えた中で、行政側として何らかの手が差し伸べられないものかといったと

ころのお話を伺いたいというふうに考える次第であります。

それから、個人浄化槽の問題等につきましては、本年度、県の方もそう

いった建築確認申請の中で書類等の検討を求めていくというお話をお伺い

しましたけれども、実際にそういった浄化槽の汚染として影響される部分

というのは四日市の市内、当市でありまして、そのおひざ元であります四

日市市として県の定められた、あるいはやっていこうとする方向性を先取

りするぐらいの考え方を持って、一歩前に突っ込んだ形で行政指導してい

くといったような姿勢が求められるのではないか、このように考える次第

であります。

以上の点につきましてご答弁いただければと思います。

〇議長（川村幸善君） 下水道部長。

〇下水道部長（岡田幹夫君） ただいまのご質問の 1点目でございますけ

れども、下水道の10年後あるいは20年後、普及状況をどのような目標を持っ

ておるかということでございますが、一応下水道の全体計画につきまして
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は、 20年を全体計画の一つの目標年度といたしておりまして、これは市街

化区域の整備をいたしたいということでございます。それから、 10年でご

ざいますけれども、我々の目標といたしましては、 21世紀初頭には50％近

い普及率に持っていきたいなという目標を持っておるわけでございます。

0議長（川村幸善君） 環境部長。

〇環境部長（鵜飼 滋君） 特に個人浄化槽の対策と申しますか、そういっ

たことについてでございますが、先ほどもご答弁申し上げましたように、

本市の場合は三重県全体から見ますと個人合併処理浄化槽の補助制度の実

施ということは極めて先進的にやったわけでございます。そういう意味で

は、私は、水質保全という立場から、極めて大きな役割を果たしているだ

ろう、このように評価をいたしているわけでございます。ただ問題は、ご

指摘がございましたように、せっかく立派な浄化槽を設置いただきまして

も、それが適正に管理をされなければ何もならないわけでございますので、

そういう意味で、いろんな対策を進めていかなければなりませんけれども、

先ほど来申し上げておりますように、直接的に法的な権限がない、つまり

具体的な行政指導なり、あるいはまた改善命令をする、そういったことに

ついて市町村側としてはそれが直接できないわけでございます。しかしな

がら、私どもは、さっきから申し上げておりますように、良好な水質を保

全をするという極めて重要な役割があるわけでございますから、三重県側

と十分連携をしながら、今後とも一層対策を強化していかなければならな

ぃ。そういう点で、ご指摘の点も踏まえて、一層の対策についてこれの努

力をしてまいりたい、こう思っておるわけでございますので、ご理解いた

だきたいと存じます。

〇議長（川村幸善君） 中森懺二君。

0中森恨二君 ありがとうございました。最後に、団地等で行われており

ます集中浄化施設についての実態を少しお話をさせていただきますと、団

地によりまして規模が若干大小ございますけれども、月々 5,000円程度の
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費用負担をしている自治会等もございます。そういった現実を踏まえた中

で、公共下水道の接続が今のお話でいきましても10年先に50%、半分行く

か行かないかという状況でございますし、仮に現状の中で順調に推移をし

ていきましても、それらの施設が公共下水道の中に供用される時期という

のは20年先あるいは30年先という非常に遠い先の将来の事項のようなとこ

ろが現実的に数多くあるのではないかというふうに考えておる次第であり

ます。そういった観点から、それらの施設にもう少し日の当たる、あるい

は一方では、補助的なものも含めて、今後の課題としてお考えをいただけ

ないか、このように考える次第であります。

それからもう 1点、先ほどお話がありました浄化槽の設備資金の融資制

度、私自身も不勉強で申しわけなく思っておりますけれども、それらの制

度に対しまして、もう少しPRをしていく、あるいは融資の内容等も含め

て、団地の自治会等についてのPR等も含めて、今後推進をしていただけ

れば、このように考える次第であります。

以上で終わります。

〇議長（川村幸善君） 暫時、休憩いたします。

午後1時29分休憩

午後1時41分再開

〇議長（川村幸善君） 休憩前に引き続き会議を開きます。

伊藤正巳君。

〔伊藤正巳君登壇〕

〇伊藤正巳君 伊藤正巳でございます。よろしくお願いしたいと思います。

さて、通告の順に基づいて質問をさせていただきます。

まず冒頭に、日夜を問わず、市民生活に欠くことのできない消防行政全

体に対し、関係者皆様の努力に対して敬意を表したいというふうに思いま

す。私は、救急救命士の問題と本市の対応について、まずお尋ねをいたし
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ます。

さきにちょうだいいたしました平成2年度の消防年報によりますと、四

日市市の救急出動件数は 5,628件、搬送人員 5,725人となっております。

これを簡単に 1日平均で見ますと、 15.4件、 15.7人の搬送人数となってお

りまして、この資料ではそれが交通事故なのか、あるいはその他の傷病な

のか、これはわかりませんが、いずれにしても、 1時間半に 1回出動をす

るという、まさに市民の命と生活を守っていただいておるわけでございま

す。

さて、この消防行政のうち、命を守る立場から、さきに開かれました第

120回国会において、救急救命士法案が可決成立をいたしました。この救

急救命士制度は、救急救命士が交通事故や心臓病など、仮死状態で運ばれ

る患者の救命率を上げるため救急車に同乗し、医師の指示のもとで点滴や

気道確保など、高度の応急処置に当たるものとなっております。救急医療

の中で重要な部分を占める問題というふうに考えております。厚生省の調

べによりますと、交通事故などDOA、仮死状態で運ばれる心肺停止患者

の救命率は 3.4％となっており、欧米の 3分の 1と言われております。救

急車の現場から病院までの平均搬送時間は、全国平均で16分が空白の時間

としてあるわけで、この空白の時間を埋めることがこの救急救命士制度が

発足をするという一つの大きな理由になっておるわけでございます。私は、

この制度につきまして一日も早く本市が取り入れられることを強く要望を

いたします。その立場に立って幾つかお尋ねをいたします。

まず一つは、救急救命士制度について基本的な考え方、それと財源の確

保、指示する医師の確保、救急隊員の養成など、多くの難問題があるかと

推測いたします。そういうことを踏まえまして、本市として導入する意思

があるのかどうかということでございます。もし、恐らく導入されると思

いますが、導入をするということであれば、その実施時期はいつごろか、

そのめどをお尋ねをいたしたいというふうに思います。
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一方、高度な応急手当てができる、治療機材を搭載して、医師を乗せて

交通事故現場に向かう、いわゆるこれは救急救命士制度とは別の、厚生
省

が認可をしておりますドクターカー制度というのがございます。この制
度

は、現在主に救急救命センターの設置されているところでは既に実施を
さ

れておりますが、平成6年に三重県の県立病院が移転完成が予定をされて

おります。その県立病院に新しく救急救命センターが併設をされるとい
う

ふうに聞いております。このドクターカー制度についても厚生省は力を
入

れると、こういう見解を出しておりまして、今回の救急救命士の問題と
そ

の辺をあわせて考え方をお尋ねしたいと、こういうふうに思います。こ
の

救急救命士の問題につきましては、市民生活にとって非常に重要な問題
で

ございますので、二、三答弁をいただきましてから、二、三の質問をさ
せ

ていただきたいと思っております。

それから、私が通告をいたしましたもう一つの質問に移らせていただき

ます。

この 5月に第二次行財政改善整備計画進捗状況報告とあわせて、第三次

行財政改善整備計画が出されました。計画書にあります組織、機構の
合理

化、事務処理のOA化の問題、事務事業の外部委託と見直し、職員数の適

正化、また給与の適正化、職員、職場の活性化、どれをとっても行財政
運

営の効率化を図る上には、必要不可欠の問題と判断をいたしております
。

私は、この中で特に職員数の適正化のみに絞って質問をさせていただき
ま

す。

まず、 1981年のいわゆる第二臨調設置に始まった行政改革は、今日本市

の行財政改善整備計画に見られるように、各自治体の職場ごとの具体的
な

実施の段階に入っています。増税なき財政再建を旗印とした行政改革は
、

1982年の人事院勧告凍結、マイナスシーリング、補助金の一律削減など、

国家財政の歳出抑制という段階から、 85年以降は自治省による地方行革大

綱を押しつけ、事務事業の全般の見直しである地方行革へと移ってきま
し

- 66 -

た。この地方行革のもとで各自治体は、職員定数の見直し、削減、事務
事

業の統廃合、縮小、民間委託化を進めてきました。本市もそうであろう
と

思いますが、とりわけ自治体現業職場に集中をいたしまして、退職後の
欠

員不補充、臨時職、非常勤化、民間委託化という形を通して強行されて
い

ます。

また、これらの行革の後押しをする形で文部省から学校給食合理化通知、

あるいは厚生省から清掃行政の合理化推進と民間委託など、国の合理化
通

知が出されてきました。本市における1984年、昭和59年の職員の総定数は

3,309人であったわけでありますが、平成2年は 3,147人で、この間 16
2

人が減少しております。これは幾つか問題はあるかと思いますが、し尿
収

集業務、あるいは下水維持管理業務を中心とした生活環境公社などへの
委

託と学校給食調理員などで半数を占めていると思いますbべこれに加えて
、

オンライン化、 OA化、事務事業の見直しなどで達成したものと思われま

す。こういった現業職場に集中して地方行革がかけられている実態は、
さ

きの自治省の調査でも明らかになっております。第二臨調から10年、いわ

ゆる行革は一応の決着期を迎えている と思うんです。計画書から見て、現

業職場に関して職員の定数削減が進められようとしていますが、この行
財

政改革改善計画についての今後の基本的な考え方をお尋ねをしたいと思
い

ます。

それに関連をいたしまして、二つ目として、特にその中にある「学校給

食調理員の臨時職員を活用する」についてお尋ねをいたしたいと思います
。

学校給食の目標というか理念は、学校給食法第2条で明らかになってい

ます。まとめますと、 「児童及び生徒の心身の健全な発達に対し、かつ
国

民の食生活の改善に寄与」、こういうふうになっております。何でも良
い

から昼飯を与えれば良いということではないと思います。幸い四日市市
の

場合は、自校方式によって手づくりの季節感あふれた給食を提供してい
た

だいておりまして、父兄の皆さん、あるいは子供も児童も大変喜んでい
る
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というふうに思っております。これもすべて給食調理員の皆さんの努力の

たまものかと思っております。

その調理貝の人数が1985年から22人も現在減っております。現在95名の

正職員と94名のパートの職貝で給食をつくっておりまして、実情はそのパー

ト94名の中には、 6時間パート、 3時間、 2時間と形態は違いますが、そ

ういうほぼ正職員と同数の臨時職貝、非常勤でつくっておろわけでありま

す。この数は、まず給食調理員の正職員の数は、文部省基準と照らし合わ

せますと、私の計算でいきますと正職員で40名不足しておると思います。

確かにこれから、午前中もお話がありました、子供の数が少なくなる、こ

ういうこともございます。児童数も減少していくのはわかりますが、子供

たちのための学校給食の確立のために、今後定数問題については関係する

機関と十分話し合いをいただきたいというふうに思っております。ぜひそ

のことについてもお尋ねをしたいと思います。

あわせて、計画書の中には80人体制という問題も出てきております。臨

時職及びパート化で進めるというふうにございますが、今申し上げました

点、あわせて考え方をお願いをいたしたいと思います。

参考までに、私は学校給食調理員の皆さんの職場をずっと回らせていた

だきまして、この 6月の一番暑いときでございましたけれども、大変気遣

いをしながら給食の調理をやっておるわけでございます。今申し上げまし

たように手づくりの料理をつくっております。いわゆるレトルト食品を温

めたり、あるいはそれを簡単に出すということではなしに、一つ一つ本当

に真心のこもった調理をやっております。しかし、時節柄長時間放置をし

ておくというわけにはいきませんので、給食時間の直前に冷蔵庫から出し

たり入れたりの連続であるというふうに聞いております。私も暑い時期で

したが見ておりましたけれども、冷房とかそういう問題は全然関係ござい

ません。大変ご苦労を願っておるのを実態として見せていただきました。

現在95名の正職員の皆さん方に対して、将来的に不安を与えることなく、
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また退職をされたら後補充をする、そんなことを含めて考え方をお聞かせ

をいただきたいというふうに思います。

〇議長（川村幸善君） 消防長。

〔消防長（島村隆君）登壇〕

0消防長（島村 隆君） まず、消防行政にご理解ある温かいご発言をい

、ただきまして大変ありがとうございました。ご質問の前提でございます昨

年の救急件数について若干申し上げますと、昨年の救急件数というのはご

発言のとおり 5,628件でございまして、その内訳は急病が 2,637件、交通

事故が 1,711件、この二つで約80％を占めております。そういった昨年の

救急出動の状況でございます。原因別の出動率につきましては、例年この

両者で80％を占めておるという状態が続いております。

次に、本題でございます救急救命対策の問題でご答弁を申し上げますが、

まず救急救命士に関する現在の動向を申し上げておきたいと思います。ご

承知のとおり、またご指摘のとおり、去る 4月18日に救急救命士法が成立

をし、近く施行される運びとなっております。このことはいよいよ新たな

救急業務に向けて、消防行政も大きな転換期を迎えたものと言えようかと

考えております。この救急救命士法の成立に伴いまして、救急救命士の受

験資格を取得するための教育訓練を行う財団法人救急振興財団が5月15日

に設立をされて、 8月ごろから救急隊員の受け入れが始まると伺っており

ます。この救急振典財団は、東京都内に施設を設けまして、とりあえず本

年については、全国から60名の救急隊員を受け入れ、 750時間程度、約 6

カ月間の教育訓錬を実施するようでございます。このような国レベルでの

動向を踏まえまして、当四日市市としての対応でございますけれども、ま

ず1点目として、 ・かにして救急救命士を養成していくかという問題があ

ります。救急振興財団が行う、本年だけではなくて、引き続いて来年以降

も行う予定でございますけれども、教育訓練の場へ本市の救急隊員をでき

るだけ多く派遣をして、救急救命士の国家試験の受験資格を得させたいと
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考えております。この救急振興財団で教育を受けた後、改めて国家試験に

合格すれば救急救命士の資格が与えられるわけでありますけれども、そう

なれば12種目にのぼる高度な応急措置が行えるようになるわけでありまし

て、救命率向上のために貢献できるのではないかというふうに考えており

ます。

2点目といたしまして、救急救命士養成までの施策として、現在の救急

隊員の行う応急処置の範囲をさらに拡大する方策もほぼ決まっております。

それは都道府県消防学校での 115時間の教育訓練を受けさせることによっ

て、現行の救急応急措置に加えて、さらに 9種目の応急処置をやらせよう

とするものであります。しかしながら、三重県の消防学校の受け入れ体制

が整うのは、平成4年以降と伺っております。したがって、当四日市とし

ては、県下消防本部に先駆けまして、この 6月から名古屋市の消防学校に

4名の救急隊員の受け入れをお願いをして、現在既に教育訓練を受けさせ

ております。

3点目といたしまして、以上申し上げました救急救命士や拡大された 9

種目の応急措置を行う救急隊員が現実に活躍するためには、お話のありま

したように一方では新たに性能の高い救急車、高規格救急車という言葉が

使われておりますけれども、そういったものを初め、いろいろな資機材の

配備が必要かと考えております。いずれにいたしましても、救急救命士法

はようやく成立いたしましたけれども、その施行は本年9月ごろと伺って

おります。

さらには、救急救命士法の成立に伴う政令、省令などの制定や改正もま

だ行われておりません。詳細な内容については、不明確な点が多くござい

ます。先ほど申し上げました本市としての対応といいますのは、確定的な

国レベルでの動向を踏まえての内容でございますけれども、今後示されま

す政令、省令などに従って、本市としても救急救命士の実現に向けて、さ

らにはご指摘ございました救急救命士運営に当たっての財源の確保の問題、
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それから救急処置に際して指示を仰ぐべき医師の確保の問題、お話のござ

いましたドクターカー制度、この問題については既に検討を行ったわけで

ありますが、当市としては大変困難な問題であろうかというふうに現時点

では考えておりますけれども、そういった問題も含めまして、的確な応急

処置の推進に向けて積極的に取り組んでまいる所存でございます。ご理解

をいただきたいと思います。

〇議長（川村幸善君） 片岡助役。

〔助役（片岡一三君）登壇〕

〇助役（片岡一三君） 私から、今後の行財政改革についてお答えをさせ

ていただきたいと思います。

ご承知のように現在の社会は、これまで我々がかつて経験したことがな

いほどの速さで社会全体が、また経済が動き変革をしているところでござ

いまして、このような中でとりわけ人口の高齢化であるとか、高度情報化

社会への移行、さらには国際社会への進展が顕著でございまして、これに

伴いまして住民要求、価値基準も複雑かつ多様化をしてきているところで

ございます。このような中にあって限られた行財政資源のもと、住民の負

託に的確にこたえ、そして福祉の向上を図ると。さらに活力ある魅力的な

まちづくりを進めていくということが我々に課せられた命題でございまし

て、このために常に事務事業の見直しであるとか、これまでの組織、機構、

制度、また施策等の見直しを常に行って、そして効率的で効果的な行財政

運営を進めていく必要があろうかというふうに思っておりますし、そういっ

た観点に立ってこれまで行財政改革を進めてきたところでございます。ご

指摘のように、本市では昭和60年度に行財政改革大綱を策定をいたしまし

て、これに基づく行財政改善整備計画を策定をいたしまして、行財政運営

の効率化に向けて積極的に取り組んでいるところでございます。

先ほど申し上げましたように、組織、機構の簡素合理化、事務のOA化、

外部委託、事務事業の見直し等を推進をいたしておりまして、特に職員定
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数につきましても、臨時職員の活用を含めまして、その適正化に鋭意努力

をいたしているところでございます。特に、し尿収集業務であるとか、下

水道施設における運転管理業務につきましては、生活環境公社をはじめと

いたします民間への業務委託、その際の委託につきましては、その業務内

容、性格、コスト比較等を踏まえました上で、やはり住民サービスヘの影

響も十分考慮をいたしまして取り組みを進めているところでございまして、

今後ともこの方針に従って効率的、効果的な行財政運営を図ってまいりた

いというふうに考えておりますので、ご理解、ご支援を賜りたいと思いま

す。

職員定数につきましては、常に事務事業の質と量に見合った必要最小限

の人員配置をすると、こういったことを基本としておるところでござしヽま

すが、近年における新たな行政需要の発生ということもございますし、さ

らには大型プロジェクト等の推進、行政に課せられた諸課題に確実にこた

えていくために、執行体制の整備充実等、必要な部署には増員配置を行う

ことといたしておりまして、行政水準の維持向上に向けた職員配置にも意

を配しているところでございますので、この辺のところもご理解を賜りた

いと思います。

平成 3年度におきましては、消防、市立四日市病院、博物館の準備室等

について増員を行ったところでございますし、また現業職員につきまして

は、 60年度より退職不補充できたわけでございますが、職員の高齢化とい

うこともございまして、欠員補充といたしまして、この現業職貝の中でも

給食の調理員、清掃作業員、上下水道作業員について若干名の採用をいた

したところでございます。

また、学校給食の給食調理貝についてお触れになったわけでございます

が、この給食調理員につきましても、学校生徒数、さらには業務内容、職

員構成等を十分に考慮した中で合理化を進めてまいっておるところでござ

いますが、一方で必要な人員についても配置をしているものでございまし
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て、今後も現状分析をいたしまして、その中で必要な見直しを行ってまい

りたいと、このように考えているところでございます。

いずれにいたしましても、我々といたしましては、今後におきましても

最小の経費で最大の行政効果を上げると、行財政運営の効率化、効果的な

行政運営を図ると、こういったことを基本といたしておりますので、職員

定数につきましてもどうぞご理解を賜りたいというふうに思っているとこ

ろでございます。

〇議長（川村幸善君） 教育長。

〔教育長（丹羽武君）登壇〕

0教育長（丹羽 武君） ただいまご指摘がございましたように学校給食

の調理員のことでございますが、ただいま片岡助役の方からお答えを願っ

たわけでございますが、実情について少し私の方からも申し上げたいと存

じます。

現在、四日市における学校給食につきましては、例えば、 900食以上の

学校につきましては、正職員 3名と 6時間パート職貝 3名といった基準を

最高にいたしまして、以下 300食以下が正職員 2名という配置基準をそれ

ぞれおおよそ 100食ごとの基準を設けまして、定員数を出しておるところ

でございます。そういった基準に基づきまして、現在正職の調理員の方が

95名、それからパート職員の方々が51名という体制で臨んでおるところで

ございます。この調理貝の仕事につきましては、ご存じのように仕事その

ものが給食1食の準備、その後片づけという時間的な集中する度合いもご

ざいまして、文部省の方からもその適正、さらには活用という意味でパー

卜職貝等の活用をするようにという通達もまいっておる中で、今言ったよ

うな基準を設けておるところでございます。この調理員の方々のご苦労と

いうのは、そういった集中した業務にあるということだけではなくて、ま

た現在四日市におきましては、先ほどご指摘のありましたようになるべく

手づくりによる副食をつくりたい、いわゆるこれは経費の節減という一面
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もございますが、やはり食事そのものにあったかみを持たせた副食をとい

う配慮からご苦労を願っているわけでございまして、生徒、父母の方から

も感謝をされておるところでございます。そういったようなことで将来な

お児童数が減少していく段階でございますので、今言った基準をしっかり

と見守りながら、さらにそういった業務の実態を現状に合った状態で再調

査等も加えていく中で、そういった方々のご苦労にこたえられるような基

準を市当局にも申し述べていきたいと存じておりますので、よろしくご理

解を願いたいと思います。

〇議長（川村幸善君） 伊藤正巳君。

〇伊藤正巳君 まず、救急救命士の問題から再質問といいますか、答弁に

対する再質問をさせていただきますが、今、消防長の方からございました

ように、この訓練は極めて長い期間にわたって訓練が必要なわけでござい

ます。何かお話を伺っておりますと、ほとんどの消防の職員の皆さんに、

恐らく若い方だろうと思いますが、訓練を受けさす。そして国家試験を受

験させると、こういうふうに聞いてますと簡単にいくようなことをお考え

かと思いますが、 750時間、約 3カ月ぐらいですか、 3カ月か4カ月、そ

してそれを受けただけで救命士の資格が得られるわけじゃないんです。厚

生省が行います極めて難しいと思われます国家試験の受験資格が、その受

験をして合格をしませんと救命士のいわゆる認可をしていただけない、こ

んなふうになっております。この辺はもう少し、これ、別に消防の職員じゃ

なかってもいいはずなんです。いわゆる四日市には民間の救急隊というの

はございませんから、即自治体の消防業務の中に入ってくるわけでありま

すが、合計 2,000時間のそういう訓練を終了をしておれば、これは高校卒

業程度で、 2年間の実務履修があってということになっておりますが、だ

れでもが受けることができるんです。そういう極めて難しいと思われるこ

の試験の制度、国家試験がございます。ぜひ優秀な消防職員の中から多く

の救命士の国家試験が受けれるような、あるいはまた合格するような体制
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づくりをしていただきたい、こういうふうに思います。

それから、県の例の 115時間の訓練の中身なんですが、県の消防学校、

消防防災課でもその体制ができていない。それは何がネックかといいます

と、医師の問題があるんです。それが一番大きな問題だというふうに県は

言っております。後で申し上げますが、救命士制度が発足をいたしまして、

合格をされて四日市の消防にどのぐらい配置されるかわかりませんが、少

なくとも今現在4台の救急車があるわけですし、 4班の救急班がおるわけ

ですから、少なくとも 8人は最低必要だなというふうに私は思っておるん

です。そうするとそれとあわせて申し上げますならば、県の医師の問題が

一番ネックになってくるんじゃないかと思うんです。特に医師会あたりの

問題がネックになってくるんじゃないかと私は思います。医師が指示をし

ませんと、救命士が勝手にその患者を扱えないという、こういう法律になっ

ております。したがいまして、救命士が国家試験を通ってきましても、そ

の医師との連絡パイプがきっちりしてないとこれは成功しませんし、動か

んわけです。ちなみにドクターカー制度ができておりますけれども、全国

で今、 ドクターカーが35台しか動いてないんです。その一番大きな理由は、

医師の問題なんです。医者がいない、これが問題なんです。だから私は、

本市が取り入れるということになれば、ぜひ消防署に医師を常時待機をさ

せる、そんなふうなことも考えたらどうかというふうに思います。今申し

上げました訓練の問題とそれから医師の確保の問題、ぜひ検討いただきた

いと思います。

それからもう一つは財源の問題なんですが、今、説明ありました高規格

の救急車、消防長、 1台幾らぐらいかかるかご存じですか。車両は 1,800

万円、機材が ・350万円、自動車電話及びファックス、心電図電送装置が

700万円、おおむね 3,900万円ぐらいかかるそうです。これを市が4台、

5台今ありまして、 4台動いてますから、 4台購入しますと一億五、六千

万円の金が要るわけです。これらについては国は、いわゆる財源を負担し
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ませんということになっておるんです。補助はしませんと、こういうふう

になっておるんです。訓練期間中の必要な経費は国が交付税の形で見ましょ

うと、こんなふうになっておりまして、この辺のところも将来的にぜひ財

源の確保を含めて計画を立ててほしいなというふうに思います。

それから、消防長、冒頭に申し上げられましたように、まだ国で、いわ

ゆる国会では決まったけれども、それぞれの省庁からそういうのが来てな

いからということでございますが、大体行政は、これは私初めてですから

申し上げにくいんですが、そういうのが来てから対策を練るという、後手

後手に回るというのが行政の仕事かなというふうに私は理解をする部分も

ございます。したがって、そういうのが来る前から、既に四日市市として

はどうしようかというのを関係各機関と十分協議をいただきまして、来た

ときにはこういうふうにやろうという、そういうスビードさというのも必

要かと思います。それで、救命士の方が国家試験をパスをされ、いよいよ

身分も救命士ということになりますと、・当市として身分の任用についてど

うするのかとか、あるいは搬送途中の、いわゆる医療事故の起こった場合

はどうするのかとか、これは細かい点がいっぱいあるわけですね。私もま

だ今勉強中なんですが、細かい点が非常に多いんですが、現場の職員の皆

さんの心配は、救命士の方が、その試験をとって救命士になってから、そ

れでも今のように消防車に乗ったり、救急車に乗ったりという、こういう

勤務体系にあるのかというのを非常に危惧をされてみえるんです。これは

給与の問題にもかかわってきます。したがって、私は、あるいは現場の皆

さんの声は、救急隊員という専門職を、チームをつくったらどうかという

声があります。現行の消防、それから救急車、両方とも乗るということで

はなくて、専門的な救急隊をつくったらどうかという声があるということ

だけ報告をいたしておきたいと思います。いずれにいたしましても、関係

の機関、特に現場で働く職員の皆さんと十分コミュニケーションを図って

いただいて、より一層いい制度にしていただきたいと、こういうことを要
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望をしておきたいと思います。

それから、もう一つ同じ質問なんですが、これは私、資料があれですが、

いわゆる先ほど申しました高規格の救急自動車なんかを買うというのに、

3カ年で人口10万人以上の救急業務を行っておる市町村の消防本部、全国

で 284、そのうちの 4分の 1の75市町村に対して、 3年間で25団体ずつ対

象にして、いわゆる補助金を出しましょう、こういうのがあるんです。既

に平成3年度、ことし25団体、 6,000万円の事業費が出されております。

その25団体に当市は手を挙げなかったということがわかっておりまして、

既に14の団体が手を挙げておりますが、せっかくやっていこうということ

であれば、また今年度はもう遅いかわかりませんが、ぜひこの 3カ年の中

に国の補助金をいただけるような、そういうことで意思表示をしていただ

けたらなというふうに思っております。

それから、行財政改革の問題ですが、今、お話を聞かしていただきまし

た。合理化というのは、大体理に合うことを進めることを合理化というわ

けでございまして、そこには必ず犠牲が伴うということが現在までの合理

化の問題があると思います。どうしても犠牲が伴う、そういうことを進め

ていかないと合理化というのはなかなか進めていけんわけでございます。

今、例えばの話で、給食調理員の皆さんの問題を出しました。しかし、そ

のほかにも幾つか、いわゆる高齢者でおやめになる方の後補充をしないと

いう問題があるわけでありまして、教育長が言われました、 「生徒数を見

ながら」ということですが、これは減っていくに決まっているわけです。

だからといってその数と比例して教育調理員あるいはその他の職員を減ら

していくということについては、これは問題があるというふうに思ってお

ります。それとあわせて、これは関連をいたしますが、絶対に下請民営化

をしないという、そういうようなこともあわせて考えていただきたいとい

うふうに思いまして、私の発言を終わります。

〇議長（川村幸善君） 消防長。
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〇消防長（島村 隆君） いろんな質問をいただきましたけれども、お答

えできる範囲でお答えを申し上げたいと思いますが、まず大前提としまし

て、整理が最初からできておらないということでございまして、それは自

治省と厚生省と話が煮詰まっておらないという段階でございますので、余

り細目的なことをこうやっておると、こうやろうとしておるということを

申し上げまして、実現不可能ということがあってはいけませんので、その

辺を差し控えさせていただきますけれども、まず、国家試験を受けるため

の資格を取得するために研修を受けるというのはおっしゃるとおりでござ

いまして、その後国家試験を受けなければ救急救命士は誕生しない。した

がって、 12種目の救急処置はできない、これは当然でございます。しかし、

四日市として考えております最低限度の救急救命士の数は、 1台当たり 3

名ぐらい必要であろうと。現在4台救急車ございますので最低12名、若干

予備を見て15名、将来を見込んで15名程度の救急救命士は確保したい。国

家試験に合格できるような優秀な人材を送りたいと、こんなことを考えて

おります。

それから、先取りの問題がございましたけれども、実は今年度予算でお

認めいただきました、救急車に対する自動車電話取りつけを既に行いまし

た。それを使って地元医師会と協議をした上で、現在救急途中でお医者さ

んに電話をして、救急処置の仕方について指示を仰ぎながら、現にやって

おります。これは先取りをした問題ではなかろうかと思いますが、さらに

は9種目の応急処置ができるための対応、県の消防学校の体制の整うのを

待っとってはできませんので、名古屋へ派遣をしているとか、先取りした

部分も実はございます。

あと、予算の確保の問題については、庁議でもある程度の金目をぶつけ

まして、この程度の費用が必要でございますという内部的なお話はさせて

いただいております。高規格救急車の問題がございますが、私どもの仄聞

するところによりますと、もっと高い予算が必要であろうと。ただし、 3
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分の 1の国庫補助はあるであろうというところまでの話は伺っております。

いろいろございましたけれども、また機会がございましたらお話を申し上

げるとして、答弁このぐらいでご勘弁をいただきたいと思います。

〇議長（川村幸善君） 暫時、休憩をいたします。

午後2時25分休憩

午後2時39分再開

〇議長（川村幸善君） 休憩前に引き続き会議を開きます。

佐藤晃久君。

〔佐藤晃久君登壇〕

0佐藤晃久君 通告に従いまして質問させていただきます。

萬古焼の里構想についてであります。本市の代表的な地場産業である萬

古焼は約 300年の歴史を持ち、技術性の高い古萬古から全国的に圧倒的な

シェアを持つ土鍋、花器等が製造され、萬古焼産業生産額の約半分を輸出

に依存をしてきたために、昨今の円高以降の輸出の激減を生じ、内需転換

を今日余儀なくされています。また、全国的な産地間競争の中で萬古業界

は、既に工場を閉鎖して廃業したり、他に転向やむなきに至ったところも

出てきておる今日の現状であります。そういう状況の中で萬古焼の里構想

の基本理念といいますか、それと現状と今後どう進めていくか＜お伺いを

いたしたいと思います。

第1回目の質問を終わります。

〇議長（川村幸善君） 商工部長。

〔商工部長（米津正夫君）登壇〕

0商工部長（米津正夫君） 萬古焼の里構想につきましてご答弁を申し上

げたいと思います。

四日市萬古焼は、他産地と比べまして、ただいまご指摘のございました

とおり、内需、外需半々の陶磁器産地を形成しておるところでございます。
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これまで地場産業の代表として相当な経済的効果を発揮してまいったわけ

でございますが、産地の雰囲気とか、あるいは萬古焼の見学に訪れる消費

者への対応など、余り知名度の向上には配慮されていなかったということ

が事実でございます。昭和60年秋以降の円高に対応するために、為替変動

リスクの少ない内需主導型の産地に転換する必要が叫ばれるようになりま

して、その後昭和63年度に国におきまして、為替変動による地域経済が著

しく落ち込んだ特定地域に対しまして、特定地域活性化対策事業として調

査事業費が予算化されました。これを受けまして、萬古業界をはじめ、観

光協会とか物産振興会等の地元の代表者や、通産局、県、市、商工会議所

等で構成をいたします構想委員会を組織いたしまして、基本構想を策定し

たものでございます。その後、萬古焼の里構想委員会におきましては、産

地内に即売施設や資料館を建設することによりまして、市民をはじめ、市

外の人々が気軽に訪れて、産地見学や焼き物を買うことのできるまちづく

りを目指すこととか、あるいは消費者の生の声に触れることによりまして、

内需向け製品開発をより円滑に行えるようにすること、これらを総合的に

実現していくことによりまして、産地の知名度向上を図ろうということで、

関係団体等との調整を踏まえ、萬古焼の里事業計画の策定を行っていると

ころでございます。

本年度は、萬古焼関連業界が多く集積し、また萬古まつりの会場となる

橋北通りの国道1号と近鉄名古屋線間の歩道のインターロッキングプロッ

ク舗装に着手をいたしますが、来年度以降順次、萬古神社前通りを初めと

いたしまして、産地内の各つじゃ散策路、公園の修景、海蔵川の堤防や河

川敷の整備、また展示即売施設や研修施設を備えた陶芸館の建設等につい

て、今後萬古焼の里構想委員会で具体的にご検討いただくことになってお

るわけでございます。

特にこの萬古焼の里整備計画の基本方針についてというご質問でござい

ますが、数点申し上げますと、まず第 1点目は、都市の中に息づく陶器の
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まちづくりでございます。いわゆる萬古焼の里は、他の陶業地とは異なり

まして、まちの中の生活の場に根づいた陶業地でございます。したがいま

して、都市の中での陶器の生産地として特色のある町並み景観を整備する

とともに、都市の活性化を促す総合的な整備推進を図ることが必要であろ

うということが第1点でございます。

2点目は、長期的展望に立った計画推進でございます。萬古焼の里整備

計画につきましては、広範な生活地域に及ぶ総合的なイメージ計画でござ

いまして、長期的な計画を策定し、年次的、段階的に推進いたしてまいり

たいという考え方でございます。

また、もう 1点、市民参加による推進でございます。萬古焼の里地域に

おきましては、住工の混在する地域でございまして、計画策定、実施に当

たっては、地域住民の皆様の理解と協力が必要でございます。そのために

地域住民はもとより、業界、行政との協調体制による推進を図ることが必

要であろうというように考えておるところでございます。

最後に、かいわい性の創出についても考えていく必要があろうというこ

とで、いろいろな施設の計画、修景計画を通じまして、まちの活性化、に

ぎわいの創出を総合的に図り、各施設等につながる立体的なまちづくりを

推進し、生き生きとしたかいわい性を創出するというようなことも大変重

要であろう。

以上のような整備計画の基本方針で今後具体的に進めてまいりたいとい

うように考えておるところでございます。いずれにいたしましても、本整

備事業につきましては、関係法令等による制約も多く、また関係機関、担

当部局との調整も必要でございますし、さらに地域関係者のご意見も十分

賜りながら今後進めてまいる所存でございますので、ご理解をいただきた

いと思います。

〇議長（川村幸善君） 佐藤晃久君。

〇佐藤晃久君 答弁ありがとうございました。それで、基本理念なり今後
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の進め方を答弁いただきましたが、私ども地元としまして、連合自治会長、

また業界含めて、構想というものが今日これが実現できるのかというのが

言われるわけです。そういう中で、議会では一体どうなっておるんだとい

うのが言われるわけでございます。そういう中で私がちょっと調べたんで

ありますが、焼き物でも全国的に数多いわけでございますが、この近辺の

瀬戸市へ行きますと、 「世界陶芸の森構想」というものが出されておりま

す。先般事故で多大な犠牲者が出ました信楽焼、この地方へも行かしてい

ただきまして、現実どういう状況かも開かしていただきましたが、この信

楽焼の信楽町の場合で、これも私が言うまでもなく、皆さんご承知のとお

りと思われますが、昭和60年の 4月に陶芸の森検討委員会というのが設置

をされて、 62年度には設計段階に入って、 63年には着工、それで今日に至っ

ておるということです。私が言いたいのは、確かに当初の構想策定委貝会

から、構想策定委員会というのは地元の代表が入ってません。その以後ま

た名称が変わって、この構想委員会でご論議をされておるわけですが、地

元といたしまして、核施設、先ほども信楽焼さんは、県なり町の段階でも

まれて、その後地元へ落としたという経緯でございます。確かに自治的に、

人口的には四日市と全然違います。確かに難しい状況がありますけれども、

商業組合なり工業組合、陶芸作家の皆さん方にお話を開きますと、核施設

を先につくるべきではないかというのが言われるわけです。しかし、今日

土地の高騰によって、あの陶栄町というのは、 2年前にパチンコ屋さんが

できまして、坪 104万円で購入されています。そういう土地の中で、先ほ

ども答弁がありましたようにまちの中から萬古焼というものができたわけ

でございますけれども、そういう中で一体核施設をどこへつくるのかとい

うのが聞きたいわけですけれども、これもここで答弁が今の状況ではでき

ないと思いますが、そういう中で先ほども答弁がありましたように、 63年

度のときでもそうですが、堀内議員が発言されておりますけれども、この

中でも国の特定地域活性化対策事業に 1,700万円でするという。このとき
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にも、じゃ、一体どうするかと言えば、構想策定委員会でという答弁があ

りましたけれども、私が言いたいのは、もう 4年目なんです。もうやはり

地元なりそういう中では、そういう大きな構想で一体これできるのかとい

うのが必ず出てくるんですが、できましたらこれはそういう方向にしても

らいたいというふうに思います。

最後になりましたが、核施設を一体どこへ持っていくのか。

〇譲長（川村幸善君） 商工部長。

〇商工部長（米津正夫君） 核施設の設置場所でございますが、ただいま

ご答弁申し上げましたとおり、昭和63年度の基本構想を踏まえまして、今

後具体的な施設整備計画、あるいは修景施設計画等を現在検討中の段階で

ございますので、今の段階で核施設をどの場所に設置するというところま

で至っておりませんので、ひとつご理解をいただきたいというように思っ

ております。

なお、ご指摘のとおり63年に基本構想ができまして、 4年目を迎えてお

るというような状況下でございますが、私どもとしましてはこの基本構想

といたしますと、どちらかといいますとイメージ的と申しますか、ガイド

ライン的なものでございますので、このままではなかなか具体化が難しい

ということで、現在庁内はもとより、構想委員会で具体的に実施できるよ

うな事業計画を今後鋭意検討してまいりたいというように考えております

ので、ご理解をいただきたいと思います。

〇議長（川村幸善君） 佐野光信君。

〔佐野光信君登壇〕

〇佐野光信君 質問通告に基づいて質問をしてまいりたいと思います。

まず第1点目が産業廃棄場問題についてでございます。

桜地域に有限会社長島興業が産業廃棄物処理場を設置して 4年にもなる

わけでございますが、周辺住民からは、過去の議会でもいろいろ取り上げ
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られた問題点が指摘をされているわけでございますが、なかなか改善され

ていないわけでございます。私も、この産業廃棄物処理場が設置されると

き、委員をさせていただいた。特に総務委員長もさせていただいたという

ことで、地元の皆さんの産業廃棄物処理場設置反対の決起集会にも参加を

させていただいた経験を持つものでございます。処分場の届けが受理され

たのが昭和61年の 6月30日で、業の許可が昭和62年2月7日に出されてお

ります。当時は敷地面積23,969. 569m2、埋立可能面積が13,035. 76 m2とい

う面積でございましたが、平成元年9月16日には自社の処分地を併合した

ということで、敷地面積が49,098.35m2と2倍にも広がり、埋立面積も

36, 184. 30 rrlと3倍近くにも広がってきているわけでございます。

先日もミルクロードを走りましたところ、ミルクロード沿いにうず高く

建築廃材が積まれておりました。あのミルクロードを走る人からは、 「い

つ崩れ落ちるのか大変不安だ」、こんな声もよく聞くわけでございますが、

それがそのまま放置してある。また、周辺の皆さん方にお話を聞きますと、

「物を燃やすので洗濯物にすすがついたり、においがひどく、洗濯物にも

においがついてくる感じである。特に夜間に多く燃やすのか、においも夜

間の方が一段と厳しい、ひどいようだ」、こういうことをおっしゃる方も

ございました。早朝、他府県のナンバーの車がたくさんとまっている、こ

ういう話もあるわけでございますが、一言会社に苦情を提言すると、押し

かけてきて大変だから物も言えない、こういう話も出されてくるわけでご

ざいます。確かに産業廃棄物の問題は、県の行政の問題ではございます。

あと一、二年で終わるんだ。埋め立てが終わるよ、だから悪臭やすすにつ

いても我慢する、こんな方もみえるわけでございますが、こういう住民の

苦情を前にして 2年も待つのではなく、もっと県と一体となって強力な行

政指導を行うべきだと思うわけでございますが、どう対処されているのか

お尋ねをしたいと思います。

県の方も毎週水質検査には行っているようでございますが、あわせてこ
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の結果問題がないのかどうか、このこともお尋ねをしておきたいと思いま

す。

2点目に、競輪事業のパート労働者の労働条件改善についてお尋ねをし

たいと思います。

競輪事業から一般会計への今年度繰入額が15億円でございますし、昨年

度の決算でも繰入額8億円を含めて10億円の黒字を計上しているわけでご

ざいます。現在競輪事業でパートとして働いている人は、四日市で 619名、

松阪場外で 136名の方が働いているわけでございます。しかし、そこで働

くパート労働者の給与は年収で60万円程度でございまして、一宮や名古屋

と比較しても低い賃金でございます。そのために松阪の場外車券売り場や

あるいは川越の場外車券売り場、ここにもその方たちは働きに行かれてお

ります。しかも、そのような中で税金の問題、いわゆる 100万円を限度と

して税金がかかってくる。あるいはご主人の扶養家族手当の問題、そうい

う点から 100万円を超えないよう、休んで年収の調整をされているわけで

ございますが、この年収の調整のため休む人のために、その人の補充を改

めて行う、こういう点でも、人事面でも大変苦労があるわけでございます。

そういう点ではぜひ四日市でも一宮や名古屋並みに改善をして、税金や扶

養家族手当の限度額までの年収までに、一度で無理ではございますが、段

階を経ながら改善していくならば、そこで働くパート労働者も安定して仕

事ができ、かけ持ちもしなくても済む。また年収の調整のための休みも必

要もなくなり、人事面、•こういった面でも安定し苦労も少なくなるのでは

ないかと思うわけでございますが、いかがお考えかお尋ねをいたしたいと

思います。

賃金面での改善を行う場合、日給とそれからボーナス、退職金の改善を

行うべきではございますが、特にボーナスや退職金の算定基礎になってお

ります日給の面を改善すべきでございます。名古屋、一宮が基準賃金で約

1万 1,000円余り、四日市が4千数百円、そういう点でも大きくひらきが
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あるわけでございます。特にこの日給に基づいてポーナスや退職金、ある

いは昇給を行う場合におきましても、それらの計算の基礎になっておりま

すのが経験回数についての問題でございます。 1カ月 6日間開かれて 1開

催となりまして、この 6日間皆勤したならば1経験回数としてカウントさ

れていくわけでございます。それが昇給あるいはポーナス、退職金の算定

基礎にもなっているわけでございます。そういう点でいろんなご都合がご

ざいまして 6日間のうち 1日でも休むと、経験回数としてカウントされず

に昇給や退職金にもはね返ってくるわけでございます。そういった点でこ

の経験回数だけでなく、勤続年数も加味して救済を図るべきだと思うわけ

でございますが、いかがお考えかお尋ねをしたいと思います。

1また、退職金制度の退職勧奨制度の年齢改善が今回図られ、これは大変

いいことだと思うわけでございます。しかし、この退職金の制度、松阪と

比較いたしましても、 20年勤務で比較をいたしますと約二十数万円も四日

市の方が低いわけでございます。そういう点ではもっと退職金制度も改善

を図るべきだと思うわけでございます。あるいは職務加給、繁忙手当、そ

ういったものが支給もされているわけでございますが、日額の改定を先に

行い、あるいは退職金、ボーナスなどにはね返らせていく、そういう点で

もどのようにお考えか、お尋ねをしたいと思うわけでございます。

それから、＇有給休暇制度についても、，ー、二年で 1日、 3年から 8年働

いて 2日、 9年以上でやっと 3日、こういう点では大変低い数字ではない

かと思うわけでございます。これも改定をすべきだと思います。

また、ここに働く競輪臨時従事員は、単純な労務に雇用される一般職に

属する地方公務員という形で地方公務員の適用を受けるわけでございます

が、その中でも投票所の事務管理について市の職員が一人もいない、こん

な状況が生まれているわけでございます。 1日数億円も売り上げを扱う、

こういった窓口に市の職員が一人もいないということは、大変無責任な話

ではないかと思いますし、そういう点でもきちっと市の職員を投票所に配
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置していかなければならないと思うわけでございますが、これに対してど

う対処されようとしているのか、お尋ねをしたいと思います。

第 3点目が通学路の安全対策についてでございます。

先日も新聞報道で、市と警察が一緒になり子供たちの通学路の調査を行っ

た、このことが報道もされておりまして、過去の議会でも通学路の安全対

策について私自身も取り上げてまいりましたが、なかなか進んでいないよ

うな感じがするわけでございます。子供たちが毎日通う通学路の安全対策

は急がなければなりませんし、今でもその通学路で事故が起こっておりま

すし、大事故になってからでは遅過ぎるわけでございます。通学路の安全

対策では、信号機あるいは点滅信号の設置、交差点の改良、歩道の設置、

あるいは川や側溝にガードレールを設置し転落を防止する。歩道橋の設置、

防犯灯の設置などがありますが、昭和63年に各小学校や中学校から要求と

して出されてきた通学路の安全対策に対する要望は 190件にも及んでいる

とお聞きしております。毎年できるものから順次解決を図られているよう

でございますが、その中でも新たな要望として次から次へ出されてくるも

のもあるそうでございます。第5次基本計画の中でも義務教育の項に、通

学路の整備促進という項目が設けられております。一体これらの通学路の

安全対策要求について、いつまでに解決をされようとしているのかお尋ね

をしたいと思うわけでございます。

具体的には次の点についてお尋ねをしますが、旧東海道、ここでは朝晩

国道1号などが渋滞をしますので、そこを避けて車が通るわけでございま

す。子供たちは車を避けながら通学をしております。旧東海道には両側に

道路側溝が設けてはございますが、家の玄関前はそれぞれの家の方がふた

をしているわけでございますが、まだふたをされていないところがたくさ

んあるわけでございます。そういった点でもこの側溝にふたをするだけで

も子供たちが安心して通学できると思うわけでございますが、いかがでしょ

うか。 ‘--」
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s 二つ目には、小古曽の小屋下川の右岸でございますが、ここは車 1台分

しか道路幅がございません。ここも車の通行が多く、小屋下川に転落した

子供も現実にいるわけでございます。小屋下川は通常は水が少ないところ

でございますけれども:これからの雨季になりますと水量も多く、流れも

速く大変危険なところであり、早急に対策をとる必要があります。

また、防犯灯の問題では、内部中学校に至る通学路が暗く危険である、

地元から指摘がなされているわけでございますが、これらの通学路の防犯

灯については、市が積極的に取り組んで対策を取るべきだと思うわけでご

ざいますが、どのように考えてるのかお尋ねをしたいと思います。

また、これらの通学路の安全対策のうち、道路整備、信号機の設置、交

差点の改良などは、道路行政のおくれからきているものだと思うわけでご

ざいます。四日市の道路整備がおくれている点、どうしても狭い生活道路

ヘ車が割り込んでいくことにより安全対策が急がれているわけでございま

す。ところが、道路整備の取り組みが大変おくれている、この点を指摘を

せざるを得ないわけでございます。抜本的に強化するためにも、人も予算

も思い切って増やす必要があると思います。各種基金が 120億円近くため

込まれております。これを思い切って使うなどして、子供たちの通学路の

安全対策を急がなければならないと思いますが、市長はどのように考えて

みえるのか、お尋ねをしたいと思います。

第4点目は、丸の内の市営住宅の自転車置場についてお尋ねをいたしま

す。

先日来、 「一度丸の内の市営住宅の自転車置場を見に来てくれ」、こう

いうお話もあり、私も先日、小井議員と一緒に丸の内の自転車置場を見て

きましたし、写真にも撮ってまいりましたので、ぜひ市長もごらんをいた

だきたいと思うわけでございます。私も現地へ行きましてまずびっくりし

たのが、あれが自転車置場か、信じられない気持ちでした。遠くから見ま

すと、屋根がわらつきの集会所ではないかと見間違えるほどでございまし
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た。近くに行ってよく見ますと、壁の厚みが21cmもある大変立派な自転車

置場なんです。私自身自転車置場そのものを否定するものでもなく、自転

車置場は必要なものだと思っております。しかし、周辺の景観との融合も

大変必要でありますけれども、それも建物の内容によって限度があるので

はないかと思うわけでございます。丸の内の自転車置場の面積が43.2面で

建築費が 544万 6,000円、またそれと連なって屋外収納物置が12戸分建っ

ておりますが、これは35.2面で建築費用が 565万 9,000円、合計 1,110万

5,000円の費用で建てられているわけでございます。こんなに立派なもの

が本当に必要なのでしょうか。あるいはそれだけの金額を投資することに

よって家賃にもはね返ってきてるのではないかと思うわけでございます。

また、このような多額の費用をかけてつくられた、そこに建てられた市

営住宅の居住水準というのは、一体どんなものだろうか。私も公団住宅に

入居しているわけでございますが、賃貸住宅には一般的にはふろ場にはふ

ろがまが一緒に設置されております。ところが、市営住宅の場合はふろ場

のスペースはあけてはありますけれども、ふろがまはそこには設置をされ

ていません。自転車置場と屋外収納物置、こういうところへ 1,100万円も

かけるよりも、このうち1戸当たり十数万円かければふろがまも設置でき

るわけでございます。そういう点ではもっと居住水準を上げるために充実

させなければならないと思うわけでございますし、今後建設される市営住

宅については、ふろがまを設置したらいかがかと思うわけでございますが、

お尋ねをしたいと思います。・

第 5点目が集中浄化槽への補助金問題についてでございます。

先ほどもいろいろお話が出たわけでございますが、快適な都市生活をお

くる上で公共下水道の充実は大切なものでございます。ところが、四日市

では下水道普及率31.7％と同格都市と比較しても10％近くもおくれており

ます。そういう点での公共下水道の整備は急がなければなりません。しか

し、当面それらの公共下水道の恩恵にこうむれないために、それを補完す
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る形で団地では集中浄化槽がつくられているわけでございます。また、今

日では伊勢湾の水質汚染、このためにも合併処理浄化槽が補助金を出し普

及に取り組まれているわけでございますが、これらの公共下水道を補完す

る事業について、市の位置づけもはっきりさせて取り組みを強めていかな

ければなりませんし、特に団地の集中浄化槽につきましては、 7年から10

年たてば大幅な改善を行わなければなりませんし、そのためにもこの改修

に当たり補助金を出すなどして、住民の負担を少しでも軽くしていかなけ

ればならないと思います。貸付制度、それはございますが、貸付制度はも

らえるわけじゃない。これは返していかなければならないわけでございま

す。そういう点でも住民負担を軽減する、その点についてお尋ねをしたい

と思います。

例えば、公共下水道普及地域では平均で30tの水を使用したとしますと、

下水道料金は 1,980円となります。しかし、集中浄化槽を設置している団

地では、一例を申し上げますと、毎月 3,300円の維持管理費を徴収し、集

中浄化槽を管理をしております。また、それとは別に改修費用を積み立て

て、約 1,000万円積み立てた、こういうところもあるわけでございます。

多いところでは毎月の維持管理費が 4,000円、こういったところもあるわ

けでございますし、そういう点で津市におきましては、昨年度から共同汚

水処理場、汚水処理施設改善工事補助金交付制度、こういった集中浄化槽

への修繕についての補助金の制度をつくりまして補助を行っているわけで

ございます。四日市でも集中浄化槽が7年ないし10年ぐらいに一度行う大

規模な修繕の場合、一定の補助金を出して住民の負担を軽減すべきだ、そ

のように考えますがいかがお考えか、お尋ねしたいと思います。

〇議長（川村幸善君） 環境部長。

｀〔環境部長（鵜飼滋君）登壇〕

〇環境部長（鵜飼 滋君） 私の方から第 1点と第 5点についてお答えを

させていただきます。
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まず第 1点の桜地区に設置をされております産業廃棄物の最終処分場の

問題についてお尋ねがございました。産業廃棄物の処分場の問題につきま

しては、午前中の大島議員の方からもご質問があったわけでございますが、

さっき佐野議貝の方からもお話がございましたように、産業廃棄物に関し

ましての法的権限が直接市町村にはなくて、これは国の都道府県知事に対

する委任事務になっておるわけでございます。したがいまして、直接的に

は都道府県知事の権限と、こういうことになるわけでございます。ただ、

私どもは、単に法的権限が市町村にないからといって、産業廃棄物の処分

場に関する問題について放置をしているわけではないわけでございまして、

当然のことでございますけれども、私どもは、周辺の住民の皆さん方の生

活環境を良好に守るということが一つ、もう一つは、自然環境をできるだ

け保持をする、守るという、そういった側面から当然努力をしていかなきゃ

ならぬことであるわけでございます。そこで、今日までのそういった産業

廃棄物処分場に対する具体的な取り組みでございますけれども、いずれに

いたしましても、冒頭に申し上げたように法的な権限がないわけでござい

ますから、直接市が単独でそういった最終処分場に入ることはできないわ

けでございます。したがって、その権限を有する県、具体的には保健所に

なるわけでございますが、保健所と連携をして市も処分場に入る、こうい

うことになるわけでございまして、そういった中で事業者に対して適正に

それが処理されてるかどうか、あるいはその他の問題について具体的な行

政指導を行っておる、そういうことが今日の状況であるわけでございます。

ただ、さっき佐野議員からもお話がございましたように、例えば焼却を

やるとか、あるいはまた悪臭の問題、そういった問題につきましても私ど

もも十分承知をいたしておるわけでございますので、そういったことにつ

きましても保健所と連携をしながら適切な対応ができるように、事業者に

対して今日まで行政指導しているわけでございますけれども、今後とも引

き続いて適正にそれらについての処理あるいは管理ができるように、なお
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一段の努力をしていかなきゃならぬ、このように思っておるわけでござい

ますので、その点についてのご理解を賜りたいと存じます。

ただ、私どもといたしましては、産業廃棄物にかかる問題につきまして

は、何と言いましても実態に即した法の改正が必要だろう、そういうふう

に思っておるわけでございまして、既に全国市長会を通しまして国に法律

の改正の要望をいたしておるわけでございまして、私どもは今後とも引き

続いて関係機関と連携をしながら、適切な法の改正についてさらに努力を

してまいりたい、このように思っておるわけでございますので、その点に

ついてのご理解もいただきたいと存じます。

次に、第5点目の集中浄化槽への補助金の問題については、先ほどの中

森議員のご質問にもお答えを申し上げたわけでございます。先ほども佐野

議貝の方からお話がございましたけれども、例えば、公共下水道の利用世

帯におきましては 1,980円、こういったお話がございました。小型合併処

理浄化槽を設置した場合の維持管理経費がどれぐらいかかるか、こういう

ことをちなみに申し上げますと、 1カ月約 5,600円かかっているわけでご

ざいます。また、団地の集中合併処理浄化槽の維持管理に関して 3,300円

というお話もございましたけれども、これは団地によってかなりばらつき

が実はあるようでございます。少ないところでは月額 1,000円というとこ

ろも実はあるわけでございます。そういったばらつきもあるわけでござい

まして、同時にまた団地集中合併処理浄化槽のほかに、それより小さい規

模のマンションでございますとか、あるいはアパート、さらにまたビル、

そういったところについても当然浄化槽があるわけでございますから、そ

ういったところについてはこれまた当然のことながら、すべてそれらにつ

いての維持管理経費については設置者が負担をするという、そういうこと

になっておるわけでございます。そういったことも考え合わせていきます

と、単独で団地の集中合併浄化槽だけを補助対象にするということは困難

でございます。そういったところの均衡もあるわけでございますので、私
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どもとしては率直に申し上げて、現状ではそういった補助制度をつくると

いうことは極めて困難だ、このように考えておりますので、その点につい

てのご理解を賜りたいと存じます。

〇議長（川村幸善君） 商工部長。

〔商工部長（米津正夫君）登壇〕

0商工部長（米津正夫君） 2点目の競輪事業のパート労働者の労働条件

の改善につきましてご答弁を申し上げます。

まず、四日市競輪事業につきましては、去年までの好景気とのみ屋とか、

あるいは暴力団の排除並びに施設の改善整備によりまして、年々好調な売

り上げを示しておるわけでございまして、市財政へ大きく寄与をすること

ができたということで喜んでおるところでございます。ご指摘の臨時従事

員の労働条件の改善についてでございますが、これまでも同格競輪場等の

状況を踏まえながら見直しを進めておるところではございますが、平成2

年度におきましては、繁忙手当、精勤手当、通勤手当等の諸手当を大幅に

改善をし、また基本給並びに夏期手当、年末手当につきましても、公務員

の人事院勧告のベースアップ率をスライドをさせながら年々改善を図って

いるところでございます。また、平成 2年度には新たに有給休暇制度の導

入、また本年度はご指摘もございましたとおり、退職勧奨制度の改善も行っ

ておるところでございます。中でも具体的にご質問ちょうだいしましたこ

の基本給につきまして、一宮とか名古屋と比較すると非常に低いじゃない

かというご指摘でございますが、ただいま申しましたように年々この基本

給のアップに努めておりまして、現在 4,370円ということになっておるわ

けでございますが～これは東海地区の同格競輪場である豊橋、松阪と比較

いたしますと一番上位にあるわけでございます。しかしながら、ご指摘の

一宮とか名古屋でございますが、ちなみに年間売り上げをご披露申します

と、一宮におきましては 720億円ということで、全国50場の競輪場がある

わけでございますが第3位でございます。また名古屋におきましても、年

- 93 -



間 416億円ということで全国第21位とこういうようなランクにある

わけでございますが、本市の場合は、全国では31位にランクされるという

ような状況でございます。しかしながら、今後も年次的に同格の競輪場等

も踏まえながら、また売上高も考慮しながら検討してまいりたいというよ

うに考えております。

また、もう 1点、定期昇給とか離職せんべつ金につきまして、経験回数

をご指摘いただきました。昨年の 4月から先ほども申しましたように年次

有給休暇制度を実施しておるわけでございますが、年休以外で 1日でも休

んでいただきますと、確かに定期昇給とか離職せんべつ金に影響すること

になっております。これはご承知のとおり、月 6日間の開催であると。ま

た1日6時間というような勤務時間ということで特殊な勤務形態で、しか

も仕事の内容につきましては、ご承知のとおり時間的に制約された職務で

あるということで、一人でも多く休まれますと他の出勤されました従事員

に影響を及ぽすということでこのような制度を採用いたしておるわけでご

ざいますが、しかしながらもう少し弾力的な運用ができないか、検討をし

てまいる所存でございます。

次に、各投票所におきます市の職員の配置についてでございます。現在、

中央集計センターには市の職貝を配置いたしておるわけでございますが、

他の投票所におきましては、臨時職員の中で監督という方を配置いたして

おるわけでございます。この監督者につきましては、経験年数も長く、責

任感が強く、信頼できる超ベテランの方を配置をさせていただいておると

いうのが現状でございます。今後この投票員である市職員につきましても

巡回をしておるわけでございますし、またいろいろの角度から把握をいた

しておるということでございまして、今後もこれらにつきましてはこうい

う監督制度で対応をしていきたいと思っておりますが、今後もそれにつき

ましても検討してまいりたいというように考えております。

いずれにいたしましても、この競輪従事員の賃金条件等につきましては、
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どの程度が適正か、近隣同格競輪場の賃金体系と併せ、地域のパート労働

者や市臨時職員との均衡を図り、かつまた難しい接客と緊張に強いられる

特殊性を加味しながら決めるべきであろうというように考えておるわけで

ございまして、今後とも従事員の意見も十分参考にしながら、労働条件等

の改善に努めてまいりたいというように考えておりますので、ご理解をい

ただきたいと思います。

〇議長（川村幸善君） 教育長。

〔教育長（丹羽武君）登壇〕

0教育長（丹羽 武君） 佐野議員からの通学路の安全対策についてのご

質問に対して、まず最初に教育委員会の方からご答弁を申し上げたいと存

じます。

通学路の安全につきましては、 PTAを初めとした学校関係者等から種

々のご要望がここ数年間非常に多くなってまいりました。しかし、これら

のご要望等につきまして検討を加えていきますと、例えば、車の流れを無

視した信号機の設置の要望であるとか、あるいは自治会等と十分調整され

てないと見受けられるようなご要望等も散見されまして、そこで教育委員

会といたしましては、昭和63年度から学校関係者からの通学路の要望に関

しましては、教育総務課を窓口とすることと、それから要望の際には事前

に地元の自治会あるいは地区の市民センターと十分協議を行うことなどと

して、その指導を徹底しておるところでございます。このようにして学校

を通じて上がってまいりました個々の要望につきましては、その都度道路

課あるいは交通安全対策室と協議を行い、必要の場合は県の土木あるいは

南北警察署など関係機関のご協力をいただきながら、現地の調査をした上、

総合的に判断し、実施可能なもの、あるいは緊急度の高いものから計画的

に逐次整備を実施していただいておるところでございます。しかしながら、

こうしたことにつきましては、経費的な面はさておきまして、昨今のいろ

いろな道路事情というものは大変複雑になってまいりまして、例えば、道
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路を改良したり、あるいは交通規制等もとっていただきましても、そういっ

たことによって一つの障害を取り除こうとしていきますと、どうしてもま

た別の新たな障害が生じてくるといったようなケースも多々ございまして、

結果的には要望に十分こたえられないといったような点も生じておるよう

な現状でございます。いずれにいたしましても、教育委員会といたしまし

ては、学校の教育の中で子供たちに対する安全教育あるいは交通マナーの

徹底といった指導面の充実を図っていきますとともに、建設部とか市民部

ともども、引き続き通学路の安全対策につきましては鋭意努力してまいる

所存でございます。

なお、ご指摘のございました内部中学校への小古曽方面からの通学路の

防犯灯設置につきましては、現在自治会におきまして市の防犯灯設置補助

事業にあわせて設置していただくよう、前向きに検討をしていただいてお

るところでございますので、何とぞご理解を賜りたいと存じます。

〇議長（川村幸善君） 建設部長。

〔建設部長（西田喜大君）登壇〕

〇建設部長（西田喜大君） ご質問の 3点目の通学道路の安全対策の中で、

幾つかの具体例につきましての問題と、第4点目の丸の内町市営住宅の問

題につきましてお答えいたします。

まず通学道路の問題でございますが、日永地内旧東海道の通学道路の安

全対策でございます。平成元年度から路肩部の段差をなくすべく舗装の打

替えを行いました。またこれに合わせまして、外側線を設置しているとこ

ろでございます。ご質問の側溝ぶたの設置につきましては、沿道の方々か

ら車両が接近することによりまして家屋等を損傷するなどの意見がござい

ます。このようなことがございますので、今後調整を図った上で設置可能

なところから工事をやっていきたいと考えております。

また、次に追分町地内の小屋下川沿いの道路防護さくの設置でございま

すが、道路が狭陰の上、人家が連櫓しておるところでございます。車両の
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出入り等に支障を来すことから一部反対の意見もありますので、これも今

後調整を図り、出入りの支障のないところから考えてまいりたいと思って

おるところでございます。

次に、西日野町地内の溝野川を暗渠にしての歩道設置の問題でございま

すが、西側に幅 2.2mの歩道がございます。現在の歩行者数からいきまし

て片側で十分かと思われますが、現歩道につきまして安全上の一部舗装あ

るいは改良を加えまして、歩行者のより一層安全を図ってまいりたいと考

えております。いずれにいたしましても、通学路等の生活道路への車が進

入していることにつきましては、幹線道路の交通渋滞を迂回する車が多い

ということでございます。抜本的な道路整備が必要であります。したがい

まして、幹線道路の整備に積極的に取り組んでまいる所存でございますの

で、よろしくご理解を賜りたいと思います。

次に、丸の内町市営住宅の問題でございます。この市営住宅につきまし

ては、平成2年度に完成した住宅でございます。その中で自転車置場につ

きましては、屋外収納庫と一体的にメーンアプローチ側に設けまして、そ

のアクセントとしてシンボリックにしてしつらえたものでございます。ま

た、自転車置場は浄化槽施設の上に設置しておりまして、有効利用とイメー

ジアップを図ってまいる考えで施工されております。ただいまご意見もご

ざいましたように、今後西伊倉町市営住宅の建て替えを初め、今後の市営

住宅の建て替えに際しましては、ご提言を加味しながら周辺地域との調和

のとれた町並みの形成、あるいは適正なコストの維持といった点を十分配

慮してまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。

0議長（川村幸善君） 佐野光信君。

0佐野光信君 お答えをいただいたわけでございますが、産業廃棄物の処

理問題、今お話がありましたけれども、県と行政指導してると、こんな話

でございますが、一向に効き目がないんじゃないかと。そうしますと、一

体どんな行政指導してるのか、このことがやはり住民の間からは出てくる
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わけでございます。住民に声を聞きますと、 「県の職員さえも逃げ回って

る」、こんなことすら言われるような状況では、これは行政指導がきちっ

と行き届いてないんじゃないか。そういう点では通り一遍な行政指導じゃ

なく、そのことについてもっときちっとした行政指導を行うべきだ。特に

先ほどお話ししましたけれども、ミルクロード沿いにまさに今にも崩れん

とばかりに高く積み上げてあります建築廃材、今、雲仙岳の火砕流の問題

もいろいろ話は出てますけれども、あれを見ますと本当に危険を感じるわ

けでございますし、通行者にこんな危険を感ずるような積み方、そういっ

たもの、本当にいいのかどうか、この点についてもお尋ねをしたいと思い

ます。 、l

それから、合併浄化槽、集中浄化槽については:高いところもあるから、

いろんなところもあるから、こういう形で補助制度を団地だけつくるわけ

にいかない、こういう話ではございますけれども、しかし一つには、その

団地の集中浄化槽の補助制度をつくることによって、そういった制度その

ものをそういったところにも及ぼしていく。本来なら公共下水道が整備を

されておれば、そういった問題はないわけでございます。そういう点でぜ

ひともこれはだめということでなく、もう一度考え直す、こういう点もお

答えをいただきたいと思うわけでございます。、土

それから、競輪事業の問題ですけれども、確かにいろんな問題がござい

ますが、やはり退職金あるいはボーナス、そういったところへそれぞれの

日給が大きく影響を及ぼす。それから、経験回数は一度弾力的な運用を見

直していくと、活用を図る、こういうことでございますので、ぜひとも見

直しをしていただきたい。それから、当面、先ほどお話ししました退職金

の問題、松阪と比較いたしまして計算いたしましても、どうしても四日市

の場合二十数万円も安くなる。それは一つには経験回数という問題もあり

ますけれども、松阪では勤続年数、あるいはそれに基づいて60歳でやめら

れる方には日給の72日分を支給する、えそういった制度によって長年働いて
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みえる方に報いているわけでございます。そういう点では退職金制度の改

善は、急いで行っていただきたいと思うわけでございます。

それから、従事者の執務の問題では、やはり何度も申しますけれども、

1日数億円も扱う、 i そういうところに臨時従業員、こういったこと、監督

者がおるから、経験もあるからということで任せるのでなく、やはり市の

職員をきちっと配置をしていく。いろいろお話を聞きますと、客とのトラ

ブル、そういうことも含めて窓口の皆さん方、大変ご苦労いただいている

ようでございます。ぜひともこれは中央投票所のみでなく、ほかのところ

にも市の職員を配置して対策をとっていただきたいと思うわけでございま

す。

通学路の問題につきましては、これはいつまで、どのようにという点で

のお答えがないわけでございますし、市の予算を見ましても道路整備に対

する予算が大変少ないわけです。そういう点では思い切って予算を増やす、

このことがない限り、それらの対策ができないと思いますし、基幹道路整

備という点で言われても、予算がないことには手の打ちょうがない、←こう

いうことになってくるのではないかと思うわけでございます。ぜひとも予

算を大幅に増やし道路整備を行って、生活道路に車が流れ込まない、この

ような対策を至急とっていただきたいと思いますが、その点についてお答

えをいただきたいと思うわけでございます。

また、防犯灯については、当該自治会との話し合いということでよく出

てくるわけでございますが、そういった点では、市が思い切って設置をし

て、後の維持管理を自治会にお願いをする、そういった点も含めて考えて

いかない限り、いつまでたっても改善できないのではないかと思うわけで

ございます。特に防犯灯、市街地の真ん中でしたら明るくていいわけです

けれども、周辺地域へ行きますと暗くて細い道、山道をどこの自治会が負

担するんだ、こういうことになってくるわけであります。ですから市が設

置して維持管理だけお願いする、こういうことになれば、ーその自治会も気
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楽に受けていただけるんじゃないかと思うんです。建設費まで含めて自治

会に負担させようとすると、なかなかその辺の対策がおくれてくると思い

ます。

それから、丸の内町市営住宅の自転車置場の問題でございますが、この

自転車置場そのものと同時に、そういう費用で居住水準を上げていく。そ

れだけの金を投資することができるならば、今、市営住宅にはふろ場とし

てのスペースはあるわけですけれども、ふろがまもない。そのためにみず

から十数万円かけて購入をする。しかし、後出ていくときには何とも処理

のしようがない。こういう点ですので、ふろ場スペースと同時にそのふろ

がまも当初から設置をする、そういう方向へ変えるべきではないか、この

ように思いますがお尋ねしたいと思います。

〇議長（川村幸善君） 環境部長。

〇環境部長（鵜飼 滋君） まず、産業廃棄物の処分場の問題について、

どんな行政指導しているんだという、そんなようなお話がございましたけ

れども、当然のことでございますが、法にのっとった適正な処理をすると、

こういう立場から行政指導を行っているわけでございまして、今後私ども

といたしましては、そういったご指摘の点も踏まえまして、県側にも強く

要請をしてまいりますし、同時にまた県とも連携をしながら、具体的な実

効の上がるようになお一層の努力をしてまいりたい、このように思ってお

るわけでございますのでご理解をいただきたいと思います。

それから、補助金制度の問題についてでございますが、私ども本市とい

たしましては、県下で一早く小型合併処理浄化槽の補助金制度をスタート

させたわけでございまして、順次その制度の充実に努めてまいりました。

当面私どもといたしましては、これらの設置についてさらに積極的に普及

促進を図ってまいりたい。こういうことを基本にして進めておるわけでご

ざいますので、ご理解をちょうだいいたしたいと思います。

〇議長（川村幸善君） 建設部長。
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〇建設部長（西田喜大君） まず、通学道路問題の中で、幹線道路等の整

備促進並びに生活道路の問題につきましてご質問いただいたわけでござい

ますが、幹線道路の整備促進につきましては、どうしても県、国の力を借

り促進する必要がございます。私ども、県、国に対しまして、力の及ぶ限

りお願いをしておるところでございます。今後当面の問題といたしまして、

ネック箇所等の身近なものから、できるものからできるだけ取り組んでま

いりたいと考えておるわけでございます。

次に、丸の内町市営住宅の問題でございますが、居住水準のアップとい

うことでございますが、午前中の久保議員からのご質問にもお答えいたし

ましたように、今後市営住宅再生のマスタープランづくりに早急に取り組

んでまいりたいと思います。こういう中で居住水準の改善につきましても、

最優先として取り組んでまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜り

たいと思います。

〇議長（川村幸善君） 佐野光信君。

0佐野光信君 環境部長、小型合併処理浄化槽に補助金を出して一層促進

を図る、こういうお話でございますが、それならば今できている集中浄化

槽に対しても、 7年ないし10年に一度の改築に当たっては、補助金を出し

てもおかしくはないと思います。そういう点ではぜひともこれは実現をし

ていただきたいと思うんです。いかがでしょうか。

〇議長（川村幸善君） 環境部長。

〇環境部長（鵜飼 滋君） 小型合併処理浄化槽の補助制度を設置をいた

しましたのが昭和63年、それ以降11人槽以上の小型合併処理浄化槽につい

ても補助制度の対象といたしたわけでございます。まだスタートをさせて

日が新しいわけでございます。したがって当面私どもは、そういったこと

についての普及促進に全力を上げる、こういうことが基本であるというこ

とを申し上げておるわけでございますので、ご理解をいただきたいと思い

ます。
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〔「関連」と呼ぶ者あり〕

〇議長（川村幸善君） 小井道夫君。

0小井道夫君 市営住宅の住居水準の改善に関連いたしまして、先ほど佐

野議員が指摘いたしましたような浴槽それからかま、こういうものを今後

備えつける。西伊倉町市営住宅が計画されておりますが、この次の市営住

宅建て替えの西伊倉町において、そうした面も十分検討対象として前向き

の方向で努力するということであるのかどうか、確認をしたいと思います。

それから、丸の内町市営住宅の自転車置場、屋外収納庫、壁厚21cmの立

派な鉄筋コンクリートづくりでございますが、これに 1,100万円、坪当た

りにして40万円余りもかけておるわけですけれども、いかにシンポル的な

もの、あるいはイメージアップというものでも、本当にこれが適切なお金

をかけた構築物であると判断なさっておりますか。その辺の判断をきちっ

と聞いておきたいと思います。

それから、競輪場の関係ですけれども、勤務経験のカウントの仕方の問

題について、現行の経験回数というのを弾力的運用を検討したいとおっしゃっ

たんですけれども、あくまでも経験回数という形の中での弾力運用なのか。

それともほとんどの市が、ほとんどの競輪開催地が実施していますように、

経験年数ということで、そこにもちろん欠勤日数等の関係も加味しながら

の話ですけれども、経験年数ということで考え直すと、そうすることによっ

て基本賃金あるいは期末手当、あるいは退職金、こうしたものにも自動的

に改善がなされるわけですけれども、こうした面について、経験年数とい

うものへの見直しということで検討を図っていく意思はないのか。

それから、投票所への職員の配置、これは望ましいのか望ましくないの

か。ー全国の競輪場においてはどうなのか。単純な労務に雇用される一般職

に属する地方公務員ということである臨時従業員、その監督を活用してい

くこと自身に限界があるのではないか。この辺で市職員の配置を、多くの

競輪場にならって配置するということを考えるべきときではないか、この

辺を明らかにしていただきたいと思います。

0議長（川村幸善君） 建設部長。

〇建設部長（西田喜大君） 丸の内町の市営住宅でございますが、確かに

デザインを重視したものでございまして、もう少しコスト面も考える必要

があったかと思うわけでございます。先ほども申しましたように、今後、

居住水準の問題といたしましては、マスタープラン等の見直しに鋭意努力

してまいりたいと思いますので、もうしばらく時間をいただきたいと思い

ます。

〇議長（川村幸善君） 商工部長。

〇商工部長（米津正夫君） 勤務経験のカウントの方法とか、また投票所

への市職員の配置につきましては、同格競輪場とかその他の競輪場の実態

を踏まえまして検討してまいりたいと思っておりますので、よろしくお願

いしたいと思います。

〇議長（川村幸善君） 本日はこの程度にとどめることにいたします。

次回は、明日午後1時から会議を開きます。

本日はこれをもって散会いたします。

午後3時52分散会
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会 議 録

第 3
 
日

（平成 3年 6月18日）



〇譲事日程第3号

平成3年6月18日（火） 午後1時開議

第1 一般質問

0本日の会譲に付した事件

議事日程のとおり

〇出席譲員 (39名）

青山弘忠

小井道夫

石川勝彦

市川悦子

市川正徳

伊藤正数

伊藤雅敏

伊藤正巳

宇野長好

大島武雄

大谷茂生

小川政人

喜多野 等

久保博正

桑原 勇

小林博次

佐藤晃久

佐野光信

瀬川憲生
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田中 武 助 役 加藤宣雄

田中俊行 収 入 役 毛利道男

谷口廣睦 調 整 監 鈴木一美

土井数馬 市長公室長 栗本春樹

豊田忠正 計画推進部長 馬淵則昭

中森懺― 総務部長 石川徹夫

野崎 洋 財政部長 佐々木龍夫

野呂平和 市民部長 小畑廣次

橋本 茂 福祉部長 田中昌治

橋本増蔵 商工部長 米津正夫

長谷川昭雄 農林水産部長 黒田昭公

日置紀平 環境部長 鵜飼 滋

藤井浩治 都市計画部長 山田 稔

古市元 建設部長 西田喜大

堀内弘士 下水道部長 岡田幹夫

益田 力 消 防 長 島村 隆

水野和子 消防次長 浜谷敏彦

水野幹郎 病院事務長 中村 督

毛利道哉 水道事業管理者 奥山武助

林＊ 真寿朗 ．水道局次長 藤田高司

〇欠席議員 (2名）

川村幸善 教 去目 長 丹羽 武

坂口正次 教育次長 宮田 勉

0出席議事説明者 代表監査委員 樋尾 裕

市 長 加藤寛嗣

助 役 片岡
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〇出席事務局職員

事務局長 長谷川昭彦

議事課長 伊藤千秋

議事課長補佐 福島和幸

議事係長 玉田耕士

主 幹 井上紀久夫

主 幹 水谷正昭

午後 1時2分開議

〇副議長（毛利道哉君） 川村議長に代わりまして議長の職務を行います

ので、よろしくお願いいたします。

これより本日の会議を開きます。

ただいまの出席議員数は39名であります。

本日の議事は、一般質問であります。

日程第 1 一般質問

〇副議長（毛利道哉君） 日程第 1、これより一般質問を昨日に引き続き

行います。

順次発言を許します。

橋本茂君。

〔橋本茂君登壇〕

〇橋本 茂君 山之一色ハイテク団地への東芝工場進出に関しては、私は

ちょうど2年前の 6月議会一般質問で取り上げ、開発に当たっての市の姿

勢や環境公害対策等をただしました。今、現地では40haに及ぶ広大な開

発が進み出し、来年3月には工場が操業を開始すると聞いている段階です

ので、今回改めて周辺地域の環境への影響、とりわけハイテク汚染への心

配があるだけに、公害対策は大丈夫かという角度からただしたいと考えま
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す。この間、昨年12月には、市と東芝との間で公害防止協定が結ばれてお

ります。私は、協定が真に実効ある対策を伴うよう、その第 1条でうたっ

ておりますように、地域住民の健康を保護し、生活環境の保全に努める目

的を達していけるよう、三つの点をお尋ねいたします。

第1は、周辺の環境、河川や地下水の汚染を防ぐために、工場の水使用

については、完全なクローズドシステムが採用されているかどうかであり

ます。生産工程でのウエハーの洗浄剤として使用される化学物質、有機塩

素溶剤は、外に排水されれば河川や地下水を汚染する有害なものを含んで

おります。多くの専門家も、安全性が確かめられていない物質は、たとえ

微量であっても環境中に放出すべきでないと強調し、 IC工場での排水ク

ローズドシステム義務づけを主張しています。 89年の 6月議会での私の質

問に市側の答弁では、 「クローズドシステムが導入できるよう企業側に要

請をする」と明言しておりますが、これは今日きちんと受け入れられてい

るのでしょうか。

第2に、生産工程全体で幾種類もの特殊ガスや化学物質の使用がICエ
場の特徴ですが、有毒特殊ガスなど万一過って放出されるならば火災や爆

発を伴って、工場労働者、周辺住民に大きな被害を与えることになります。

それだけに防災体制に万全をしくと同時に、少なくとも使用される特殊ガ

スや化学物質についての物質名とその安全管理対策などについては、行政

と住民に公開、明示されるべきだと考えます。その点は市としていかが対

処されているのか、明らかにしていただきたい。

第3に、公害防止協定の第 6条には、市当局が東芝に対して立入調査で

きることを定めています。私はこの項に、住民の立入調査権を保障する内

容を加え強化すべきだと考えますが、いかがでしょうか。

かつて、四日市公害裁判の判決や公害反対運動の高まりの中で、コンビ

ナート企業への住民の立入調査権が確立されてきた本市の貴重な教訓を踏

まえて、これは生かされるべきであります。幾ら協定が結ばれていても、
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これに関係者の厳しい監視の目がなければ十分履行されないと思います。

立入調査権を協定書に新たに加えるべきだと思いますが、これについても

明確な答弁を求めるものであります。

〇副議長（毛利道哉君） 環境部長。

L 〔環境部長（鵜飼滋君）登壇〕

0環境部長（鵜飼 滋君） 3点にわたりましてご質問をいただいており

ますので、お答えをさせていただきます。

先ほど橋本茂議員の方からもお話がございましたように、一昨年の 6月

議会でご答弁申し上げているわけでございますが、ご承知のとおり、東芝

四日市工場につきましては、これが内陸部への立地であること、さらに放

流先の河川水から農業利水がなされているという、こういった状況を踏ま

えまして、元年の 6月に私の方からご答弁申し上げておるわけでございま

すが、排水については可能な限りクローズド化を進めてもらうよう要請を

すると、こうお答え申し上げてまいりました。そこで、今回のこの排水の

問題についてでございますが、私どもといたしましては極カクローズド化

に努めるとともに、排水の高度処理を強く東芝の方に指導したところでご

ざいます。昨年の12月5日でございますが、建設工事にかかる環境保全を

含め締結をいたしました公害防止協定では、生産工程水の40％をクローズ

ド化いたす。残りの部分につきましても、各排水に対応いたしました専用

処理を行った上、曝気、沈殿、さらに活性炭吸着等、ー数段にわたる高度の

排水処理が行われると、こういうことにいたしたわけでございます。技術

革新の著しい今日、生産工程のみならず、公害防止設備の進歩も著しいわ

けでございます。市といたしましては、今後ともより一層のクローズド化

並びに高度排水処理を進めるべく、東芝の方に研究に取りかかっていただ

くよう要請をしているわけでございまして、周辺環境との調和に十分配慮

をいたしました工場としていただくよう、今日まで指導してまいったとこ

ろでございます。
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次に、化学物質の安全確保の問題についてでございますが、特殊ガスと

呼ばれる物質につきましては、各種警報装置を設置をいたしました専用の

貯蔵庫で保管をいたすとともに、密閉系での使用、さらに排ガスにつきま

しては、物質ごとに対応いたしました燃焼、吸着、そういったことによっ

て万全の措置を行うことになつているわけでございます。

続きまして、公害防止協定に関する市側の基本的な考え方でございます

が、先ほどもお話がございましたように、地域住民の方々の健康を保護し、

生活環境の保全に努める目的から、今後も細心の化学的知見と公害防止技

術の進展を考慮しながら、環境保全審議会等の専門的なご意見も賜りなが

ら、必要に応じ公表を含め、適宜見直しを図ってまいりたい、そのように

考えておるわけでございますので、ご理解をちょうだいいたしたいと思い

ます。

なお、公害防止協定の中で住民の立ち入りについてのご質問がございま

したけれども、私どもといたしましては、住民の立ち入りにつきましては、

当然企業側にも制約があるわけでございますから、今後よくそういったこ

とについては協議をしてまいりたい、このように思っておるわけでござい

ますので、その点についてのご理解もいただきたいと存じます。

〇副議長（毛利道哉君） 橋本茂君。

0橋本 茂君 1点目ですが、今、お話もありましたように、計画されて

いる工場用水は、日量 3万tの使用で、うち排水が1万 9,500tとされてお

りまして、これが部田川に流され、さらに海蔵川に流れると。そして部田

川ではご承知のように、周辺の田畑に農業利水されているわけであります。

ですからもし残り60％の生産工程の水が仮に汚染されたものを、物質も含

めて恒常的に流されるということがあるとすれば、稲作への影響、これは

大変重大な問題だと思います。関係住民の方もそこを一番心配されておら

れますし、昨年 3月に出された県の公害事前審査結果でもこの点が強調さ

れておりまして、その中では、→「弗素、窒素、燐及び硫酸イオンによる稲
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作への影響が懸念されるので」、ちょっと略しますが、あと、 「エ程排水

の回収、再利用を図ることによって、可能な限り排水量を削減する必要あ

り」と触れているわけであります。いわば完全クローズドシステムにした

方がよいという指摘になっていると私は受けとめています。完全クローズ

ドにすれば、行政は水質の面でのチェックはうんと減りますし、場合によっ

てはしなくていいわけです。企業も新たな物質を導入して生産を増やして

も、新しい施設づくりしなくても済むわけでありますし、一たんこのシス

テムを採用すればそれで処理できるわけです。関係住民も被害がなくなる。

不安もなくなる。三者ともよい方法ではないかと私は思いますし、それは

今、世界の流れになろうとしております。ですから世界一の生産を誇るや

に聞いている工場になるようでございますから、公害防止も世界一を誇れ

るように、せめてクローズドシステムぐらいはきちんとやっていただきた

ぃ。先ほどの答弁で、今後とも一層のクローズド化を要請していくという

ことをおっしゃっておみえになりましたが、これはぜひ行政の指導の姿勢

として引き続き強く要請をしていただきたい。この点もう一度確認してお

きたいと思います。

それから 2点目ですが、 「万全の措置をとっていただく」、これは当然

でございますけれども、必要に応じ公表をというふうな点もございました

が、これはせめて使用物質の名前なども明らかにして、特殊な有害なガス

などが、万ー事故に遭ったときに大変な火災とか爆発などが、アメリカの

シリコンバレーの例を引くまでもなく、国内でも宮崎県でかつて起こって

おりますし、そういう点でクリーン企業ではなくて、危険なハイテク公害

を伴うということも出てきているわけですから、その点住民の知る権利、

これは企業の秘密よりも、安全や健康を考えれば優先されるべきものが出

てくるはずです。その点をきちんと今後とも明らかにしていただきたいと

思うわけです。

3点目の住民の立入調査権の問題ですけれども、千葉県の館山市では外
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資企業が入っておりますけれども、市が立入調査する際に住民が同行でき

るという条項をつけております。こういう点も含めて、やはり防止協定を

強化すべきだと考えます。この点などはいかがでしょうか、改めて答弁を

お願いしたいと思います。

〇副議長（毛利道哉君） 環境部長。

〇環境部長（鵜飼 滋君） まず第 1点の問題でございますが、私どもは

今日の技術の水準でこれがベストだと、こう考えているわけでございます。

したがって、先ほど申し上げたとおり、残りの排水につきましても高度処

理を行う、こういうことで万全を期す、こういうことでございますから、

そういった点で影響がないというふうに考えているわけでございます。

なお、ご指摘ございました、クローズド化につきましては、今後ともさ

らに東芝の方に要請をし、可能な限りそういった方向で対処できるように

努力はしてまいりたい、こう思っておるわけでございます。

第2の公表の問題がございましたけれども、このことにつきましては、

当然これは企業のノウハウとも関係をしてくるわけでございますから、先

ほど私の方からお答え申し上げましたように、必要に応じ、私どもの環境

保全審議会の専門家の先生方のご意見も聞きながら、適宜公表も含めて見

直しをすると、こういうことを申し上げておるわけでございますので、そ

ういった点についてのご理解をいただきたい、こう思うわけでございます。

最後に、住民の立ち入りについて、千葉のお話がございましたけれども、

私は基本的にはやはり住民の立ち入りと、こういうものにつきましては、

地域住民、周辺住民と企業側、さらに市も入りまして、そうした中で十分

コンセンサスを得るという、そういったことが基本的に一番大事なところ

であろう、こう考えておるわけでございますので、今後そういっことにつ

いて十分協議してまいりたい、こう思っておるわけでございますので、ご

理解をいただきたいと思います。

〇副議長（毛利道哉君） 橋本茂君。
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0橋本 茂君 最初のクローズド化については、完全クローズドを仮に難

しいということになったとしても、今後の努力の中でやはり 7割、 8割ま

で高めていくということになれば、それはそれで大いに私が、あるいは関

係住民の皆さんが不安に思っておることを解消していける大きなステップ

になるわけですから、これはもうぜひ強力に指導を強めていただきたいと

思います。

2点目、 3点目も、住民の知る権利、あるいは監視する権利、こういっ

たものを、やはり何よりも企業の側に立つというよりも住民の側に立って

いただいて、これはぜひ、まだ工場の操業開始まで半年以上ありますから、

協定の第 8条にも、公害防止対策の強化でもって変更、改善をうたってい

ることがあるわけです。大いに改善、強化をして、厳しい協定内容にして

いっていただきたいと、私は強く願いたいと思います。この面で、最後に

市長の考え、決意をお聞きしておきたいと思います。一

〇副議長（毛利道哉君） 市長。

〇市長（加藤寛嗣君） 住民の方々が立ち入るということについて、随時

不特定多数の方々が入っていくというわけには、私はまいらないと。今日

の法体系のもとではできないというふうに考えておりますので、住民の方

々がご安心のできるような状況を企業側と協議をしてつくり出していくよ

うに努めたいと、かように考えております。

〇副議長（毛利道哉君） 橋本茂君。

〇橋本 茂君 住民の立ち入りについては、具体的に市の調査に同行して

いく、同行できるという条項も活用していくとか、それから、地元と工場

側と結んでいく協定でもって、大いに周辺住民の方々が必要に応じて工場

内に立ち入って監視ができるという、そういう保障を市の方も一緒になっ

て、これから住民の方々が山之一色の自治会を中心に協定を結んでいかれ

るという方向が出ているようですので、その辺の内容も含めて、申し上げ

ました 3点について、ぜひ、市長、環境部長先頭に、 「さすがは四日市の
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公害防止協定。周辺の住民の皆さんへの環境、健康を保障した内容だ」と

言えるように、今後の半年後の操業まで見守っていきたいと思っておりま

すので、その点また必要に応じて今後議会で質問させていただきたいと思っ

ています。

以上で質問を終わりたいと思います。

〇副議長（毛利道哉君） 瀬川憲生君。

〔瀬川憲生君登壇〕

〇瀬川憲生君 新人でございますが、早速質問の機会を与えていただきあ

りがとうございます。不慣れなため不適切な点があるかと思いますが、ご

容赦のほどよろしくお願いいたします。

それでは、通告の順序で質問させていただきます。質問内容によっては、

過去既に質問されご回答されていることがあるかもしれませんが、その点

につきましては、その後の経過をご回答いただきますようお願い申し上げ

ます。

まず初めに、桜地区で推進される鈴鹿山麓研究学園都市構想についてお

尋ねいたします。

「三重ハイテクプラネット21構想」の中核プロジェクトとして、ますま

す高度化する技術革新、情報化、また国際化に対応し得る研究成果とその

技術者養成に大きな期待をするものであります。また、豊かな恵まれた自

然の中で快適な研究環境を創出するに最適な場所だと思います。この地か

ら生まれ出たテクノロジ一時代にふさわしい研究開発機能が、地域産業振

興に効果を上げることを切望しております。このようなことを考えながら、

この構想を調べさせていただく中で、若干の疑問点を指摘させていただき

ます。

まず第 1点目は、既に設立して発足している財団法人国際環境技術移転

研究センターが核となり、他にバイオ、新素材等に関連する研究団体との
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ことですが、現在、その参加希望団体からの利用の申し出、または問い合

わせ等、反響の程度はどの程度のものか、お伺いいたします。＇

第2点目は、構想は表面だけを聞いていると立派に聞こえますが、その

中身を伺うとまことにお粗末に思えます。これでは研究学園としての魅力

が全く感じられません。研究学園都市とは名ばかりで、現実にはその研究

施設、建物のみの計画で、例えば、公設の研究所または学術団体の固定化、

理工系大学の開設等、学術研究に必要な実質的内容が伴っていないのでは

ないでしょうか。研究施設ができて肝心の学術機能がない学園構想では、

どこに魅力を見い出せと言われるのか、全くわかりません。これは車の両

輪と同じで、二つが一体となって初めてその機能を発揮するものではない

でしょうか。片輪指向では、構想はすばらしいが中身がいささかお粗末に

思われます。魅力あるものにぜひしていただきたい。この点、今後の予定

についてご説明をお願いいたします。

第3点目ですが、＇現地への進入路と交通路の問題についてです。

この構想の前に SORの話がありましたが、このSORの誘致ができな

かった原因の一つに、進入路の問題があったと聞いております。現在進入

路はどのような計画か、お尋ねいたします。

また、学園内で活動する人口は何人ぐらいを想定しておられるのですか。

そのため車が何台ぐらい出入りするのですか。道路構造はどうなるのです

か。そして交通路はどのような計画なのか、お尋ねいたします。これは周

辺住民の大きな関心の的になっておりますので、できるだけ詳しくご説明

いただきますようお願いいたします。

次に第4点目でございますが、 この構想が一般市民に余りにも知られて

いないという点です。これは大変な問題点です。私自身、議員となって初

めて中身を詳しく知ることができたわけです。一般市民の方々にはその機

会もなく、新聞等で知る程度で、そのため概要のみの知識ですから、詳し

い内容についてはほとんど知られていないのが現状と思われます。そこで、
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一人でも多くの方に知っていただくよう努力をお願いいたします。そして

多くの市民の方々の意見を交えて、 このプロジェクトを推進していただけ

れば幸いであります。行政と一部の産業界のみが先行して、市民を置き忘

れた形にならないよう気をつけていただきたい。今一度PR等をご検討い

ただくよう要望して、学園都市構想についての疑問点を終わります。

次に、川島地区の諸問題についてお伺いいたします。

最初に、川島駅前の違法駐車と自転車置場の問題です。

現在、駅前とその周辺には車が無秩序に駐車しております。歩行者はそ

の車の間を縫うように歩いている状態です。足の不自由な方、目の不自由

な身体障害者の方々には、大変な障害物となっております。また、

ンター経由で交通安全対策室へ提出しております。

この不

法駐車のため、災害発生時に緊急出動の消防車や救急車の通行を完全に妨

げることになります。大変なことではないかと思われます。駐車している

車の持ち主は、近鉄電車を利用しての通勤者ですから、長時間駐車となり

ます。そのため緊急時に急ぎ移動することができません。完全に放置車両

になっております。周辺住民の安心できる処置を要望しておりますが、 こ

の要望については昭和62年 8月3日に要望書を作成して、川島地区市民セ

しかし、その後4年ほ

どたつわけですが、いまだに何らの回答もなく、事態はますます悪化をし

ております。この要望書の処理は現在どのようになっているのか、お伺い

いたします。

それから、自転車置場の整備もあわせて問題点とさせていただきます。

歩道いっぱいに無秩序に置かれた自転車が、これまた歩行者の通行を妨げ

る障害物となっております。置かれた自転車のすき間を人が歩く状態では、

歩道なのか自転車置場なのかわからず、歩道としての存在価値がなくなっ

ている状態です。この駅前周辺は電車の利用者はもとより、スーパーや銀

行への利用客も多いところです。その道路が駐車と駐輪に占領されている

以上、本来の道路の機能を果たすことはできません。周辺住民に不安と迷
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惑を残す結果となっております。四日市市内には、 JR、近鉄、三岐鉄道

の駅が30ほどありますが、各駅ともそれなりに整備されているようですが、

ただ一つ川島駅前だけが取り残された形でいまだに整備されず、無法、無

秩序状態で環境悪化の大きな原因となっております。このような状況下を

四日市市の道路行政や交通行政は今後どのような処置をとられるのか、お

考えをお伺いいたします。

次に、公共下水の供用実施時期についてお尋ねいたします。

この事業は、多くの市民が待ち望んでいるものと思われます。川島地区

でも大きな期待をしております。担当機関では現在供用実施に向かって必

死の努力をしていただいていることは承知をしております。しかし、現在

どの程度まで工事が進んでいるのか、使用できる時期はいつなのか、わか

らない状況です。川島地区では大規模な団地開発された新地域のみ、既に

公共下水も完備されて問題ありませんが、旧地域についてはいまだ浄化槽

の設備さえできないところがあります。これは既設の排水路がないため、

農業用水路へとなりますが、この利用が禁止され地元同意がとれないから

です。このためトイレはくみ取り式で、台所排水はそのまま河川へ流す形

になっておりますので、河川を汚染する、環境汚染の原因にもなっており

ます。衛生上の面からも問題になるのではないかと思われます。このよう

な市民生活の中で文化のまち四日市市を創造するには、ほど遠い面がある

のではないでしょうか。

下水道の普及率は平成元年度の数値ですが、全国平均で37％で、三重県

ではわずか6％です。その中で四日市市は31％の普及で、数字だけを見れ

ば四日市市は進んでいるように見えますが、決して満足いく状態ではあり

ません。何とか早い時期に市民の期待に添えるよう、事業推進をお願いい

たします。しかし、この事業の推進は大変な課題が山積しており、事業推

進が困難であることが想像できます。しかし、市民生活の環境改善に大き

な影響をもたらすものであります。また、ー市民も興味と期待を持って見守っ

ておりますので、現在の事業の進みぐあい、今後の工事の見通しもあわせ

てお伺いいたします。

最後に、川島地区から三滝中学校への通学路の問題です。

現在の通学路は、川島貝家線を横断して近鉄の線路を渡り、田圃の中の

農道を利用しております。できるだけ車の交通量の少ない道路を選んでお

りますが、朝のラッシュ時には四日市土山線、通称湯の山街道が渋滞とな

るために、多くの車が幹線を避けて枝線に入ってきます。この車のほとん

どが笹川通りへ抜ける車です。そのため川島はその経由地となっておりま

すので、川島貝家線も渋滞すると、川島地区内の農道や住宅地内の狭い道

路を通り抜けていきます。このような状況の中に通学路があるわけです。

しかも、中学校の通学は自転車通学ですから、狭い道路で自動車と対向す

るのは非常に危険であるといえます。信号機のない川島貝家線の横断、狭

い踏切、狭い道路での対向車との対応等、危険がいっぱいの通学道路です。

この問題は、保護者、 PTA、学校当局の数年来の解決しがたい懸案事項

です。子供たちが安心して通れる道路改善を熱望する次第ですが、現在の

道路のみにこだわってはどうにもならないのではないかと思われます。こ

の際、思い切った意見ですが、子供たちの安全確保のために通学専用の道

路の新設をご検討いただけないものか、お伺いいたします。

何とか努力をお願いいたしまして、第 1回目の質問を終わります。あり

ヵSとうございました。

0副議長（毛利道哉君） 計画推進部長。

〔計画推進部長（馬淵則昭君）登壇〕

0計画推進部長（馬淵則昭君） それでは、鈴鹿山麓研究学園都市の推進

につきましてお答えさせていただきます。

ご高承のとおりでございますけれども、東京一極集中是正ということを

ねらいといたしまして、多極分散型国土形成促進法が施行されております。

その中の振興拠点基本構想という制度がございまして、その制度によりま
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して、本年の 1月でございますが、 「三重ハイテクプラネット21構想」と

いうのが承認になっております。鈴鹿山麓研究学園都市における桜地区と

いうのは、この構想の重点整備地区でございまして、特に鈴鹿山麓リサー

チパークということでその区域内に位置しております。特にここの地域に

おきましては、環境保護技術、あるいはバイオ、新素材等の研究開発機能

の集積を図る、こういう地域になっております。このため今回ですが、同

地区の西部の丘陵地、これを第 1期としまして21ha、第 2期といたしま

して約33haの合わせて約54haを開発整備することといたしております。

特に、この中で約 5haを中核施設用地といたしまして、約19haを民間等

の研究施設用地、残り約30haにつきましては、公園、道路等の公共、公

益施設用地として今後整備をしていく予定でございます。

先ほど申しました同構想の鈴鹿山麓リサーチパークの基本的な整備方針

といたしまして、この構想の中では、この用地の中に中核施設といたしま

して共同利用研究施設とか、あるいは展示施設とか研修施設、こういった

ものの整備を図るとともに、その関連します民間研究所の誘致を図ること

となっております。またさらには、関連する民間研究所の誘致を図るとと

もに、中期的には理工系大学とか、あるいは公設中央研究所等の学術研究

施設の整備を図るというふうに、同構想の整備方針にもうたわれておりま

す。たださりながら現在のところですが、その中の中核施設として、ご指

摘の国際環境技術移転研究センター、これを設置することとなっておりま

す。

また、加えまして、県四日市庁舎内にございます三重県環境科学センター、

これを環境教育機能を付加しまして、先ほどの国際環境技術移転研究セン

ターと連携する施設として移設することが検討されております。

さらには、その他の施設として、三重北勢ソフトウエアセンター、これ

が設置されることとなっております。それ以外にも二、三の立地に関する

問い合わせは当方にも来ておりますけれども、いずれにいたしましても、

長い時間をかけて整備していく構想でございますので、県あるいは関係者

とも十分に協議をさせていただきながら、具体化に向けまして努力をして

いきたいというふうに考えております。

次に、お尋ねのアクセス道路の件でございますけれども、これは何とし

ましても、ミルクロードから国道 306号までの県道平尾茶屋町線、これの

拡幅整備、これは今年度から着工しておりますし、造成予定地南の県道で

すが、茶屋町湯の山停車場線の拡幅整備、これは今年度完成を予定してお

ります。また、国道 306号のバイパス計画につきましては、用地買収交渉

に入っております。いずれにしましても、これらすべて県で取り組んでい

ただいておりますので、市といたしましてもその実現に向けまして積極的

に協力しながら、連携を強くして早期にこれらが完成するよう引き続き働

きかけをしてまいりたいというふうに思っております。

それから、お尋ねの学園都市内の活動人口でございますけれども、先ほ

どもちょっとお話ししましたが、中に整備する施設の内容によりまして若

干不明確な点がございます。今、何人というわけにもまいらない。わから

ない、不明な点がございますけれども、いずれにしましても、施設の今後

の立地動向等を見ながら、先ほどご説明させていただきました道路の拡幅

とか、あるいは道路の新設計画、こういったものをあわせまして、的確な

道路整備を考えていきたいというふうに考えておりますので、よろしくお

願いいたします。

それから、最後にお尋ねの市民等へのPR、まことにこれは私どもも、

PRに努めなければいけないというふうに痛感をしたわけでございますけ

れども、これにつきましては、今後ともパンフレット、広報よっかいち、

そういった機会を利用しながら、あらゆる機会を積極的にとらえて広く普

及活動に努めてまいりたいというふうに思っておりますので、今後よろし

くお願いいたします。

最後になりますが、 21世紀に向けまして本学園都市が、当地域の他の学
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園都市と有機的に連携を強くし、当地域の飛躍的な発展のいわゆるスプリ

ングボード、こういった形になるよう願いを込めて推進してまいりたいと

いうふうに考えておりますので、今後ともどうかよろしくご支援賜りたい

というふうに思います。

〇副議長（毛利道哉君） 市民部長。

〔市民部長（小畑廣次君）登壇〕

〇市民部長（小畑廣次君） 第2番目の川島地区の諸問題のうち、 (1) 

の近鉄川島駅前の不法駐車と対策、それから自転車置場等の整備について、

私の方からお答えをいたしたいと思います。

ご承知のように川島駅前の広場につきましては、昭和60年3月から市道

として供用開始をされているところでございまして、このロータリー付近

には通勤者等の長時間駐車が多い現状は、先ほど言われたとおりでござい

ますが、昭和62年の 8月にも三滝台の自治会から南警察署に対しまして、

駐車禁止規制の要望が提出されておりますことは、承知をしておるところ

でございます。同所は公共空間としてさまざまな形で地元の方々をはじめ、

不特定多数の方々に利用されているわけでございますが、その秩序を保つ

ことは非常に難しい面もありますが、今後長時間駐車対策につきましては、

三滝団地地域全体の面的規制を含めて関係機関と十分協議をしていきたい

と思いますし、ドライバーヘの積極的な啓発運動も進めてまいりたいと思っ

ておりますので、ご理解をお願いいたしたいと思います。

次に、近鉄川島駅前付近の自転車置場の整備でございますが、現在、駅

舎北側には民営の 2カ所の駐輪場、それから駅舎南側には、近鉄用地を利

用いたしました自転車置場が確保されており、これを利用されているわけ

でございますが、しかし昨今の自転車利用者の増加に伴いまして、特に駅

舎南側につきましては、ご指摘のとおりであります。したがいまして、市

といたしましては、市内31駅の放置自転車対策等を含めて、今後駐輪場の

増加の問題、あるいはまた利用者のマナーの低下による一部の通行障害に
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なっている問題もありますので、特にこの川島駅の駐輪対策につきまして

は、近鉄、地元関係者と協議をいたしまして、駐輪場の整備、あるいはま

た利用者のマナーの向上に努めてまいりたいと思いますので、ご理解をお

願いしたいと思います。

〇副議長（毛利道哉君） 下水道部長。

〔下水道部長（岡田幹夫君）登壇〕

〇下水道部長（岡田幹夫君） ただいまご質問いただきました 2番目の公

共下水道関係につきましてご答弁申し上げます。

本市の公共下水道につきましては、四日市、鈴鹿水域流域下水道整備総

合計画に基づきまして、三滝川、海蔵川以北を北勢沿岸流域下水道の北部

処理区といたしまして、また内部川以南を同じく南部処理区といたしまし

て整備をし、それからそれらに挟まれました区域につきましては、単独公

共下水道として整備をする計画になっておるところでございます。その普

及率につきましては、先日も申し上げたところでございますが、ご指摘の

とおりまだまだ低い状況でございまして、今後とも整備推進に努力してい

かなければならないところでございます。

ご指摘のございました川島地区の公共下水道の整備につきましてでござ

いますが、この地域は公共下水道のいわゆる単独公共下水道区域に包含さ

れておるところでございまして、その汚水を受け持つ川島汚水1号幹線の

進捗状況といたしましては、平成 2年度末には日永地区市民センター北側

まで完成しており、市の第 5次基本計画の最終年度に当たります平成 5年

度末には、鹿化川、天白川を横断いたしまして、常磐地区の中川原一丁目

付近で既設の川島幹線に接続する予定でございます。既に三滝台、かわし

ま園は、開発者の負担によりまして汚水幹線並びに面整備管が敷設されて

おるところでございますが、これらの団地を含め川島地区の下水道計画は、

先ほどの川島汚水1号幹線で汚水を集めまして、中央緑地の東側にござい

ます日永浄化センターで処理をして四日市港へ放流する計画になっておる
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ところでございまして、今後とも引き続き常磐、川島地区に向かいまして

鋭意管渠敷設等の整備を進めてまいる所存でございますので、よろしくご

理解のほどお願い申し上げます。

0副議長（毛利道哉君） 教育長。

〔教育長（丹羽武君）登壇〕

0教育長（丹羽 武君） 3番目の三滝中学校への通学路の安全対策につ

いてでご・ざいます。

通学路につきましては、昨日の佐野議員のご質問にお答えしたところで

ございます。ご指摘になりましたようなことにつきましては、昨今の交通

事情からこの通学路に対する要望も大変多くなってまいりました。また一

方では、通学路としてせっかく整備いたしました道路に、車が入り込んで

くるといったようなイタチごっこが続いているのも現状でございます。ま

た、道路と申しましても、国道、県道、あるいは市道といったふうに道路

により管理者が異なるという事情もありまして、この間の事情をより複雑

にしておるようなことでございます。ご指摘の三滝中学校の通学路につき

ましても、学校あるいは地元の要望を受けまして、一部通学ルートの見直

しのこととか、あるいは舗装整備、あるいは近鉄踏切交差点における一た

ん停止線、さらにはカーブミラーの設置といったようなこと、さらには通

学路の表示板の配付といったような、既に対応できるものにつきましては、

手当てをさせてもらってきたところでございます。しかしながら、県道四

日市土山線の渋滞が最近特に激しくもなっております。

そういったようなものを避けるために迂回してくる車が、桜地区などの

団地開発ともあわせて増加する一方でございまして、抜本的な解決には至っ

ておらないのが現状でございます。したがいまして、今後は四日市土山線

のバイパス建設につきまして、県に対し 1日も早く実現できるよう働きか

けをするとともに、通学路の拡幅、歩道の整備、あるいは既存ルートの見

直し等を含めまして、今後も地元あるいは学校関係者とも十分検討をして
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まいりたいと考えておりますので、ご理解賜りますようお願い申し上げま

す。

〇副議長（毛利道哉君） 瀬川憲生君。

〇瀬川憲生君 ご答弁ありがとうございました。鈴鹿山麓研究学園都市構

想につきましてのご答弁でございますが、学術機能のうち、できれば理工

系の大学をひとつ設置していただいて、この機能を果たしていただくとい

うこと、こういった問題は中期的な面で考えるということでございました。

しかし、一番重要なことだと思いますので、何とかこれは先にしていただ

いて、魅力あるものにしていただきたいと思います。できるだけ魅力をつ

くつていただいて人気を集めていただき、この構想が成功すればそれなり

に人も集まってくるでしょうし、やはり人が集まっていただかないと、開

発され、これだけの構想の意味がないと思いますし、また周辺住民が一体

これをどういうふうな形で見ているかということでございますけれども、

この学園都市そのものを利用するということは難しいんじゃないかと思い

ます。周辺住民はこの学園都市ができたことによってその周辺の道路がよ

くなった、また鉄道が来た、商店ができた、そういったことが一つの魅力

として潤いになり、いわゆる地域メリットになると思います。そういった

ことから考えますと、長期的な問題だとは思いますけれども、早い時点で

魅力あるものに仕上げていっていただきたい。そういうことでよろしくお

願いをしたいと思います。

次に、川島地区の諸問題でございます。その中で近鉄川島駅前の問題、

これは実は先ほども申しましたとおり、 62年に文書を上げておるわけでご

ざいます。今のご回答では、まだ今から考えるんだというふうなことでは、

ちょっと納得しがたい。もう既に 4年がたっておるわけでございますし、

それから、場所を見ていただいたと思いますけれども、相当の混乱状態で

す。体をよじっていかないと通り抜けられないような状態の歩道でござい

ますので、これから考えるではちょっと納得しがたいものですから、もう
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一歩推し進んだご回答をいただきたいと思いますが、再度ご答弁をお願い

いたします。

公共下水の問題でございますが、何と言いましても非常に難しい問題だ

とは思います。大変だと思いますけれども、先ほどの学園都市構想のすば

らしい21世紀を創造するような、科学技術というふうな時代に、いまだ＜

み取り式を我慢していただかなければならないというふうな反面がある。

これが四日市市の現状かと思いますと、非常に残念な一面でございます。

何とかバランスよく四日市市の文化向上をお願いをいたしたいと思います

ので、これは必死の努力をお願いいたします。

それから、三滝中学校への通学路対策でございますけども、もうこれは

道路としては行き詰まっておると思います。これは三滝中学校だけじゃな

しに、昨日もご質問があったようにもう各所で問題があり、先ほどのご答

弁でも、道路を広げれば車が入ってくるということで、規制措置にも問題

があるということでございますが、現状の道路だけに頼って、交通規制、

法規制だけに頼っておったんでは、もう解決には行き詰まっておるんじゃ

ないかと思います。これもう一歩進めるには、新設道路、専用道路、通学

専用道路、極端な意見かもわかりませんけれども、そのぐらい思い切った

ご検討がいただけないものか。そうしないともう解決しがたい問題だと思

います。これは決して三滝中学校だけじゃなしに、四日市全体の問題でも

ありますので、その辺思い切った考え方、きょう、明日してくれとは言い

ませんけれども、そういった方向でご検討いただけるものかどうか、もう

一度ご答弁をお願いいたします。

〇副議長（毛利道哉君） 市民部長。

〇市民部長（小畑廣次君） 駐車場、駐輪場の件につきまして答弁をいた

します。

先ほど申し上げましたように駐車禁止規制につきましては、広場だけで

解決する問題ではなくて、特に瀬川議員ご存じだと思いますが、三滝台四
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丁目全体の交通規制をしなければならない、こういうことであろうと思い

ます。ということは、広場だけ追い出してしまいますと、生活道路へまた

駐車をする、こういうことがございまして、警察といたしましてもその辺

については非常に苦慮をしているところであります。そういうことも聞い

ておりますので、これにつきましては点的整備から面的整備へと考え方を

改めなければならないと思っておるところでございますので、この点につ

きまして今、既に 4年たっておるということでございますが、さらに警察

等とも協議をいたしまして、早急に対策を立てていきたいと、かように考

えております。

それから、 2番目の駐輪場の問題ですが、これも現在ご承知だと思いま

すが、特に南側につきましては、近鉄の用地を 220面お借りをいたしまし

て、 150台の駐車スペースをとっているところでございますが、現在そこ

の中に無秩序に置かれているという問題もございます。したがいまして、

具体的には駐輪場にライン区画をいたしまして、整然と置けるような対策

をひとつとりたいと思っておるところでございます。

さらに、長期放置自転車につきまして、ずっと調査をしているわけです

が、二、三十台あるということでございますので、これらの撤去も行いま

して、スペースの確保に努めていきたい、かように考えておりますので、

全体の駐輪場の整備につきましても、さらに広場等の活用ができるのかど

うかということも含めて検討してまいりたい、かように思いますのでよろ

しくお願いをいたしたいと思います。

〇副議長（毛利道哉君） 教育長。・

〇教育長（丹羽 武君） 三滝中学校の通学路の問題で、思い切って児童、

生徒だけを通す道路の建設ということは考えられないかということでござ

いますが、一般道路といたしまして生徒だけしか通れない道路ということ

が可能かどうか、これも非常に難しい問題もございます。

それからまた、新しく道をつけるにしましても、用地の問題等もござい
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まして、もちろんこういった三滝中学校の事情はよくわかっておりますの

で、可能な方法につきましてさらに学校あるいはPTAとも十分に今後話

を詰めていきたいというふうに思っておりますので、ご理解を願いたいと

思います。

0副議長（毛利道哉君） 瀬川憲生君。

〇瀬川憲生君 ありがとうございました。先ほどの通学路の問題は理解い

たしましたが、駅前の問題でございますが、理屈を言えば切りがないとい

うことになると思いますが、三滝台四丁目まで交通規制を考えなきゃいか

んというふうなこと、他の駅を見たときに、そこまで検討して交通規制し

てるのかどうかということになりますし、それから車の状態が、あの車が

どこから来てるかということも考えていただきたいと思います。そういっ

た問題でまず駅から始めて、順次段階的にということになればそう難しい

問題じゃないかなと思いますので、その辺をひとつお考えいただいて、何

とか非常に厳しい状況、危険な状況を 1日も早く解除していただくように

努力をしていただきたいと思います。そういうことで終わります。

〇副議長（毛利道哉君） 暫時、休憩いたします。

午後 1時59分休憩

午後2時14分再開

〇副議長（毛利道哉君） 休憩前に引き続き会議を開きます。

石川勝彦君。

〔石川勝彦君登壇〕

0石川勝彦君 緑水会の石川勝彦でございます。

初めての経験でございますので、大変緊張いたしておりますが、一生懸

命にご質問を申し上げたいと思います。

通告に従いましてご質問申し上げます。

第 1項、目標とする都市像について、旧市街の整備についてお尋ねいた
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過去、一委員としてかかわりがありました四日市市都市景観形成推進協

議会での取り組みにもありましたが、現在、近鉄四日市駅周辺整備事業、

JR四日市駅周辺活性化事業、地区更新計画などの取り組み、そしてビッ

グプロジェクトとして四日市の港ゾーンの計画がありますが、快適で潤い

のあるまちづくりについてどのようにお考えになっているか、お尋ねいた

します。

四日市は旧市街と周辺の郊外との区別が、今も市民の中にございます。

四日市の住民が四日市へ行くという言葉は、旧市街から一歩郊外に入ると

聞かれる言葉でございます。そのような意味から、五つの都市像の中にあ

る快適で潤いのあるまちづくりは、旧市街をまず整備しなくてはというこ

とから、都市景観を含め旧市街の整備が計画されております。この基本理

念を市民のためにも、アメニティあふれるまちづくりとして、さらに目標

に向かって努力を続けていかなければならないと考えております。そのた

めにも旧市街を大きな公園としてとらえ、公園の中に都市がある、美しい

まち、公園都市四日市として構築していったらと思います。

つまり、旧市街地全体を河川の水辺空間と緑の公園で包み、都市景観の

向上を図ることにより、旧市街を一つの大公園化しようとするものであり

ます。またまちの緑は住みよい都市環境を生み出すみなもとであり、人間

性を回復するための大きなかてであることから、生活環境の中に緑をつく

り、緑との交流を深め、緑による都市美を創出するなど、緑化事業を基調

に、官民一体でアメニテイタウンのまちづくりに積極的に取り組むという

ものであります。そして、 「旧市街がきれいになった、よくなった、あか

抜けした、四日市の顔だ」という声が四日市内外から聞こえるようにと、

以上、私の思いを述べましたが、いかがでしょうか、お尋ねいたします。

次に、 「魅力と活力に満ちた産業と文化のまち四日市」の実現を目指し

ての取り組みの中にあって、その文化のまち、すなわち文化都市としての
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取り組み方についてお尋ねいたします。

戦後、工業都市として急速に発展し、近代産業の足跡として、四日市は

その先駆けをした特別な都市として位置づけをしなくてはなりません。し

かしながら、関西鉄道、伊勢電鉄などの産業遺跡がございません。ただ一

つある四日市港の発祥の地である旧港、すなわち稲葉翁記念公園も、潮吹

防波堤修築記念碑のみで、偉業の足跡としては、回りの環境が余りにも酋

弱でございます。また、操業 100年になろうとしている東洋紡発祥地など、

近代産業にかかわる遺跡が何もございません。歴史としてとらえるならば、

その文化財的遺跡に対する認識が低いのではと疑問に思います。四日市を

文化都市としてそのイメージアップを図るためには、どうしても歴史を生

かした文化をもっと形成しなければなりません。宿場町としての町並み形

成は困難ですが、あちこちにそれらを顕彰化する散歩道の整備を図ること

が望まれます。文化都市を標榜していますが、根源にかかわるものがない

のではと考えますが、いかがでございましょうか、お伺いいたします。

第2点、本市の文化振興のための組織づくりについてお尋ねいたします。

全国に通用するスポーツの存在の有無はともかくといたしまして、市民

レクリエーションとしてのスポーツは、その行事が地区単位として、また

全市的に結構盛んに行われていることは、経験したことのない高齢化時代

に向かっての必然的な流れの中で、大変喜ばしいことであります。これも

昭和36年に置かれた体育指導貝を中心に、各地域の関係者を含め、行政の

取り組みにたゆまぬ努力があったことと思います。しかしながら、スポー

ツとは全く異質なものでありますが、事、市民の文化となりますと、そこ

ここにたくさんの文化団体、文化サークル、文化グループがありますが、

その形態、内容も大変複雑で、スポーツのようにはまいりません。行政が

文化にかかわるともろもろの点で大変であるということになりますが、行

政が文化を避けて通れるものでもありませんし、かなりの部分で大きなか

かわりがございます。その部分では芸術文化としても、また地域の生涯学
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習的な文化サークルも結構多様に保護育成、また振興への働きかけがなさ

れているようでございますc しかし、文化全体を見つめてみると、ばらば

らという印象がぬぐえません。

文化都市を標榜しているゆえに、それを振興していくために組織づくり

などできないものかと思いますが、文化にも体育指導員的な機能、文化推

進委員、あるいは文化普及貝のような文化担当者を置くことによって、四

日市全体の文化のグループを、仮称四日市文化団体連絡協議会として組織

づくりはできないものでしょうかc 確かに、文化はスポーツと違い多種多

様で、好き勝手にやっているグループですから、まとめるとなると大変で

すが、それゆえ、団体、サークル、グループに対して手をこまねいている

だけになりがちで、積極的に取り組むことは難しいと思われます。大変難

しいことでありますが、いかがお考えでしょうか。

昨日のご質問にもございましたが、文化活動も社会教育の一環としての

地域文化サークル、また県組織以上の団体もあるなど多種多様ですから、

育成指導などを援助するものもあれば、発表の場のみ与えればいいという

ような芸術文化に近い団体など、大きく二つに分けられます。これらに働

きかけることによって、数年後、文化を一本にした認識も可能になるので

はと思います。文化によるまちづくりをする、推進するためにも必要です

し、また全市的に文化を顔にする時代が到来しているようでございます。

このように考えておりますが、文化の組織づくりについてお伺いしたいと

存じます。

第3点に入ります。国指定天然記念物、イヌナシ、アイナシ、御池沼沢、

また、文化財シデコプシについて、その保護管理についてお尋ねいたしま

す。

シデコプシを除いてその指定は古くなりますが、その後環境の著しい変

化などで地下水、日照、風通し等を考えると、単体指定、単体保護の域を

免れません。また、全く影響しないとは言い切れないと思います。局所す
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ー

ぎることから土地の買い上げをするなど、周辺地まで何らかの保護に手を

差し伸べる必要があるのではないでしょうか。イヌナシは、ひっそりとい

たしております。アイナシは、東が住宅地になりました。イヌナシ公園、

アイナシ公園とするのは無理でしょうか。また、御池沼沢は、西指定地周

辺の休耕田など、永久借り上げ、買収などして、自然が生きていく、自然

の保全を目指しての補助整備が望まれます。これら天然記念物である文化

遺産について、今一度再検討する余地があると考えますが、今後どのよう

な取り組みがなされようとしているのか、お聞かせ願いたいと思います。

次に、桜そして川島に見られる、つい最近県の指定を受けましたシデコ

ブシは、東海地方にのみ成育する大変貴重な化石植物でございます。きょ

うの新聞に、 「世界の宝」というようなタイトルで報道がございました。

そして日本シデコブシを守る会も発足したようでございます。かわしま園

の南側の里山の一角にある県の天然記念物、文化財の指定がありました、

今、計画中のゴルフ場、セイブカントリーの環境アセスメントの評価書に

よりますと、その保護管理につきまして、 「シデコプシは四日市市の指導

に基づいて実施いたします」とありますが、そのシデコプシ、単体として

ではなくく地形的に背後地を含め、また水系的に十分含まれるように面的

にとらえ、自然が生きていく、自然の保護が保障できる環境を重視し、シ

デコブシゾーンとして保護管理ができるようにしなければなりません。そ

のためにも土地の永久借り上げの手続きをとるなどしていただきたいと思

いますが、文化財に対しての取り組みについて行政のお考えをお尋ねいた

します。本来この問題は、ゴルフ場以前の問題として取り上げるところで

ありますが、と申し添えたいと思います。

また、これらの文化財に関連して、さらに質問を加えます。

本市の行政の中に自然保護ということが見えてきません。天然記念物の

歴史的重みと指定の意義等、文化財に対していろいろな角度からの取り組

みが必要であるように思われます。唯一諮問機関として文化財調査会があ

りますが、文化財の周辺の環境を考えるとき、以前あった自然環境保全協

議会と、四日市公害対策審議会が発展的に環境保全審議会になり、文化財

についての接点が全くないように思われます。たとえあったといたしまし

ても、相互の情報が流れない、一方通行になっているのではという感じが

いたします。外部からの印象を申し上げますと、あるいは文化財調査会が

審議会とは並列的で関連がないのではと思われ、機能するためにも接点と

してスムーズに情報が流れるような機関が必要であると考えますが、いか

がでございましょうか、お伺いいたします。

第4番目の質問に入ります。

人手不足時代の在宅福祉についてお尋ねいたします。

きのう、いろいろと公社等のお話もございましたが、公社への移管、行

政のもろもろのサービスは進んでいるようでございますが、また地区市民

センターの機能も、地区への働きかけと地区各団体の協力のもと機能して

いることに対して、いい傾向であると喜んでいいと思います。各地区の、

また各団体のおかげと言わなければなりません。しかし、事、福祉行政に

なると喜んでおれない部分が今後少しずつ増えてくると思われます。これ

からの時代、地域福祉は地域社会づくりのメーンテーマであると思われま

す。福祉行政もハードからソフ．卜、すなわち施設一辺倒から在宅福祉重視

に変わってきております。そのためボランティア活動への依存が今後大き

な課題となります。それに対して、ふれあいのまちづくり、健康で心の通

う福祉のまちづくりを推進しつつある今日、各地区で組織として弱体し、

したがって機能の低下がみられると思われる婦人会、健康増進を目指して

の会の活動はともかくといたしまして、老人会の機能も今以上となると大

変なことだと思いますし、助け合いの精神も今日のこういった経済主義の

時代ゆえに心配される部分がかなりあるようでございます。

昨年の市政アンケ...:..トに、地域とのかかわりに消極姿勢の数字が出てお

りました。そこで、地域福祉の要である地区社協の実態と、人余り社会か
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ら人不足社会へ、そしてあと 7年で高齢者が年少者より多くなるという確

実な現実に寵面するということから、今後必然的に考えなければならない

人手不足についての対応について、お尋ねいたします。

第1回目の質問を終わります。ありがとうございました。

0副議長（毛利道哉君） 市長公室長。

〔市長公室長（栗本春樹君）登壇〕

〇市長公室長（栗本春樹君） まず第 1点目の目標とする都市像につきま

して、旧市街地の整備と、それから文化都市としての取り組みについて、

私の方からお答えをさせていただきます。

先ほどは旧市街地の整備に関しまして大変貴重なご意見を賜りまして、

ありがとうございました。既に石川議員につきましては、都市景観形成協

議会のメン，バーの一人として、私もその一人のメンバーであったわけでご

ざいますけれども、いろいろと当時よりご意見をちょうだいをしてまいり

ました。それに基づきまして、四日市市の都市景観形成に関する意見書を

いただいてきたということで、今後もいろいろその面についてのご意見等

もちょうだいしてまいりたいと思いますが、先ほどのご質問につきまして

お答えをさせていただきます。

平成元年度よりスタートさせております第 3次基本構想で本市の目標と

する都市像は、魅力と活力に満ちた産業のまち、これにあわせまして文化

のまちということも、今回この 3次の基本構想のキャッチフレーズに掲げ

ておるわけでございまして、私どもといたしましても、それなりの意味と

願望を込めたものとして定めたつもりでございます。つまり第 3次の基本

構想に至るまでの四日市の実情を見ますと、戦後の経済復興の時代は、な

りふり構わず仕事一途の稼げ稼げの時代ということであったわけでござい

ますが、その結果、昭和30年代になって、各産業施設からの排出物質によ

るいわゆる公害、大気汚染あるいは水質汚濁をもたらして、いわゆる公害

問題を引き起こしてまいりました。そして30年代半ばから、丘陵部の開発
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と海岸部の地盤沈下による常時浸水地域をもたらすという事態が生じて、

これらの解消に没頭せざるを得なかったという実態がございます。そのた

めにいわゆる都市のアメニティづくりというところまで踏み込むゆとりが

なかったわけでございます。昭和50年代に入りますと、物から心へ、量か

ら質へ、そして地方の時代、あるいは文化の時代が叫ばれてまいりました。

本市が文化都市を意識し始めたのもこのころからでございます。つまりこ

れまではマイナスの都市環境を、プラス・マイナス・ゼロまでに持ってい

くのが精いっぱいであったと言っても言い過ぎではない状況であったわけ

でございます。そしてこうした歴史的な流れを背景といたしまして、昭和

63年5月に都市景観形成モデル都市の指定を受けたわけでございます。本

市をさらにアメニティの高いまちにしていきたい。とりわけ快適な都市空

間を市街地に創造していくことは、大きな課題というふうに考えたからで

ございます。特に昨今のような都市間競争の時代におきましては、アメニ

ティあふれるまちづくりが全国各都市により標榜されております。本市も

これまでの歴史を振り返り、都市景観の整備などを通じてより積極的な、

良好な都市景観の形成に努めていくことは急務であります。

ご指摘いただきましたように、市民にとりまして旧市街地あるいは中心

市街地は、単に商業や業務の中心で、市民の生活において重要な役割を担っ

ていることのみならず、市の顔、あるいは市の玄関でございます。現在中

心市街地では、既にご承知おきをいただいておりますように、アムスクエ

アをはじめ、近鉄四日市駅周辺整備、あるいは JR四日市駅周辺新都市拠

点整備、地区更新計画など、さまざまなプロジェクトが推進されつつある

わけでございます。これらの事業は、可能な限りオープンスペースの確保

に努めながら、緑、水、光、太陽、風といった快適環境要素を最大限に活

用した計画を立てていくことをポイントにしたいと考えておるところでご

ざいます。

一方、こうした大型事業とともに、やはり都市景観形成において重要な
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要素である緑化のようなより市民に身近なもの、あるいは個々の市民がご

協力いただけるようなアメニティあふれるまちづくりも極めて大切でござ

います。例えば、去る 3月議会においてご審議いただきました緑化基金制

度は、まさにこうした趣旨に沿ったものであるというふうに考えておりま

す。特に市街地におきましては、旧市街地を大公園化するというご提案を

いただいたわけでございますが、今後街角の緑化助成などに取り組む一方、

既存の都市公園あるいは街路樹などをできるだけネットワーク化していく、

そういう考え方のもとに中心市街地の都市環境の質を高め、ハード、ソフ

ト両面から取り組んでまいりますので、今後ともよろしくご指導、ご理解

のほどお願いを申し上げたいと思います。

それから、次に歴史的な文化都市としての取り組みについてでございま

すが、歴史的な器物を文化都市づくり、都市のイメージアップに生かして

いくように、こういうご指摘をちょうだいいたしました。景観形成協議会

の中でも、この市街地の中で13ポイントがいろいろ審議、協議をされて提

言の中にも入っておりますことは、石川議員、よくご承知おきいただいて

おると思いますが、関西鉄道あるいは伊勢電鉄、それから東洋紡績発祥地、

それから旧港など産業や港の歴史を語る、本市の都市の履歴書とでも言う

べきものに関しましては、確かに戦災により焼失したものもあり、あるい

は高度経済成長の中で、ともすれば人々の心から忘れ去られていたことは

事実でございます。しかし、都市の個性を語るものといたしまして、これ

らの歴史的な器物の果たす役割は近年特に注目され、景観づくりにこれら

を積極的に活用しようという動きがある一方、市民の間でも、自主的に都

市の歴史を研究するサークルなどの活動が生まれてきております。これは

特に郷土史研究会ということで、桜地区や内部地区、塩浜あるいは三重地

区等にもそういうサークルができております。

そしてまた本市といたしましても、昭和59年度から庁内に文化行政プロ

ジェクトチームを設置いたしまして、各所属に文化主任を配置するととも
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に、毎年その研修会を実施するなど、文化に関する職員の意識高揚などに

取り組んできているところでございます。最近では平成 2年度には、四日

市市文化行政基本指針も策定をいたしまして、一課ー文化運動という形で

展開をしておるところでございます。それの事例といたしましては、既に

お気づきいただいておろうかと思いますが、下水道のマンホールのふたを

デザイン化したり、あるいは水道局の貯水槽に絵をかいたりというふうな

こと、あるいは名刺による本市のイージアップ化を図るなど、これらもこ

の活動の一環として芽が吹き出してきたわでございます。

また、ご承知のように、思案橋の顕彰、あるいは四郷地区では旧四郷出

張所の保存活用、さらにふるさとの道整備事業などにも取り組んでいると

ころでございます。したがいまして、今後これらの歴史的要素を加えなが

ら、都市づくりを行うべく全庁的に検討いたしますとともに、都市のアイ

デンテイティとして歴史をできるだけ市民に知っていただくように、文化

行政、景観行政等を通じまして、顕彰あるいは啓発していきたいというふ

うに考えております。

なお、ご指摘いただきました中で、旧港のお話もあったわでございます

が、稲葉翁記念公園の段階的な整備に加えまして、港管理組合の方でも高

質化護岸をはじめといたしまして、環境整備が行われており、整備が進む

に従って市民の方々にももっと利用していただき、旧港の歴史的な意義を

知っていただくことが可能になるものではないかというふうに思っておる

ところでございます。文化の行政あるいは行政の文化化、大変難しい問題

ではございますが、これからはそういう面に向けてまちづくりの一環とし

ての取り組みをしていく予定をいたしておりますので、ご理解をちょうだ

いしたいと思います。

〇副議長（毛利道哉君） 教育長。

〔教育長（丹羽武君）登壇〕

0教育長（丹羽 武君） それでは、第 2番目の文化財団体の組織づくり
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についてというご質問について、お答えをいたしたいと存じます。

現在、市内で活躍をしております文化団体でございますが、大きく分け

ますと全市的なものと、それから地域活動を中心としたものがあろうかと

存じます。前者は高度の芸術、文化を追求するということを主にしたグルー

プであり、後者は仲間づくりであるとかあるいは生きがいを求めての活動

に主眼を置いているものが多いように見受けられます。こうした文化団体

と申しますのは、非常に多くのジャンルがございまして、それぞれの活動

の目的も多岐にわたっております。そういったジャンルを超えた組織を望

まないグループもあるようでございますし、また同じジャンルの中にあり

ましても、思考あるいは感覚等によってそれらを同一化することがなかな

か難しい実態も見受けられるように存じます。これらにつきましては、一

度そういった活動団体を対象といたしました調査を行いまして、それぞれ

のニーズに適した方法を考えていきたいというふうに存じております。

また、これらの文化団体活動を活発化し、より発展させていくというこ

とにつきましては、当市の文化の向上につながるということにつきまして

はご指摘のとおりでありまして、文化振興財団におきましても、一昨年か

ら文化の祭典の事業の中で、地域活動も含めた市民の応募による作品展を、

いわゆる市の美術展とは別個に開催をいたしまして、広く市民のそういっ

た作品の発表の場を提供しているということでございます。

また、文化事業、文化化の事業につきましても、昨年度から活動中の文

化団体のリーダーを対象とした研修会の開催も実施しておるのでございま

す。ご指摘のようにスポーツにおける推進員という性格と文化とは、大分

とその性格も異なっておろうかと存じますので、今後そういった意識調査

によって必要性の把握であるとか、あるいは他都市のそういった例も参考

にしながら、今後研究していきたいと存じておりますので、ご理解を賜り

たいと存じます。

それから、 2番目の天然記念物の保護管理についてでございますが、ご
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承知の御池沼沢植物群落につきましては、ー天然記念物の保護を図るために、

昭和48年度から51年度にかけまして全指定地域、これは東西両方あるわけ

でございますが、その約4万 6,000面の公有化を完了いたしました。とと

もに東名阪自動車道やあるいは圃場整備事業等がございまして、その影響

を受けたために水不足ということも現実に起こっております。そのために

昭和52年度から 6カ年間にわたりまして、給排水施設の設置工事をいたし

まして、環境整備を行っておるところでございます。そして水量の確保に

現在も努めておるところでございます。

その後、植物の成育状況等を把握する保存対策調査を、文化庁並びに県

の教育委員会の指導を得ながら、本市の文化財調査会とかあるいは文化財

パトロール調査員の先生方に依頼をいたしまして、平成元年度から 3カ年

計画でもって実施しておるところでございます。指定地周辺の土地の買い

上げあるいは借り上げをというご指摘でございますが、この調査の結果に

基づきまして、何分にも国指定の天然記念物でございますので、文化庁あ

るいは県教育委員会とも今後十分協議をいたしまして、ご指摘の点も含め

まして、天然記念物の保存に努めてまいりたいと存じております。

次に、イヌナシ自生地、それからアイナシ自生地についてでございます

が、周辺部が住宅地となって、大正11年に指定を受けた当時のことを考え

ますと、非常に著しい環境の変化が起こっております。現在、イヌナシ子

供会あるいは山手中学校生徒会、あるいは東阿倉川イヌナシ保存会、ある

いは西阿倉川若生会といったような地元の皆さん方のご協力を得る中で管

理してまいりますので、今後とも現状を維持しながら保存を図ってまいり

たいというふうに思っております。

なお、県指定天然記念物になっております川島町のシデコブシ群落につ

きましては、ゴルフ場造成の計画が行われました段階から、文化財調査会

委員の先生方のご指導を得ながら、事業者と協議を行ってきました。今後

も先生方や県教育委員会の指導のもとに、シデコブシの成育に欠かせない
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わき水の水源となる丘陵地部分を含めた保存を図っていきたいというふう

に思っておるところでございます。

‘最後に、環境保全審議会と文化財調査会との関連についてでございます

が、環境保全審議会の中には、学識経験者といたしまして文化財調査会委

員と、それから県の文化財保護審議会委員のお二人の専門の先生方がその

中へ委員となって入っておっていただいております。その中で天然記念物

であるとか、特に植物の分野でのご指導をいただいておるところでござい

ます。したがいまして、今後とも環境部とも十分な連携をとっていく中で

情報交換を行いながら、自然環境の保全とか、天然記念物の保存を図って

いきたいというふうに考えておりますので、何とぞご理解を賜りたいと存

ずる次第でございます。

〇副議長（毛利道哉君） 福祉部長。

〔福祉部長（田中昌治君）登壇〕

〇福祉部長（田中昌治君） 人手不足時代の在宅福祉についてお答え申し

上げます。

在宅福祉が重視される中で福祉ニーズも多様化してまいりまして、中に

は行政になじみにくいニーズも数多く認められるところでございます。こ

のような状況にこたえていくためには、法的な福祉サービスを質、量とも

に充実していくことは当然でございますが、それを超えるニーズに対しま

しては、近隣や地域を中心としたきめ細かな配慮が必要になってまいりま

す。本市の25の地区社協におきましては、一人暮らしの老人の集い、寝た

きり老人訪問、各種のふれあい事業等、各地区の実情に応じて取り組みま

すとともに、地域のネットワークづくりを進めていただいておりますが、＇

今後ともこうした地域での取り組みに向けての土壌づくりを進めていくこ

とが重要な課題であると考えております。

行政といたしましても、地区主催の各種の行事に参加いたしまして、福

祉情報を積極的に提供するなど、地域との連携を深め、地域の担い手づく
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りに役立つ方策を進めてまいりたいと存じます。産業界の人手不足を背景

にいたしまして、かなり年配の方々も雇用に応じておられるわけでござい

まして、シルバ一人材センターに草刈りを頼んでもなかなか順番が回って

こないというような状況でございます。

また、女性の雇用も進んでまいりまして、地域福祉の担い手もご指摘の

ように人手不足の傾向にあると思います。こうした中で老人の方々の役割

というものが、だんだん大きくなってまいっておるという状況でございま

す。現在老人クラプにおきましては、ゲートボールとか自分たちの健康づ

くりのほかに、寝たきり老人の訪問でありますとか、公園や墓地、道路の

清掃であるとか、生きがい農園での収穫物を老人ホームなどへ提供する、

こういった奉仕活動をしていただいておりますが、これからは元気な老人

が援護を要する老人のお世話をしていただくといったことがますます必要

になってまいると思います。老人でございますから、家事援助とか入浴の

お手伝いといったようなことは難しいと思いますけれども、一人暮らしや

寝たきり老人に毎日声をかけるとか、あるいは話相手になる、こうしたこ

とが極めて大切なことだと考えますので、そういった老人を見守っていた

だくと、そういったことを担っていただきたいと思っておるのでございま

す。

これからも老人クラブあるいは婦人会の活動に対しまして、一層社会奉

仕の活動を活発にしていただくようお願いをいたしますとともに、市とし

ても一層支援をしてまいりたいと存じます。

〇副議長（毛利道哉君） 石川勝彦君。

0石川勝彦君 大変丁寧なご答弁をいただきまして、本当にありがとうご

ざいました。先ほど教育長からお話をいただきました、特に天然記念物の

保護管理ということに関してでございますが、多少審議会等で環境問題も

関係しておりますけれども、本市の行政の中にもう一つ自然保護というこ

とが見えてこないというのが現実じゃないかと思いますし、私ばかりでは
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ございません。今日、地球環境というグローバルな視野から環境がとらえ

られてきておりますけれども、特にここ数年、自然保護のウエートづけが

大きくなっておりまして、また位置づけも明確になっております。本市に

おきましても、自然保護にかかわる問題は結構多くなっておりますが、こ

こというところではっきり見えてこない、そんな印象がございます。開発

か保護かというのではなくて、保護すべきものを徹底して保護しなければ

ならないという姿勢がもう一つ感じられないのでございます。この辺につ

いて、先ほど審議会と文化財調査会との関係、三重大の武田先生あるいは

南川先生のお話も出ておりましたけれども、高いところで非常に雲の上の

ような話でございますので、どうも我々の直接平生接しておる文化財のと

ころにおりてこないのはどうしたものかということで、ご質問を申し上げ

たわけでございます。

それから、福祉の人手不足の問題についてでございますが、今日諮問機

関といいますか、ネットワークとして社会福祉協議会がございまして、そ

の働きが今後注目されているわけでございますし、家族にかわって年寄り

の世話をするのは、この社会福祉協議会が中心になるということでござい

ます。はたして在宅ケアの柱になっていってもらえるのかどうかというと

ころに、先ほどの人手不足の問題、企業におきましては囲い込み政策がと

られているような、あるいはこれからどんどんとられるような傾向にあっ

て大変心配になるわけでございますが、これは取り越し苦労で終わるなら

ばよろしいんですが、その辺のところを要望を含めてつけ加えさせていた

だきたいと思います。

先ほどの自然保護に関しての件だけ、できればもう一度ご答弁いただき

たいと思います。

〇副議長（毛利道哉君） 教育長。

0教育長（丹羽 武君） 先ほどもお答えを申し上げましたように、現在

そういった体制で本年度の審議会が進んでございますので、そういった審
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議の内容等も私ども承りながら、環境部の方とも連絡をとって、今後ご指

摘の意向が反映できる方法についてもまた検討させていただきたいと思い

ますので、よろしくお願いいたします。

〇副議長（毛利道哉君） 暫時、休憩いたします。

午後 2時57分休憩

―午後3時12分再開

〇副議長（毛利道哉君） 休憩前に引き続き会議を開きます。

青山弘忠君。

〔青山弘忠君登壇〕

〇青山弘忠君 順次質問をさせていただきます。

まず、第 1点目の消費税転嫁の問題でございます。

平成元年に消費税法が施行されまして、本市といたしましても、特別会

計を中心にして転嫁が今日まで行われてまいりました。その後の取り組み

についてどんなふうに行うのかと、こういうことについてもたびたびこの

議会で質問がされてきたわけでありますが、国会において消費税廃止ある

いは見直しということで激論が交わされておりまして、市長も、 「国会の

審議の行方を見て判断したい」、こういうご答弁でございました。そんな

中で今回、消費税に反対の立場をとってきた社公民3党が、消費税見直し

の立場の自民党に歩み寄り、そして今回、先月の国会において、消費税見

直し法案が、自民党と社公民3党の賛成にょりまして可決、＇成立いたした

わけであります。見直し法案が成立したということは、消費税そのものが

認められたということでございまして、一部食料品の非課税の問題等々残っ

ておりますけれども、この 2年半にわたりまして大論争を起こしてきたこ

の消費税問題は、一応の決着を見たわけであります。

そんな中で本市といたしましても、消費税の転嫁、どのように今後進め

ていくのか、考え直す節目に来ておるような気がいたしますが、市長のお
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考えをお聞かせいただきたいと思います。

また、今回の改正によりまして、四日市市が受ける影響といいますか、

具体的に改善しなければいけない点、改正の点があれば教えていただきた

いと思います。

地方公共団体も民間の企業と同じ納税義務者でありまして、消費税を納

めなければいけない団体であります。しかしながら、現在、転嫁が一部し

か行われていない、こういうことで未転嫁分の消費税につきましては、こ

れは歳入から肩がわりして持ち出す、こういうことが行われておるわけで

ございます。一体現在、この年間肩がわり持ち出し分というのは、四日市

の場合、どれぐらいの金額になるのか、まず教えていただきたいと思いま

す。

消費税の肩がわりの持ち出しが行われますと、確実にその分だけ行政サー

ビスは低下するわけでありますし、また市民税、その他使用料｀の実質値下

げという現象が今、起こっておるわけであります。一般会計のように収支

がはっきり出てこない場合は、あんまりこの未転嫁分の持ち出しというの

はぴんとこないわけでありますけれども、例えば、水道事業のように企業

会計でありますと、もろ経常利益からこの持ち出し分がマイナスになると、

こういうことになるわけで、結果的に採算の悪化をたどってきておるわけ

であります。消費税の転嫁については、いろいろなご議論がございます。

そんな中で消費税転嫁を抑えるとか、あるいは引き延ばす、こういうこと

をいたしますと、いずれまた料金の値上げとか、あるいはサービスの低下

とか、別のものに形をかえて、さらに大きな負担となって市民に降りかかっ

てくるのではないかと、そんな気がいたしまして、早急に転嫁すべきでは

ないかと思うわけでございますが、お考えをお聞かせいただきたいと思い

ます。

また、平成元年 3月議会において、消費税を転嫁するということで条例

改正が行われております水道、下水道料金、これの実施時期についてどう
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お考えなのか、ぐこれについてもお聞かせをいただきたいと思います。

次に、行政サービスについてお尋ねをいたします。

―第2項目目のミニ市役所の設置につきましては、今まで何人かの議員か

ら同趣旨の質問がございました。これまでの答弁を要約いたしますと、

「四日市には22地区に地区市民センターがあって、すべての地区で窓口業

務が行われていると。しかも、オンラインでコンピューターで結ばれて、

どこでも住民票なりいろんな証明書が受けられる。したがって、 23カ所目

のこういう施設は設置する必要がない」、要約するとこういうようなご答

弁でございました。そこで、お尋ねをしたいわけでありますが、最近の社

会情勢の変化によりまして、共稼ぎの家庭も大分増えてきております。そ

ういう家庭の場合、家のすぐ近くにセンターがあったとしても、なかなか

平日にセンターヘ行けない人があるわけであります。そこで、センターの

休日なり、あるいは夜間のオープンということはできないものかとお尋ね

をいたしたいわけであります。

月のうち第2、第4土曜が閉庁日でございまして、 2回週休二日になっ

ております。そこで、真ん中の第3日曜ぐらい、月に 1回でも結構であり

ますので、窓口業務に限ってセンターをオープンすることができないかど

うか、お尋ねをしたいと思います。

それと、 22カ所までセンターをせっかく設置したのなら、あと一つだけ

上乗せをして、どうして23ヵ所目の駅前のミニ市役所ができないのか、大

変残念に思うわけであります。ことしの秋にアムスクエアがオープンする

ということで、これから近鉄の四日市駅周辺はたくさんの人が集まってく

ることが期待されておりまして、そういう絶好の場所に市が持つスペース

があるわけでございますので、うまく有効利用して現在使われております

国際交流サロンあるいは物産観光センター、こういうものに同居させる形

で構いませんので、窓口業務を行うミニ市役所をぜひとも設置していただ

きたい。再度要望申し上げるわけであります。
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最近、本庁での窓口業務が大変増えてきておるというふうに聞いており

ますが、この本庁が休みの休日とかあるいは夜間、こういう時間帯を、本

庁よりももっと人が集まりやすいこのミニ市役所でカバーしていくと、こ

ういうことがもしできれば、市民の利便は飛躍的に向上すると思うわけで

ありますけども、お考えをお聞かせいただきたいと思います。 ← 

また、最近一部の市で取り上げられております住民票の自動交付機でご

ざいますが、これの導入について四日市はどう考えておられるのか、お尋

ねをしたいと思います。

次に、市営駐車場についてお尋ねをいたします。

市役所や総合会館に来られる市民の方のために、本来ならば無料の来訪

者用の駐車場があるべきではないかと思います。文化会館にしても、ある

いは病院にしてしまた図書館にしても、必ず公共施設には無料の来訪者

駐車場があるわけでありますが、肝心要の市の本庁舎と総合会館にだけ駐

車場がないわけであります。隣の桑名市を調べましたら 133台、鈴鹿市は

50台、津市に至っては 380台もの無料の来庁者用の駐車場が役所のすぐ隣

にあるわけでありまして、日曜日には市民に無料で一般開放されておると

いうことでございます。本市の場合、すぐ隣に市営中央駐車場があるわけ

でありますが、これは原則有料でございます。 •'I 

市役所に来られた方やあるいは総合会館の利用者の方には、 30分以内の

無料駐車券が現在配付されておりますけれども、これはあくまで役所に来

て住民票とかいろんな証書の交付を受けるということを想定して考えられ

た時間でありまして、例えば、総合会館の福祉センタ.....:.‘保健センター等

に来られる方、また自治会長さんが地域のいろんな課題を背負って市役所

ヘやって来て、いろんな部署を歩いて回られる、こんなときにはとても30

分ではおさまらないわけであります。経営状況を頭の中に考えなければい

けない都市計画決定された公共の駐車場に、いわゆる無料の来訪者駐車場

の機能を持たせようということ自体に若干無理があるような気がいたしま
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す。しかしながら、このまま放置いたしますと、市民からの不満の声もま

すます高まってくると思いますので、この無料時間の延長か何か、そうい

う何らかの方法がとれないものか、お尋ねをしたいと思います。

次に、四日市シテイマラソンについてお尋ねいたします。，

四日市シテイマラソンは、ふだん車に占領されております市街地を自分

の足で走ってみよう、こういうスローガンのもとで四日市青年会議所が始

めた事業でありまして、ことしで10回目を迎えました。毎年,2,000人から

3,000人ぐらいの参加者がありまして、四日市の新しい名物の一つになっ

てきておるわけであります。参加者のうちで半分以上が市外からの参加者

でありまして、またその中の半分近くが県外からの参加者でありまして、

ことしの場合ですと、遠い方は栃木県、あるいは四国からわざわざ四日市

まで来て走られる方もあるわけでありまして、四日市の対外PRに大いに

役立っておるというふうに思うわけであります。青年会議所といたしまし

ても、この地域の活性化のために役に立つということで、手弁当で、ボラ

ンティアで協力してくれる人間を、当日は警備とかいろいろ人数が要りま

すので、 200人ぐらい動員をかけまして、いろいろな関係の皆様方にご無

理を言ってこの10年間この事業を続けてきたわけであります。しかしなが

ら、これほどの大事業を一青年会議所だけで今後とも同じように運営して

いくということになりますと、もはや限界に来ておるというのが現状でご

ざいます。何らかの形で行政のバックアップをいただかないことには、最

悪の場合中止せざるを得ない、こういう状態にまで陥っておるわけであり

ます。

また、最近では交通上の問題から、警察が、 「既存のマラソンについて

は既得権として認めるけれども、新規のマラソンは一切認めない」、こう

いう方針を打ち出しておりまして、もしここで中止をいたしますと、もう

四日市では永久に市街地を走るマラソンができなくなる、こんな状況になっ

てまいりました。市と青年会議所がうまくタイアップしていただいて、こ
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の貴重な四日市シテイマラソンを今後とも継続していっていただきたい、

そんなふうに願望をいたすわけでありますが、お考えをお聞かせいただき

たいと思います。

1回目の質問を終わらせていただきます。

〇副議長（毛利道哉君） 財政部長。

〔財政部長（佐々木龍夫君）登壇〕

〇財政部長（佐々木龍夫君） 第1点目の消費税の転嫁について答弁申し

上げます。

消費税は、元年の 4月に施行されまして以来、社会的に定着をしつつは

ございますが、その内容には課題もいろいろございまして、議論が提起を

されてまいっておることは、皆様ご承知のとおりでございます。こうした

ことから見直しにつきましては、早い時期から各方面でその見直しが要請

をされておったわけでございますが、昨年の特別国会では政府の改正案が

提出をされましたものの、衆議院では可決されましたが、参議院では審議

未了の末廃案になると、こういう状況でございましたし、また野党共同提

案の消費税の廃止法案が衆議院で否決されてしまう、こういう大変今、青

山議員の話にもありましたような激動といいますか、大変議論が沸騰した

審議の内容になったわけでございます。したがいまして、そうした動きを

受けまして、その後衆参両院におきまして、税制問題等に関する両院合同

協議会、こういうものが設けられまして、緊急是正案としての消費税法改

正案が議員立法として提出をされました。去る 5月8日に可決成立をした

ところでございます。

しかし、この協議会の中での検討協議の過程では、最も関心の高かった

飲食料品等の取り扱いについては合意を得ることができませんで、 10月を

めどに引き続き専門者会議で協議をする、こういうことになっております。

今回決定をされましたその見直し措置の内容につきましては、まず益税の

解消の問題がございまして、これまで税の徴収時点から納付時期までの期
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間が非常に長いために、とった税から運用益が生じてしまう、こういうこ

とがございまして、税の納付回数を現行の 2回から 4回に増やそう、こう

いうことがございます。

それからまた、簡易課税制度としてみなし仕入れ率というのが適用され

ておるわけでございますが、これが現行2段階から 4段階にいたしまして、

実態に合うように改正をいたします。

それから、こういった課税技術的な問題を是正しますことのほかに、非

課税範囲を拡大いたしまして、負担力の弱い層の方々の軽減を図ろうと、

こういうことなどがその内容となっておりますが、食料品の非課税化とい

うものにつきましては、難問として先送りになったということは、先ほど

申し上げたとおりでございます。そこで、本市におきます消費税の転嫁状

況でございますが、今ご質問の中にもありましたように、本市では現在、

病院、食肉市場、駐車場の 3事業会計につきまして、公営企業あるいは準

公営企業の観点から実施をしておるわけでございますが、上水道、下水道

の両会計につきましては、条例で議決をいただいておりますが、実施時期

につきましては規則に委任をする、こういうことになっております。

なお、現在まだ転嫁をしていないものについて、今後転嫁の見通しはど

うだということでございますが、この消費税というものは法律で定められ

たものでもございますし、これに従っていくのが公共団体としての姿勢で

あるのは当然でございます。しかしながら、一方では公共料金というもの

は、それぞれ決められた政策的な背景というものもございまして、また今

回の消費税につきましては、最も基本的な飲食料品の非課税問題がまだ未

解決ということもございますし、小額料金の課税技術上の問題というよう

なこともございます。こういったもろもろの今後解決しなければならない

検討課題というのが少なくない、こういう状況でございますので、現段階

では同格都市や近隣諸都市の動向を見極めながら検討を加えまして、改正

法が施行されます10月をめどに対応を明らかにしてまいりたい、そのよう
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に考えておる次第でございます。

それから、転嫁をしていないことによる影響はどれぐらいかというお話

でございますが、はなはだ概算でございますけれども、平成 3年度の当初

予算を基準にして考えますと、一般会計におきましては各種の施設の使用

料等で約 3,500万円、それから特別会計で、下水道の使用料等で 4,000万

円、水道事業会計で水道料金等で 1億 7,700万円、こういう試算を我々持っ

ておるところでございます。ご指摘のように、金額としては決して小さな

金額でもございませんし、特別会計につきましてはその影響も少なくない

わけでございますが、先ほど申し上げましたように本市を取り巻く諸般の

事情を勘案した上で、今後転嫁の時期等を求めていきたい、そのように考

えておりますのでよろしくご理解を賜りたい、そのように思う次第でござ

います。

〇副議長（毛利道哉君） 市民部長。

〔市民部長（小畑廣次君）登壇〕

0小畑廣次君 行政サービスの点から 2点ほど質問をされておりますので、

回答いたしたいと思います。

まず 1点目の、窓口休日あるいは夜間サービスの問題、それから 2点目

の、近鉄四日市駅構内のミニ市役所開設の問題でございますが、ご質問の

内容につきましては、昨年の12月議会におきまして答弁を申し上げており

ます内容と若干重複する部分もあろうかと思いますが、まず2点目の近鉄

四日市駅構内のサービス窓口の開設でございます。ご承知のように本市に

おきましては、本庁並びに23地区市民センターを設置しており、いわばき

めの細かい地域サービスを行っているところでございます。先ほど申し上

げましたように12月の議会でも答弁を申し上げておりますように、このす

べての行政窓口を備えております本庁舎での諸証明交付事務が集中化、増

加をしている傾向にあります。さらにまた、この本庁舎が近鉄四日市駅か

ら近距離にあるということも考えまして、ご提案の駅前センターの設置に
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ついては非常に難しい問題であろうと考えているところでありますので、

ご理解をお願いいたしたいと思います。

前後しますが、 1点目の窓ロサービスの夜間延長、あるいは休日開設に

ついても、諸般の情勢で難しい面もありますが、ご提案をいただいており

ます自動交付機につきましては、昨年の 5月の末に自治省が庁舎内に設置

することを条件に、これらの自動交付機の導入につきまして許可をしてい

るわけでございますが、現在これらの運用につきましては、先ほどの質問

にありましたように全国でも二、三の都市が今検討に入っておりまして、

ことしじゅうにはめどを立てるということも聞いています。四日市といた

しましても、これらの利用状況なり運用面での問題を検討いたしまして考

えていかなければならないと思っておりますし、同時に今言われておりま

す完全土曜閉庁の実施時期がいつか来るわけでございますので、これらの

対外サービスという観点から効率的な行財政運営あるいは市民サービスの

両面から、ご提案の窓ロサービスのあり方について、さまざまな方策につ

いて今後検討してまいりたいと、かように考えておりますのでご理解をお

願いをいたしたいと思います。

〇副議長（毛利道哉君） 都市計画部長。

〔都市計画部長（山田 稔君）登壇〕

〇都市計画部長（山田 稔君） 市営駐車場のご質問についてお答えをさ

せていただきます。

市役所には市役所付帯の駐車場がないということ、市庁舎への来訪者や

総合会館利用者の中央駐車場の利用について無料に、あるいは無料時間帯

の延長はどうか、こういったご趣旨のご質問と承りました。それでは、お

答えさせていただきます。

市営中央駐車場につきましては、この駐車場が立地する諏訪町地区は、

市の庁舎や裁判所、商工会議所、銀行等の官庁や共用施設の集積が高く、

本市における中心的な共用施設として位置づけられておるわけでございま
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す。これらの施設の駐車需要におこたえするために、 217台の収容能力を

有する都市計画駐車場として昭和48年4月に旧庁舎の跡地に建設されまし

た。しかしながら、その後庁舎や周辺業務施設、また商店街への来客者等

の中央駐車場への利用が増大いたしまして、路上に待ち列が発生する状況

が見受けられるようになったわけでございます。そして収容能力の増大が

求められるに至りまして、旧市民ホール跡地を活用した新たな市営駐車場

として、平成元年 4月から収容能力 429台の都市計画駐車場として供用開

始しているところでございます。

また、従来の無料駐車場におきましては、広く市民に開放された広場空

間として整備を図るなど、新中央駐車場に統合したものでございます。し

たがいまして、駐車場の位置づけとしましては、市庁舎や周辺商業それか

ら業務施設の来客者を対象といたしました、いわゆる公共、公益的な利用

を目的とした都市計画駐車場でございます。それで、行政サービスの一環

として、市庁舎への来客者や総合会館利用の方々の中央駐車場の利用につ

きまして、無料化に、また無料時間帯の延長をすべきではないかというご

意見でございます。新中央駐車場の建設に当たりまして多額の借入金もし

ておりますし、またその返済に駐車料金を充てておるところでございます。

また、市庁舎への来客者や総合会館利用者すべての方々が、中央駐車場を

利用するわけでございません。公共交通機関を利用されていらっしゃる方

も多いことから、原則とて利用者負担が基本ではなかろうかと考えておる

わけでございます。しかしながら、近年のモータリゼーションの進展によ

り自動車での来庁者も多いために、現在のところ経営状態等を考慮して、

30分間を限度とした無料割引券を交付しているところでございます。さら

にまた、 30分を超過せざるを得ないような来客者の場合、公用性のある要

件に限りまして、おいでいただきましたそれぞれの課の窓口に申し出てい

ただければ、超過時間に応じた回数券をお渡しして、来客者の利便を図っ

ておるところでございます。このような状況をご理解いただきまして、今
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後ともご協力をお願い申し上げたいと思います。

〇副議長（毛利道哉君） 教育長。

〔教育長（丹羽武君）登壇〕

0教育長（丹羽 武君） 四日市シテイマラソンについてのご質問につい

てご答弁を申し上げます。

四日市シテイマラソンについてでございますが、本年も第10回が四日市

青年会議所主催で盛大に開催をされましたこと、心からお喜び申し上げた

いと存じます。四日市市民のスポーツの振興とともに、四日市のPRにも

大いに貢献をしていただいておりますことに対して、深く感謝を申し上げ

る次第でございます。なお、私ども教育委員会、市が共催しております同

様の行事といたしましては、ロードレース大会が18回を数えてきておりま

す。これは中学生から一般男子60歳以上まで、 12種目にわたって約 900名

の参加を得ている大会でございます。また、もう一つ、総合駅伝大会が32

回を重ねてまいっておりまして、現在15チームの参加を得ておるわけでご

ざいます。こういうことで四日市市民は言うに及ばず、近隣市町村からも

たくさんの方々の参加をいただいておりまして、陸上長距離の伝統行事と

してそれぞれ定着をしてきたかと思います。

そこで、ご質問の趣旨のシテイマラソンのことでございますが、現在同

シテイマラソンは、運営実行委員会方式をとられておるようでございまし

て、それにつきましては私ども、市の方といたしましても、その実行委員

会に参画をさせていただしヽて、その中で協力をさせていただいております。

今後もできる限りのご協力をさせてもらいたいと思っております。先ほど

申しましたように、この大会は青年会議所の主催の大会として市民の評価

も高まってまいったところでございますので、青年会議所の意義のある伝

統行事として今後も継続されまして、ますます発展されますことを期待申

し上げておるような次第でございます。

〇副議長（毛利道哉君） 青山弘忠君。
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〇青山弘忠君 ご答弁ありがとうございました。大変経過説明の多いご答

弁で、内容がよくわからないんですが、第 1点目の消費税についてでござ

いますが、先ほどのお話で水道だけでも 1億 7,700万円、こういうことで

ございまして、恐らく利益の半分以上これにとられるんじゃないかという

感じがいたします。この辺もひとつ十分お考えをいただきたいと思うわけ

であります。

また、公共料金の政策的な背景も考慮しなければいかん、こういうこと

でございますけれども、私はこの料金の値上げと消費税の転嫁は、全く別

次元の話ではないかというふうに思います。この料金を支出するというの

は、あくまでコストが上がってそれを抑えられない、そういうときに出て

くるわけで、公共料金のような場合はできるだけコストアップを努力によっ

て抑えていただく。それによってできるだけ料金を上げない、こういう性

格のものであります。しかし、消費税はこのコスト分は抑えることができ

ないわけで、これは国民のいわゆる法律によって定められた義務としての

固定費でございます。したがいまして、私といたしましては、まず転嫁を

する。そしてその上で料金が適正かどうか判断して、さらに値上げの必要

があれば値上げをするし、高過ぎるといえば値下げを考える、こういうふ

うに分けて考えないことには、これは一個のものとして考えますと、いつ

までたっても消費税の転嫁問題は解決しない、そんな気がいたすわけでご

ざいますので、その辺についての市長のお考えをお聞かせいただきたいと

思います。

また、先ほど「10月をめどに食料品の改正があるかもわからないから様

子を見たい」、こういうご答弁でございました。しかし、将来本当に改正

になるかわからない、そういう未来のできごとを想定して、そして現在施

行されている法律は横に置いておくと、こういうのは間違いでないかと思

います。やはり今ある法律をどういうふうに考えるかと、前向きに考えて、

その中で改正が出た場合は考えるというのが本筋でありまして、法律がい
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つ改正されるかわからないということで、この法律はとりあえずいいんだ、

こういうことを言い出すと法治国家日本はパンクするわけであります。そ

の点についての市長のお考えもお開かせをいただきたいと思うわけであり

ます。

統きまして、行政サービスについてでございますが、一応本庁と近鉄四

日市駅が非常に近いので、重なるから必要がないというように受けとめた

わけでありますが、私が申し上げたのは、本庁がやっておる時間に、近鉄

四日市駅にミニ市役所が来てほしいとは言っていないわけで、本庁がやっ

ていない休日、夜間にみんなが集まるから、近鉄四日市駅あたりでオープ

ンしていただくと非常に市民は便利じゃないかな、こういうことを申し上

げておるわけで、その点について再度お考えがあればお聞かせいただきた

いと思います。

今後、週休二日制が進展する、また土曜閉庁が進展するにつれまして、

確実に窓口業務の時間は減っていくわけであります。その辺のこともから

めて今後検討するというご答弁でございましたけれども、そういう中で市

民の方はどんどん生活が多様化していって、行政の方となかなかかみ合う

分が少なくなる。そういう中でぜひとも両者をかみ合わせるためにも、日

曜日なり休日、夜間の営業というものをお考えいただきたい。そんなふう

にご要望申し上げる次第でございます。

それから、市営駐車場の問題でございますが、先ほどのご答弁で、市役

所とか総合会館、車で来る人ばかりでなくて、電車で来る人もあるから自

己負担が原則tミ .,..‘い...、'-っ っことをおっしゃいましたけれども、そうなりま

すと文化会館にしても図書館にしても、病院にしても、また今度できる労

働福祉会館、みんな駐車場は有料にしなければいけない、こういう議論に

なるわけでありまして、その辺市役所の本庁舎だけ特別なものなのか、そ

の辺についてちょっとご意見をお聞かせいただきたいと思います。

また、 30分以上経過せざるを得ない人には回数駐車券を渡しておる、こ
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ういうことでございますけれども、これあまり徹底しないような感じがい

たします。私もあんまり知りませんでした。また、渡す方も財政的な制限

がありますので、そう幾つも幾つも渡せないでしょうし、また来訪者の方

もそういう制度があるということを知らない人が多いと思います。そこで、

今後公用で30分以上滞在するような人に対して、できるだけ回数駐車券を

たくさん出すことができるように、財政的なバックアップ、これをひとつ

財政部長、よろしくお願いしたいと思います。

また、こういう制度があるということを、地区市民センターやあるいは

広報で市民の人にもっともっと PRしていただきたいと思いますが、お考

えがあればお聞かせいただきたいと思います。

次に、シテイマラソンについてでございますが、先ほどロードレースと

か総合駅伝大会のお話がございましたけれども、これはあくまでも緑地公

園の中をぐるぐる回るレースでありまして、外の市街地を走るマラソンと

は違うわけで、シテイマラソンとは趣を異にする行事でございます。

また、ロードレースの場合ですと、参加者の 9割が四日市市民だと聞い

ております。その中の 6割が中学生とか高校生のいわゆる学生が主体とい

うことで、いわゆる一般市民を対象にした事業ではないような気がいたし

ます。教育委員会といたしましても、教育的な学生対象の事業しかやらな

いという、かたくなな態度でなくて、一つは全庁的な観点から、今まで長

年やってこられたロードレースとそして青年会議所が10年間やってきたシ

テイマラソンをうまく合体させる形で、四日市の新しいマラソンというも

のを考えていただきたいそんなふうに思います。隣の桑名市の例を出しま

すと、ちょうど4年前から市が主催して街頭マラソンをやっているわけで、

予算も 300万円ぐらいついて募集から企画、設営、警備に至るまで 100名

ぐらい市の職員の方が出られて、このマラソンを運営しておられるという

ことも聞いております。したがいましてマラソンの事業といものは公共的

な色彩も強い事業だと思いますので、市の方でバックアップしていただい
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ても決しておかしくない、そういう内容を持っておると思います。この点

につきまして教育委員会の立場だけでなくて、全庁的な観点から再度ご答

弁をいただきたいと思います。

それとまた、実行委員会方式で協力をしておるというご答弁でありまし

たが、これは確かに実行委員会に市も入っていただいておりますけれども、

どちらかというと第三者的な立場から行政指導するという感じでございま

して、主催者の側に立って一緒に事業をやろうと、こういうような感じで

はないように思うわけですが、感想をお聞かせいただきたいと思います。

〇副議長（毛利道哉君） 市長。

〇市長（加藤寛嗣君） 消費税についてでありますが、いろいろな項目が

ありまして、すべての項目を画ー的に考えるということはなかなか難しい

面があろうかというふうに思っておりますけれども、原則的には法律で決

められたことはきちっと施行をするというのが私どもの立場ではあります。

しかし、消費税の問題につきましては、国会での一応の審議ができ上がっ

て、飲食に関するものだけが残っているようでありますが、これも10月ご

ろをめどに決められるということでありますので、私どもはその辺をめど

にいたしまして最終的な判断をしてまいりたいというふうに思っておると

ころでありますけれども、一般的に言うと一般会計に入ります消費税とい

うのは、国の方に納めなくてもいいという形になりますし、特別会計のも

のが国へ納めるという大雑把な言い方ですが、そういう形になっておるわ

けであります。

そこで、特に特別会計の中で水道料金に課する消費税の問題であります

が、これは県内ほとんどの市がいまだに決めてないという状況でもありま

す。水道からの持ち出しが非常に多いということになりますが、料金の問

題との関連もあろうかと。内税方式と考えれば、その中に入れられている

というふうに考えてもいいという形でありますので、あからさまにこれを

打ち出して課税をしていくのが、市民の皆様方の受け入れの気持ちがそれ
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にふさわしいものであるかどうかということを、慎重に私は検討してまい

る必要があるんでないか、そういうようなことでございますので、 10月中

までにはそれなりの結論を出していきたいというふうに今考えておるとこ

ろでございます。特に私は水道料金が一番問題になるんじゃないかなとい

うような感じがいたしております。これは食料品に対する課税の問題と飲

料水に対する課税の問題、考えてみれば私の申し上げているところはおわ

かりをいただけるんではないかなと、そんな気がいたすわけでございます。

0副議長（毛利道哉君） 市民部長。

〇市民部長（小畑廣次君） 窓口事務の取り扱いについてでございますが、

これにつきましては住民票あるいはまた印鑑証明等については、ホストコ

ンピューターの稼働の必要性の問題がございまして、さらにまた謄本、抄

本につきましては、現在コンピューター化をされていない、こういう事情

もございまして、防犯上の問題なり、あるいは人員配置の問題なり等々が

ございます。さらにまた戸籍のコンビューター化の問題につきましては、

具体的にまだ法務省で検討がされているところでございますので、これら

を含めて窓ロサービスの問題について再検討をいたしたいと思います。当

面、日曜日あるいは祭日等の交付等につきましては、現在郵送交付予約と

いうことを、本庁の宿直室で行っているわけですが、これらにつきまして

もまだまだ住民に徹底をしていないという面もあろうかと思います。そう

いう面からこれらについても広報よっかいちを通じてPRしていきたい、

そういうことでご理解をお願いをいたしたいと思います。

〇副議長（毛利道哉君） 都市計画部長。

〇都市計画部長（山田 稔君） 中央駐車場は市の庁舎への来訪者のみな

らず、周辺の商業あるいは業務施設、例えば、商店街へ買い物に来られる

お客様も対象としている駐車場でございまして、市役所へ用事で来られ、

来訪を受け付けされた部署での判断あるいは事情もありまして、いささか

PRの不足をしておる、こういった状況もあったかと思われますけれども、
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公用性のある要件で仕事で来られて長引くような来訪者には、当然無料で

超過の時間に見合う回数駐車券をお渡ししなければならないと判断してお

りますので、今後利用される皆様にPRさせていただいて周知を図りたい

と考えておりますので、よろしくご理解いただきたいと思います。

〇副議長（毛利道哉君） 教育長。

〇教育長（丹羽 武君） シテイマラソンの件でございますが、現在教育

委員会がかかわっています競技は、全部で年間 120を受け持っているわけ

でございます。そのうち60を主催しておりまして、スポーツ課といたしま

しても土日をほとんど返上して、今、パンク状態にあるところでございま

す。したがいまして、シテイマラソン、青年会議所が行われております、

それそのまま直ちに受け入れるということも非常に困難な情勢にございま

す。しかし、いろいろと問題もたくさんおありのようでございますので、

今後青年会議所の方とも十分相談を重ねてまいりたいという所存でござい

ます。

〇副議長（毛利道哉君） 青山弘忠君。

〇青山弘忠君 最後のシテイマラソンでございますけれども、青年会議所

としては、その仕事が大変だからそれをすべて市の方へおんぶしよう、・仕

事量を増やそうとしてこういうことを言っておるわけじゃなくて、今まで

どおり仕事をしていきたい、こういうことでございます。しかしながら、

どれだけ一生懸命やっても、市の方から、これは青年会議所が勝手にやっ

ている事業だと、こういう見方をされると、もうやる気持ちがなくなって

くる。この辺のところに問題があるわけでございまして、今後第三者的な

感じで行政指導とか、あるいはいろんな問題点はないかチェックするとか、

そういうようなことだけではなくて、青年会議所と同じ意識に立って、同

じ土俵に立って四日市のマラソンをやっていくんだと、こういうことで頭

を切りかえていただきたい、こういうことを申し上げておるわけでござい

ます。今後の運営につきまして、どうしていくかということについて、市
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と青年会議所と陸上競技連盟、その他関係者が集まっていただいて、ひと

つ協議会のようなものでご検討いただきたいと思いますが、その点最後に

お伺いしたいと思います。

それと前後しますが、消費税について、昨日の新聞にも一切消費税を転

嫁しておりませんでした名古屋市の西尾市長が、消費税の転嫁を検討する

と。その理由として、やはり見直し法案が通ったことは、大分状況が変わっ

たと、こういうふうに報道されておりましたので、今後そういう市がどん

どん出てくるように思います。その辺のところも十分見ていただきながら、

四日市としての方針を確立いただきますようにお願い申し上げます。

〇副議長（毛利道哉君） 教育長。

0教育長（丹羽 武君） 再度のご質問に対してでございますが、私ども

も三洒陸上競技協会、関係団体とも協議する中で、先ほども申し上げまし

たように青年会議所の方とも運営について今後ご協議申し上げていきたい

と存じます。

〇副議長（毛利道哉君） 本日はこの程度にとどめることにいたします。

次回は、明日午前10時から会議を開きます。

本日はこれをもって散会いたします。

午後4時散会

会 議 録

第 4
 
日

（平成 3年 6月19日）
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'I ,I I 

〇 譲事日程第4号

第1

第2

第3

平成3年6月19日（水） 午前10時開議

一般質問

議案第52号ないし議案第68号 ………………… 質疑・委員会付託

議案第69号ないし議案第73号 ………………………… 説明・質疑
委員会付託

議案第69号工事請負契約の締結について

一諏訪公園雨水調整池導流管布設工事（その 1)-

議案第70号工事請負契約の締結について

一諏訪公園雨水調整池導流管布設工事（その 2)-

議案第71号工事請負契約の締結について

ー北部雨水5号幹線函渠布設工事（その 1)-

議案第72号工事請負契約の締結について

ー北部雨水4号支線管渠布設工事（その 1)-

議案第73号工事請負契約の締結について

一雨池2号幹線水路築造工事（その 2)-

0本日の会議に付した事件

議事日程のとおり

〇出席議員 (39名）

青山弘忠

小井道夫

石川勝彦

市川悦子

市川正徳

伊藤正数
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伊藤雅敏 堀内弘士

伊藤正巳 益田 力

大島武雄 水野和子

大谷茂生 水野幹郎

小川政人 毛利道哉

川村幸善 森 真寿朗

喜多野 等 〇欠席議員 (2名）

久保博正 宇野長好

桑原 勇 坂口正次

小林博次

佐藤晃久 〇出席議事説明者

佐野光信 市 長 加藤寛嗣

瀬川憲生 助 役 片岡ーニ

田中 武 助 役 加藤宣雄

田中俊行 収 入 役 毛利道男

谷口廣睦 調 整 ..Dll. 臣 鈴木一美

土井数馬 市長公室長 栗本春樹

豊田忠正 計画推進部長 馬淵則昭

中森揃― 総務部長 石川徹夫

野崎 洋 財政部長 佐々木龍夫

野呂平和 市民部長 小畑廣次

橋本 茂 福祉部長 田中昌治

橋本増蔵 商工部長 米津正夫

長谷川昭雄 農林水産部長 黒田昭公

日置紀平 環境部長 鵜飼 滋

藤井浩治 都市計画部長 山田 稔

古市元 建設部長 西田喜大
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下水道部長 岡田幹夫

消 防 長 島村 陸

消防次長 浜谷敏彦

病院事務長 中村 督

水道事業管理者 奥山武助

水道局次長 藤田高司

教 つ目 長 丹羽 武

教育次長 宮田 勉

代表監査委員 樋尾 裕

〇出席事務局職員

事務局長 長谷川昭彦

議事課長 伊藤千秋

議事課長補佐 福島和幸

議事係長 玉田耕士

主 幹 井上紀久夫

主 幹 水谷正昭
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午前10時1分開議

〇議長（川村幸善君） これより本日の会議を開きます。

ただいまの出席議員数は39名であります。

本日の議事につきましては、お手元に配付いたしました議事日程第 4号

により取り進めますので、よろしくお願いいたします。

日程第 1 一般質問

〇議長（川村幸善君） 日程第 1、これより一般質問を昨日に引き続き行

います。

順次発言を許します。

橋本増蔵君。

〔橋本増蔵君登壇〕

〇橋本増蔵君 おはようございます。

通告に基づきまして順次質問をいたします。

まず、豊かな時代における弱者対策についてお伺いいたします。

私のことを先に申し上げますので、お聞き苦しい点もあると思いますが、

これは質問に直接関係がございますので、しばらくの間ご辛抱のほどをお

願い申し上げます。

私は、声帯を痛め、声が出なくなり、随分と苦しみました。人間生きて

いて物が言えない、話ができないということは、死よりもつらい、精神的

な苦痛を味わいました。幸いにも病院、先生方々の精魂込めての手術によ

りまして、おかげさまにて、もう二度と再びこの懐かしい壇上より質問が

できないかと、一時は絶望のふちに立たされておりましたが、三重大学で

2回、京都大学で 2回、計4回の手術に成功いたしまして、こうして声を

授けていただき、質問のできますことは感慨無量であります。

三重大でも京大でも、入院中見たことは、隣のベッドで苦しんでる患者

の姿、同じ病気で苦しんでいる患者の様子、苦しむ箇所こそは違えども、

- 165 -



苦しむことは皆同じであります。病院には、急性期で重症の患者から回復

期にある患者まで、さまざまな段階の患者が入院しております。各病棟と

も子供の多いことに驚きました。子供が入院をすると、母親とともに入院

し、父親も毎夜、仕事が終わりますと、病院に来てみえます。家族ぐるみ

の方もおられました。このような苦しむ方々は病院だけにとどまらず、家

で苦しんでいる人、施設で苦しんでいる人、障害で苦しんでいる人たちが

おられる。このような方々を少しでも助けるよう、温かい手を差し伸べる

ことはできないのか。この苦しみを身をもって体験いたしました私は、声

が取り戻せたら、このご恩返しに、何とかして少しでも助けてあげたい、

助けなければならないと、強く決心をいたしました。この決心が、本日の

質問であります。ご答弁のほどをよろしくお願い申し上げます。

当市は、四日市市総合計画基本構想の五つの柱の中の一つに、 「健康で

心のかよう福祉のまちづくり」として取り組んでおられますが、今日現在、

市独自の施策は何と何か。また、今後どのようにそれを進めようとしてお

られるのか、お聞きいたしたい。年齢階層別、あるいは病状別により異な

りますが、対象人員等お知らせのほどをお願いいたします。

また、幼稚園、保育園の園児の中で、重症及び傷害により、途中で就園

できない者はいないでしょうか。あった場合はどのような措置をされまし

たか、お尋ねいたします。

次に、同じ質問になりますが、小中学生につきましてはいかがでござい

ましょうか。小中学生は、園児と違いまして、義務教育でありますので、

考え方もおのずから違います。途中就学できなくなった生徒はいないでしょ

うか。もしあるとするならば、どのような措置をとられ、今後どのように

しようとするお考えか、お知らせのほどをお願いいたします。

次は、高齢社会についてお伺いいたします。

我が国は、今や平均寿命80歳という世界最長寿国になり、さらに21世紀

には 4人に 1人が65歳以上の人口という、世界で最も高齢化の進んだ国に
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なる。高齢化社会を負担の重い社会というイメージだけでとらえても、何

の解決にもなりません。人類の永遠の夢であった長寿、人々が本当に喜べ

る、この長い生涯を健康で生きがいと喜ぴを持って過ごすことができて、

初めて人は長寿をことほぐ高齢化社会を、明るく活力に満たちたものにす

るには、いかに構策するか、その検討を重ねることが急務と言われており

ますが、具体的にはどのようなことを行いますか、お伺いをいたします。

次に、年をとると、肉体的、精神的な衰えを迎えるのは避けられないが、

少しでも長く健康であるにはどうすべきか。平均寿命が伸びて、ほとんど

の人が高齢化社会を体験するとき、楽しい老後があるのか。老化の程度は

一律ではないどころか、甚だばらついていることであります。ある人は寝

たきり老人や痴呆性老人など、介護を要する老人の数も急速に増大してお

ります。ある人は暦年齢よりも10歳以上も老け込んでいるし、ある人は本

当に暦の年より10歳以上も若いという不公平が見られるのであります。

ここに高齢化社会の難しさがある。理事者の皆さんも随分ご苦労されて

おられると思いますが、このばらついた体力の方々に、それなりに少しで

も楽しい老後をと思うのであります。戦前、戦争中、そして戦後と苦難な

ときが青春時代でありましたのが今日の老人であります。この不公平な体

であっても、少しでも楽しめる明るい老後を送るにはどのような手を打っ

ておられますのか、お伺いをいたします。

次は、老人と赤ちゃんについてお伺いいたします。

将来の人口統計は、出生、死亡、平均寿命などについて一定の前提に基

づくものですが、ところが、このうち出生数が予想を下回って、かなり減

少していることが気がかりです。というのも、この傾向が続けば、人口高

齢化の進展は現在の予測よりもさらに深刻化すると考えられるからです。

我が国の平成元年に生まれました赤ちゃんは 124万,7,000人、この数字

は明治32年の調査開始以来最低の数字であります。人口推計の予定よりも

21万人も下回りました。我が国がかつてない少産時代に入ったと言えるで
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しょう。国、市等においても助産費を支給したり、所得限度額により医療

手当等を受けておりますが、そんなことぐらいでは解決できる問題ではな

く、子供を産むのがどうして少ないかと女性の方に聞いてみますと、女性

の立場からは、教育に金がかかり過ぎる、経済的な理由、子供が成長して

から再び仕事につくのに条件が悪い。晩婚化、女性の自立、老後を考える

等々の理由が挙げられております。この問題について、今月 7日の新聞で、

老人人口、 7年後子供を上回る。 30年以内には高齢者1人を、赤ちゃんを

含めて 3人足らずで支える時代になると厚生省は報じております。もっと

早く手を打つべきであったとも思いますが、今ごろになって厚生省は、女

性の社会進出を背景とした晩婚化が少産化の一因と分析、労働力確保、若

年層の社会負担増などが深刻になると、出生率アップに向けた対策を検討

すると報じております。

市長さん、この国を挙げての重大問題をどのように思われて、どのよう

にしようとしておられますのか、お尋ねをいたします。

第1回目の質問を終わります。

〇議長（川村幸善君） 福祉部長。

〔福祉部長（田中昌治君）登壇〕

〇福祉部長（田中昌治君） つらい病気に打ちかたれまして、お元気にな

られたことを、心からお喜び申し上げます。

答弁でございますが、 1番目の豊かな時代における弱者対策についての

うち、福祉関係についてお答え申し上げます。

健康で心のかよう福祉のまちづくりの取り組みは、主に福祉と保健の施

策の充実が重要でございます。

ご質問の「健康で心のかよう福祉のまちづくり」の取り組みにつきまし

ては、まず高齢者の問題でございますが、高齢化の進展によりまして、年

々何らかの援護を要する老人は増加していくものと思われます。現在、 65

歳以上の老人は、本市では 3万 877人でございまして、このうちいわゆる
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弱者として援護を要する老人につきましては、重複するところもございま

すが、ひとり暮らし老人は約 1,900人、寝たきり老人は約 1,400人、この

うち在宅の寝たきり老人は約 500人で、痴呆性老人は 1,600人と推定して

おります。

これらの福祉対策といたしましては、在宅福祉と施設福祉に分けられま

すが、在宅福祉につきましては、ホームヘルプサービスとしてホームヘル

パー45人を 126世帯に派遣しております。デイサービスにつきましては、

月間 102人が通っておりまして、また訪問給食は、 75人に月間 1,814食の

配達をしております。訪問入浴につきましては、 139人に月間 236回の入

浴サービスを行っております。ショートステイにつきましては、年間 215

人が延べ 2,681日利用しております。これらの施策を中心といたしまして、

それぞれ援渡を要する老人の状況に応じまして、在宅生活の支援を行って

いるところでありまして、今後につきましても、ホームヘルプサービス、

デイサービス、ショートステイを在宅福祉の 3本柱として拡充していく考

えでございます。

次に、施設福祉でございますが、特別養謹老人ホーム及び養護老人ホー

ムの入所であります。現在、特養ホームに 416人、養護老人ホームに 134

人が入っていただいておりまして、本年5月には市内で80の増床を図った

ところでございまして、現在の時点での入所需要には十分おこたえしてお

ります。今後につきましても、入所の需要を見ながら、その整備に努めて

いきたいと考えております。

次に、障害者福祉についてでございます。

現在、身体障害者手帳の交付を受けている方は 5,310人であります。大

体の内訳といたしまして、視覚障害を持ってみえる方が 528人、それから

罪唖の方が 705人、それから肢体不自由の方が 3,216人、心臓とか呼吸器

とか、そういった内部障害の方が 861人でございます。また、療育手帳を

受けている方は 770人でございます。このうち重度障害の方は、身体障害
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者の方で 2,269人、療育手帳を受けている方で 319人でございますが、障

害の種類等によりまして支援の方法が異なりまして、重度・軽度を問わず、

きめ細かな対応が必要であると考えております。

現在の主な施策といたしましては、障害の軽減補完対策といたしまして、

補装具の交付、修理を 788件、医療援護対策として心身障害者等医療助成

を行っており、その助成額は、平成2年度で 1億 5,570万 7,000円でござ

います。家庭生活の支援としては、ホームヘルプサービスを76世帯に実施

しております。また社会参加の促進という観点から、昨年開所いたしまし

た障害者福祉センターでデイサービスにも取り組んでおりまして、平成2

年度の実績は、 445回の事業に 3,783人が参加しております。その他タク

シー料金の助成、ガイドヘルパーの派遣等を実施しております。さらに、

小規模授産事業の充実にも努めておりまして、 144人が通っております。

また、更生施設や授産施設、療護施設への入所あるいは通所は、それぞれ

149人、 160人でございます。

主な福祉施策について申し上げましたが、それぞれの状況に応じたきめ

細かい支援と全体のバランスのとれた福祉の充実が必要であると考えてお

りますので、今後とも積極的に取り組んでまいりたいと存じます。

次に、 2番目の高齢化社会についてでございます。

医学の進歩等によりまして、多くの人々が80のよわいを達成できるよう

になったことは大変喜ばしいことでございます。しかし、その一方でさま

ざまな問題が個人のレベルを超えまして、社会的問題として大きくなりつ

つございます。この老人問題を解決いたしまして、高齢化社会を明る＜活

カのあるものにし、介護を要する状態でありましても、楽しめる明るい老

後を実現するためには、老人自身はもとより、老人を取り巻く家庭、地域、

行政、企業等の多面的な取り組みが必要でございます。

その中で、行政におきましては、関連分野が相互に連携をとりながら総

合的な施策の展開を行わなければなりません。特に、自治体行政にありま
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しては、福祉、保健、教育等多くの分野におきまして積極的な事業の推進

を図ることが重要でございます。

そのため、本市では昨年8月に「福祉環境整備について」の通達を全部

の部局に出しまして、全職員の自覚を促したところでございます。参考ま

でにちょっと読ませていただきますと、 「障害者や高齢者等が安心して外

出でき、さまざまな社会活動ができるよう都市環境を整備することは、各

部局が行う施策に共通する基本的な課題である。このため、本市では従来

から四日市市福祉環境整備指導要綱により、公共施設はもちろん、民間施

設にも協力を求めてその実現に努めてきたところであるが、まだまだ不十

分である。よって、今後の新たな施策整備はもとより、立案施設について

も可能なところから計画的に改善するなど、常に障害者や高齢者を念頭に

置いて事業を実施するよう通達する。なお、民間施設についても、それぞ

れの部局において指導されたい」と、こういう通達を全部局に出させてい

ただいております。

福祉の分野におきましては、ひとり暮らし老人、寝たきり老人等の要援

護老人が今後ますます増加することが予想されますので、施策の策定に当

たっては、量的にも、質的にも充実を図る必要がございます。具体的には、

施設福祉対策につきましては、要援護老人問題の有効な解決策であります

ので、今後も一層の拡充を図ってまいりたいと存じます。

また、在宅生活を維持できるような福祉施策に対するニーズも高まって

おりますので、これに対応する在宅福祉対策の整備、拡充を積極的に進め

てまいります。

これらの施策の実施に当たりましては、今後は住民の身近な場所でその

展開を図るようにすることが重要でございます。したがいまして、福祉サー

ビスの供給主体である老人福祉施設の地域への適正な分散配置を促進いた

します。同時に、地区市民センターにおける地域福祉対策の充実強化を図

ることによりまして、要援護老人に対する公民一体となった総合的な支援
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体制をつくるよう、今後とも努めてまいりたいと考えております。

ご質問の趣旨をよく心にとめまして、仕事をしてまいりたいと存じます

ので、今後一層のご指導とご支援を賜りますようお願い申し上げて、答弁

とさせていただきます。

〇議長（川村幸善君） 教育長。

〔教育長（丹羽武君）登壇〕

0教育長（丹羽 武君） 最初のご質問の 2番目にございました、病気や

けがで長期に欠席しておる幼児、児童生徒の指導についてのご質問につき

まして、お答えを申し上げたいと存じます。

公立幼稚園におきます、平成 2年度における病気やけがによって 1カ月

以上の長期欠席をした園児は、 4歳児で 5名、 5歳児で 3名の計8名がお

りました。これらの長期欠席した児童につきましては、園長あるいは担任

が、家庭あるいは病院を随時訪問をいたしております。その際に、幼稚園

で行っております折り紙であるとか、あるいは園でいろいろと作製した、

そういった作製物を見せたり、あるいは絵本の読み聞かせをそこでいたす

などして、幼稚園にいると同じような雰囲気をできるだけつくる配慮をし

て、一日も早い回復を願って、また元気づけをしておるというのが実情で

ございます。

小中学校におきましては、平成2年度の病気とか、あるいはけが等で 1

カ月以上の長期欠席をした生徒は、小学校で20名、中学校で33名がおりま

した。その主な原因につきましては、ぜんそく、腎炎、骨折といったよう

なものが挙げられております。

このように病気とかけがによって長期欠席をやむなくされた生徒に対し

ましては、やはり学級担任が中心になりまして、家庭とか病院等を訪問を

いたして、児童生徒の病状の把握を的確に行うとともに、また、病状に応

じてでございますが、随時自習材料等も与えるなどして、学習のおくれを、

入院中でも、少しでも取り戻すような手だてもいたしておるところでござ
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います。また、病気回復をして登校をしてくるようになった段階におきま

しては、その期間にもよりますが、放課後などの時間を利用いたしまして、

それぞれ個別の指導等を行いまして、 1人1人の児童生徒のそういった実

罪：こ即して、きめ細かく指導しておるところでございます。

なお、ぜんそく、神経症、腎炎、肥満、それから自律神経失調症といっ

たような病状のもので 6カ月以上の治療を要すると診断された児童生徒に

つきましては、現在、津市にある県立三重病院に入院をいたしまして、病

気の治療を受けるとともに、そこに設置されております県立緑ケ丘養護学

校で学んでおるわけでございます。本市からもこの緑ケ丘養護学校には、

平成 3年、本年の 5月1日現在でございますが、小学生で10名、中学生で

6名が在籍しております。

今後も、こういうふうにして学業途中、病魔等に冒されまして入院を余

儀なくされました幼児、あるいは児童生徒に対しましては、先ほど橋本増

蔵議員のご指摘がございましたように、温かい心を持って、そういった生

徒に万全を尽くす手だてをしてまいりたいと存じておりますので、何とぞ

ご理解をお願いいたしたいと存じます。

〇議長（川村幸善君） 市長。

〔市長（加藤寛嗣君）登壇〕

0市長（加藤寛嗣君） 赤ちゃんの出生率が減ったことについて私にお尋

ねがございました。

このたびの一般質問の中で、大島議員の再質問に私はお答えをいたしま

した。今、対策を持っておりませんという、時間の関係で大変申しわけな

かったと思うんですが、考えていることを詳しく申し上げる余裕がありま

せんでしたので、あのような答弁になったことはお許しをいただきたいと

いうふうに思いますが、先ほどの橋本増蔵議員のご質問、今日、少産時代

に入ったということが日本では言われておるわけでございまして、最近、

若い人々の間に、男性、女性を問わず、独身で過ごそうという考え方の人
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々がかなり増えつつあるというふうに開いております。また、結婚をいた

しましても、子供は余りたくさん産まないと。最近、時々いろんな情報を

見ておりますと、 3人以上は欲しいなとか、そういうような若い方々もお

みえのようでございますが、これは一般的な傾向にはなっていなんじゃな

いかと。その証拠が、先ほどご指摘がありましたように、出生率の減少と

いうことにつながっていることを思えば、やはり余り子供は持ちたくない

という傾向が見受けられると言っても差し支えないかと思います。

このままで数十年過ごすということになりますと、将来、日本民族の活

力ということに極めて憂慮されるような状況が出てくるであろうと。何と

かもう少し子供さんを産んでいただくような方策というものを考えなけれ

ば、日本民族の将来、国家の将来というものも極めて不安になっていくで

あろうということは、大体推定可能になるわけであります。

したがいまして、一体これをどうしたらいいのか。実は、先ほど申しま

したような現象は、何か一つ手を打ったらそれで解消できるというほど単

純なものではないと私は思っておりまして、非常に複雑である。これを解

決していくためには、国を挙げての相当な努力が必要ではないだろうかな

というふうに思っておるわけであります。

一体結婚をした場合、その個人にとってはどういうことになるのか。当

然、夫婦の 2人の間の人間関係というものが生じてまいります。そして子

供ができますと、子供の育児の問題、あるいは 2人の間の人間関係という

ことでございますが、その 2人にさらに両親があるわけでありますし、あ

るいはその兄弟もあるというような場合には、それぞれの人間関係という

ものは極めて複雑になってまいります。

最近、個の確立というようなことがよく言われるようになりました。要

するに結婚してもだれの従属者でもない。家族で親子の関係ができても、

子供も親の従属者ではないと。個の、 1個の人間として、やっぱり確立を

させなければならぬと。それには育児、教育の問題等、あるいは地域社会
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とのかかわりの問題等がありますので、複雑な人間関係が絡み合ってまい

ります。同時に、この子供たちが成人して独立した後、また老後の 2人が

あるわけでありますが、それも老後の 2人だけの関係ということで割り切

るわけにはいかないような世の中の状況が現出しつつあるということでご

ざいます。

したがいまして、一体どういうふうに手を打っていったらいいのかとい

うことについて、私自身まだこれといった考え方がまとまっているわけで

はありませんし、先ほど申しましたように、大部分のこれに対する施策と

いうものは、国を挙げて考えなければならない施策であろうかというふう

に思っております。結婚をした後で家族とともに過ごす時間が、両親が子

供、両親ともども、あるいは子供を含め、さらにはその周囲の人間関係を

含めて十分なコミュニケーションがとれるような時間帯を、それぞれが持

つようになることが必要ではないかというふうに思いますし、先ほどご指

摘のありましたように、子供が成人した後もう一度社会に帰つて仕事をし

ようと、あるいは老後の生きがいを求めようというような場合に、それぞ

れの立場で安定した生活ができるような収入を得られるような場面をつくつ

ていかなければならないということもございます6

こういったようなことを考えてみますと、大変複雑に絡み合った問題で

ございますので、実は私は、今直ちに、これは市長として、あるいは市の

行政としてどう取り組んだらいいかということについての具体策を持って

いないというところが、正直な私の今日の状況であります。しかし、それ

でいいのかと言ったら、私は決してそれでいいとは思っておりません。し

たがって、地方自治体として打てる対策は何か。やらなければならない対

策は何か、こういうことをやはり研究をして、結論を出して、それを実行

をしていく必要があるということでございますので、私は、できれば本年

度内に、部内的に、あるいは、部内的にという表現はまずいんでございま

すが、何らかの研究委員会みたいなものを構成して、十分に皆さんでご議
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論をいただいて、結論といっても、それが果たして当たっているかどうか

ということになると問題でありますが、何らかの方策を見出していただき

たいというふうに考えておるのでございます。

大変言いわけがましいようなご答弁になって申しわけないんでございま

すが、そこに活路を見出す以外にはないのかなというのが今日の心境であ

りますので、その点をご理解をいただきまして、また皆さん方から貴重な

ご意見を賜ることができれば大変ありがたいなということでございまして、

答弁にかえさせていただきます。

0議長（川村幸善君） 橋本増蔵君。

0橋本増蔵君 ご答弁まことにありがとうございました。

第1点、第 2点は福祉問題でございまして、福祉というものは間口が広

く、奥行きが深く、行けども行けども、

0議長（川村幸善君） 時間が参りましたので、橋本増蔵君の一般質問は

この程度にとどめさせていただきます。

暫時休憩いたします。

午前10時43分休憩

午前10時56分再開

0議長（川村幸善君） 休憩前に引き続き会議を開きます。

日置紀平君。

〔日置紀平君登壇〕

0日置紀平君 通告に従い、質問をさせていただきます。

＾私も新人で初めての体験でございますので、どうかよろしくお願いを申

し上げます。

私の質問は 3点でございますが、まず一つに四日市市立技術専門学校の

新設について、二つ目に中小企業工業団地の開発について、三つ目に四日

市南部への総合体育施設建設について、以上3点でございます。
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まず、四日市市立技術専門学校の新設についてでありますが、その目的

は、現在、日本は多くの工業製品を諸外国に輸出し、国内経済に大きく貢

献している状況でありますが、そのウエートを大きく占めておりますのが

自動車であり、エレクトロニクスであり、ハイテク製品等、これらの製品

が黒字の大きな比率を占めているわけでございます。どの製品をとりまし

ても、日本で生まれて育った商品ではなくて、アメリカ、またはヨーロッ

バ等におきまして生まれ、育って、その後に日本の各メーカーと技術提携

をした後、国内のそれぞれメーカーは、それなりの独特の日本式の生産シ

ステムによってコストダウンを図り、さらに品質管理の向上を図り、生ま

れ変わった製品は、高級にして原価の低減に成功したそれらの商品を再び

生まれた母国へ輸出していって、国内の黒字に貢献しているという状況で

ございます。

日本で生まれた商品といえば、私たちが毎日使っております電気炊飯器

が唯一の商品ではなかろうかと思うわけでございますが、これでは経済大

国として大変難しいわけであります。貿易摩擦はさることながら、今日、

特にアメリカでは、昨年の春ごろからこういった商品の特許権に絡む、い

わゆる知的財産権の要求が日ごとに強くなってまいっております。こうな

りますと、日本の各エレクトロニクス、こういったメーカ一における打撃

は大変大きいものがあると思いまして、今後日本が本当に世界に信頼され、

そういった商品を輸出できる環境をつくるためにも、早急に独創力を身に

つけて、私の提唱する専門技術学校という大きな目標に向かってやらなけ

ればならないと思うわけーでございます。

その目的の二つ目に、四日市に生まれて四日市で育ち、そして地元の学

校で学びながら、地元の企業に勤めて地域社会に奉仕する学生を養成する

ためにも、私はこういった専門学校が必要であると考えるわけでございま

す。現状では、四日市で生まれた子供たちが、四日市で高等学校までの教

育を受け、大学は関西、関東で学び、そのままその地域の大手企業に就職
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して、地元に帰らない学生たちが大変多いのが実情であります。こういっ

たことでは、地元北勢地域に有力な企業がありながら、地元産業の育成に

貢献できないということも現状でございます。

今、大変な国内の好景気に支えられまして、この北勢地域でも人手不足

という問題は、非常に大きな問題でございます。何としてもこの問題を解

決するためにも、この地域における技術専門学校が必要であろうと思うわ

けでございまして、この点について、関係の方々のご所見をお願い申し上

げます。

二つ目に、中小企業を主体とした工業団地の開発についてでございます

が、この質問も、どちらかといえば私の 1番目と関連するところがあるわ

けでございますが、まず、この団地の開発につきましては、市内にはこの

中部圏に存在します大手企業の下請さんのそういった 1次、 2次、 3次、

4次あたりの企業の皆さんが、四日市市内の住宅ゾーンの中に工場が立地

しておりまして、その住宅周辺の住民の皆さんが日夜公害に悩まされてお

られる環境も多数ございます。

特に、この業界は、今流行の一つとなりました、 「3K」という言葉が

流行しておりますけれども、 「きつい、危険、汚い」のこの言葉でありま

すけれども、こういった言葉が流行したからではないでしょうけれども、

こういった鉱工業の関係へ就職を希望する生徒が大変少なくなっておりま

す。そういったことからも、よい環境、よい製品、よい人材を目指す必要

が、企業の皆さんの中にはあるわけでございます。グリーンベルトに囲ま

れた明るい環境の中で楽しい環境づくりを演出する必要があり、小規模事

業所の皆さんでは、 1社ではこういった環境づくりは大変困難なことになっ

ておりまして、共同事業で、組合活動により、これらの諸問題と取り組ん

で、大企業に負けない強い体質をつくり上げて、企業改善と人手不足の解

消に努力をしなければならない現状であります。これについてもご所見を

よろしくお願い申し上げます。
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最後に、四日市南部への総合体育施設の建設についてでございますが、

この目的は、平成4年でございましたか、週40時間の指導がどんどん各組

合、業界等を通じて行われておりまして、国民 1人1人の余暇利用率が大

変高まっております。

そういったことから、これら問題を改善し、市民の皆さんが健康で心豊

かな楽しい生活ができますよう、これらの施設が必要となるわけでござい

まして、現在では 3カ所、 1カ所は北部の方で霞の公園、それから三滝の

公園、そして南へまいりまして中央緑地公園という、大きな施設としては

3カ所ではなかろうかと存じますが、四日市南部、特に内部地域、河原田

地域におきましてのこういった施設をぜひ設置して、推進をしていただけ

ないものかどうか。あと、西部の方としても残される点があろうかと存じ

ますが、この点について、関係の方々のご所見をお願い申し上げたい。

以上、私は質問 3件でございます。よろしくお願いいたします。

0議長（川村幸善君） 片岡助役。

〔助役（片岡一三君）登壇〕

0助役（片岡一三君） 私から、第 1点目の技術専門学校についてお答え

をさせていただきます。

日置議員おっしゃるように、ほとんど資源を持たない我が国が今後とも

貿易立国、技術立国を目指さなきゃならないということは、ご指摘のとお

りでございます。特に、貿易摩擦の原因の一つとして、今も言われておる

と思いますが、基礎研究ただ乗り論というのがございまして、アメリカな

どが巨額の費用を投入して開発をいたしました技術なり研究を、日本が応

用、商品化して、そして大きなもうけをしておると、こんな批判もござい

ますので、おっしゃるように、やはり創造性豊かな技術の開発ということ

が強く求められているというところでございます。

”そこで、技術専門学校の件についてでございますが、やはり本市の産業

政策上、企業が求めている人材の養成ということは必要なことというふう
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に判断をいたしているところでございます。

四日市市内には、現在、人材養成機関といたしまして、ソフト面での技

術者養成機関が二つほどございまして、これは情報関係、情報処理関係の

民間の専門学校でございますが、ご承知のように、本年 4月には、今後の

情報化社会に対応したコンピューターの高度な技術者の養成を目的といた

しまして、株式会社三重北勢ソフトウエアセンターを第 3セクタ一方式で

設立をいたしたところでございます。

ハード面についての養成機関といたしましては、公立の職業訓練機関と

して、末永町に経理事務、一般事務を対象といたしました県立の四日市高

等技術学校がございます。もう一つは、西日野町に雇用促進事業団立の、

ただいま名称は変わりましたが、かつての三重総合高等職業訓練校、これ

がございます。ここでは、主として新卒者を対象といたしました鋳造科が

ございまして、そこで鋳造法なり材料、製図等の専門学科を中心に、鋳鉄、

また非鉄金属鋳物についての指導等をされております。さらに、この訓練

校におきまして、雇用保険の被保険者を対象といたしまして、能力の再開

発、職種転換を目的といたしまして、電気制御科、電気機器科、機械加工

科等の課程がありますが、しかし、これは就業年限が非常に短期でござい

ますのと、それから高齢者の方を一応対象にしておるというふうに伺って

おります。

ご指摘の電子機器工学や先端技術に関する分野についての新卒者に対す

る専門科目等は設けられておりません。したがって、冒頭申し上げました

ように、やはり本市の産業政策上、こういった技術者養成の機関を、やは

り必要であるということを考えております。しかしながら、こういった学

校の設置につきましては、 18歳人口が来年をビークとして減少傾向にある

と、これが一つ。それから、生徒の確保の問題。業界が必要といたします

分野の把握をしていかなければならない。さらには財政上の問題等、さま

ざまな課題がございまして、直ちに市立の技術専門学校をつくるというこ
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とにつきましては、なかなか難しかろうというふうに判断をいたしており

ます。しかしながら、先ほど来申し上げておりますように、やはりこういっ

た人材を養成する機関というのは必要だというふうに判断をいたしており

ますので、既存の職業訓練機関への、ご指摘の先端的な技術課程を新しく

設けていただくと、こういったことについて、関係機関に働きかけていき

たいというふうに考えておりますし、また、民間専修学校の誘致について

も、その可能性を探っていくいく必要があるんではなかろうかと。そこで、

今後、この誘致についての情報のご提供であるとか、また、ご助言、ご支

援を賜りたいと、このように思っておりますので、この上ともひとつご支

援を賜りたいというふうに思っております。

〇議長（川村幸善君） 計画推進部長。

〔計画推進部長（馬淵則昭君）登壇〕

〇計画推進部長（馬淵則昭君） それでは、 2点目の中小企業工業団地の

開発につきまして、お答えをさせていただきます。

特に、ご指摘もありましたように、市街地にございます中小企業、特に

製造業におきましては、 「きつい、危険、汚ない」と、日置議員もご指摘

のとおり 3Kのイメージが強く、人手不足の昨今、人員の確保が非常に厳

しい状況にございます。さらに、住宅と工場の混在する地域に立地してい

るケースが多くございまして、生産性の向上とか、生産規模の拡大とか、

労働環境の改善、充実、こういったことを図ることが市街地の中では非常

に困難な状況にあると。適当な用地が確保されれば移転をしたいというふ

うに考えられておられる中小企業も多いと聞いております。

ちなみに、通産省の方で、昨年でございますけれども、調査しました、

これは大都市における工場の移転意向に関する調査でございますけれども、

特に首都圏、中部圏、近畿圏、従業員50人以上の工場すべてにつきまして、

移転促進地域の中の工場を調査をしたわけですけれども、その約半数が、

将来の移転、可能性も含めまして、 「移転したい」というようなアンケー
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トになっていますし、また、移転の形態も、 「一部移転」「全部移転」と

いう形態も含めまして、それぞれ半数以上がそういった形態を考えている。

また、移転の理由としましても、 「工場の敷地が狭い」「生産設備の拡張

ができない」「合理化ができない」と、そういった理由を挙げております

のが約 7割というような調査結果が出ております。

こうした中におきまして、当市といたしましても、本年度；こうした中

小企業対象に「中小企業立地推進調査事業」としまして、アンケート調査

を実施したいというふうに思っております。特に、工場移転の意向を聞く

と同時に、必要面積、取得価格、こういった点のアンケート調査を実施す

ることといたしております。

いずれにしましても、産業政策面として中小企業を育成していくという

ことは非常に大きな柱でございますし、また、住宅と工業を分離していく

と、こういったことは、快適な都市環境をつくっていくという面から見ま

しても非常に重要な施策であるというふうに認識しております。

この関連の、中小企業関連施策は昔から随分手厚く、いろんなメニュー

がそろえられておりますけれども、特に、一例を挙げますと、工場等集団

化事業、共同で集団化しようと、あるいは工場共同利用事業とか、あるい

は工場共同化事業とか、国の施策もいろいろ講じられております。また、

県単の事業としましても、工場立地促進融資事業というような事業も講じ

られております。また、本市におきましては、本年 3月に議決いただきま

した重点整備地区等整備促進条例、この中におきまして、特に施策の重要

な柱の一つといたしまして、市内の住工の混在する地域にある中小企業が、

特に工場適地法に基づく工場適地とか、あるいは工業専用地域とか、そう

いった指定地域に移転した場合に、 3年間立地奨励金を交付するというよ

うな制度を、ことしつくったわけでございます。いわゆる市内の中小企業

の振興を図るとともに、あわせて都市環境の整備を目的として、本条例を

制定したものでございます。ヘ
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現在、市におきましては、こうした中小企業の方々の移転先用地の受け

皿となるべき工場用地を確保するために、工業団地の開発を進めておりま

すが、具体的に申しますと、開発中のものとして、三重、大矢知、八郷の

3地区にまたがります「ハイテク工業団地」、県地区の「あがた栄工業団

地」、河原田地区の「食品加工団地」、この 3団地がございます。また、

内部地区と保々地区に新たな工業団地の開発を計画しておりますし、これ

らの工業団地につきましては、ご指摘のような市内の中小企業の労働環境

の改善、あるいはまた経営規模の拡大、移転促進を図る受け皿、また、本

市の産業構造の高度化、多様化に資する産業の誘致の受け皿、こういった

受け皿として開発に努めているところでございます。

しかしながら、市内には工業適地としての開発可能地が年々減少してお

りまして、新たな工業用地を確保することが非常に難しい状況になってい

るのが実情でございますが、依然として移転企業の申し込みが多く問い合

わせが来ておりますので、そういった、先ほどお話しいたしましたアンケー

ト調査の結果も踏まえながら、今後ともご指摘の趣旨を十分踏まえて適切

な対応を図ってまいりたいというふうに考えておりますので、よろしくお

願い申し上げます。

〇議長（川村幸善君） 教育長。

〔教育長（丹羽武君）登壇〕

0教育長（丹羽 武君） 3番目にご質問のございました四日市南部への

総合体育施設建設についてのご質問でございます。

こうしたスポーツ施設の整備につきましては、スポーツ振興審議会にお

きまして、種々ご討議をいただいておるところでございます。高齢化とか、

あるいは先ほどご指摘がございました余暇時間の増大といったような社会

的な背景を持っておりますが、そういったものを考え、また市民の健康づ

くり、あるいは生涯スポーツの振興といったような面からも、そういった

施設整備が必要であるということについても建議をいただいておるところ
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でございます。

本年度におきましては、中央緑地サブ体育館の基本設計、それから霞ケ

浦第 1野球場スタンド整備調査研究費をお認めいただいたところでござい

ますが、そういったことにつきまして設計・調査を進めているところでご

ざいます。

今ご質問がございました地域総合体育施設としても活用できるような、

多目的な機能を持たせ、そして付加価値の高まるそういった施設設備をし

ていくとなりますと、何分にも用地の確保の問題、それから多額の経費も

必要となってまいることでございまして、早期実現を図るには困難な現状

にあろうかと存じております。

今後、現在進められ、検討もされております大型開発計画との連携を図

る中で、長期的なスポーツ振興が図られるべく研究をしてまいりたいと、

こう存じておりますので、何とぞご理解をいただきたいと存ずる次第でご

ざいます。

〇議長（川村幸善君） 日置紀平君。

0日置紀平君 それぞれにご回答いただきまして、まことにありがとうご

ざいます。

まず、専門学校に関する件でございますが、先ほどのご答弁の中にも、

やはり財政問題というのが非常に大きな問題点なのかなという感じもする

わけですが、私の質問の意図を十分にお酌み取りいただきまして、本当に

ありがとうございました。

ただ、環境を調べてみますと、今ご答弁ありました四日市の職業訓練校

につきましては、鋳造部門だけしかないということでございました。津へ

参りますと、津にはことしから 2年制のメカトロニクス科が増設されまし

て、 3部門あると伺っております。 3科目がありまして、自動車とメカト

ロニクスと、それからハイテクノロジーの分野の、三つがあるというふう

に承っております。この 3部門につきましては、高等学校を卒業した人た
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ちを対象にして開放している。ここに通っている生徒さんたちの比率を見

ますと、大体中勢地区を主体とした生徒さんがほとんどで、北勢地区の方

は極めて少ないという現状にあることもご理解をいただきたいと思います。

ということで、三重県では、実は私の目的を達するようなところが津に

1カ所だけしかない。岐阜県にまいりますと 4カ所ございまして、愛知県

になりますと15カ所あります。東京都になりますと23カ所ある。人口比率

も当然違ってまいりますが、そういったことからして、私はぜひこの四日

市に市立の工業技術専門学校が、ぜひとも必要と。ただ、四日市は鋳造部

門だけということでございますが、私のねらいとしておりますところは、

やはり最近の産業の中核をなしておりますハイテク、バイオの関係から、

さらには、何といいましても、これから世界に大きな輸出が見込まれるで

あろうと思いますのがメカトロニクス、工作機械の関連が非常に大きくウ

エートを占めてまいると思います。この分野と、地場産業の関係もござい

ますので、これからは非常に市場が広いと思われますニューセラミックの

分野につきましても、地場産業の萬古業界の皆さん方へのお手伝いにもな

るのではないかと思いますので、ニューセラミックの分野も、やはりこれ

に必要だろうということからいきますと、ますます積極的に取り組んでい

ただかなければならない事業の一つではないかと思うわけなんですが、財

政につきましては、いろいろと当面、即というわけにはいかないでしょう

けれども、施設等については、やはり笹川団地の隣にあります、施設も若

干ございますが、そういった面で、財政をできるだけ少なくして、短期間

的にスタートができる可能性を考えてみるならば、まず校舎としては、四

日市に定時制高等学校、四日市北高校というのがありますので、四日市北

高校では収容人員が 320人だそうでございます。 5時半から 8時半までと

いうことですので、この昼間の空間が利用できるのではないかというふう

に思います。そうしますと、教室についてはこれで解消できる。ただ、実

習面については、三重県の津の高等学校を見ますと、大体実習面が大変ウ
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エートが大きくなりますので、各企業が求めている即戦力の卒業生を養成

しようと思いますと、やはり実習面がかなり大きなウエートを占めてまい

ります。そうしますと、例えば四日市北高校を昼間授業についての利用は

できますが、→実習面についてはさてどうするのかということになりますが、

これは、多分全国的にも例がないことだと思いますが、民間企業とタイアッ

プをいたしまして、それぞれの企業の中に実習生として送り込んで実習を

するという案はどうでございましょうか。これが非常に財政面としては助

かる面ではなかろうか。

それから、昨日も鈴鹿山麓研究学園都市構想の中にもありました、共同

での研究開発を目的とするハイテクノロジーの分野、あるいはバイオの分

野についても、あの周辺で計画がなされていくならば、将来的にはその方

向への移転も可能ではなかろうか。まず短期的にはそういうふうな施設を

有効利用して、即進めていくのが、地域産業の育成について大変重要なこ

とであると、私は思いますが、この点についてもう一度ご所見をお願いい

たしたいと存じます。

それから二つ目の団地でございますが、アンケート調査を実施していく

というのは、これはやはり必要なことかと存じます。

ただ、私の目的は、地元の企業を優先して、その地元の企業を主体とし

た団地の構成を、できたらお願いしたいと、当然の役目だと思います。た

だ、現状を見てみますと、既にもう団地開発として新しい方向で進んでお

りますのが、この四日市に隣接をいたしました、菰野町が行っております

千草の工業団地を見ますと、ほとんど、恐らく 100％の企業が県外の企業

で占めておられる実情を、やっぱりよく認識しなきゃならないと思います。

それから亀山にも、東名阪の西側にございますし、久居にもありますし、

松阪にもありますし、それから一志郡でしょうか、松阪からさらに南へ回

した工業団地もかなりの勢いで進んでおりますが、先ほどのご答弁の中に、

大変申し込みが殺到しているというご回答がありましたが、恐らく私は、
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県外の企業が多いのではなかろうかなというふうに心配をしております。

ちなみに、北の方から言いますと、大手企業、ここ数年の間に進出しま

した富士通にしましても、それから鈴鹿の方に参りました富士ゼロックス

にしましても、ほとんど大きな労働人口を抱えた企業が進出してまいって

おります。そこへ、北勢の方では、員弁郡に三菱アルミ並びにトヨタ車体、

さらには神戸製鋼という企業が進出して、用地買収を今進めておられるの

はご承知のとおりだと思います。これらの企業につきましても、企業進出

については、財政上は大変ありがたいことだとは思いますが、大変不安な

ことの一つの要素として、その労働者も一緒に持ってこられるという企業

ではございませんで、労働者につきましては地元から採用して、各メーカー

は工場の進出の投資をするという形になりますと、勢い余って、今さらに

求人難で苦しんでおられる中小企業各企業の皆さん方は、さらに大きな問

題を抱えるという状況になります。ましてや、これから四日市が進めてい

く工業団地につきましても、県外の中小企業がすべてで構成されるという

ことになりますと、ましてや地場産業の皆さんやら、現状の既設の鉱工業

関係の労働者がさらに不足するという環境になるのは、決して好ましい状

況ではないと思います。その辺のところ、これから進めていかれる工業団

地についての、そういう指標がもしおありであればご回答をいただきたい

と、こういうふうに思います。

それから三つ目のスポーツ施設につきましては、いろいろ大型の計画の

中に組み入れというふうなご回答があったわけでございますが、やはり用

地の問題と財政の問題が大きな問題ということでございますが、まず、財

政問題につきましては、お願いすることになるわけですが、用地につきま

しては、地元の方は大歓迎と、即にでも用地の方は私の方で準備するとい

うふうな強い言葉もいただいておりますので、その辺のところをあわせて

ご理解をいただければと思います。

〇議長（川村幸善君） 片岡助役。
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〇助役（片岡一三君） 再度技術専門学校につきまして、貴重なご提言、

ご指導をいただいたわけでございまして、お説のように、今後エレクトロ

ニクスであるとか、ニューセラであるとか、高分子といった新素材、また

バイオ、エネルギー関連産業などの分野での人材を養成していく必要は、

私ども市といたしましても必要なことかと思っております。

それで、新設であれ、それから民間の専門学校を誘致する、それから既

存の職業訓練校等に新しく、今申し上げました分野の学科を設けてもらう

と、この三つがあろうかと思います。

そこで、先ほど津の方のお話がございましたが、おっしゃるように、津

ではやはり県立の高等技術学校というのがございまして、今申し上げたよ

うな内容の科目がある程度そろっております。したがって、この辺のとこ

ろを、現在四日市にございます、先ほど申し上げました末永なり、また西

日野にございます訓練校にまずそれを新しく設置していただくことができ

ないか、こういったことについて働きかけをしてまいりたい。

それから、やはりそれだけではいささか不十分だというふうな気もいた

しますので、民間の専修学校を誘致すべく、今後そういった可能性も探っ

てまいりたい。新設につきましては、財政問題について、これが大きな負

担となってくるので、なかなか腰が上がりにくいんではないかということ

でございますが、その辺のところは今後十分検討してまいりたいというふ

うに思っておりますので、今後またひとつご助言なり、ご指導を賜りたい

というふうに考えております。

〇議長（川村幸善君） 計画推進部長。

〇計画推進部長（馬淵則昭君） 中小企業の近代化、高度化、こういった

事柄につきましては、中小企業施策の中でも非常に重要なことでございま

す。今ご指摘のように、真に移転をしたいという意向をお持ちの中小企業

につきましては、対策を十分に考えていきたいというふうに思っております。

一方、やはり当市におきましても、一つの重要な政策課題としまして、

- 188 -

産業構造の高度化、多様化という政策課題がございます5このあたりも勘

案しながら、中小企業施策をその中で展開していきたいというふうに思っ

ておりますので、よろしくお願いいたします。

〇譲長（川村幸善君） 日置紀平君。

0日置紀平君 もう一つちょっとお尋ねしたいんですが、四日市ハイテク

工業団地につきましては、60haということでございまして、そのうち30ha

が決定をして、あとの分についての予定について、どのようにお考えなの

か、お聞かせいただきたいと存じます。

〇議長（川村幸善君） 市長公室長。

〇市長公室長（栗本春樹君） ハイテク工業団地につきましては、全体が、

概略で申し上げますが、60haということでございます。そのうちの40haに

つきまして、東芝ということでの進出が決定されておるところでございま

して、残りの20ha分につきましては、これはまだどのような形での進出が

予定されるかどうかということが定かではございませんけれども、一応当

面考えておりますのは、東芝との関連企業等もたくさんあるわけでござい

ますので、その辺の、やはり企業連携ということもきわめて重要だという

ふうに認識をしております。ただし、これにつきましても、具体的にはこ

れから内部的に、どのような企業を張りつかせるべきかどうか、各企業の

希望等も聞きながら調整を図っていくと、こういうことでございますので、

ご理解賜りたいと思います。

〇議長（川村幸善君） 日置紀平君。

0日置紀平君 その残りの分につきまして、私が申し上げました、現在四

日市市の市内にある中小企業のですね、騒音とか、粉じんだとか、そういっ

た他の場所へ移りたいと希望しておられるような事業所を対象にすること

ができないかどうかということについての関心がありまして、ご質問した

いわけでございますが、その辺につきましてはいかがでございましょう。

〇議長（川村幸善君） 市長公室長。
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0市長公室長（栗本春樹君） あくまでも、このハイテク工業団地につき

ましては、それにふさわしい企業の誘致ということをねらいとしておるも

のでございまして、中小企業用の、いわゆる工業団地につきましては、別

途、今計画推進部長が申し上げましたように、他のところでいろいろ、今

構想を持っております。これの進行に努めていきたいというふうに思って

おります。

〇議長（川村幸善君） 日置紀平君。

0日置紀平君 ありがとうございます。

それでは、県の工業団地については、どのような方向の企業を目標とし

たものでお考えか、お聞かせいただきたいと存じます。

〇議長（川村幸善君） 計画推進部長。

〇計画推進部長（馬淵則昭君） あがた栄工業団地につきましては、開発

面積が約 8.5haで、分譲面積が約 5.5haということで進めておりまして、

立地企業は今のところ、もちろん未定でございますけれども、特に機械関

係の企業を中心に進めていきたいというふうに思っております。

〇議長（川村幸善君） 日置紀平君。

0日置紀平君 大体目標の方向にどうも来たようでございますが、過去に

ですね、団地の中で、 1社で全部、例えば中小企業の中でも、事業所で

1,000人とか、 500人以上あるいは 1,000人以下の事業所ですと、多分こ

の規模でしたら、 1社で全部欲しいという企業があらわれるかもしれませ

んが、その辺のところは、その事業所の数についてのいろんな振り分け等

もございますが、その辺のところはお考えなのかどうかということなんで

すが、いかがでございましょうか。

いろいろ私の質問の中では、当然地元企業というものを優先したいとい

う一つの切なる理解があるもんですから、 1社でですね、仮に愛知県なり

大阪なりの企業が来てしまいますと、そういったことで、せっかくの地元

の企業が育たないというふうな関係もございますので、その辺のところを
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含めてご答弁お願いしたいと存じます。

〇議長（川村幸善君） 計画推進部長。

〇計画推進部長（馬淵則昭君） あがた栄工業団地につきましては、先ほ

どもまだ未定と申しておりますけれども、中心的にはやはり市内の企業、

これの誘致を考えておりまして、特に 1社でもって全部を使うとか、そう

いうようなことは考えておりません。

〇議長（川村幸善君） 日置紀平君。

0日置紀平君 どうもありがとうございました。

以上で私の質問を終わらせていただきます。

〇譲長（川村幸善君） 暫時休憩いたします。

午前11時38分休憩

午後1時2分再開

〇議長（川村幸善君） 休憩前に引き続き会議を開きます。

伊藤正数君。

〔伊藤正数君登壇〕

〇伊藤正数君 一般質問最終日でありまずし、お疲れのところ、また一番

睡魔を催す時間帯でございますけれども、ご辛抱いただきまして、通告に

従って質問いたします。

近鉄四日市駅周辺の問題は、今までの議会でたくさんの方々からたびた

び取り上げられ、特に、駅前広場の問題、自動車、バスの出入り、自転車

の乗り捨て、身障者のトイレ、商店街の発展と排水問題など、いろいろな

問題が取り上げられてまいりました。

私は、昭和63年3月の定例議会で、駅前広場と中央通りの緑道公園化に

ついてご質問申し上げたのでありますが、近鉄四日市駅西の工業高校の跡

地整備が逐次進められ、その全貌がはっきりしてまいりますと、付近一帯

はこのままでいいのだろうかといった新しい疑問が私の脳裏に焼きつけら
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れたのでございます。

そこで、今回の質問はこの疑問に基づく視点から、総合的、中・長期的

に問題をとらえて質問申し上げるとともに、前回の質問に対するご答弁が

どのように措置されているか、経過もあわせて、次の点についてお尋ねい

たします。1

まず第 1点は、道路及び交通諸条件の問題でございますが、ただいま近

鉄四日市駅西で 2車線の拡幅工事中でございます。工業高校跡地利用によ

る交通混雑を予想されたしかるべき措置と理解しておりますが、この 4車

線化によって必然的に派生するのが、中央通りの渋滞。中央通りは、現在

でさえ車両が飽和状態、側線からの進入車両が多い上に、信号が多く、加

えて国道 1号がネックとなるため、この工事による拡幅で車両が倍増すれ

ば、中央通りは完全にパンク、交通渋滞に陥ることは火を見るより明らか

であると思います。ただ目先だけの部分的な対策、すなわち短絡的なびほ

う策を排除し、調査資料の集積と分析による長期的、総合的見地から計画

され、建設、改修などを進めていただきたいと思いますが、とりあえずこ

の地域の道路の建設、改修、中央通りの見直し、側線からの進入路対策、

国道1号関係との抜本的対策、既設信号機の再検討など、今後いかに建設、

改修されるご計画、長期的かつ総合的な調査資料とともに、具体的な将来

像を承りたいと思います。

第2点は、駐車場問題でございます。

四日市の流通並びに経済圏は、北勢人口76万地域の中核であり、将来の

活力いかんでは、中勢、南勢 145万人の流通経済圏を持つ都市と考えてよ

ろしいかと思いますが、この位置づけに比べて整備がおくれているのは、

駐車場施設でございます。

近鉄四日市駅を中心に 500m方形の地域に、公営と民営合わせて14施設、

駐車能力 2,631台、 A駐車場の 1,150台を筆頭に、 570台、 168台、 142 

台が各1施設、残る10施設はいずれも90台未満の小規模でございます。こ
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の資料は、 50年を展望する四日市の駐車場を構想する私案を-づくつたどき

の資料の一部で、当然駐車湯の整備を推進すべきこの時期に、既に行政は

その構想が推定できるので、．整備事業推進調査をまとめ、 これに基づいて

お尋ねいたします。

この報告書によると、—地下方式を採用。この方式によるとすれば、エ費

はー-...5QO台で50億円見当、国際環境技術移転研究センターー．の60億円を成功さ

せた市長の政治力で50億円は達成可能、第3セクターの設立は成算十分と

見ておりますが、この程度の地下駐車場整備事業に対する市長ーのご見押tと

第3｀ーセクター設立の見通しについて、まずお伺いいたしたいと思います迄

報告書に、今回はこの中心市街地全体中、中でも特に駐車場の不足が予

想される近鉄四日市駅東の商業地区についてi駐車場整備の具体化云々と

うたっておられるが、駅西も同じ条件..;進出施設にその設備があつても、

不足は必至` ＇したがって、．駅東に、． 10年後約<1,・10Q台を分割して、・駅西の

公園地下、または街路樹にかかわりのなy．ヽ駅西の中央通り地下に・soo台分

を整備する5この方が利便性が高，＜ 3̀．進入退路の流れを円滑にすると思い

ますが、分割整備について市の態度を承りたいと思います。特に、四日市

流通圏の将来は、東名阪、ミルク道路、第二名神が走る西に向けて市の商

業ゾーンが開かれている点を重視し、～これを受けて立つ駅西をどう1立置づ

け、駐車場をどう対策するのか、｀お尋ねいたします。．． ： ．ヽ`

、第 3点は3市内への車乗り入れ規制についズでございます。- --~ 

あくまでも避ける努力ど、＼それがためには、日ごろから必要な措置がな

されていることが大切です。〗道路、駐車場などの整備が伴わなければ；早

晩やらざるを得ないゞテ抹の心配がございます。流通機能の発揮は、：顧客

誘致条件の適否が決定しますので、～最悪の事態を招かないよう•；・いかに配

慮し、施策されているのか、-iお尋ねいたします。 J - 9.  ...:. 4 ．すー雙-< ...い

．第A点は、バス、｀タクシーの駐車と運行のふくそう、これに伴う横断歩

道でカットされる歩行者迷惑の現状から、やや手おくれながら、‘高架、地
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下を含む路線及びターミナル建設を促進されるべきだと思いますが、いか

なる計画をお持ちか、承りたい。名古屋など大都市では、早くからターミ

ナル、バスレ-ンなどが研究、開発されているが、四日市に導入する前向

きな姿勢をお示し願いたいと思います。

第5点は、歩行者の利便性と安全性確保の問題でございます。

歩行者が車社会でこうむっている迷惑は、車による不安全な道路と横断

歩道による歩行のカット、わずか90秒の待ち時間で予定の電車やバスに乗

れず、 10分、 20分のロスを市民は耐えております。、かつての質問で申し上

げたとおりです。どう対策されているのか承りたいとともに、駅前は四日

市の顔、これもかつての質問で、視界の見通せる景観保持のため、雑然た

る諸物件、特に設備価値を再検討の上、調整するべき物件は調整するよう

取り進めていただきたいと思いますが、どのように対策を進められている

のか。また、自然と施設の調和、より望ましい景観の確保など、駅周辺の

ソフト面にどう施策されているのか、ご答弁いただきたいと思います。

次に、ヘリポートの具体的な開発適地及び伊勢湾海底トンネル誘導のご

意思ありや否や。市の基本姿勢についてお尋ね申し上げ、ご答弁いただき

たいと思います。-: 

中部新国際空港とのアクセスlむ各方面で考えられており、四日市港管

理組合議会でも取り上げられ、ヘリポートまたは海底トンネルで結ぶ場合

を想定して、視察をし、議論され、富田山城線の開放による交通事故の防

止、ハイテク団地及び東名阪自動車道との接続及び富田山城有料道路の開

放問題にも触れて、管理者から答弁があつたと聞いております。また、市

民の間には、アクセス基地が霞中心の構想や、石原地先など、いろいろな

候補地が挙げられているようでありますが、9―平成元年 3月の定例議会で、

私はこのアクセス構想で質問と提言をし、やがては第2の航空時代が到来。

ヘリやコミュータープレーンは、市民日常の足、したがって、新空港との

アクセスをさらに拡大して、中部、近畿全域を結ぶヘリネット構想をいた
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だき、四日市がその中核拠点、ヘリ空港として立ち上がり、中部、近畿で

ヘリネットワークの先導的役割を果たしていただくよう提言し、お願いい

たしました。市長からご答弁をいただき、前向きな姿勢を示され、私が四

日市港周辺に場所を希望しましたところ、立地不可の理由で、東名阪自動

車道路以西も考えられる。提言の趣旨は県へ上げると、内容のあるご答弁

でございました。

その後、アクセスについて、他にも具体的な動きがあり、伊勢湾ヘリ空

港整備促進協議会が、津市大里の丘陵地に、平成 5年度をめどに開港の予

定。また最近、都築紡績株式会社が事業主体で、磯部町から南勢町に及ぶ

民間コミユーター空港を計画、おくればせながら 1県 1空港に到達できな

かった三重県にも、ようやく空への足がかりが芽吹き始めたという感がい

たします。

しかし、空港を持つことは、メリットが期待できる反面、いろいろなデ

メリットがございます。騒音がデメリットの最たるもので、ジェット機ほ

どの騒音公害はないと仮定しても、必ず苦情の対象となる問題でございま

すので、平成元年の質問では海上の空港を提言し、＇市民から排斥されない

プロジェクトを構想いたしました。さらには、少し車で走れば名古屋空港

がございますので、四日市のヘリポートは月並み的なプロジェクトではな

く、中部、近畿広域のネットワーク基地として、市民の足となる航空時代

を先取りし、未来に開く四日市の活性化と、子孫のための都市繁栄の導火

線をつくっておくべきだと、この構想に基づいたものでございます。し

理事者側に立地の適地をお尋ねしておりますが、十分煮詰まった具体的

な場所を提示いただければと希望いたしますが、私の提言からはまだ日も

浅いことでございますので、理事者側で研究されている立地条件程度は最

低承りたいと期待いたしております。

続いて、伊勢湾海底トンネルについて、重ねてお尋ねいたします。

4月上旬の新聞で、四日市以外の周辺地でこの海底トンネルプロジェク
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トに前向きなコメントの記事を取り上げておりましたが、これを見て、た

だに私だけの提言でなく、先覚者らしい人のコメントではなかろうかと評

価したわけでございます。さらに岐阜県は、木曽岬から伊勢湾海底地下道

に手を挙げていると聞いております。

ご承知のとおり、このような超大型プロジェクトは、だれかが提唱した

年から完成まで、気の遠くなるような年月を要しており、最も新しい東京

湾横断道路の一細胞として、明治44年、千葉県知事加納久朗氏による「京

浜運河計画」の加納構想、ここから起算すべきで、平成8年度完成まで85

年間を要していると、東京湾横断道路研究誌に書いており、また、青函ト

ンネルが49年、関門国道トンネルが33年、関門鉄道トンネルが47年という

長年月を要しており、その費用は、東京湾横断道路が1兆 1,500億円、有

名な電力の鬼と言われた松永安左衛門氏は、総工費5兆円という「ネオ東

京プラン」を提唱されました。市長のご答弁の中で、莫大な費用を要する

問題だと言われた裏書きを、この数字ではっきりしております。

にもかかわらず、この大プロジェクトが推進された経過は、この記念誌

に詳細に記録されておりますが、究極は東京湾横断道路株式会社が事業主

体で、川崎市、木更津市は出資に顔を見せるだけの、地歩は占めずに、恩

恵はちょうだいするわけでございます。伊勢湾地下トンネルによる中部新

空港とのアクセスもさることながら、北勢3市は本州横断の地峡部に位置

しますので、日本海を結ぶ本州横断にどの市が手を挙げても不思議でない

条件に恵まれるとともに、得て名古屋市一極にすべてが集中しやすい中で、

四日市を初め、北勢 3市が分散の恩恵を受けてもしかるべきだと思うわけ

でございます。

かつては三重県も、鍋田沖中心の候補地をひっ提げ、県の総力を誘致に

かけましたが、不成功に終わりました。立地上の適地は常滑沖と決定され

た当時、一切の条件が整備する愛知県でなければ、誘致力量もまた微弱だ

と、痛切に感じました。常滑沖に落ちついたから、したがって、よかった
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という議論もございますが、では、それなりにどんな波及効果が期待でき、

アクセスはどうするのか。市長からは快速艇も考えられるとご答弁、異存

なく理解いたしております。今仮に四日市が手を挙げるとしても、この完

成は、過去の事例にかんがみ、私どもの死後でございましょう。四日市繁

栄百年の計、後継市民に引き継ぐべき偉業として海底トンネル誘導のご意

思ありや否や、市長の基本姿勢をお伺いして、この項を終わります。

次に、開発行為と環境問題についてお尋ねいたします。

桜地区に大規模住宅団地、桜台の開発が着手されて約25年、今日までに

団地 5件、総面積約150haのほか、ゴルフ場 1件、面積約130haが開発さ

れましたが、今後開発を希望しているゴルフ場が3件、総面積4llhaが目

されており、地区内一帯の山林は、こうした情勢の中に置かれております。

住宅団地開発行為の事業主体は、そのほとんどが公共で、県住宅供給公社、

労住等で開発計画から完成に至る間、円滑、平和裏に進められ、これを眺

めてきた 1人として、住民の苦情を聞かない、まことに鮮やかな開発だっ

たと記憶いたしております。

しかし、その余の開発行為の中には、菰野調整池へ農薬を含む排水問題

が、ついに社会的、政治的問題となった例や、工事用車両による県道平尾

茶屋町線、湯の山停車場線の損壊で、住民のひんしゅくを買うにとどまら

ず、道路利用の住民に大変迷惑をかけ、市行政の指導監督はどこまで及ぶ

のかと疑義を持たざるを得ないような、市内を走る県道だが、知らぬ顔で

よいのかと、このような疑問を持ち、私もたびたびの現地視察、状況把握

をいたしております。

地区住民は、開発行為には非常に敏感で、排水、工事車両の利用道路、

工事従事者のマナーなどに注目しておりますので、このような私の見聞き

した地区内の開発行為に省みて、行政当局にお願いしておきたいのは、今

後さらに誘致されるであろう事業主体のすべてに対し、桜財産区管理者の

責任において、住民が心から納得できる開発行為を指導、監督いただき、
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事業主体の協力で、住民に目を向けた開発計画、施行に万全を期されるよ

うお願い申し上げて、やがて後続するかもしれない各種開発行為のモデル

たるにふさわしい実態を、市長の管理地から垂範されるよう配慮いただき

たいと思いますが、ご所信いかがでございましょうか。

さらに、具体的にお伺いいたしますと、まず、直接被害の予防、開発行

為に伴う雨水の排水、矢合川、足見川の保全、耕作地の冠水、土砂の流動、

排水路等調整池の機能、樹林の保存、利用道路の保全、住民との接触等々、

予防すべき事項は広範で多岐にわたります。さらには、潜在被害を予防し

なければならない問題、いかに科学が進歩し、優秀なプレーンの集積をもっ

てしても、予防できない事前チェックの困難さは開発行為の盲点でありま

すから、ここに時間的、空間的に綿密な焦点を絞り、有害排水、排気、排

煙、廃薬物、雑廃物等の処置または終末処理、ひとつ誤れば市民の健康、

農作物等に直ちに影響する問題でございますので、開発初期から将来を展

望され、疑わしきは誘致せず。不測の被害には即時対応できる万全の開発

計画と完備した施工で、潜在被害にもちゅうちょしない備えある開発を、

特に指導願いたいと思います。今後潜在被害についてどのように事前チェッ

クし、開発計画を推進していかれるのか、お尋ねいたします。

1回目の質問を終わります。

〇議長（川村幸善君） 加藤助役。

〔助役（加藤宣雄君）登壇〕

0助役（加藤宣雄君） 第1点の近鉄四日市駅周辺の総合的な整備計画に

ついてのご質問にお答えいたします。

商業専用地域の通行不便解消につきまして、ご質問が相互に関連するも

のもございますので、駅前広場、中央通り、そして駐車場について、これ

までのご質問の経過も踏まえ、順次お答えさせていただきます。

まず、近鉄四日市駅前広場の問題でございますが、伊藤正数議員から、

昭和63年 3月議会におきまして、特に歩行者の観点からの交通対策、景観
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対策についてお尋ねをいただき、その際に、ペデストリアンデッキによる

交通処理によって歩車分離を図るともに、その整備の中で、景観を阻害し

ている占用工作物についても対策を考えるというふうにお答えいたしてお

るわけでございます。

この問題につきましては、昨年 6月議会におきまして既に状況を報告さ

せていただきましたが、駐車場や再開発の問題とも関連しており、本年度

にこれらの計画との整合を図りつつ、総合的に、かつ実現性の高い計画策

定に向けて、本年の 4月から推進体制を整え、鋭意努力をいたしておると

ころでございます。

ご指摘のバス、タクシーとターミナル機能、駅東西の相互交通機能、あ

るいは歩行者の安全確保につきましては、駅前広場計画策定において、バ

ス路線、タクシー路線、あるいはターミナルとしての利便性について十分

配慮することはもちろんでございますし、歩行者動線の車両動線との高架、

地下、両方式を含めまして立体的に分離し、かつ周辺地区の活性化を促す

ような計画にいたしたいというふうに考えておるわけでございます。

また、ご指摘ございました駅前周辺の占用工作物の景観阻害の問題につ

きましても、駅前広場計画において、広場の構造と景観的に一体化してすっ

きりしたものになるように考えてまいりたいというふうに思っております。

次に、中央通りの問題でございますが、ご指摘のとおり、四日市の都市

軸であり、シンボルでございます。これまでに伊藤正数議員からは、都市

景観協議会の提言を踏まえまして、岡山市の西川緑道公園のイメージで、

市民の憩いの場として整備したらどうかというご意見もいただいておるわ

けでございます。その後、本市が都市景観モデル都市の指定を受けており、

シンボルロードとしての整備について、都市景観形成推進協議会において

も、また一般の市民の方からも、クスの木の問題、中央分離帯の活用など

について、さまざまなご意見をいただいております。

しかしながら、この問題につきましては、景観デザインもさることなが

- 199 -



ら、やはり近鉄四日市駅周辺の諸問題、諸計画と十分に整合を図りながら、

手戻りのないような整備を求められているところでございます。したがい

まして、四日市を代表します都市軸としてふさわしいあり方について、 J

R四日市駅周辺での港への延伸問題ともあわせ、長期的な展望に立って、

魅力と活力に満ちた産業と文化のまち四日市の顔として、中央通り整備計

画を策定して、その実現に向けて引き続き努力してまいる所存でございま

す。

なお、今回のご指摘の駅西商業開発に伴う中央通りの交通問題について

でございますが、既にアムスクエア外周道路の整備につきましては、百貨

店、あるいはホテルの駐車場を利用する車両への対処を目的として拡幅工

事を行っております。また、これに伴いまして、近鉄四日市駅西の中央通

りにつきましても、交差点部分を中心に、左折及び右折車線の増設、案内

標識の設置などの交通対策について、公安委員会と協議を進めているとこ

ろでございます。

今後におきましても、ご指摘の趣旨を踏まえ、駅前広場の計画、中央通

りの計画は、人と車の分離を基本とした一体的なもので考える必要があり、

長期的な視点から検討を進めてまいりますので、よろしくご理解を賜りた

いと存じます。

次に、駐車場の問題でございますが、駅東につきましては、平成元年度

に実施いたしました計画によりますと、おおむね10年間に必要となる駐車

場整備台数は、駅東地区の再開発事業の具体化を前提に約 1,100台という

ことになっておりまして、このうち ・500台はその再開発ビ）レに地下で併設

して、 600台につきましては、中央通り地下で第3セクターによる整備と

いうことになっておるわけでございます。

一方、駅西におきましては、 11月にオープン予定のアムスクエア、これ

は立体、地下合わせまして約 1,150台の整備がなされております。また、

隣接いたします市民公園の地下につきましては、近鉄四日市駅周辺の駐車
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場の一つとして、駅周辺の駐車場にかかる諸般の事情を考慮に入れながら

整備する方向で進めてまいりたいというふうに考えております。

駐車場整備につきましては、都市交通の円滑化、活力ある商店街の形成

の観点からも喫緊の課題となっており、今後諸与の制約はあるものの、お

尋ねの第3セクタ一方式も含め、整備主体、構造形式、整備のための諸助

成制度の活用方策など、関係諸機関、関係者と十分な議論の場を持ちなが

ら、その実現化に向けて努力してまいる所存でございます。

最後に、中心市街地への乗り入れ規制が場合によって必要ではないかと

いうご懸念のご指摘でございますが、確かに、限られました都心部の道路

網の中で、年々増加の一途をたどっております自動車交通と、ゆったりと

した歩行者空間の創造を実現していくということは相矛盾する課題ではご

ざいます。私どもとしても、都市機能を阻害するような事態に至らないよ

う、駅周辺のみならず、市街地全般にわたる総合的な交通体系の配慮を行

いながら、今後、道路整備、駐車場整備を進めてまいりたいというふうに

考えておりますので、どうかご理解を賜りたいと存じます。

〇議長（川村幸善君） 市長。

〔市長（加藤寛嗣君）登壇〕

〇市長（加藤寛嗣君） ご質問の第2点、大規模交通路線の問題について、

私からお答えを申し上げます。

伊勢湾をめぐりまして、東海地方と三重県とをつなぐ大規模交通網の一

っとして、かねてから県知事が提唱されております構想に、 「8の字構想」

というのがございます。 「8の字構想」というのは、今、計画されており

ます東海環状道路、豊橋から名古屋の外縁部を周りまして、岐阜県を通っ

て四日市へ入ってくる道路でありますが、この道路を、 「8の字」の上の

方のわっかと考えられております。そして四日市へ入って、四日市から愛

知県側に、橋で行くか、海底で行くかという、両方の方法があると思うん

ですが、この方法で豊橋へつないでいくという 8の字、上の方のわっかは
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そうなります。下の方のわっかは、四日市から鳥羽の方まで高速道路で参

りまして、そこから今度は橋を伊勢湾口に、愛知県へ向かってつけて、そ

れを愛知県側で「 8の字」の豊橋へつないでいくと、こういう大きな道路

交通網があるわけでありますが、それはそれといたしまして、先ほどヘリ

によってこの周辺をつなぐヘリ、ボート、ヘリのネットワークを構想しよう

という壮大なご提言がございました。

それには、やはりヘリポートが必要でありますが、このヘリポートのあ

り方として、幾つかのあり方があるわけであります。一つはメインヘリポー

ト、これは格納庫から管理事務所、あるいは給油施設、その他乗務員の休

養施設等々を全部含めました、いわば小さな空港と言っていいと思うんで

すが、それに必要な、航空通信の設備も必要でございますが、そういった

小さな空港、メインヘリポートと言っております5これは面積的には約 5

haぐらい要ると言われておりますが、第 2番目には、今渡：は給油施設、

あるいは乗務員の休養施設等々、←簡易的なヘリポートをつくりまして、そ

れを各地につくって、＇サテライトとしてそれを結んでいくというサテライ

トヘリポートという構想があります。第 3番目には、単にヘリコプターが

離着陸の機能を果たせるというようなあり方でありますが、この 2番目は

大体2haぐらい要ると言われておりますし、最後の単なる離着陸の基地と

いうことになりますと 5,000面程度で足りると。こういうような三つのタ

イプがあるわけでありますが、まず、ー＇どのタイプにするかということを検

討する必要がありますし、それにはヘリのネットワークがどう構築をされ

ていくかということが一つ問題ではあろうかというふうに思っております。

これは、9 その地域に発生します交通需要、あるいは他の交通機関との連絡

等を考慮してまいらねばならないかと思います。 ャ I,  I 

同時に、ヘリでございますから、気象条件というのが極めて重要になっ

てきますし、地上の地理的な条件も、＇今度は海を渡って陸地に入った場合

に、地上の条件というものが、一つやはり問題にされるであろう。地上の
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｀条件といいますのは、飛：んでいいところと飛んでいけないところとがある

わけでありまして、私が聞いております範囲では、コンビナートの上は飛

んではならないと、こういうふうに言われておるわけでございます。―

したがつて、その他の環境問題等安全性ということも十分考えなければ

ならない。その上に、重要なことでありますが、これらのヘリを運航いた

しますについての経済性の問題も研究をしなければならないと、こういう

問題がありますが、県の方では、近畿の 2府 6県と 3政令都市で構成をい

たします「近畿圏ヘリコミューターシステム研究会」というのが持たれて

おりますが、これに県の方では参加をされておりまして、ネットワークの

構築に向けて調査研究を行っておると、こういう段階でございます。

このような段階で、本市にヘリポートを設置すべきかどうかという問題、

あるいはそこに適地があるかどうか、あるいはその事業主体をどことする

か、行政が、当然これは関係してまいらねばなりませんが、どういう形で

それに関与していくかということを、まだまだ調査研究しなければならな

いという段階ではないかと思っております。

いずれにしましても、ヘリコミューターが-ヘリコプターそのものの技

術向上とともに、将来に向けての新しい交通機関ということで位置づけら

れてまいるだろうということは大体確かだというふうに思っておりますが、一

中部新国際空港やリニア中央新幹線とのアクセスの手段ということでも有

効な手段ではないかというふうに思っておりますので、今後、このヘリの

問題については、引き続き情報の収集、あるいは研究等を積み重ねて、将

来図をかいておく必要はあろうかというふうに考えておる段階であります。

その次に、 「8の字」の伊勢湾の中をどういう手段で結んでいくかとい

う問題があるわけでありますが、これは橋梁の問題、あるいは海底卜＇ンネ

ルという問題があるわけでございます。橋梁にしても、海底トンネルにし

ても、それぞれ技術的な問題、あるいは経済性の問題等々があろうかとい

うことでありますが、先ほどご指摘のありましたように、地域相互間の交

- 203 -



通の利便性を向上させるということでございますので、どちらの方法が経

済的に一番有利であるかということを検討しなければならないかというふ

うに思っておるわけであります。

これらの交通手段というものは、単に空港だけを考えて、そこへのアク

セスとして考えた場合には、私は無理があると。やはり地域と地域とがそ

れによって結ばれて、その後の地域に大きな経済の波及効果があるという

ことでないと、実現はなかなか難しいということでございますので、単に

この市役所の中だけで検討するということではなくて、研究の場をもっと

大きな場に置いて進めていかれるべきものであろうと思いますし、私ども

は、その情報をしっかり踏まえて、いずれにしても、愛知県と三重県側の

接点、その接点を四日市へ持ってくるように努力をすべきではなかろうか

というふうに考えておるところでございますので、そういった意味合いに

おきまして、今後も鋭意努力をしてまいりたいと思います。

さらに、今さしあたっての問題といたしまして、中部新国際空港へのア

プローチにつきましては、既に昨日もご答弁を申し上げましたが、この中

部新国際空港の全体像の中でどういう方法があるかということを幾つか取

り上げて研究をするようになっておりまして、これによりますと、大体6

つの方法が選ばれております。一つは鉄道利用、詳しいことは省略をしま

すが、鉄道利用による方法。それから 2番目には直行バス、高速バスによ

る方法。 3番目には高速船によります海上アクセス。それから 4番目には、

今実現もしておりますし、考えております東海北陸自動車道、第二東名・

名神自動車道などの高速道路網を整備をすることによっていこうと、こう

いう考え方。それから、第 5番目にはコミューター空港の可能性。第 6番

目には海底トンネルもしくは橋梁と、こういった多種類のアクセス方法に

ついて検討するということになっておるわけであります。

したがいまして、これら数多くのアクセス手段の中から、本市にとって

最も適した、しかも実現性が高い、あるいは地域経済の活性化にもつなが
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るものを選択していく必要があろうかというふうに考えておるところでご

ざいますが、海上アクセスということになれば、私は、場所の問題は別と

いたしまして、四日市港からが最も利便性が高いし、あるいは効率性もい

いというふうに考えておりますので、この四日市港の優位性というものを

強く関係方面にアピールをしてまいりたいと考えておるところでございま

すので、この上ともご支援を賜りますようお願いをいたしまして、答弁に

かえさせていただきます。

〇議長（川村幸善君） この際、理事者に申し上げます。残り時間の都合

もありますので、答弁は簡潔にお願いいたします。

計画推進部長。

〔計画推進部長（馬淵則昭君）登壇〕

〇計画推進部長（馬淵則昭君） それでは、 3番目にお尋ねの開発行為に

伴う環境問題ということについてお答えさせていただきます。

桜地区を中心とした鈴鹿山麓研究学圃都市の立地する地域は、日本列島

の中央部に位置する自然植生上重要なところでございまして、特に、この

ようなすばらしい自然環境が維持されておることは非常に意義深いことで、

また、この自然環境の保全、維持については、今後とも十分に配慮して進

めていかなければならないということは、当然のことでございます。これ

も住民の方々の努力でございまして、今後ともこのように自然環境を維持

するということにつきまして努力を払ってまいる所存でございます。

さて、このたびの学園都市の開発ですけれども、地域でのモデル開発と

して進めるべきだというご指摘がございました。お説もっともでございま

して、私どもといたしましても、環境部、農林水産部等関係部局からなり

ます「鈴鹿山麓研究学園都市構想推進プロジェクトチーム」を設置しまし

て、環境保全を十分に配慮し、自然との調和ある開発としての垂範となる

よう、研究学園都市建設を進めてまいりたいというふうに考えております。

具体的に申しますと、まず工事中の予防につきましては、住民の皆さん
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に、ご指摘のようなご迷惑をおかけしないように、土砂の流出、耕作地の

冠水などを起こさないための適切な工法の選択、最大限の管理を行うこと

はもちろんのことでございますけれども、万が一の天災の災害対策が必要

な場合におきましても、迅速な対応、処理が可能な万全の体制で臨む所存

でございます。

次に、研究学園都市に立地する施設の環境保全対策につきましては、計

画当初より、設備、保守管理の両面から、万全を期すべく、強く指導を行っ

ておりまして、今後誘致する施設につきましても、長期的な観点を踏まえ

た環境保全に十分留意して進めてまいりたいというふうに考えております

ので、よろしくお願いいたします。

〇議長（川村幸善君） 伊藤正数君。

0伊藤正数君 ご答弁ありがとうございました。

時間もありませんので、 1点目の件につきまして再度お尋ねいたします

けれども、駅西のアムスクエアは11月にオープンいたしますが、現状やっ

ておられる措置で本当に十分間に合うのか。駐車場の問題もございますけ

れども、あれが10年、 15年先に、例えばあそこを、なぜ心配いたしますか

と申しますと、流通圏といいますか、たくさんやはりお客さんに来ていた

だくために、四日市の活性化を図るためということで誘致をしたものであ

りますから、今の現状のままの交通量ではだめであるということでありま

す。交通量が、当然増えて当たり前ということの上に立って、十分10年、

15年先を見越した上でやっておられるのかどうかということを、もう一度

加藤助役からご答弁いただきたい。それだけお願いして、私の質問を終わ

ります。

〇議長（川村幸善君） 加藤助役。

0助役（加藤宣雄君） 11月にオープンいたしますアムスクエアの現在の

道路といいましょうか、交通処理につきましては、周辺道路で対応いたす

ということになっておりますが、長期的には、先ほど申し上げましたよう
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に、市民公園の地下駐車場が一番やはり有効な手段ではないかと思います

し、この地下駐車場につきましては、中央通りから直接車両を入れるとい

うことも可能でございますので、こういうことになれば、周辺道路の交通

負担も軽減されるというふうで、私ども長期的には考えておるわけでござ

います。

〇議長（川村幸善君） 暫時休憩いたします。

午後1時55分休憩

午後2時9分再開

〇議長（川村幸善君） 休憩前に引き続き会議を開きます。

野呂平和君。 ． 

〔野呂平和君登壇〕

〇野呂平和君 通告に基づきまして、次の 2点について市長のご所見をお

伺い申し上げます。

本年4月1日をもって、四日市市及び三重郡菰野町、川越町、朝日町、

楠町の 1市4町の農協が合併いたしましたが、経営基盤の強化・拡充のた

め、時宜に適した措置でありまして、農協幹部の方々の英断に心から敬意

を表するものであります。

現在、政治経済、社会の諸情勢はすべて機関が広域化へと流れつつあり

ます。行政機関もこうした情勢を踏まえ、現在は道州制を実施すべきだと

いう意見も数多く出てまいったのでございます。こうした状況のもとで、

市町村も、また広域化への道を目指すべきではないだろうかと思うのでご

ざいます。もう既に衛生組合、伝病組合、消防等は、契約によって広域化

しつつあります。警察におきましても、来る平成4年4月1日には、四日

市西警察署が開設される予定でございます。市町村単位の行政区域と他の

機関との調整がちぐはぐになっていくような気がするのでございます。

昭和28年及び30年に特別措置法によって市町村合併が実施せられまして
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から、もう既に三十数年が経過しているのでございます。住宅団地、工業

団地等が数多く造成せられ、各市町村内の人口分布も大きく変動し、住民

にとって市町村の区画は余り重視していないのが現状でございます。

激動する経済情勢、社会状況の中で、三十数年も固定した、しかも硬直

化した市町村の行政区画を改正しなければ、多様化した住民の要請に応ず

ることができないのではないでしょうか。

私は、こうした時期に加藤市長が核となり、桑名市、四日市市、鈴鹿市

並びに周辺市町村を大同せしめ、北勢市をつくってもらいたい気持ちが強

いのでございます。しかし、これは私の見果てぬ夢でございますので、ひ

とまずおくといたしまして、この際、市長はせめて三重郡内の菰野、川越、

朝日、楠を合併して、市域を大きく伸ばしていただく気はないのかどうか。

だれしも火中のクリを拾うものはありませんが、この際ひとつ加藤市長が

先駆者となり、近隣の町を合併し、 35万都市を建設いただければ、加藤市

長の名は不朽のものとなると思うのでございます。

ハイテクプラネット21構想にしても、高速道路にしても、もう既に市町

村の枠を越えて計画が立てられているのであります。この際、加藤市長は

こうした波の中で大きく飛躍する四日市市をつくっていただきたいと思う

のでございます。

しかし、なかなか難しい問題でございますが、町の方々も、時代の流れ

でございますので、小さくても一国一城のあるじという気持ちを忘れて、

大同団結への歩みを始めていただきたいと思います。人々の先端を行＜人

身御供とも思われる仕事でございますが、加藤市長はこの仕事の先頭に立っ

て進めていただきたいと思い、ご所見をお伺いいたしたいのでございます。

次にお伺いいたしたいのは、近鉄線の高架問題でございます。

近鉄線の高架問題につきましては、十数年以前であったと思いますが、

末永地区の都市計画事業に関連して、川原町駅の高架の実現が大きく浮か

び上がり、市の方々はこの問題について大きな努力をされましたが、地元
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住民の反対が強く、ついに実現を断念せられたとか聞いておりますが、非

常に残念なことでございます。しかし、今さら死児の齢を数えるようなも

のでいたし方ありませんが、私といたしましては、何とかもう一度角度を

変えて市長に取り上げていただきたいのでございます。

現在、近鉄線には、川越町より川原町駅に至るまでの間に42カ所の踏切

がございます。その中で、特に車両等の交通の激しいのは、八風県道松原

踏切で、次に富田駅北の踏切、次に羽津病院へ至る羽津町踏切で、川原町

駅南踏切の 4カ所であります。私は、この 4カ所の踏切に、午前 9時から

10時に至る 1時間、その状況を調査したのでありますが、八風県道では 1

時間に 120両、富田駅北の踏切では 135両、羽津町踏切では 105両、川越

町駅南踏切では98両でございました。日曜、祭日等の関係で、出勤、退社

時の関係等を考えますとき、この統計は必ずしも的を射たものとは思いま

せんが、ここ数日から考え、 1日じゅうの交通車両は莫大なものとなると

思うのでございます。

こうした踏切の存在を考えますとき、現在でも市街地の様相は西へ西へ

と伸び、その重心は西へ向かおうとしておりますが、この踏切のため、市

は東西に遮断され、市の発展に重大な障害が起きてくるのではないかと思

うのでございます。

こうしたことを踏まえ、私がお伺いしたいのは、将来のため、近鉄線を

川越町以南三滝川まで全面高架にできないものだろうかどうかということ

でございます。 21世紀には中部新国際空港も実現へと向かうでしょう。激

しく流動する経済情勢、社会情勢の中で、こうした陛路を抱えていては、

到底発展は望めません。 10年かかろうが20年かかろうが、近鉄高架の問題

は避けて通れないことであり、必ず実現しなければならない問題だと思う

のでございます。

加藤市長、市長はこの問題についていかがお考えか、将来のために何と

かこの問題についてこうしていこうというお考えがあるのかどうか、お伺
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いいたしまして、第 1回目の質問を終わります。

〇議長（川村幸善君） 市長。

〔市長（加藤寛嗣君）登壇〕

〇市長（加藤寛嗣君） 第1点目について、私からお答えを申し上げます。

広域行政は、今、四日市広域行政圏ということで、 1市4町で各種の問

題を取り上げて、お互いの意思の疎通を図っているわけでありますが、国

の方におきましては、臨時行政改革推進審議会、新行革審と言っておりま

すが、新行革審では、平成元年の12月に、国と地方の関係に関する答申を

出しております。

それによりますと、市町村については、合併の推進だけではなく、連合

制度の導入や、都道府県の事務権限を大幅に移譲する地域中核都市制度の

導入と、これを提言されておりますし、さらに自治省の方では、地方都市

圏の振興整備のための市町村行政に関する調査研究委員会というのを持た

れまして、そこでも地方都市圏の整備、振興の行政上の担い手は、広域市

町村圏という位置づけをいたしまして、その地域の独自性を高めることを

ねらいとした広域市町村圏の整備方策が必要であるという提言がなされて

おるわけでございます。

本市は、ただいま冒頭に申し上げましたように、 1市4町で広域市町村

圏を形成をいたしまして、広域行政に関する各種の意見調整を行いながら

今日までやってまいっておりますが、 21世紀には、先ほど来ご提言があり

ますように、北勢地域全体が、私は、大変可能性の大きな地域になってく

るであろうということは目に見えておるわけでありまして、今の 1市4町

の広域市町村圏ということでは余りにも小さ過ぎるんではないだろうか。

特に、海岸線を考え、あるいは背後地との関係を考えた場合には、もうちょっ

と大きな広域市町村圏をつくるべきであるというふうに思っておりますし、

他府県の状況は知りませんが、少なくともこの地域ではその必要性がある

だろうと。とすれば、今の行政圏の中でも当然に合併という問題も、そろ
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そろ議論があってもしかるべきだと、これは私は、自分で火中のクリを拾

うつもりはありませんが、必然的にそういう方向が出てくるんではないか

というふうに思っておりますし、私自身もそういった方向で今後努力をし

てまいりたいと、さように考えておりますので、今後とも皆様方のご支援

を賜りますようにお願いを申し上げまして、答弁にかえさせていただきま

す。

〇議長（川村幸善君） 加藤助役。

〔助役（加藤宣雄君）登壇〕

0助役（加藤宣雄君） 2点目の近鉄線高架の問題についてのご質問にお

答えいたします。

都市の枢要部の交通安全や渋滞解消策としての鉄道連続立体交差事業は、

抜本的な対策事業といたしましては極めて有効な手法でございます。そし

てこの事業は、都市に与えます影響は極めて大きい、大規模な事業であり

まして、その事業効果が都市の健全な発展をもたらすという観点から、特

に重要視されております。ですから、単に道路と鉄道との連続立体交差と

いう都市交通面での効果のみでなく、駅周辺の中心市街地の再生、活性化、

ひいては都市、あるいは広域都市圏全体の発展という効果が強く求められ

ているところでございます。

ご承知のように、本市におきましても、昭和52年に近鉄四日市駅周辺の

名古屋線と、それから湯の山線の連続立体交差事業が完成いたしまして、

その効果として、道路交通の飛躍的な拡大はもちろん、駅東西の両地区が

大きく変わったことはご承知のとおりかと存じます。

ご指摘いただきました近鉄川原町駅を中心といたしました三滝川から海

蔵川までの間、延長が 715mあるわけでございます。ここにつきましては、

末永本郷地区の土地区画整理事業がスタートいたしましたので、この土地

区画整理事業の進捗を参酌いたしまして、着工の予定でございます。

ちなみに、本市の連続立体交差事業計画について申し上げますと、平成
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3年から JR四日市駅周辺の連続立体交差化に向けた調査が認められたと

ころでございまして、この高架調査事業が認められた背景を申し上げます

と、 21世紀を展望いたしました本市の発展を考える上で、 JR四日市駅貨

物ヤード跡地の活用、それから民有地の区画整理、再開発といった市街地

の再整備により、立ちおくれが目立っております高次都市機能の集積や、

事業所サービスのニーズが高まった中で、高度な業務地域の形成を図る上

で、 JR関西本線等の連続高架が必要となったからでございます。また、

新しい都市空間の形成を目指しまして、本市の都市軸でございます中央通

りを港まで広げまして、新国際空港と連係した国際交流機能の充実を図る

ためにも連続高架が必要となってまいったからでございます。

さらに、鉄道事業者サイドから見ますと、連続高架が実現し、新しい都

市拠点が形成されることによりまして、利用客の増大が認められることか

ら、鉄道事業者がこの事業に協力ができるということになるわけでござい

ます。

このように鉄道連続立体交差化事業を実施するためには、その前提に、

踏切道の交通遮断量だけでなくて、今申し上げましたように、都市の基本

的構想や、あるいは周辺市街地整備構想など、都市計画の総合的な検討に

基づいた土地利用構想が立てられていることが必須の条件となっているわ

けでございます。

したがいまして、ご提言いただきました三滝川から朝明川までの間の近

鉄名古屋線の連続立体交差化につきましては、現状の沿線におきます都市

的土地利用動向から、総合的、広域的な波及効果、さらには鉄道事業者の

協力といった面から見ますと、大変難しい問題があるんではないかという

ふうに思っているところでございます。

しかし、ご調査いただきましたように、近鉄名古屋線にかかります踏切

箇所の交通渋滞が発生していることを考えますと、その解消に向けた対策

を講じなければならないというふうに思っております。そこで、場合によ
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りましては、既にでき上がっております富田山城線のように、幹線道路と

鉄道の単独立体交差事業というものを検討する必要があろうかというふう

に考えておるわけでございます。

今後の土地利用構想が進捗する中で、ただいまご指摘を賜りました事業

の可能性を検討いたしてまいる所存でございます。

〇議長（川村幸善君） 野呂平和君。

〇野呂平和君 市長及び加藤助役、ご答弁ありがとうございました。

市長、 35万都市にするためには、市長の肩にかかっている仕事であり、

市長は勇断を持って頑張っていただきたいと強く要望しておきます。

次に、 2点目の近鉄線の高架問題でございますが、川越町以南川原町三

滝川沿いまで、約 7km余りございます。国及び県と、また近鉄本社へ出向

き、何とか加藤市長、先頭に立って、市長の任期中に頑張っていただきた

いと思います。市長、来期もまた立候補されると聞き及んでおりますが、

頑張ってください。

高架問題も強く要望いたしまして、私の質問を終わります。ありがとう

ございました。

〇議長（川村幸善君） 暫時休憩いたします。

午後2時32分休憩

午後2時47分再開

〇議長（川村幸善君） 休憩前に引き続き会議を開きます。

土井数馬君。

〔土井数馬君登壇〕

〇土井数馬君 こんにちは、土井でございます。通告に従いましてご質問

をさせていただきますが、本日最後の一般質問でございます。皆さん大変

お疲れのことと思いますけれども、もうしばらくご辛抱のほどよろしくお

願いいたします。
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さて、私、 4月の選挙におきまして当選をさせていただきましたわけで

すが、それまではといいますと、一市民の立場で発言を繰り返したわけで

ございますが、今回、この議会、あるいは行政の中に入りまして、市民の

代表として発言をさせていただきますもんですから、非常に責任も重く、

緊張の度合いも激しいものですから、果たしてうまく質問できるかどうか

わかりませんが、よろしくお願い申し上げます。

さて、 17日の久保議員の質問の中にもございましたが、 5月末日より、

連日雲仙の噴火の様子が伝えられております。多数の犠牲者の方や想像を

絶するような被害が出ているようですが、議会の方と市の方も、先日お見

舞いの金額を送っていただいたようで、この場をかりまして、私もお見舞

いを心より申し上げます。

また、四日市も化学コンビナートに代表されます重化学工業の町でござ

います。一たん予期せぬ災害が起こりますと、いまだに燃え続けておりま

すあのクウェートのような状態にならないとも限らないと思います。もち

ろん、そのあたりは関係者の方には万全を期していることと存じますけれ

ども、備えあれば憂いなしと申しますので、その点もよろしくお願いした

いと思います。

また、今後、どのような形で台風とか地震とか、その他の災害に見舞わ

れるかもしれません。どうか雲仙の噴火を他山の石とせずに、そのような

ときに最小限の被害で引きとめられるように、また第2次災害が起こらな

いようなまちづくり、体制づくりをこの場でお願いしておきたいと思いま

す。

それでは、四日市東インター周辺地区構想に関連しまして、順次ご質問

申し上げます。

昭和48年の最初の基本構想策定以来、社会経済情勢に対応すべく、第 1

次基本計画から第4次基本計画まで、絶えず見直しを行いながら施策を展

開していただいたわけでございますが、そして21世紀をもうすぐ目の前に
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いたしまして、急速な高齢化、国際化、高度情報化に対応すべく、平成元

年度より平成12年度までの第 2次の基本構想を策定されました。そして、

平成元年度より平成5年度までの第 5次基本計画におきましては、皆さん

この議会でも何度も出てまいりますが、 「魅力と活力に満ちた産業と文化

のまち四日市」、この実現を目指しておるわけでございます。

当該地域は、その中の大きな構想としまして、第4次全国総合開発計画、

いわゆる 4全総の中の多極分散型国土形成促進法に基づきました「三重ハ

イテクプラネット21構想」の中で、 「鈴鹿山麓ハイブリッドスクエア」と

して重点地区の一つに指定されているわけでございます。しかし、四日市

市がこの地域でどのようなまちづくりをしてみえるのか、お伺いしたいわ

けでございます。 -

今申し上げましたように、この地域は、三重県がまとめました「三重ハ

イテクプラネット21構想」で重点整備地区の一つに指定されているわけで

すが、それぞれがどうリンクするのか、つながりがあるのか、また整合性

はあるのか、この点をお聞きしたいと思います。

そして、この構想は、県の意に沿ったものなのか、構想づくりに至りま

した経過をお聞かせいただきたいと思います。

もう 1点ですが、本市には、昭和59年度に策定されました「新生四日市

構想」がありますが、それとの関連もお聞かせいただきたいと思います。

もちろん、この構想だけに限らないわけですが、一般市民の方を、構想

の輪郭ができてからでなく、できる限り早い時期から取り入れていただき

たい、こういう要望も入れておきたいと思います。道路1本、あるいは電

柱 1本で生活環境が大きく変わってしまう住民の方もたくさん見えると思

うからです。

市長は常々、 「まちづくりは行政だけでなし得るものでなく、市民と行

政の英知を結集し、一体となって取り組むことによって実現する」とおっ

しゃってみえます6今回のこの構想でも、市民、専門家、 9行政、企業と、
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それぞれの立場で意見の交換のできる場を設けていただきまして、基本構

想に挙げられました五つの都市像をいろんな角度から、またいろんな視点

から見ていただくことによって、本当に魅力と活力にあふれたまちづくり

ができるんじゃないかと考えますが、この点についてもお答えいただきた

いと思います。

また、企画書や構想案などをよく拝見いたしますわけですけれども、た

くさん横文字が出てまいります。果たして市民の皆様にご理解をいただい

ているのでしょうか。今回の整備構想にいたしましても、当地区の開発整

備の理念ですが、 「スパイラルタウン四日市」と名づけられたようです。

どういったまちづくりなのか、ご説明をいただきたいと思います。

さて、これまでほとんどの都市がオフィスを中心部に集中させ、住まい

を郊外に出しながら、交通機関のネットワークを張り、その接点のターミ

ナルに商業、業務空間を集中し、増やしていく、そういうやり方で都市建

設を進めてきました。そして、駅前で小さな再開発も活発となりまして、

どの駅にも同じような交通広場やショッピングセンターのビルのセットが

でき上がったわけでございます。そして都心はといいますと、業務か、あ

るいは消費の 2極の構造しか残り得なくなってしまいまして、市民がただ

通過するだけの町となっていったわけでございます。都市建設は、市民の

生活の場からの発想よりも、都市としての玄関口を整えて、表通りを整備

することに、特に力を置いてきたわけでございます。もちろん、この四日

市も例外ではないと思うんですが、いかがでしょうか。ですから、今回の

この東インター周辺地区につきましては、表通りだけでなく、バランスの

とれた整備をしていただきたい。玄関よりも居間を大切にするような、住

むところを大切にするような発想でお願いしたいと考えるわけでございま

言す。

そこで、 21世紀に向けまして、国際化、高度情報化、高齢化が進展する

社会経済、その情勢のもとで、新しいまちづくりとして、今回、この構想
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にはどのような配慮がなされているのか、その点についてもお聞きしたい

と存じます。

また、具体的な問題としましては、 730haにも及びます広大な地域の開

発構想として、治山、治水、排水、道路、公園、公共施設等の社会基盤整

備についても、どのようにお考えなのか、お聞きしたいと存じます。特に、

市民の生活環境の向上に不可欠な道路網の整備につきましても、基幹道路

の整備に伴い、当該地区にございます生活道路の再整備の方も見直しの方

をお願いしたいと存じます。

それから、既存の四日市大学、また進出が決定しております東芝を初め

としますハイテク工業団地の将来の展望についても、関連してお聞かせく

ださい。

さて、この地域の開発整備は、民間活力の導入による民間主導型の開発

になると聞いておりますが、この構想の実現化について、行政としてどの

ようにかかわっていくのでしょうか。また、開発協議の際の指導程度でこ

の構想の実現化が本当に可能かどうか、その見解をお聞かせいただきたい

と存じます。

では、 2点目の下水道整備についてお尋ねいたします。

今議会におきまして、下水道整備についてのご質問が二、三ございまし

たもんですから、多少重複するかもしませんが、ご了承いただきたいと思

います。

急速な都市化、生活の近代化に伴い、各河川は本当に急速に汚濁されて

きております。伊勢湾までもが汚濁の進行を始めております。そのような

現状の中で、四日市の下水道整備を進めていただいているわけでございま

すが、この事業は長い年月と多額の費用を必要としております。ですが、

本市の積極的な取り組みによりまして、公共下水道の普及率も、昭和62年

の30％から、平成 2年度には31.7%、処理可能区域内の人口も約 7,500人

の増加を示しているようでございます。また、四日市市の市街地の大部分
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が低地帯に位置しております関係で、浸水被害を生じるため、雨水の排水

整備にはより力を入れて進めていただいており、本当に感謝申し上げてお

ります。

さて、四日市の下水は、流域下水道、公共下水道及び集落排水で整備さ

れているわけですが、その中で、流域下水道では、昭和63年1月に供用開

始されました北勢沿岸流域下水道北部処理区についてですが、現在、どの

程度整備が進んでいるのか、今後どのくらいのスビードで整備がなされて

いくのかをお聞かせいただきたいと思います。

また、単独公共下水道区域の中で、特に日永地区については、現在どの

ような状況にあるのか。また、内部、日永、その地域で公共下水道認可区

域に入っていない区域の今後の対応についても、少しお聞かせいただきた

いと存じます。

もう 1点、雨水排水についてお伺いいたします。

四日市の地形的特質もありますが、まだまだ市内の相当箇所で雨水排水

においての問題箇所を見受けることがございます。全市的に見まして、特

に常習浸水地域を踏まえての今後の整備対策をお聞かせください。そして、

市内にございます緊急避難場所指定箇所付近の雨水排水整備については、

早急に見直しをしていただきたいと存じます。 一

昭和49年の集中豪雨の際、緊急避難場所であります中央緑地公園が、あ

の一帯が水没してしまっているわけでございますが、現在でも、雨量が約

50mmを超えると水没をしてしまうようです。このあたりについて、現状を

お聞きしたいと存じます。

それに関連しておりますが、公園北側の長太雨水1号幹線の進捗状況と

今後の計画についてもお聞きしたいと存じます。

また、中央緑地に集中豪雨のときなど、あるいは地震のときなどに避難

する際、その長太雨水1号幹線沿いの道を来る方が多数みえるわけですが、

先ほど申し上げましたように、ある程度の雨量を超えますと、川なのか道
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なのか、まるで区別がつかないような状況になってしまっております。ま

た最近、非常に人、あるいは車ともに交通量が増えまして、非常に危険な

状態になっております。どうか整備計画の際には、もちろん地域の皆様と

十分にご協議をいただきまして、暗渠での施工も考慮していただきたいと

考えております。この辺もひとつよろしくお願い申し上げます。

さて、 3点目は、教育問題についてお尋ね申し上げます。

冒頭でもお話し申し上げましたが、 21世紀に向かいまして、産業構造、

就業構造が変化するとともに、核家族化の定着や出生率の低下とあわせま

して、我が国の人口構造は急速に高齢化が進みまして、本格的な高齢化社

会はもうすぐ目の前に来ております。この高齢化社会を明るく生き生きと

したものにするためには、次代を担います子供たちを心身ともに健やかに

育て、そして私たち大人が見守ってやることが重要になってくることと思

います。

そこで、特に留意すべき点ですが、今議会でも 2度ほどやはり出ており

ますが、出生率の低下等、女性の社会進出への対応の問題だと思います。

1人の女性が一生のうちに産む平均子供の数が2.08人を割ると、人口は減

少していくそうです。昭和50年以降、その2.08人を割り込み、史上最低で

した昨年の1.57人を本年度はさらに下回りまして、 1.53人に落ち込んでい

ます。これに伴う児童数の減少は、社会の中で子供たちがもまれていく機

会や人と人との間で育つ機会をうんと減少させてしまい、子供の健やかな

成長に大きな影響を与えるおそれがあると考えます。そして、年金、医療

など高齢者扶養の負担の増大も、社会生活の活力の低下など、社会全体に

及ぼす影響もはかり知れないと思うわけでございます。

また、児童と家庭を取り巻く環境も大きく変化してきておりまして、核

家族化の進行により、世帯構造も、昭和30年には 1世帯4.68人の家族がご

ざいましたが、昭和40年には3.75人、そして昭和63年には 1世帯3.12人ま

でに減少しているわけでございます。就業構造も大きく変化をしてきてお
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りまして、女性の職場進出も急速に進み、配偶者のある女性の就業率は、

全国平均で、何と50％を超えております。こうした環境の変化の中で、家

庭での児童を養育する機能は確実に弱体化してきております。そして地域

の中でも、それぞれの家族が孤立化をしておりまして、子育てや教育につ

いて、さまざまな問題が出てきております。また、都市化の進行や受験戦

争などにより、子供の遊び場や遊び時間も減ってきております。そして、

自然と触れ合う機会も本当に少なくなっているのが現状でございます。

こうした社会状況の中で、仕事と子育ての両立のための支援策を拡充し

ていくことが、その子供たちの健やかな成長にとって急務ではないかと考

えるわけでございます。その問題解決の一つの方法として、学童保育補助

事業について、今からお伺いいたします。

まず、学童保育には、放課後の児童の生活保障と、遊びや集団的な生活

を通じた発達保障の両側面があるわけでございます。ですから、その内容

は福祉と教育の統一から成り立っているわけでございます。日々の生活そ

のものが成長発達の過程である子供の暮らしでは、生活保障と教育は切っ

ても切れない関係にあると思います。ですから、学童保育は、行政の所管

を福祉にするのか、教育委員会にするのか、そんな問題ではなく、実情に

合わせた施策を進めていただきたいと思いますが、その点についてお聞か

せください。

また、子供の健やかな成長にとりまして、地域社会は大きな役割を果た

すことができるのでありますから、地域社会の児童養育機能を積極的に支

援していただいて、学童保育所を地域ぐるみの子育ての場として位置づけ

ていただきますれば、その意義も大変大きいかと考えます。ですから、学

童保育所は託児所的な発想ではなく、地域社会の中の児童の生活と発達保

障の場であると考えるわけですが、四日市市の学童保育補助事業の考え方

をお聞かせいただきたいと思います。

さて、もう 1点お伺いしますが、学童保育の運営形態は、全国的に見て
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みますと、四つの形態がございます。公立公営、公設民営、地方自治体の

委託、そして共同運営とあるわけでございますが、この四日市市は共同運

営で、父母と地域住民の共同により運営をしているわけでございます。も

ちろん、公立公営で実施運営していただければそれにこしたことはないの

ですが、まず、昭和61年度より据え置きになっております補助金交付基準

の見直しをお願いしたいと思います。そうしまして、早急に出生率の低下

ゃ、女性の社会進出などの大きな社会環境の変化に対応すべく、時代に合っ

た制度への見直しをお願いしたいと思いますが、ご答弁をいただきたいと

存じます。

1回目の質問を終わらせていただきます。

〇議長（川村幸善君） 市長公室長。

〔市長公室長（栗本春樹君）登壇〕

〇市長公室長（栗本春樹君） まず、第 1点目の四日市東インター周辺地

区整備構想につきましてお答えをさせていただきます。

ご質問の要旨は、 3点ほどあったかと思いますが、まず、他の構想との

かかわりと、今回の構想策定に至った経過、これがまず第 1点だと考えて

おります。それから 2点目が、いわゆる開発整備の理念として、今回「ス

パイラルタウン四日市」と名づけられたわけですが、それがどういう内容

であるかという点。それから 3点目が、構想の実現に向けての行政といい

ますか、市のかかわり方、この 3点に集約されるのではないかというふう

に考えます。お答えをさせていただきます。

四日市東インター周辺は、これは既に当議会におきましてもいろいろ議

論されておりますように、伊勢湾岸道路、あるいは北勢バイパス、それか

ら東海環状自動車道、さらには第二名神自動車道等の、いわゆる高速交通

体系網の整備構想、あるいは計画というものが取り巻いておりまして、し

かもこれらの道路は、富田山城線によって四日市港にも直結をしておると

いう状況でございます。なお、この周辺には四日市大学の立地やハイテク
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工業団地の立地などがございまして、本市にとりまして、これは非常に開

発ポテンシャルの高い地域となってきておるわけでございます。

そしてまた、この地域につきましては、これまでも、若干紹介をさせて

いただきますと、昭和55年、これは県と四日市地域広域市町村圏協議会で

策定した「北勢地域振典調査」というものがございます。これは、いわゆ

る「東海環状都市帯構想」と言われるもので、いま一方「テクノベルト構

想」とも呼んでおります。先ほど市長答弁の中にもございました「 8の字

構想」とも呼ばれておるものでございますが、そういう調査が昭和55年に

なされております。それから昭和58年、これも広域市町村圏としての調査

でございますけれども、 「四日市地域フェニックスプラン基本構想」とい

うものがございます。それから59年には、いわゆる住宅公団と共同して

「新生四日市構想」を策定をいたしております。それ以来、当地域の開発

整備につきましては、いろいろな形で種々検討を重ねてまいりました。

このような状況の中で、昨年度、いわゆる多極分散型国土形成促進法、

多極法と呼んでおりますが、これに基づいて、県が「振興拠点地域基本構

想」、これも出ておりますが、 「三重ハイテクプラネット21構想」と、こ

れを策定いたしました。県といたしましても、こういう計画が、これまで

の構想を踏まえて、本市が目指しております都市像や、あるいは当地域の

ポテンシャルの高さを十分認識をした上で、重点整備地区「鈴鹿山麓ハイ

ブリッドスクエア」として位置づけられたものでございます。これが本年

1月18日付で、国もその妥当性を承認をして、 1号指定になったという経

過でございます。

また、この地域では、特に富田山城線でございますが、一昨年度より、

この富田山城線を中心に、数社より、主として住宅開発を志向した開発の

予備協議が出されてきたのでありまして、しかも開発対象地域も一部重複

していたものもありました。そこで、本市としヽたしましては、この地域は、

これまでの調査等によりましても、非常に重要な地域であるというふうな
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ことでの認識がございまして、これがこの地域の適正かつ良好な開発を促

進する必要がございます。民間事業者による、いわゆる虫食い開発や乱開

発を回避しながら、秩序ある開発を誘導していくために、また四日市の発

展、あるいはまた地域住民の快適な生活環境の整備のために、市としてそ

の土地利用の方向性を打ち出すことがぜひ必要であるということを判断を

いたしまして、昨年より、いろいろ検討調査をしてきたところでございま

・て、先般、各議員にもその概要書をお示ししたわけでございます。

したがいまして、本市といたしましては、かねてより温めておりました

民間主導による複合機能都市の開発理念が、民間活力による地域開発誘導

を主眼とした振興拠点地域基本構想として、今回承認をされて、今後は四

日市東インター周辺地区整備構想の方向に向かって開発を誘導をしていく

と、こういう状況にあるわけでございます。

なお、今回の構想の中で、特に地区としてかかわりの深いところ、つま

り数社から出ております開発の予備協議の対象地域が、八郷、それから大

矢知、両地区でございますので、特にこの地区につきましては、この開発

構想策定に際しまして、地元のご意見もお聞きするという観点から、既に

今、二、三回でございますが、地元説明会も持たせて、いろいろとご意見

を拝聴してきたと、こういうことでございます。

今回の開発構想は、先ほども申し上げました高い開発ポテンシャルを生

かした、いわゆる複合開発ということであります。したがいまして、四日

市大学を中心とする学術研究機能の強化やすぐれた交通条件を生かし、し

かも商取引の機能も有した複合物流ターミナルの整備、また、先端技術産

業や都市型産業などの立地、さらに広域交通体系を生かした新しい商業空

間、それから文化空間の展開、また21世紀の社会環境に対応したセンター

ゾーンの充実、そして緑豊かな自然環境を生かし、高齢化社会にも対応し

得る住空間の整備、さらに緑のネットワークづくりなどによりまして、従

来にない新しい多機能型の複合都市空間の創出を目指しておるということ
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でございます。

そして、これらの諸機能がお互いに有機的連携をとりながら、 21世紀に

向かい、継続して相乗的に高め合うということを願って、今回、 「らせん

がハイレベルに渦巻く」と、こういう意味合いの「スパイラルタウン四日

市」というニックネームを冠したものでございます。なお、このスパイラ

ルタウンは、先ほど申し上げました「ハイプリッドスクエア」、これも非

常に横文字で申しわけないわけでございますが、 「高度に進化した雑種」

という意味でございますけれども、相通ずる言葉であろうというふうに思っ

ております。

また、今回は新しいまちを民間主導でつくっていくわけでございますが、

だから、現在予見されること、つまり、例えば高齢化社会に対応した住宅

開発のあり方、あるいは排水対策のあり方、これは、例えば大規模開発の

誘導による中小河川の流域ごとの大規模な調整池の設置や、コミュニティー

プラントの設置、さらには交通計画、これは道路とかマストラサービスな

どについて、基本的な指導指針となり得るものを作成しておるところでご

ざいます。したがいまして、開発の基本理念を民間事業者が十分理解し、

それに向かって努力をしてもらうということに値する構想であるというふ

うに私どもは考えております。

また、四日市東インター周辺地区開発の今後の手順でございますが、市

としての開発構想がまとまってまいりましたので、今後は法に基づく開発

指導に入ってまいりたいというふうに考えております。したがいまして、

開発事業者の事業計画等について十分ヒアリングを行いながら、市のこの

開発構想との整合性を図りながら、また、さらには地域住民等の意向を尊

重しながら、可能な限り本市の土地利用計画の方向へ誘導してまいりたい

というふうに考えておるところでございます。

また、当然のことながら、開発事業者といたしましても、地域住民の声

を尊重して当該開発に取り組むよう、厳しく指導してまいります。いずれ
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にいたしましても、いかに民間主導の開発といえども、いいまちづくりを

進めていくということが基本でございますので、地域がよりよい発展をす

るためのサポート役として、今後とも市として関与をしてまいりたいとい

うふうに思っております。

それから、ご指摘のように、今、四日市東インター周辺には四日市大学

が設置され、またハイテク工業団地への東芝の進出が決定されるなど、い

ろいろな発展要素、それに対する期待というものもあるわけでございます

が、本市の新たな都市形成におきまして、戦略的かつ先導的な役割が期待

されているというふうにも思っておるわけでございまして、この地域は、

そういう意味で、先ほども、非常にポテンシャルの極めて高いということ

を申し上げたところでございます。

そこで、この 730haのイメージにつきましては、先ほども概略申し上

げましたが、いわゆる導入機能、具体的な方向といたしましては、住宅、

それから商業アミューズメントの機能、業務機能、物流機能、生産機能、

学術研究機能、文化交流機能、スポーツ・レクリエーション、田園体験機

能等の整備となるものというふうに思っておるところでございます。

大体以上が質問に対するお答えになろうかと思います。

〇議長（川村幸善君） 下水道部長。

〔下水道部長（岡田幹夫君）登壇〕

〇下水道部長（岡田幹夫君） 2番目の下水道整備につきましてお答え申

し上げます。

ただいまご指摘もございましたとおり、本市の公共下水道の計画につき

ましては、北勢沿岸流域下水道の関連公共下水道と、それから単独公共下

水道で整備を進めておるところでございますが、このほか市街地の常習浸

水区域につきましては、都市下水路事業も組み合わせまして、整備を進め

ているところでございます。

まず、ご質問の北勢沿岸流域下水道北部処理区の進捗状況でございます
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が、浄化センターが供用開始されて以来、関係する各市町の汚水を受け入

れます流域幹線の積極的な促進が図られておりまして、本市を通過いたし

まして、菰野町まで延びてまいります四日市幹線につきましては、現在、

富田浜から西阿倉川に至る間で工事が進められておるところでございまし

て、平成 5年度には三ツ谷東町付近、それからまた平成8年度末には生桑

町付近までの幹線が完成する予定でございます。

市といたしましては、この流域幹線の進捗とあわせまして、整合を図り

ながら、接続点、すなわち汚水を受け入れる口でございますが、その周辺

より関連公共下水道の面整備を進める計画でございます。

2点目の単独公共下水道につきましてでございますが、内部川以北の日

永地区を初め、四郷、常磐、川島地区などを受け持ちます日永処理区の基

幹となります川島汚水1号幹線の布設を鋭意推進しているところでござい

ます。日永についてでございますが、このうちー、二丁目はおおむね整備

が完了いたしておりまして、さらに通称笹川通りに布設いたしております、

ただいまの川島汚水1号幹線も計画どおりに進んでおりまして、本年度よ

り各家庭の汚水を直接受け入れます面整備を国道 1号下流部、東側の方で

ございますけれども、着手する予定でございます。

一方、汚水を処理いたします日永浄化センターにつきましても、面整備

の進捗にあわせまして、本年度から水処理施設の増設を計画いたしておる

ところでございまして、認可計画区域に入っていない地域につきましては、

今後この日永浄化センター第 3系統の拡張工事にあわせまして、逐次区域

の拡大を図ってまいるところでございます。

次に、第 3点目の常習浸水区域の対策についてでございますが、昭和51

年、議会の議決を受けまして以来、生命と財産を守る雨水対策を最優先事

業として取り組んでおりまして、旧市街地の常習浸水区域の再整備を初め、

雨池、羽津、羽津茂福都市下水路、それぞれの事業の推進に努めておりま

して、今後とも公共下水道事業とあわせて常習浸水区域の早期解消に向かっ
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て努力してまいる所存でございます。

このうち、落合川と天白川に挟まれた区域についてでございますが、県

施工の大井の川河川改修事業と整合を図りながら、排水のかなめとなりま

す落合ポンプ場の建設を進めておりまして、本年度から 1,650mmのポンプ

2台、それから 700mmのポンプ1台、計3台が稼働できる状況となったと

ころでございます。引き続きまして、年次計画に基づき、上流部の水路整

備とあわせましてポンプの増設もいたしてまいり、これにより当地区の浸

水並びに緊急避難場所の問題は解消されるものと期待いたしているところ

でございます。

なお、ポンプ場の稼働にあわせて、長太雨水1号幹線の改修工事も進め

ておりまして、本年度は国道 1号付近までを予定いたしておりますが、マ国

道1号以西の水路の整備につきましては、ただいまご指摘の趣旨も十分含

めまして、地元の方々ともよく協議しながら進めてまいる所存でございま

す。

さらに、天白川以南につきましては、雨池都市下水路事業として鋭意幹

線水路の整備を進めておりますが、今後とも水路の整備とあわせてポンプ

の増設も図りながら、浸水解消に努めてまいりたいと考えておりますので、

よろしくご理解のほどお願い申し上げます。

〇議長（川村幸善君） 教育長。

〔教育長（丹羽武君）登壇〕

〇教育長（丹羽 武君） それでは、最後のご質問でございました学童保

育補助事業についてお答えをいたします。

ご指摘がございましたように、社会の変化が急速に進んでおるわけでご

ざいますが、こういった事態に対して主体的に対応できる、創造的で活力

のある青少年の育成につきましては、強く求められておるところでござい

ます。そういった中で、家庭、学校、地域、それに行政が一体となってそ

の推進に取り組む必要があることは、ご提言のとおりかと存じております。
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市といたしましては、これまでも学童保育につきまして、児童の健全育

成と福祉の増進を図るという目的を持ちまして、放課後、保護者が家庭に

いない小学校低学年児童を対象にいたしまして、地域社会づくりの一環と

いたしまして、地域においてふさわしい施設、指導員を確保していただき、

保育事業を実施されている団体に対しまして、その円滑な運営を助けるた

めの助成制度を設けているところでございます。現在、市内の 4カ所で、

地域住民に支えられた活動が展開されておるわけでございます。

しかしながら、こうした現在のこの制度が最善であるとは考えられませ

んし、時代に合った制度への見直しも必要かと存じますので、福祉部とと

もに、現状を踏まえながら、本市の実情に合った今後の学童保育のあり方

について、今後方策を立てたいと考えております。そうした中で、ただい

まご指摘がございました趣旨も十分に踏まえまして、早期に結論を得るべ

＜努力をいたしたいと存じておりますので、何とぞご理解を賜りたいと存

じます。

〇議長（川村幸善君） 土井数馬君。

〇土井数馬君 どうもご答弁ありがとうございました。

第1問の質問であります四日市東インター周辺地区整備につきまして、

県の方は、当該地区の開発において、ポテンシャルの可能性の高さを十分

認識した上で「鈴鹿山麓ハイブリッドスクエア」として位置づけ、国の方

もその妥当性を承認したというご答弁をいただきましたが、多極分散型国

土の形成にしましても、 「三重ハイテクプラネット21構想」にいたしまし

ても、まだ概略がつかめずに、漠然とした「構想」でありますから、そう

なんですけれども、今後も、四日市としまして、これまでの構想づくりの

経緯を踏まえまして、住民の声を十分に聞きながら、整合性を図って進め

ていただきたいと思います。

また、この地域は、一昨年度、数社より住宅開発を志向した開発の予備

協議が出されたとしておりますが、今後どのように指導、調整していただ
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くのか、お聞かせいただきたいと思います。

また、この構想につきまして、八郷、大矢知両地区で地元説明会を二、

三度開催していただいたそうですが、今後、このような場を地域整備のた

めの住民懇談会とか、あるいは研究会、そういったような形にしていただ

きたいと思います。そして積極的に市民の提案を引き出していただきなが

ら、専門家、研究者といいますか、行政がそういった方と輪郭をつくって

いく、同時進行型でのまちづくりを考えていただきたいと思いますが、こ

の点についていかがでしょうか。

また、ご答弁いただきました中にあります「スパイラルタウン四日市」

の開発理念は、おおむねわかりましたが、ちなみに「スパイラル」という

言葉を辞書で引いてみますと、答弁のあった意味のほかに、経済界におき

ましては「物価が急激に上昇する」とか「悪循環」とか、そういう意味も

出てくるわけでございます。そうなりますと、物価上昇のまち四日市、あ

るいは悪循環のまち四日市などとなるわけですけれども、その辺はいかが

なもんでしょうか。

また、この地域の開発につきましては、民間活力の導入による民間主導

型の開発ですとご答弁をいただきましたが、市の開発構想との整合を十分

に図っていただきまして、厳しく指導をしていただき、いいまちづくりを

進めていただきたいと思います。

さて、先ほどのご答弁の中で、四日市大学については発展の方向を検討

していただくということでしたが、今回の構想の中の「アカデミーパーク」

の位置づけはどうなのか、ひとつお聞かせいただきたいと思います。

次に、第2点の下水道整備についてご答弁いただきましたが、全市的な

下水道整備につきましては、先般ご答弁がありましたと思いますが、今後

10年で50％の公共下水道普及率を予定しているようですけれども、現時点

でのこの進捗状況で、果たして住民の要望にはほど遠いと思うのでありま

すが、今後一層のご努力をお願いしたいと存じます。
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日永地区につきましては、本年度より落合ポンプ場に新しいポンプが稼

働できるようになったのですが、これで浸水問題や緊急避難場所の問題が

果たして解決するのでしょうか。あるいは次年度計画の 1,650mmポンプが

稼働しないと問題の解決にならないのか、この点について、もう一度お聞

きしたいと思います。

さて、次の 3点目の教育問題についてご答弁をいただいたわけでござい

ますが、今日、急速に進みました社会環境の変化の中で、子供が健やかに

生まれ、育つための環境づくりの条件整備の一つとして、学童保育事業の

見直しが急務だと考えたとき、現在のこの制度は、放課後、留守家庭児童、

そして低学年児童だけに限るという対象でございますが、この点は少し問

題があるんじゃないかと思いますが、お答えいただきたいと思います。

託児所的な発想でなく、子供たちにとりましては、魅力いっぱいの居心

地のよい場所として、また親にとっては、子供を安心して任せられる場所

であり、薄れていく地域社会とのコミュニケーションを図る場として考え

ていただきたいと思いますので、補助金交付基準見直しの際、対象児童の

基準もお考えいただきたいと思います。ひとつご答弁のほど、よろしくお

願いします。

〇議長（川村幸善君） 市長公室長。

〇市長公室長（栗本春樹君） まず、順不同になりますけれども、 「スパ

イラルタウン」が、いわゆる経済の悪循環を意図したものだというふうな

意味があると、こういうご指摘がございました。しかし、私どもは、この

言葉につきましては、都市形態としての形をアビールしたものでございま

して、あくまでも発展的な意味合いでの呼称ということで、まずご理解を

ちょうだいしておきたいというふうに思います。

それから、計画推進に当たりまして、いろいろ体制上の問題、どのよう

に今後指導していくかというふうなご質問がございました。

これにつきましては、今考えておりますのは、これを円滑に実施をして
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いくためには、まず何といいましても、公共施設整備の負担原則といいま

すか、そういうものも確立をしていかなければなりませんし、それから、

景観面を含むアーバンデザイン等への合意形成、こういうものも極めて重

要になってくる要素となります。そのためには、やはりこの具体化の段階

では、これに限定をした、まだこれ、今後どういうふうにするかの問題が

あるわけですが、この「スパイラルタウン四日市」だけに限定した、いわ

ゆる宅地開発要綱、こういうものも定めていかなければならないのではな

いかというふうに感じておるところでございます。

そして、また計画推進体制の確立を具体化するということは、つまり関

係者による「スパイラルタウン四日市開発推進協議会」、これ仮称でござ

いますが、そういうものも設置をしながら、十分に協議をしていく必要が

あるんではないかと、こういう感じがいたしております。これも今後具体

的に詰めるということにしたいと思っておりますので、ご理解賜りたいと

思います。

それから、四日市大学の周辺、 「アカデミーパーク」として、面積的に

は約 4haを予定をいたしておるところでございまして、あくまでもこれ

は学術研究というゾーンに位置づけをさせていただきます。必ずしもその

すべてが四日市大学というふうなことでの位置づけではございませんで、

今後、人材育成等の教育機関等の誘導を図っていくと、こういう意味合い

で、現在のところ、非常にまだ漠然としておりますが、そういう構想で絵

を描かしていただいておると、こういうことですので、ご理解をちょうだ

いをいたしたいと思います。

〇議長（川村幸善君） 下水道部長。

〇下水道部長（岡田幹夫君） ただいまの質問でございますが、今後とも

さらに上流に向かって幹線水路等の整備など必要でございまして、それに

伴いましてポンプの増強も必要でございますが、まずポンプ、 1, 650mm 2 

台、 700mm 1台、これの効果は相当大きなものと期待しておるところでご
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ざいます。もちろん、水路の整備とか、今後ポンプの増強、これも必要と

いたしますので、 100%とはまいりませんが、続けて努力をしてまいると

ころでございますので、よろしくお願い申し上げます。

0議長（川村幸善君） 教育長。

0教育長（丹羽 武君） 学童保育の問題につきましては、先ほどご答弁

の中でも申し上げましたように、私どもも早急に見直しの点につきまして

も検討を進めていきたいと存じておりますので、そういった中で、ただい

まのご指摘の点につきましても、十分に考慮をしながら検討いたしたいと

存じます。

〇議長（川村幸善君） 土井数馬君。

〇土井数馬君 ご答弁ありがとうございました。

四日市東インター周辺の整備についてですけれども、地域整備のための

住民懇談会、あるいは研究会、そんな場を設けていただきたいというご質

問を一つ差し上げたんですが、そのご返事をもう一度お聞きしたいと。そ

の点と、アカデミーパークでの四日市大学の位置づけはお聞きいたしまし

たが、今後、四日市大学の学部増設等をもしお考えでしたら、地元の企業

を支えるシンクタンクが育ってくる場所でもあると思いますし、また、優

秀な人材を生かすことによりまして、産学協同の研究や開発も考えられる

と思いますので、やはりその点もひとつお考えいただきたいと思います。

また、地域にみえる一般の研究者の方といいますか、学校の先生など、

あるいは企業の研究者、あるいは大学の研究者の方などが一緒に集まりま

して、いろんなテーマを決めました勉強会などを開いていただきまして、

そういった地域の問題、あるいは企業の研究の問題などを一緒に考えてい

く場に利用していただけたらと思いますし、また、一般市民の方が昼夜と

もに利用できるような開かれた大学にしていただけたら、そんなふうに思

います。これは要望にとどめておきます。

市民と行政が一体となってつくり上げます複合機能都市といいますか、
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「スパイラルタウン四日市」の10年、 20年後の成長をひとつ楽しみにして

おります。

さて、第2点目の下水道の整備についてですけれども、長太雨水幹線で

すが、この下水は中央緑地のクリークにつながっておるわけですけれども、

先日ちょっと拝見しましたんですが、非常に草がいっぱい生えておりまし

て、泥のにおいが非常に強くしておりまして、まさにどぶ川といいますか、

そんなような状態に、今なっております。現在のこのクリークですけれど

も、下水の整備の過程で、周辺の、せっかく緑地公園の入り口にあります

ので、緑とマッチするような工夫をしていただいてはどうかと、そのよう

な考えも持っておりますが、この辺もひとつ要望として上げさせていただ

いておきます。

最後の 3点目の教育問題につきましては、現在、市内に4カ所しかない

学童保育所ですが、これは施設と指導員の確保が困難なことや、 15人以上

の対象児童がいないと助成を受けられないなどのいろいろな問題が山積み

でございます。早期に結論を出していただけるということなので、またそ

の時点でお聞かせいただくことにさせていただきます。

最後に、この学童保育所という呼び名が、余り市民の間に受けていない

といいますか、響きがよくないということで、ちょっと先日本を見ておっ

たんですけれども、冒頭で私、横文字が余りよくないと言いまして、先ほ

どもちょっと皮肉を言ったわけですが、 「キッズプレイス」というのが出

てきたんです。 「子供たちの場所」というふうな意味だそうなんですけれ

ども、思い切って「キッズプレイス補助事業」とかですね、そういった名

前にしていただければどうかと、この際、考えておりますので、これも提

案させていただきます。

以上で私の質問は終わらせていただきます。先ほどの「スパイラルタウ

ン四日市」の地域整備のための住民懇談会の点だけ、再度ひとつお願いし

ます。
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〇議長（川村幸善君） 時間もございませんので、簡潔にお願いいたしま

す。市長公室長。

〇市長公室長（栗本春樹君） それでは、簡潔にお答えさせていただきま

す。

今この時点で地域整備懇談会を設置する考えは持っておりません。ただ、

先ほど私申し上げましたようにですね、関係者による協議会を設置をした

らどうかと、こういう構想で今検討をさせていただいておるところでござ

います。

0議長（川村幸善君） 土井数馬君。

〇土井数馬君 どうもありがとうございました。じゃ、そういった懇談会

の方に、できましたら市民の方も参加できるような形をとっていただくこ

とを希望しまして、本日の私の質問とさせていただきます。どうもありが

とうございました。

〇議長（川村幸善君） これをもって一般質問を終了いたします。

日程第2 議案第52号ないし議案第68号

〇議長（川村幸善君） 日程第2、議案第52号四日市市国民健康保険条例

の一部改正についてないし議案第68号町及び字の区域の変更についての17

件を一括議題といたします。

本件については質疑の通告がありませんでしたので、質疑なしと認め、

それぞれ所管の常任委員会に付託いたします。

日程第 3 議案第69号 工事請負契約の締結についてないし議案第73号

工事請負契約の締結について

〇議長（川村幸善君） 日程第3、議案第69号工事請負契約の締結につい

てないし議案第73号工事請負契約の締結についての 5件を一括議題といた

します。
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提案理由の説明を求めます。

市長。

〔市長（加藤寛嗣君）登壇〕

〇市長（加藤寛嗣君） ただいま上程されました各議案についてご説明申

し上げます。

議案第69号から議案第73号まではいずれも工事請負契約締結議案であり

まして、諏訪公園雨水調整池導流管布設工事、北部雨水5号幹線函渠布設

工事、北部雨水4号支線管渠布設工事及び雨池2号幹線水路築造工事につ

いて、それぞれ指名競争入札により請負契約を締結しようとするものであ

ります。

どうかよろしくご審議いただき、議決賜りますようお願い申し上げます。

〇議長（川村幸善君） 提案理由の説明はお聞き及びのとおりであります。

ご質疑がありましたら、ご発言願います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（川村幸善君） 別段ご質疑もありませんので、質疑を終結いたし

ます。

本件を総務委員会に付託いたします。

なお、各常任委貝会は明日午前10時から開会されますので、念のため申

し上げます。

〇議長（川村幸善君） 次に、本定例会において受理いたしました請願は、

お手元の文書表のとおりであります。

本件を教育民生委員会に付託いたします。

陳情につきましては、提出がございませんでした。

〇議長（川村幸善君） 以上で本日の日程は全部終了いたしました。

次回は 6月25日午後2時から会議を開きます。
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本日はこれをもって散会いたします。

午後3時48分散会

会 議 録

第 5
 
日

（平成 3年 6月25日）
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〇議事日程第5号

平成 3年6月25日（火） 午後2時開議

第1 議案第52号ないし議案第73号 ・・・・・・・・・・・・・・ 委員長報告・質疑

討論・採決

第2 発議第 5号 農業委員会委貝の推薦について

第3 委員会報告第 3号 請願の審査結果について

説明・質疑

討論・採決

採否決定

第4 発議第6号 看護婦の確保対策に関する意見書の提出

について ………………………………・ •• 説明・質疑
討論・採決

第5 発議第7号 「北勢バイパス早期事業実施」に関する

決議について …••……•………………… 説明・質疑
討論・採決

第6 常任委員会の閉会中の継続調査について

0本日の会議に付した事件

議事日程のとおり

〇出席議員 (39名）

青山弘忠

小井道夫

石川勝彦

市川悦子

市川正徳

伊藤正数

伊藤雅敏

伊藤正巳
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宇野長好 水野和子

大島武雄 水野幹郎

大谷茂生 毛利道哉

小川政人 森 真寿朗

川村幸善 〇欠席議員 (2名）

喜多野 等 坂口正次

久保博正 橋本増蔵

桑原 勇

小林博次 〇出席議事説明者

佐藤晃久 市 長 加藤寛嗣

佐野光信 助 役 片岡 二
． 

瀬 川憲生 助 役 加藤宣雄

田中 武 収 入 役 毛利道男

田中俊行 調 整 皿臣 鈴木 美

谷口廣睦 市長公室長 栗本春樹

土井数馬 計画推進部長 馬淵則昭

豊田忠正 総務部長 石川徹夫

中森懺二 財政部長 佐々木龍夫

野崎 洋 市民部長 小畑廣次

野呂平和 福祉部長 田中昌治

橋本 茂 商工部長 米津正夫

長谷川昭雄 農林水産部長 黒田昭公

日置紀平 環境部長 鵜飼 滋

藤井浩治 都市計画部長 山田 稔

古市元 建設部長 西田喜大

堀内弘士 下水道部長 岡田幹夫

益田 力 消 防 長 島村 隆
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消防次長 浜谷敏彦

病院事務長 中村 督

水道事業管理者 奥山武助

水道局次長 藤田高司

教 ＝ 目 長 丹羽 武

教育次長 宮田 勉

代表監査委員 樋尾 裕

0出席事務局職員

事務局長 長谷川昭彦

議事課長 伊藤千秋

議事課長補佐 福島和幸

議事係長 玉田耕士

主 幹 井上紀久夫

主 幹 水谷正昭
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午後2時 1分開議

〇議長（川村幸善君） これより本日の会議を開きます。

ただいまの出席議員数は、 37名であります。

本日の議事については、お手元に配付いたしました議事日程第 5号によ

り取り進めますので、よろしくお願いいたします。

日程第 1 議案第52号ないし議案第73号

〇議長（川村幸善君） 日程第 1、議案第52号四日市市国民健康保険条例

の一部改正についてないし議案第73号工事請負契約の締結についての22件

を一括議題といたします。

本件に対する委員長の報告を求めます。

まず、総務委員長にお願いいたします。

田中武君。

〔総務委員長（田中 武君）登壇〕

0総務委員長（田中 武君） 総務委員会に付託されました関係議案につ

きまして、当委員会の審査の経過と結果をご報告いたします。

議案第53号四日市市消防団貝等公務災害補償条例の一部改正については、

非常勤消防団貝等に係る損害補償の基準を定める政令の一部改正に伴い、

非常勤消防団員及び消防作業等協力者に係る補償基礎額を引き上げようと

するものであります。

損害補償の対象としての認定基準についてただしたところ、理事者から

は、 「一般市民が消防作業等に関連して負傷した場合、必ずしもすべてが

補償の対象にはなり得ないものである」との説明がありましたが、一部委

員から、緊急時という特殊条件下にあることを勘案しながら、補償対象の

認定に当たっては適正な基準のもとに事務を進め、後日関係者とのトラブ

ルを生じることのないよう十分な説明を行うべきであるとの意見がありま

した。
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次に、議案第54号四日市市非常勤消防団貝に係る退職報償金の支給に関

する条例の一部改正についてであります。

非常勤消防団員の処遇については、退職報償金支給対象の拡大、残火警

戒手当の新設など、これまでも本市独自の改善が図られているところであ

りますが、今後も引き続き処遇改善に向けて検討を行っていくことにより、

なお一層消防団の充実・活性化に努めていくよう要望いたしました。

議案第55号から議案第66号、及び議案第69号から議案第73号までの17議

案につきましては、いずれも工事請負契約締結議案であります。

景気が依然として好調に推移している中で、特に建設業界においては、

深刻な人手不足が続いておりますが、安易な工期延長を防ぐために、発注

に当たっては施工業者の能力を十分勘案し、発注後は定められた期間内に

工事が完成できるよう適切な指導・監督を行っていくよう要望いたしまし

た。

また、交通規制を伴う工事の場合には安全の確保に努めるとともに、短

期間に集中して工事を実施することにより交通規制期間を短縮し、市民生

活に及ぼす影響を最小限度に抑えていくよう要望いたしました。

また、共同企業体が施工する工事については、一部委員から、関係業者

間の良好な連携のもとに工事の進捗が図られるよう、十分な指導に努めて

いくべきであるとの意見がありました。

そのほか、指名業者のランクづけのあり方、建築工事の積算方法につい

て意見がありました。

議案第67号動産の取得については、菰野町尾高家族旅行村、朝明川保々

地内、鹿化川日永地内及び三滝川神前地内に設置する雨量・水位観測テレ

メーターシステムを取得しようとするものであります。＇

本システムにつきましては、今回で一応の整備を終了するものでありま

すが、今後開発が行われる地域を流域に持つ河川については、必要に応じ

て逐次増強していくよう要望いたしました。
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議案第68号町及び字の区域の変更については、別段異議はありませんで

した。

以上の経過により、当委員会に付託されました関係議案につきましては、

いずれも別段異議なく原案のとおり可決すべきものと決した次第でありま

す。

これをもって、総務委員会の審査報告といたします。

〇議長（川村幸善君） 次に、教育民生委員長にお願いいたします。

伊藤正数君。

〔教育民生委員長（伊藤正数君）登壇〕

0教育民生委員長（伊藤正数君） 教育民生委員会に付託されました議案

第52号四日市市国民健康保険条例の一部改正につきまして、当委員会の審

査の経過と結果をご報告申し上げます。

本件は、国民健康保険法施行令等の一部改正に伴い、保険料賦課総額の

算定方法等の改正、保険料の賦課限度額及び保険料の軽減基準額の改正等、

所要の改正を行おうとするものであり、一部委員から反対意見がありまし

たが、賛成多数により原案のとおり可決すべきものと決した次第でありま

す。

甚だ簡単ではありますが、これをもちまして教育民生委員会の審査報告

といたします。

〇議長（川村幸善君） 委員長の報告は、お聞き及びのとおりであります。

ご質疑がありましたら、ご発言願います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（川村幸善君） 別段ご質疑もありませんので、質疑を終結いたし

ます。

これより討論に入ります。

発言を許します。

橋本茂君。
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〔橋本茂君登壇〕

0橋本 茂君 私は、日本共産党四日市市議団を代表しまして、議案第52

号四日市市国民健康保険条例の一部改正についてのうち、保険料の最高限

度額を42万円から44万円に引き上げることに反対の討論を行います。

最高限度額の引き上げは、昭和63年度に39万円から40万円に、さらにこ

の2年間で42万円にまで年を追って引き上げられ、加入者負担増に拍車を

かける役割を果たしてきました。

保険料全体の値上げは、 1人当たりの保険料でここ10年間をとってみま

すと、昭和56年度の 3万 4,000円台から平成 3年度の 6万 7,000円台へと、

何と 2倍にもはね上がっているのであります。加入市民の「高く・て払えな

ぃ」、 「保険料の引き下げを」という切実な声に逆行するような今回の最

高限度額引き上げは、断じて容認できません。

国保制度の危機が叫ばれて久しいわけですが、もとを正せば、国が自治

体に対して国庫負担率を従来の45％から38.5％へと大幅削減をして押しつ

けてきたことが大問題なのであります。市民の医療と健康を守り抜く立場

から、市長は、まず国庫負担をもとに戻すように、国に対して従来にも増

して強く働きかけていただかなければならないことを、この場で強く要望

する次第であります。

また同時に、それだけに市の一般会計から国保財政への繰り入れを大幅

に増やし、加入者の負担軽減を図らなければなりません。今回の44万円へ

の引き上げをせずに、 42万円に据え置く措置をとるには、一般会計から

6,800万円の繰り入れをすればよいと試算されています。財政調整基金を

はじめ 120億円もため込んでいる本市の財政力からすれば、市長の決断一

つでこの繰り入れは実現可能でありましょう。

他都市を見てみますと、都市規模は違いますけれども、京都市では、今

年度、市民の負担増を避けるために一般会計からの繰り入れを増やして、

42万円のままに据え置くことを決めています。さらに大阪市も、保険料限
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度額、大阪市は40万円ですが、ともに据え置くために一般会計からの繰り

入れを増額して対処しているのであります。四日市市においても、市民の

切実な声や生活実態にこたえる市長の英断として、最高限度額引き上げは

行わない措置をとるよう、強く再考を求めるものであります。

なお、国保の給付内容が他の制度よりも悪いことを私ども繰り返し指摘

をしてきたところですが、他市町村と比べても、例えば葬祭料など、お隣

の菰野町で 5万円、津市で 4万円、ところが四日市市は 3万円という水準

にとどまっています。速やかな改善が急がれることをあわせて強く指摘す

るものであります。

今年度の本市の国保運営が、真に実効あることを期待しまして、議案第

52号への反対討論といたします。

〇議長（川村幸善君） これをもって討論を終結いたします。

これより採決に入ります。

まず、議案第52号四日市市国民健康保険条例の一部改正についてを起立

により採決いたします。

本件に対する委員長の報告は、可決であります。

本件は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めま

す。

〔賛成者起立〕

〇議長（川村幸善君） 起立多数であります。

よって、本件は可決されました。

次に、ただいま採決いたしました議案を除いた21件を一括採決いたしま

す。

本件に対する委員長の報告は、可決であります。

本件は、委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長（川村幸善君） ご異議なしと認めます。
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よって、本件は可決されました5-

日程第2 発議第5号 農業委員会委員の推薦について

〇議長（川村幸善君） 日程第 2、発議第 5号農業委員会委員の推薦につ

いてを議題といたします。

本件は、青山弘忠君及び大谷茂生君の一身上に関する事件でありますの

で、地方自治法第 117条の規定により両君の退席を求めます。

〔青山弘忠君、大谷茂生君退場〕

0議長（川村幸善君） 本件は、農業委員会等に関する法律第12条第 2号

の規定に基づき、農業委員会委貝を 2名推薦しようとするものであります。

おはかりいたします。本件は、原案のとおり決することにご異議ありま

せんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（川村幸善君） ご異議なしと認めます。

よって、本件は可決されました。

〔青山弘忠君、大谷茂生君入場〕

日程第3 委員会報告第 3号 請願の審査結果について

0議長（川村幸善君） 日程第 3、委員会報告第 3号請願の審査結果につ

いてを議題といたします。

委員会の審査結果に対しご質疑がありましたら、ご発言願います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

0議長（川村幸善君） 別段ご質疑もありませんので、質疑を終結いたし

ます。

これより本件を採決いたします。

本件は、委員会報告のとおり決することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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〇議長（川村幸善君） ご異議なしと認めます。

よって、本件は委員会報告のとおり決しました。

日程第4 発議第6号 看護婦の確保対策に関する意見書の提出につい

て

〇議長（川村幸善君） 日程第4、発議第 6号看護婦の確保対策に関する

意見書の提出についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

谷口廣睦君。

〔谷口廣睦君登壇〕

〇谷口廣睦君 発議第6号看護婦の確保対策に関する意見書の提出につい

て、発議者を代表して提案理由を申し上げます。

近年、我が国は、人口の高齢化及び疾病構造の変化等に伴い、医療内容

が高度化、専門化している状況の中で、看護婦の量的確保と質的向上を図

ることが大きな課題となっております。

そこで、政府に対して、看護婦の確保対策の整備、充実を求めるため、

お手元の意見書を提出しようとするものであります。

よろしくご賛同賜りますようお願い申し上げます。

〇議長（川村幸善君） 提出者の説明は、お聞き及びのとおりであります。

ご質疑がありましたら、ご発言願います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（川村幸善君） 別段ご質疑もありませんので、質疑を終結いたし

ます。

これより本件を採決いたします。

本件は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（川村幸善君） ご異議なしと認めます。
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よって、本件は可決されました。

日程第5 発議第7号 「北勢バイパス早期事業実施」に関する決議に

ついて

〇議長（川村幸善君） 日程第 5、発議第 7号「北勢バイパス早期事業実

施」に関する決議についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

大谷茂生君。

〔大谷茂生君登壇〕

0大谷茂生君 発議第 7号「北勢バイパス早期事業実施」に関する決議に

ついて、発議者を代表して提案理由の説明を申し上げます。

本市が三重県とともに策定した三重ハイテクプラネット21構想が、多極

分散型国土形成促進法に基づく開発拠点地域として国の承認を得たことは、

地域の活性化に大きく寄与するものと期待されるところでありますが、一

方、構想の実現を図っていくには、その推進役となる道路体系の整備を緊

急かつ最重要課題として進めていく必要があると深く思慮いたすところで

あります。

こうした状況にかんがみ、市議会といたしまして、飽和状態に達してい

る国道 1号及び23号にかわるべき動脈幹線である北勢バイパスの早期事業

実施、さらには伊勢湾岸道路をあわせた一体的な道路整備の実現を期する

ため、お手元に配付いたしました決議を行おうと提案いたすものでありま

す。

どうかよろしくご賛同賜りますようお願い申し上げます。

〇議長（川村幸善君） 提出者の説明は、お聞き及びのとおりであります。

ご質疑がありましたら、ご発言願います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（川村幸善君） 別段ご質疑もありませんので、質疑を終結いたし
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ます。

これより本件を採決いたします。

本件は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（川村幸善君） ご異議なしと認めます。

よって、本件は可決されました。

日程第 6 常任委員会の閉会中の継続調査について

〇議長（川村幸善君） 日程第 6、常任委員会の閉会中の継続調査につい

てを議題といたします。

各常任委員長からお手元に配付いたしましたとおり、閉会中の継続調査

について申し出があります。

おはかりいたします。本申し出を承認することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（川村幸善君） ご異議なしと認めます。

よって、本申し出は承認することに決しました。

〇議長（川村幸善君） 以上で今定例会の日程は全部終了いたしましたの

で、会議を閉じ、平成 3年6月四日市市議会定例会を閉会いたします。

連日にわたりご苦労さまでございました。

午後2時20分閉会
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地方自治法第 123条第2項の規定に基づき署名する。

1．会期日程

四日市市議会議長 JI I 村 幸 含ロ呈
2．議会運営委員会決定事項

3．議決事件等一覧表

4．一般質問通告一覧表
四日市市議会副議長 毛 利 道 哉 5．付託議案一覧表

6．意見書・決議

7．常任委員会の閉会中の継続調査項目
署 名 議 員 クロ 口 廣 睦

署名議員 豊田忠正
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6月12日（水）

平成3年 6月定例会会期日程

午前10時開会

議案上程…説明
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18日（火）

19日（水）

会

午前10時開議

一般質問

午後 1時開議

一般質問

午前10時開議

一般質問

議案質疑…委貝会付託

追加議案上程・・・説明…質疑…委員会付託
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各常任委員会

会

午後2時開議

委員長報告…質疑、討論、採決
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議会運営委員会決定事項 (3)議案質疑 15分以内（答弁を含む）

(3. 6. 5) (4)討 論 15分以内

◎6月定例市議会について ※ 一般質問の要領

1．会期日程 別紙のとおり ① 一般質問は、一定例会議員 1人当たり答弁を含め20分を基準とし、

2．発言通告等の期限 所属議員数に応じ各会派に時間配分する。なお、一定例会におけ

(1)一般質問 6月12日（水） 午後2時まで る議員 1人当たりの発言時間は、答弁を含め 1時間以内とする。

（通告内容が同一趣旨の場合は午後 3時まで変更可） ② 各質問者は、通告に際して自已の持ち時間（答弁を含む）を会派内

(2)議案質疑 6月17日（月） 午後4時まで で調整の上、質問通告書に記載する。

(3)請願 6月17日（月） 午後4時まで ③ 各質問者は、自己の持ち時間を超えて発言しない。

(4)議員提案による ※ 関連質問の要領

意見書発議案 6月17日（月） 午後4時まで ① 一般質問に限る。

(5)討論・その他 6月24日（月） 正午まで '（② 同一会派の議貝で発言通告をしていない議員 1人に限る。

3．発言順序 ③ 発言の時期は、各質問者の質問が終了した寵後とする。

(1)一般質問 ④ 発言時間は 5分以内とする。ただし、答弁は含まない。

①公明党 ② 新風クラブ ③ 新政クラブ

④ 日本共産党 ⑤清風会 ⑥緑水会

⑦ 政友クラブ ⑧無所属

(2)議案質疑 通告時にくじにより決定

4．発言時間

(1)一般質問（答弁を含む）

政友クラブ 3時間20分 緑水会 2時間20分

公明党 1時間40分 新風クラブ 1時間40分

新政クラブ 1時間20分 日本共産党 1時間20分

清風会 1時間 無所属 1時間

※ 6月定例会においては、無所属の議員 (3名）の発言時間は、 3名

を単位として、 1時間（答弁を含む）を配分することとする。

(2)関連質問 5分以内（答弁を含まない）
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議決事件等一覧表 ー水沢小学校屋内運動場改築工事（建築工事）

〔市長提出議案〕 (22件） （建築機械設備）一 I原案可決

議案第64号 工事請負契約の締結について

議 案 名 1議決結果 I | ー港中学校大規模改造工事一 I原案可決

議案第65号工事請負契約の締結について

議案第52号 四日市市国民健康保険条例の一部改正について 原案可決 ー桜中学校武道場新築工事（建築工事）

議案第53号 四日市市消防団員等公務災害補償条例の一部改 （建築機械設備）一 I原案可決
正について 原案可決 議案第66号 工事請負契約の締結について

議案第54号 四日市市非常勤消防団員に係る退職報償金の支 ー多目的広場敷地造成工事一 原案可決

給に関する条例の一部改正について 原案可決 議案第67号動産の取得について 原案可決

議案第55号 工事請負契約の締結について 議案第68号 町及び字の区域の変更について 原案可決

一高花平保育園改築工事（建築工事）一 原案可決 議案第69号工事請負契約の締結について

議案第56号 工事請負契約の締結について 一諏訪公園雨水調整池導流管布設工事

一午起ポンプ場築造工事（下部土木）一 原案可決 （その 1)- I原案可決
議案第57号 工事請負契約の締結について 議案第70号 工事請負契約の締結について

一納屋ポンプ場電気設備工事一 原案可決 一諏訪公園雨水調整池導流管布設工事

議案第58号 工事請負契約の締結について （その 2)- I原案可決
一羽津ポンプ場除砂設備工事一 原案可決 議案第71号工事請負契約の締結について

議案第59号 工事請負契約の締結について ー北部雨水5号幹線函渠布設工事（その 1)-I原案可決

ー南部汚水3号幹線管渠布設工事一 原案可決 議案第72号 工事請負契約の締結について

議案第60号 工事請負契約の締結について ー北部雨水4号支線管渠布設工事（その 1)-I原案可決
ー東橋北小学校改築工事（建築工事）一 原案可決 議案第73号 工事請負契約の締結について

議案第61号 工事請負契約の締結について 一雨池2号幹線水路築造工事（その 2)- I原案可決
ー東橋北小学校改築工事（建築電気設備）一 原案可決

議案第62号工事請負契約の締結について

ー桜小学校増築工事一 1原案可決

議案第63号工事請負契約の締結について

- 254 - - 255 -



〔議員提出議案〕 （3件） 〔報告〕 （6件）

議 案 名- 議決結果

発議第 5号 農業委員会委員の推薦について 原案可決

発議第 6号 看護婦の確保対策に関する意見書の提出につい

て 原案可決
： 

発議第 7号 「北勢バイパス早期事業実施」に関する決議に

ついて 原案可決

件 名

報告第 1号 平成 2年度四日市市繰越明許費について

報告第2号 財団法人四日市市開発公社の経営状況について

報告第 3号 四日市市土地開発公社の経営状況について

報告第4号 財団法人四日市市レジャー施設協会の経営状況について

報告第 5号 財団法人四日市市文化振興財団の経営状況について

報告第6号 財団法人四日市市都市整備公社の経営状況について

〔請願〕 （1件）

件 名 請願者の住所・氏名

番号トー―-------------------------+---------------------------l議決結果

紹介議員 付託委員会

3. 6. 17受理 四日市市西浦一丁目 9-12 

国連「子どもの権利条約」 新日本婦人の会四日市支部

1 Iの早期批准と実行を求める 代表●→河村紀子 I継 続

ことについて ほか 1名

小井道夫 佐野光信I教育民生委員会．
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一般質問通告一覧表 （発言時間60分）

順序 氏 名 要 旨 ページ 新政クラブ 1 救急救命対策確立について

[：'i71/' 

1 雲仙岳の噴火について―

2 西伊倉町市営住宅の建て替えについて

3 富田山城線の無料化について

4 伊藤正巳 (1) 救急救命士法と本市の対応 64 

（発言時間50分） 2 行財政計画の今後について

(1) 市職員の定数

公明党 4 富田駅ー山城駅間のバス路線について 新政クラブ 1 萬古焼の里構想について

1 久保博正 5 過去の質問から 22 5 佐藤晃久 79 

（発言時間60分） (1) 福祉公社と福祉基金 （発言時間30分）

(2) 室山・風致地区の改良

(3) 四日市港 1 産業廃棄場問題について

アフェリー基地化 2 競輪事業のパート労働者の労働条件改
l 

イ中部新国際空港へのアクセスとして 日本共産党 善について

6 佐野光信 3 通学道路の安全対策について 83 

1 教育文化について （発言時間60分） 4 丸の内の市営住宅の自転車置場につい

(1) 気になる生徒の低体温の増加問題 て

(2) 文化活動における諸問題 5 集中浄化槽への補助金問題について

公明党 2 福祉問題について

2 大島武雄 (1) ホームヘルパーの充実 41 

（発言時間40分） (2) 紙おむつの支給

(3) 障害者の自立と生活体験等 (6月18日）

日本共産党 1 山之一色ハイテク団地の東芝工場立地

7 橋本 茂 について 108 

（発言時間20分） ーハイテク公害を未然に防ぐために一

(4) 高齢者対策と子どもの出生率の問題

3 環境問題についてーゴミの減量対策等 1 桜地区に推進される鈴鹿山麓研究学園

都市構想について

新風クラブ 1 公共下水道に関わる諸問題について 清風会 2 川島地区の諸問題について

3 中森懺二 54 8 瀬川憲生 (1) 近鉄川島駅前の不法駐車への対策と 115 
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（発言時間60分） 自転車置場の整備を

(2) 公共下水道設備の供用開始時期の見
（発言時間60分） 3 四日市市南部への総合体育施設建設に

通し
ついて

(3) 三滝中学校への通学路の安全対策の

ー，検討
政友クラプ 1 商業専用地域の通行不便解消について

13 伊藤正数 2 大規模交通路線の構築について 191 

： 
1 目標とする都市像について

（発言時間60分） 3 開発行為に伴う環境問題について

緑水会 (1) 旧市街の整備

， 石川勝彦 (2) 文化都市としての取り組み 128 
政友クラブ 1 広域行政の推進について

（発言時間50分） 2 文化団体の組織づくりについて
14 野呂平和 2 近鉄線高架問題について 207 

3 天然記念物等の保護管理について
（発言時間60分）

4 人手不足時代の在宅福祉について

1 四日市東インター周辺地区整備構想に

1 消費税転嫁について
関連して

緑水会 2 行政サービスについて
無所属 2 下水道整備について

10 青山弘忠 (1) 休日、夜間のサービス 143 
15 土井数馬 (1) 四日市市全体の下水道進捗状況 213 

（発言時間50分） (2) 近鉄四日市駅構内のミニ市役所
（発言時間60分） (2) 常習浸水地域の解消と緊急避難場所

(3) 市営駐車場
付近の対策

3 四日市シテイマラソンについて
3 教育問題について一青少年健全育成事

業

＇ヽー)|／

緑水会 1 豊かな時代における弱者対策について

11 橋本増蔵 2 高齢化社会について 165 

（発言時間40分） 3 老人と赤ちゃんについて

1 四日市市立技術専門学校の新設につい

政友クラブ て

12 日 置紀平 2□中小企業工業団地の開発について l 176 
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付託議案一覧表

〇 総務委員会

議案第53号 四日市市消防団員等公務災害補償条例の一部改正について

議案第54号 四日市市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条

例の一部改正について

議案第55号 工事請負契約の締結について

一高花平保育園改築工事（建築工事）一

議案第56号 工事請負契約の締結について

一午起ポンプ場築造工事（下部土木）一

議案第57号 工事請負契約の締結について

一納屋ポンプ場電気設備工事一

議案第58号工事請負契約の締結について

一羽津ポンプ場除砂設備工事一

議案第59号 工事請負契約の締結について

ー南部汚水3号幹線管渠布設工事一

議案第60号 工事請負契約の締結について

ー東橋北小学校改築工事（建築工事）一

議案第61号 工事請負契約の締結について

ー東橋北小学校改築工事（建築電気設備）一

議案第62号工事請負契約の締結について

ー桜小学校増築工事一

議案第63号 工事請負契約の締結について

ー水沢小学校屋内運動場改築工事（建築工事）

（建築機械設備）一

議案第64号 工事請負契約の締結について

ー港中学校大規模改造工事一

議案第65号工事請負契約の締結について
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ー桜中学校武道場新築工事（建築工事）（建築機械設備）一

議案第66号工事請負契約の締結について

ー多目的広場敷地造成工事一

議案第67号動産の取得について

議案第68号 町及び字の区域の変更について

議案第69号工事請負契約の締結について

一諏訪公園雨水調整池導流管布設工事（その 1)-

議案第70号 工事請負契約の締結について

一諏訪公園雨水調整池導流管布設工事（その 2)-

議案第71号工事請負契約の締結について

ー北部雨水5号幹線函渠布設工事（その 1)-

議案第72号工事請負契約の締結について

ー北部雨水4号支線管渠布設工事（その 1)-

議案第73号 工事請負契約の締結について

一雨池2号幹線水路築造工事（その 2)-

0 教育民生委員会

議案第52号 四日市市国民健康保険条例の一部改正について

- 263 -



看護婦の確保対策に関する意見書

近年の人口の高齢化や疾病構造の変化に伴い、それに対応する医療内容

が高度化・専門化するなど看護婦の業務内容も著しく複雑化・高度化して

おり、さらに国民の健康に対する意識の深まりもあって、その対応につい

ても多様化している現状にあります。

また、週休2日制の進展等労働環境の変化も生じてきており、こうした

状況の中で、今後看護婦の十分な量的確保と質的向上を図ることが大きな

課題となっています。

したがって、夜勤をはじめ厳しい労働条件のもとで働いている看護婦の

処遇の改善を図り、看護婦にとって働きやすく、魅力のある職場となるよ

うな体制づくりが急務であります。

よって、政府におかれては、看護婦の確保について、下記のとおり具体

的な対策を早急に講じられるよう強く要望します。

記

1. 看護料を適正に評価し、その診療報酬の抜本的な改善を早急に行うこ

と

2. 看護学校等、看護婦養成施設を増設し、入学定員を拡大するとともに

修学援助のための施策の充実を行うこと

3. 複数夜勤体制の実施など、夜間勤務体制の大幅な改善、週休2日制の

実現等労働条件の改善及び院内保育所施設への助成拡大など、働きや

すい職場としての条件を整備すること

4. 基準看護、ニ・八制度の完全実施や週休2日制などを見込んだ看護婦

必要数を算定し、かつ看護婦養成力の拡大を含めた看護職員需給計画

を策定、実施すること

以上、地方自治法第99条第 2項の規定により意見書を提出します。

平成 3年6月25日

四日市市議会

議長川村幸善
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関係省庁宛

（内閣総理大臣、大蔵大臣、文部大臣、厚生大臣、自治大臣）

「北勢バイパス早期事業実施」に関する決議

四日市市では三重県とともに、多極分散型国土形成促進法に基づく振興

拠点地域の開発整備として、国の承認を得た三重ハイテクプラネット21構

想及び各地域間の交流拡大を図る交流ネットワーク構想を策定し、地域の

活性化と豊かな生活の実現に向けて鋭意取り組んでいるところである。

とりわけ、これらプロジェクトの実現を図る上で、その推進役となる道

路体系の整備が緊急かつ最重要課題となっており、中でも交通量が既に飽

和状態に達し、慢性的な交通渋滞を来すとともに都市機能・沿道環境面に

おいても大きな問題を惹起している国道 1号及び23号に代わるべき動脈幹

線の早期整備を強く求めるところである。

よって、四日市市議会は、国土の均衝ある発展を期する上からも、関係

住民の理解と協力を求めながら、沿道環境への十分なる配慮のもと、本市

及び三重県北勢地域の活性化を図るため、 「北勢バイパス早期事業実施」

さらには伊勢湾岸道路をあわせた一体的な整備実現に向けて、総力を挙げ

て取り組む決意である。

以上決議する。

平成 3年6月25日

四日市市議会
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常任委員会の閉会中の継続調査項目

総 務 委

教育民生委員会

産業公営企業委員会

建 設 委

員

員

会

会

各種プロジェクトの現状と今後の展望について

障害者福祉について

農村集落の環境整備について

河川改修事業の推進について
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